
1998年

手続要覧

ロータリアンの

手引き

収録：

□国際ロータリーの定款と細則

□国際ロータリーのロータリー財団細則

□標準ロータリー・クラブ定款

□推奨ロータリー・クラブ細則

鍵国際｡-ﾀﾘｰ



'Ｉｉｌｌ 
Ｌ①。.

。~P--ﾆｰ

ｮ-

-.-⑪qf 
-,．,.;､,3１ 

ｸｾ~ 

ｌⅡ 
ｑ｢ 

､１１－（－ 

J-61斤､-

■ＩＩ 

Ｉｒｉｌ子4７－ ＝ﾉ 

PＳ●ll 

Do-1,【円 －１_ョ

版権：1998年国際ロータリ(←》ご一いい｢た’マけb-l-

OneRotaryCenteJ・

l560ShermanAvenue 

EvanstonDIL60201DUSA 

すべての椛利を保有。



手続要覧

ロータリアンの手引き

本手続要覧には、年次国際大会、規定審雛会、ＲI理事会、ロータリー財団管理委
員会が採択した方針と手続が記戟されている。また、ＲＩ定款と細則、標準ロータ
リー・クラブ定款、ＲＩ理１F会の推奨するクラブ細則、ロータリー財団細則と法人設
立定款抜粋の最新版が収録されている。

手続要覧は、３年ごとに数カ国語版が出版され、各ロータリー・クラブとＲＩ役員
に1部送付される。1998年版は、1995年版出版以来の方針と手統の変更が織り込
まれている。何度も言及される醐項は、まとめ政し、探しやすいようにした。明確
さを期して多くの記峨耶項を再編典した。手続要覧の意味、解釈について疑義が生
じた場合、英文が正文となる。

アーロン・ハイアット

珈務総長



本手続要覧の全部を通じて、男性代名詞も女性代翁詞も、

両方の性を含むものとする。
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本文中の出典

1998年手続要覧には、パラグラフ末足のカッコの中に数字が記載されている箇所
がいたるところにある。これは方針または手続の出典を示しているのである。例え

ば:

Rl理事会の決定

一つまたは複数の２桁のアラビア数字（二つ以上の場合、あいだに読点をいれて

ある)．一例を挙げるなら（45,84)。この例の場合、1945-46年度と1984-85年度
の理１F会の決定事項の一部であるということを意味する。

ロータリー財団の管理委員会の決定

管理委貝会というilliに続いて一つまたは複数の２桁のアラビア数字がある場合。
例えば（管理委員会７１，８７)。この例の場合、1971-72年度と1987-88年皮の管理
委艮会の決定の一部である二とを意味する。

国際大会または規定審醗会の決定

ハイフンによってNIIてられた二つの数字。最初の数字は、規定審議会か1'1際大会

の年度を示す。２番目の数字は立法番;j･である。一例を雛げるなら（80-1()2)。こ
れは1980年規定審鍍会の決議番号102であって、これは通常、「決議80-102」と

言われるものである

大会の決定は本要魔'二依然として引川されるものである

R｜定軟と標準ロータリー・クラブ定飲の規定

ＲＩ定款、標準定款（標準ロータリー・クラブ定款）に続いて、条と節がある。

Rl細則の規定

二つのピリオドによって隔てられた４桁から７桁のアラビア数字がある。股初の

桁は、その出典である細則の条に扣当する。ピリオドに挟まれた３桁の数字は、条
の中の節である。もし２稀目のピリオドの右に数字があれば、項を指す。例えば
(lＬ030.7.）は、面IiiIの文章が細則の第１１条第３節第７JIlを意味し、第11.030.7.
項と呼ぶ。

いろいろなところからの出典

参照文献がセミコロンで隔てられている場合。例えば（RＩ定款第５条術３節；
4.0`10．；８７）は、画Iiiiの文章がＲＩ定JHMni5条第３節、ＲＩ細'１Ｉ第４条第`1節、1987-
88年度ＲＩ理事会からの出典であることを示している。

rｌｅｏｆＦ 

凶イドrＷｍｆｌ、

、



巴出ﾛｺﾆ１匝宅－８一二

7,1コ

可Ｔ－＝洪回

訳者瀧：改正された飾所には原則としてアンダーラインを引いた。第１１職は全文
新たに｝ＩＦ入されたものなので、アンダーラインを引いていない。さらに、文章の
書き換え、移動についてはアンダーラインを引いていない。従って、アンダーラ
インは１１tなる目安と考えてほしい。正本である英文にはアンダーラインは引かれ
ていない。
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第１章ロータリー・クラブ(TheRotaryClub）

クラブの管理

(ADMlN1STRATlONOFCLUBS） 

アディショナル正会貝の場合に

はその職業分類について疑問の

余地のない者。

2）クラブ全体を指導する能力を有

し、かつ同僚会貝の尊敬と伯頼

を有する者。

国際ロータリーの会員組織

（ＭｅｍｂｅｒｓｈｉｐｉｎＲｏｔａｒｙ 
Ｉｎｔｅｒnational） 

ＲＩは、ＲI定款および細則に従って結

成され現に存在するロータリー・クラ

ブによって構成される。クラブがＲＩに

加盟するに当たって、クラブ定款とし

て標地ロータリー・クラブ定款を採択

しなければならない。しかし、標準定款
が採択された１９２２年６月６日より前に

ＲＩに加盟したクラブは、そのクラブ独

自の標池定款の下に皿徴する資格をｲ『
する。但し、その独自の規定は所定のﾉﾑ

認を受けていなければならない。
(2.030.） 

3） 地区の会

長エレクト研修セミナーと地区

協鍍会に必ず出席し、かつ、い

つでもクラブを指導し、クラブ

のﾘﾄﾞ務を執るのに必要な１１#llUと

労力を捧げうる者。但し地区協

議会または会長エレクト研修セ

ミナーに出席できない然るべき

理由がある場合、欠席について

ガバナー・エレクヒのｉｎ:''1を得
たうえ、所属クラブから指名し

た代理を必ず派遣し、その報告

を受けなければならない｡（標準
定款第８条第４節）

４）自己のクラブの理事あるいは一

つまたはいくつかの主要な委員
会の委しlを務めたことがある

者。

５）１回以上地区大会に出席したこ

とがある者。

６）自己のクラブの定款・細I1IIおよ

びロータリーの綱領について実

際的知織を有する者。

（就任前に少なくとも１回はIIJ際大会
に出席した経験を有する者であること
が望ましい)。

クラブ役員(ClubOfficers）

クラブの役員、そのYTWf、任務、選考
方法は、各クラブの定紋と細則に規定
されている(標地定款第8条)。標準ロー
タリー・クラブ定款の規定によると、理
蛎会はクラブの管理主体である。理那
会は､少なくとも月１回会合を開くもの
と期待されている。

クラブの役員は、会災、会長エレク
ト、1名または数名のMII会長(以上の人

は全且、理班会のメンバーとする)、さ
らに、幹ｻﾄﾞ、会計、会場監督は、クラブ
細則の定めると二ろに従って、その全
員または－部が理zlIF会のメンバーで

あってもなくてもよい｡（標地定款第８
条第３節）

任務(Duties）

クラブ会奨は：

１）クラブのiMi会合の議長を務め
る。

２）各例会に当たって入念に立案

し、IlIl会および閉会の時１１１１を厳
守するよう配慮する。

３）定例jUl1F会の議長を務める。
４）任務にふさわしい人をクラブ姿

資格(Oualifications）

クラブ会長は：

ｌ）クラブの名撚会１１以外の暇疵な

き会員であって、さらに正会口、

第１部一管理 ３ 



ロータリー・クラブ

を保つため、新旧理１Fの合同会

合をⅢⅡ１Ｍする。

職業分顛委貝会、会、避埒委貝

会､会nln強委貝会､ロータリー

情報委しl会の監督および猶務調

整の間紙者に会長エレクトまた

はMII会奨を任命する｡（１６，５２，
６２） 

凸会委員長および委員に任命リー

る。

各委員会はそれぞれ明確な目標

をもちかつそれぞれの働きが綱

和するようにする。

定例のクラブ協雛会を開催す

る。各委員の任命後、できるだ
け早い機会に第１回のクラブ協

雛会をIMlIMiする。
地区大会に出席する。

次』Ⅲ会長として地区協鍍会と倉

19） 5） 

6） 

クラブ役員の選出

(SeIectionofClubOfficers） 

会長および枠1Fの職はもとより、理

１１Ｆ、委貝鎧の職もかわるがわる就任す

るという原１１１１を、守ることができれば、

クラブのためにこの上なく役立つであ

ろう。役且は無jU1限に翻任してはなら

ない｡(35,50）

クラブ役瓜が２年続けて同一役職に

つくことは奨励されていないしlUI符さ

れてもいない．しかし､ulFbVが;午十な

ら、引き続き２ＩＦI]に同一役１１を避んだ

り、期'１１１をliftいてクラブの元役[1をilj

逸することがクラブに役立つ場合もあ

る。(42,62）

Ｊ
１
 

７
８
 

に出席
▲ 

ヒエレクト研修セミナー

する。
クラブ内および地区内のロータ

リーの諸問題に１１Mしガバナーと

協力し、かつiMfjm償を速やかに

処理する。

例年の会計検充はもちろん、ク

ラブ予算の編成および会計･glF筋

の完全な履行をWf僻する。

ガバナーの公式i坊'111に際し、各

委貝長より文１１Fによる報告が提

出されるよう注意する。

IlIIIF務局から11}られる傭科lおよ

び有益な示唆を利用する。

｢ロータリー・ワールド｣、「ガバ

ナー月信｣、そのILIiI』１１F務局と
ガバナーからのj､伯、刊行物鞭

から得られるiK婆な悩報が確尖
にクラブ会ｕに伝達されるよう

挑意を払う。

地区大会およびＲＩ国際大会に、

クラブから適正な代表者が出る

よう配慮する。
１月にはロータリー年度第二半

jUIの各委貝会のiiliIliljとその目標

の検討会を桁蝉する。
６ﾉ1にはクラブの１１ｹ政状態およ

び当該年皮のクラブの目標迷成

状況について、総括的な報告を

クラブに提出する。

退任前に次期クラブ会長と会銭

する。

クラブの新しい稲;Rl1ylF務がlIiHIiIM

に発足できるようにするため、

また同時にクラブ柵理の継続性

9） 

10） 

11） 

１
Ｊ
 

２
３
 

１
Ｉ
 役員の就任式(Officerlnductions）

各ロータリー・クラブは、行ロータ

リー年度の初めに役員就任式をⅢlかな

ければならない。このような会合は、ク

ラブ役貝や委11が、所属団体の目原に

献身する熱怠を新たにし、ilPIii認する

維会を提供するものと認められている

からである。また、このような会合は、

地元地域社会にロータリーの'二l的と目
標を知らせる広細の機会ともなる。

14） 

15） 

クラブ協謡会(CIubAssembIies）

クラブ協雛会は、クラブのプログラ
ムと活ijujについてjhi鐘するために１１Mか
れるクラブ役11,理ＪＩＦ､委口会委し』是の

会合である。クラブの他の会11も１１}席

を要請される｡(82)クラブ協離会は、ガ
バナーまたはガバナーMi住のOujllIlIMFお

16） 

17） 

18） よび他の適切なときに数回'111かれる。

クラブは、jLI西および地区内他クラブ

のプログラムとiiIilmjにljUするf}l〈!｢が受

1998年手続要覧0１ 



ロータリー・クラブ

けられるように地区大会終了後にクラ

ブ協鍍会を開催するよう奨励されてい
る。

この法人役立の準拠法である

州／県の法令の規定の認めるiiiii囲内
で、この法人は国際ロータリーの統

轄に従うものとする。

この法人は、法人設立定款に列挙

されている趣旨に沿い、かつ、法人

設立のflu拠法である州／県の
法令に反しない細則を採択できるも

のとする。

この新しく役立された法人を、国際
ロータリーと綱和したものにするため

に、法人は、ＲＩが加盟クラブのために

定めた標耶ロータリー・クラブ定款と

推奨クラブ細則の関係規定を細則とし

て採択しなければならない。
法人設立定款には、このほかに､法人
設立の池拠法が定める文言を、もちろ

ん、書きしるしていなければならない。
法人となったクラブがあらゆる点にお

いてＲＩの加IMIクラブである、という明

白な趣旨に反しない限り、ここに述べ

た規定を変災しても差し支えない。
既存クラブがこのような条件に従って

法人化されたとしても、ＲＩとの関係に

は何の変化もなく、従来と変わりない
と認められるものとする。

。ＩＦ務総長は､ＲＩ理甑会に代わって､法
人申請盤の裁定をするよう要iMlされて
いる。さらに方針声明が必要となるよ

うな状況の場合､巾務総長は､この申誠

iMFを執行委員会に付議するものとする。
(40,57） 

クラブ資金の取扱

(HandIingClubFunds） 

ロータリー・クラブは､支払小切手に

対する迎磐と毎年度の会計監査など、
実務的に財務を処理するよう要諭され

ている。(41）

保険と法人組織

(lnsuranceandIncorporation） 

クラブは、クラブ自体(またはその活
UMI)を法人組織にするか、あるいは適切
な賠償資任保険に加入することによっ

て、クラブ･プロジェクトと活動から発

生しうる事故や損害に対する賠償責任
から保謹される手はずを整えるぺきか

どうかについて、法１１t顧問または責任
保険の願iMlから助言を受けるよう要拙
されている。ロータリー・クラブの法人

化の是非に関する問題は、地元の状況
に照らし合わせてクラブが決める問題

であると、理甑会は考えている。ロー

タリー･クラブが、クラブ側に責任がか
かるような特別な活UMIに桃わろうとす
る場合、クラブ自身よりむしろ活動を

法人化することが望ましい｡(57,83）
ＲＩ理本会は、ロータリー・クラブが

その法人設立定款の中に、今後の改正
も含め、ＲI定款・細則に忠実に従うと
いう文筒を加えるなら、ロータリー・ク

ラブの法人化に反対するものではない。
ＲＩ理]ＩＦ会は､法人設立定款として､次
のような一般規定を承認している：

この法人の名称は、

法人一一

ロータリー・クラブと他団体

(RotaryClubandOther 

Organizations） 

ＲＩの梛成風として、クラブは他のい

かなる団体にも加入すべきでなく、ま

た、他団体の会員としての雑務を負う

べきものでもない。クラブの役員およ
び委員が他の団体の役員や委貝と会談
をⅢくことはよいし、そうせねばなら

ぬ場合もあろうが、しかし、クラブを束
縛する権限はない｡<80-102）

必要もしくは望ましいと思われる場

合、ロータリー・クラブは奉仕プロジェ

囮（州／殿）（iii）

ロータリー・クラブと.ｵｰる。
この法人は､非営利団体法人とす

る。その目的は、慈善、博愛、かつ、
国際ロータリーの目標を奨励、推
巡、拡大することと、国際ロータ
リー加盟クラブとしての関係を維持

することである。

第１部一管理 ｡ 



ロータリー・クラブ

クトの後援に協力することができる。

しかし、ＲＩの符理の枠内に入らない目

的のためにロータリー・クラブの連合

座を設立することは、i恩められない。
ロータリー・クラブには、その会員を、

他の団体に加入させたり、結びつけた

りする権限はない｡(70）（第２章の｢地

区とロータリー・クラブによる他団体

との協力」も参照のこと)。

出席(ATTENDANCE）

ニア・アクチブ会員を除 ロータリー.

クラブ会貝は､標準ロータリー・クラブ

定秋第10条第５節に述ぺる出席条件を

満たすことができないと自動的に会員

身分を失うことになる。しかし、第7条

第１節には、クラブ例会欠席を補填する

｣し体的方法が記栽されている。
国法の遵守

(ＣＩｕｂＣｏｍｐｌｉａｎｃｅｗｉｔｈＮａｔｉｏｎａｌ 

Ｌａｗｓ） 

各ロータリー・クラブは、クラブが存

在し、その機能を果たしている国の法

律に従うことが期待されている。自国

の法律がＲＩ組織規定と矛盾する場合

は、関係クラブは必ずＲI理事会に問題

を提出し、助言と指弾を仰ぐものとす

る。(75）

クラブ例会の欠席

(AbsenceFromClubNeetings） 

陪審員としての騒務

陪審員としての任務を果たすためク
ラブ例会を欠席した会１１を出席扱いに

できる規定はない｡(23,25）

澱会

鍍会に出席しなければならないため

クラブ例会を欠席した会貝を出席扱い

にできる規定はない｡(52）

仲介と提訴(Arbitration二ng-A2E旦旦1旦１
標準ロータリー・クラブ定款第１４条

にはクラブ内の意兄の衝突の仲介手続

が規定されている。ＲI理事会の合意に

よると、この手続に脈えた場合：

１）クラブ会長は、それぞれが肥１１

の仲介人を指定する日を、仲介

の意思の通知後１５日以内に設定
するものとする；

２）クラブ会長は、仲介人が中立の

裁定人を指堀するロを、仲介人

の指名後１５１１以内に設定するも

のとする；

３）然るぺきHl1IIlがある場合、関係

者全員の合怠を得て上記の期ｉｌＩ

を修正できる。（94）

非公式の会合

船上、リゾート地､同業者大会等で開
かれる非公式なロータリアンの会合を

出席と認める規定は存在しない｡（56,

69） 

他の奉仕クラブの会合

他の奉仕クラブの例会出席を、ロー

タリー・クラブ例会111席とみなすとい

う岨疋はない｡(26）

標瀧ロータリー・クラブ定款の第８

ブ定款の条項を次のように解釈してき

た．ロータリアンが会jUI2u以上の国際
訴または仲介に訴える場合、いずれ

ロータリーの会合(例えば地区大会）に
の方法に訴えても差し支えないが、い

１１席したとき、その期日がメークアッ
遡れかを選び､そ処が岐終_となる、とい

ことにＲＩ蝿亙ＩＦ会は介意している｡-画
クアップとみなすことができる。(83）

方を利用する二とはできない(96）
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出席穣務規定の免除

(LeaveofAbsence） 

会[｣が例会に欠席する場合はiiiもっ
て欠席杵可を求めなければならない、
という規定を設けることは現実的でな
い。（25）

IlIIの下に、できる限り、地元地域社会
の、一般にil8められたあらゆるﾘﾄﾞ猶､専
ＩＩｌｌ職務の代衣者を会員に迎えるべきで
ある。組織的な職業分類表はクラブ発

展の理論的基礎である。この炎は地域
社会の徹底的なIWUi業分類調査を行うこ

とによってのみ作成できるものである。
職業分類は、特定個人の占めている地
位によってではなく、むしろそのＪ１｢業
活動もしくは祉会的に果たしている仕
１Fによって定められるものである。分
かりやすくすえば、銀行の頭取の場合、
その職業分賦は、「銀行頭取」ではなく

｢銀行業」または「銀行経営」である。
職業分類を決定するのは､商社､会社
または団体の主典かつ一般世IHIからも
そのように認められている鞭業hui1mlか、
または、その人の主要かつ一般世ＩＨＩが
そのように認めている事業またはj曝門

轍務活動である。例えば､鉄道会社､鉱
業会社、製造会社における常勤の地気
技師、保険消算人または支配人などは、
その人が直接担当している特定の仕事
の代表者とみなすこともできるし、あ
るいは､その人が、専ﾄﾞﾘ的な仕ﾘﾄﾞに専従
している商社、会社または団体の代表
背とみなすこともできる。

標ill1ロータリー・クラブ定款の第７条
1節の規定によると、ロータリアンが

クラブの例会に出席したものとみなされ
るには、例会に充当された時間の少な

れぱならｵﾑい。ＲＩ理1F会は、100パーセ

貝の退会につながりかねない、と考える

のである。クラブ指郵者には、会貝や
会員侯hIi者に次のことを強綱するよう１
励する。ｐ

一
幻
一
⑩
’

鯛 Ⅱ正しい出席の価値と意義

60パーセントの出席規定：

100バーセンヒの出席を強調しす

「ること_なく、できる限り、クラブ

の全活動への各会11の欄極的参加が
クラブにとっても地域にとっても1Ｋ

典であるということ。

職業分類(CLASSlF1CATlONS）

職業分類の１１;〔MIIを守ることは91まし
いが、ＲＩ理J1;会は、各ロータリー・ク

ラブが職業分類の慣行を注意深く考慮
し、現代のﾘﾄﾞ難および専門職務仙行に
合わせて必要に応じて職業分りｉｎの解釈

ロータリー・クラブの各正会員は､会
員の珈業または専門職務に従って職業
分類される。「職業分類」はロータリア
ンの所瓜する商社、会社または団体の
主要かつ一般世間がそのように認めて

いる1F業活動を示すものか、または、会
員の主要かつ一般世1111がそのように認
めている】ＩＦ業または専IliMii傍を示すも
のでなければならない。クラブは、この
ような定挺の下で、区域内の鞭業およ

び専門職務活動を表す適切な職業分類
を設定すべきである。

クラブは、ＲＩ定款第５条と標準ロー

タリー・クラブ定款第5条に規定する原

産業の区分（Divisionoflndustries）
ほとんどの施業は、それぞれ他のも

のと明らかに異なる事業形態をもった

次の四つの部ＩＨＩ】に分けることができ

る。生産(または製造)Producing(ｏｒ
Manufacturing)；配布Distributing；
小売Retailin鷹；サービスServicing。
これら四つのグループは、すべてこれ

をロータリー・クラブにおいて代炎さ
せることができる。
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立性をもつならば、その事業活

動を、一つの「，IF巣」「専門職務」
「業務」「企業」「会社」とみなす

ことができる。

一例を挙げれば、大規模な大学内に、
おのおの明確に独立した二つの学部が

存在し、各学部ごとに学部長と教授会
があり、それぞれ学部の運営一般に関
する独自の方針の決定と貨任遂行とに

ついて十分な独立性をもっている場合

には、クラブは、職業分繭衣に、各学部
別に、それぞれの主要かつ一般世間か
らもそのように認められている活動に

対応して次のような職業分類を設定す
べきである。例えば：医学部；工学部；
法学部。

大規模な大学内の明らかに独立した

各学部の職業分顛の設定に用いられた

この原則は、また、大規模な法人におい
てそれぞれの部1'１の職業分類の設定に
ついても適用される。地域社会におい

て－つまたは少数の法人が主要な産業

を運営しているとしても、その地域社
会に明確に異なる業務が存在する場合、

この原則を適川できる。（52,62）

配布（Distributing）

「配布」というiMiは、二二では、次に
掲げる市場活iidIのすべてについて、こ
れらを指称する酎葉として用いる。す
なわち、卸売、仲iii(、委託販売、ブロー
カー、輸出および輸入を指すものとす

る。どのような場合に上記の言葉の－．
つを職業分類用調としての配布という

言葉に替えてH1いることにするかは、

各クラブの職業分類委貝会が決定すべ
きことである。

職業分類の調査（Classification

Survey） 

各クラブは、その職業分類委員会に

よって、８月３１nまでのなるべくロー
タリー年度の早い時期に、その地域社

会の職業分類調謙を行わなければなら
ない｡その調在から､職業別電話帳その
他の事業別名輝を用いて、充填未充坑
職業分類表を作成する。分類表には､あ
る職業分類にかかわる事業活動がたと
えクラブの区域内で行われていなくて

も、その職業分顛を貸与されている会
員がクラブの区域内に居住している場
合には、その職業分類も記戟されなけ
ればならない。 職業分類の貸与

(LoaningClassifications） 
特定の職業分類の下に会貝となるに

は、商業、工業、lW111ili勝または団体に
かかわる活動の少なくとも６０パーセン

トを、当該職業分類となっている活動
に捧げており、かつ当人が主として当
披班業または専門職勝沼､力に従事して
いる二とがその地域において一般から

蝿められていなければならない。各ク
ラブはこのような規定を採用するよう

に勧告されている。

－事業体内の独立部門(Separateand
DistinctDivisionsofOneConcern） 

ＲＩ理蛎会は、「Ｗ業」「専門職務」「業

務」「企業」あるいは「会社」等の用語
の解釈に次のものを含めている。
１）商業的活動

２）工業的活動

３）専PIjlWii務活１１m］
４）団体の活1mｊ

のいずれかに属する事業活動
で、たとえ、その二つあるいは

三つの業務にまたがって財務に
関する符RllIii限とか財政政策に

関する股終決定権が、一つの法
人または個人1F業主に帰属して

いる場合でも、そのおのおのの

業務全般にわたる述営方針の決

定、任傍遂行について十分な独

均衡のとれた会員組織：１０パーセント
のルール

(BalancedMembership-1miRule） 

側互に関連または顛似する事業、ま
たはｌｎＩ－の法人その他のＦＩＦ業主の所有
もしくは管理に凪するIF業を職業分類
とする正会員およびアディショナル正
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会口の数は、当該クラブの正会員およ
びアディショナル正会L｣総数の１０パー

セントを超えないことが望ましい。特
殊な11rllIIのため、１０パーセントを超え
る二ととなってもやむを1\ないとされ

る場合も考えられるが、しかし､均衡の
とれた会且組織の原則はあくまで維持

されるべきである。ｉＩｉｒいクラブで、現
在、允城されている職業分類が均衡を
失している場合には、均衡のよくとれ

たクラブ会員組織にするため、ほかの
職捷分繭の正会員およびアディショナ
ル正会１１を増やすように努めなければ
ならない。

に統ilillされているとしても、そ
の各'１１:堆所がそれぞれ独立して

製造販允を徴み、かつ既に職業
分類炎に戦っている職業分類と
はIﾘＩらかに異なる業勝を社会に

提供している場合には、新たに

別々の職雄分類をその職業分類
表にｉｎﾉⅡ1することができる。

２）許容されない墹合：合(ルされた

会社が、一つの経営笹理の「で
一個の製造_に場および販光所に

統合された場合には、四つの職

業分頬しか設けることができな

い。そして、この職業分類は合

併前の一つ一つの会社の業務で
なく、合併されてできた会社全

体の業勝を表すものでなければ

ならない。

３）この指針は新旧会員に適用でき
る：Ｌ述の指針は新会11に対し

てのみ火施されるのではなく、
合併されたそれぞれの会社の主
要な業務を炎す職業分顛の下で

既に以Iiilから会員である人々に

も適川されるものである。
４）職業分類は重複してはならな

い：この1n(NIIは上述の脂針に

従って,Ｊ１:春された職業分顛がク

ラブ内に既に存在する他の職業
分類と現実に重複しない場合に

のみ適川されるのでる。
上記の勧告によって既に会１１である

荷が無理にその会、身分を剥紅される
ことはない｡（37）

新クラブ（NewClubs）

クラブを結成する場合には、さまざ

まな分野から会員を得られるよう考え
ておくことが大切である。従って、結成
のときに、相互に関迎のある職業分類
グループから、一つの職業分類だけを
充域するようにすることが望ましい。
但しﾘﾄﾞ柵によっては、１１０述のある轍業
分類を二つ以上充填しなければならな
いような場合も考えられるが、しかし
創立会11となる正会Ｌ１の総数の10パー
セントを越えてはならない。

報道機関、宗教および外交官

(NewsMediaReIigionand 
DiplomaticService） 

一つの職業分類を代災する会員の数
に制限を役けているが、複数の宗派の
各代災者、複数の報道機関の各代表者
および複数の国の各ＩＲＩ政府代表外交官
は、その職業分類の下に正会員となる
資格条|'|:を備えている。（`1.070．；標地
定款第５条第９節）

シニア・アクチブ会員またはバスト・

サービス会員のバッジと職菜分類

(C1assificationonBadgeofSenior 
ActiveorPastServiceMember） 
シニア・アクチブおよびバスト・サー

ビス両会員のバッジには、「シニア・ア

クチブ」または「バスト・サービス」の
文字の下に、括弧で囲んだ(前職業分類
.……）という欄を設けておくように

することが望ましい｡(45）一lHiもIlH会
１１であったことがないパストサーピ

会社合併(MergedCompanies）
会社の合併に関連して起こる職業分

類の問題を処理するための指針を次に
挙げる：

ｌ）許容される娚合：一つまたはそ
れ以上の会社が合併されてでき

た企業体で、たとえ財務が－つ
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Ｋは、これを文瞥配布を目的としては
ならない、ということが慣行として確

立されている。(36）

ス会員には前職業分類がない。

営利化と配布

(COMMERClALlZATlONAND 

ClRCULARIZATlOID 

ロータリー・クラブおよびロータリア

ンの名簿

(ListsofRotaryCIuband 

Rotarians） 

ＲＩは、ＲＩ理事会の同意がなければ、

[I的のいかんを問わず､通常、ロータリ

アン名鱒を他に提供しない｡(20)クラブ
会員の名簿を入手したい人は、そのク

ラブ自身から入手するか、あるいは会

１１名蝉を他へ提供する二とを承認した
RIIllF務局宛の当該クラブの書面を、ま

ず手に入れなければならない。（37）

ガバナーが事務総長に地区内の全

ロータリアンの名卸を鮒求した場合、

１F務総長はガバナーに名輝を支給する
ことになっている｡(93)クラブ妬簿ある

いはクラブ役員または委員の紹簿は、

ロータリー以外の機１１Mに渡されること

ばない｡但し､政府機llllより非常緊急の
合法的な要誼がある場合、あるいは事
務総長、ＲI理事会または執行委員会の
同意がある場合はこの限りでない｡(40,
83） 

ロータリーの営利化

(ColnmercializingRotary） 

ＲＩの公式名薄は、全ロータリアンヘ

ＩＷ報を伝えるために征年出版されてい
る。ロータリアンはこれを商用の郵送
名禰として用いてはならないし、同様
の目的のために他人に使用させてもな

らない。ロータリー・クラブ会員が自己
の商取引に営利を目的として公式名簿
を利用することは妥当でない｡(29-12；

80-102） 

ロータリー・クラブへの配布

(CircularizingRotaryC1ub） 
いかなる団体もＲＩ加盟クラブに文普

その他を一律に配布することはできな

い。しかし､国際大会の決定あるいはＲＩ
理事会の勧告によって定められる限度
内において、営利にIH1係のない事柄に

限り、他のクラブに配布することが許
されている。但し以下の限定条件によ
る：

１）いかなる耶項に関しても、他の
クラブの協力を得ようとする加
盟クラブは、まずそれぞれのガ
バナーに対して、その目的と計

画を提出し、その承鵠を得なけ

ればならない。

２）いかなる加M1クラブも、まずＭ
理zlJ会の承IIBを受けるまでは、

他のクラブ、あるいは自クラブ
の会員以外のロータリアンに財
政的援助を求めてはならない。
（80-102） 

ＲＩの公式名簿にせよ、あるいは地区

またはクラブの会LLti樽にせよ、ロー

タリアンまたはロータリー・クラブ、地

覗舌販売(TelemarketinE

Ｈ１理事会は目的のいかんを問わず
ロータリー・クラブや地区による営利

を目的とする趣話販売の使用に好意を

せない辱しかし、趣話販売を行う場

合、特に営利を目的とする電話販売罰

櫛を利用するときは、クラブも地区迄

細心の注意を払わなければならない。

定においては､代表者のロータリー・ク

明らかにして適正な表現を使用しなけ
れぱならない。麺括販売の使用は図
のロータリー配布方針に合致していな

ければならない。（97）
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親睦(FELLOWSHIP） ものでなければならないこと。
この趣旨は、播助グループまたは団

体が、地元のクラブと１１１に非公式に提
槐するということにすぎない。ＲＩの方
針として、他団体の活動およびプログ

ラムをＲＩが保証することはできない。
(84）このようなグループは、第１９章

に紀栽されているロータリーの名称と
徽厭の使用に関する制約を見直さなけ
ればならない。

名を呼び合う習慣
(FirstNameCustom） 

ロータリアン同士が互いに相手の姓

ではなく、名(firstname)で呼び合う

のは単なる習慣である。クラブがこの

習慣を採用するかどうかは自由である。
この習慣がそのクラブの存在する国の
一般の習慣と一致しない場合もある。

クラブの例会

(MEETlNGOFCLUBS） 

ロータリアンの親族

(RelativesofRotarians） 
すべてのロータリー・クラブとロー

タリアンは､諸活動をill面する際、ロー

タリー・クラブ会１１の配偶者と家族の

ことを考慮に入れなければならない。
これらの配偶者と家族は、ロータリー・

クラブ在衛に伴う楽しい親睦と奉仕目
概に寄与できる｡(89-139）

多くのクラブは、ロータリアンの奉
仕活動並びにロータリー・クラブの諸
活動に協力し、それを支持するロータ

リアンの親族をもって榊成される委員
会もしくはその他の組織を有し、その
恩忠に浴してきた｡理Ⅲ｢会は､そのよう
なグループの有益な働きを奨励し、称
徴するものである。ＲＩ理EIF会は、ロー
タリー・クラブに対し、次の指針の範囲
内で、ロータリアンの配偶者グループ

の結成を非公式に提ＩＨＩするよう奨励し
ている。

１）賛助グループ、委貝会、団体
は、地元のロータリー・クラブ

と提携し、定期的な連絡をとり
続けること；

２）この団体の目標には、ロータ

リー・クラブ奉仕活動の支援、
会員間の友好の奨励、ロータ
リーの全般的理想の推進が含ま
れている二と；

３）このようなグループの活動、プ
ロジェクト、プログラムは、主
として、地元ロータリー・クラ

ブの目標を支援または補足する

例会喝(HeetingPIaces）
各クラブは、自己の椛限で例会場を

決定できる。しかし、１９９５年３月１日
以降に加盟したクラブは、別のクラブ

の区域限界内で、そのクラブの同意な
しに例会を開催することはできない。
但し、当該クラブが正当な理由もなく
合意を拒否したり、意見の衝突があっ
た場合は、ガバナーに付鍍し、その決定
を仰ぐものとする。各クラブの正会員、
シニア・アクチブ会ｕあるいはバスト・

サービス会員は、いずれも他のロータ

リー・クラブの例会に出席する権利が

あるから、各クラブは、111界中のどのク
ラブのどの会貝でも出席できるような
場所で例会を開くものと期待されてい
る。(46,95）

例会の取消

(CancellationofWeekIyMeetings） 
クラブは標準ロータリー・クラブ定

狄に定められている蜴合を除き季節的
または祭日の理由により例会を取りや
めることはできない｡(５５，６２，７２)。し
かし、クラブ理事会は、標準ローダ

理由であっても､_その裁趾で、ｌロータ
リー年度に２回まで例会を取りやめる
ことができる。但し、クラブが３回以上
続けて例会を開かないようなことが

あってはならない｡(標ilI定款第４条第１
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たい気持から金品を与えたり世話をし

たりするのであるが、これが実は「偽

者」だったということが後で分かるこ
とがある。援助を求められた堀合には、
本人が会員だと称するクラブに電話そ

の他の方法で確かめるのが一番よい。

本当のロータリアンであったらこのよ

うな照会に異存はないはずである。

節）

来寅(Guest）

ロータリー・クラブ例会への来賓

例会で特に興味深いプログラムが予

定されている溺合、クラブは､個々の会

員に対して、ロータリアンでない地元
の人を招待するよう勧めてほしい｡一

般の人々にクラブの役割とその目的を
理解してもらうためである。報道関係
者または他のクラブの会員は別として、
クラブまたはクラブ会員が長期Ⅲ同一

人を来賓とすることは望ましくない。
(72） 

クラブ・プログラム(O1ubPrograms）
各クラブは､その細則中に親睦､卓話

その他の特別プログラムを具体的に規
定した明確なクラブ例会錨｡11F順序を規
定することがⅢ要である｡(62)単に関心

の高いテーマまたは娯楽を意図したプ

ログラムより、ロータリーに関するプ
ログラムを心がけるよう尽力しなけれ

ばならない。このようにしてロータ

リー・クラブを単なる１１空§クラブとす
る風潮を覆さなければならない｡(32)奉

仕プロジェクトの交換およびクラブ１１１１
の円満な関係を珊巡する手段として、

クラブは、その例会に来賓として同一

地区内の他のクラブ会長を招待し、来
肪会長にそれぞれのクラブのプログラ
ムと活動について簡潔に報告する機会

を提供するよう奨励されている｡(72)ま

た、クラブは、クラブ用務、活動、クラ
ブ行］l｢の討議のためだけの例会を定期
的に１Ｍくよう奨励されている。（62）

アンの配偶者などのゲスーヒをin:迎する

舎圓０

聖1

ロータリー・クラブ例会への学生招待

クラブは、大学および辿旦学校の学
生に関心をもち、学生にロータリーの

理想と原則を知らせるよう配臘してほ
しい。学生をゲストとしてクラブの例
会に招待する計画は奨励するが、学生
は、学生というだけでクラブの会員と
はなることはできない｡(26）

鯛演者と来訪者への謝礼

(PayingExpensesofSpeakersand 
Visitors） 

クラブがＲＩの現または元役貝あるい

は他のロータリアンを招く場合は、そ
のクラブが喪、を負担しなければなら

ない｡招かれた撫波者のほうから､費用
の支払を請求しなければならないよう

な羽目に陥れて諭演者を当惑させては
ならない。（14）

来訪ロータリアン

クラプまたはロータリアンに招待さ

れた場合を除き、来肪ロータリアンは、

クラブで行われているU11行に従い食券
を自分で買うものとする｡(80-102）

』勤分のⅢ

他の町から来たロータリアンだと称
する人がクラブや会興個人を訪れ、財
政援助を求めることがよくある。ロー
タリアンは仲llUのロータリアンを助け

クラブ例会の運営

(ConductofCIubMeetings） 

Ⅱ上界中のロータリークラブには､い
ろいろな宗教的僧仰あるいは価値観を
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もち、人類への奉仕に結束している会
11がいる。各ロータリー・クラブは自治
的なものであるから、寛容というロー
タリーの基本原則を汲み、人道的奉仕
プロジェクトへのロータリアンの参加
を奨励するような方式で良識を働かせ
て例会を行うべきである。(95）

いる共同企業体(Partner急hip)または法
人(Corporation)のものではない｡(80-
102） 

事業増または住居の所在地

（LocationofBusinessorResidence） 
クラブの各正会１１とある轍のバス

ト・サービス会員は、クラブで分類され

る１F業または専門職務に、自らかつ現
共に携わっていることを要する。但し
別段の規定によるM1合を除いて、その
JIF業場またはその住ｌｉＩｌがクラブの区域
限界内になければならない｡(RI定款第
５条第３節；標準定款第５条第３節）「事
業鯛」とは､正会員または推鱒されてい
るilﾐ会員候補者が通常目己の事業また

は'岬v職務活動をなし、武務を果たす
所を指すものと了解されている｡(61)組
織規定中で「住居」と述べる場合、それ
は、その個人の主たるlIIi住地を指すも
のと丁解されている｡(69)正会員候補者
を瀞在するに当たって、クラブは、クラ
ブで分類される予定の職業にクラブ区
域限界内で自らかつ現実に携わってお
り、かつまたその耶業鵬をクラブの区
域限界内にもつ候補者を優先させなけ
ればならない。（68）

クラブは、１F業場または化居が､以下
に咳当する人を会員として入会させる
ことができる。

１）クラブの区域限界内

２）クラブが所在する市の行政区域
内

３）直接に隣接するクラブの区域限
界内

‘I）既存ロータリー・クラブの区域
に含まれない111接に隣接する地

域社会内（RI定紋第５条第３節；
標碓定款第５条第３節）

クラブの区域限界外へ移転する正会
ｕは､理事会の承認を１１；て、その会員身
分を保持できる。但しその会員は同一
の職業分類において依然として活動し
ており、ロータリー会、身分に伴う出

1W;その他のすべての条件に引き続き従

例会における酒類飲用の可否

(AlcoholicDrinksatMeetings） 
ロータリーの会合で酒類を供するか

どうかは、各クラブが決定すべきこと
である。このnll題にⅡUしてロータリー

は何ら公式の方針をもっていないが、
災いあいだの経験と多くのロータリア

ンが表明した意兄によって、少なくと

も、酒類を食ﾘﾄﾞの一部として供する習
仙のない同においては、ロータリーの
会合では酒類を供しないほうがロータ

リーのためによいであろうと言うこと
ができる。

他の奉仕クラブとの連合会

(JointMeetingsofServiceCIubs） 
ロータリー・クラブが他の奉仕クラ

ブと合同例会をＩｌＨくことが、クラブの
プログラムおよび活Ｉｍｌを最もよく推進
するとは思われない。従って、ＲＩ理ﾘﾄﾞ
会は、ロータリー・クラブが他の奉仕ク
ラブと合同で週例会をII11くことに反対
である。しかし、ＲＩ班ﾘﾄﾞ会は、特別の
場合に、他の奉仕クラブと合同例会を
IllIくことがあってもこれに反対するも
のではない｡（42）

会員身分(MEMBERSHIP）

クラブの会員身分

(MembershipinC1ubs） 

各クラブは、ＲＩ定紋および細則と標
砿ロータリー・クラブ定欽に規定され
ている資格条件を伽えた人から構成さ
れる。ロータリー・クラブの会員身分は
あくまで個人個人のものと考えられる
べきであって、個々の会１１が所属して
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とに１W意しなければならない｡(52）わなければならない。（RI定紋第5条第３

節(a)項;標池定款第10条第２節(a)項）
シニア・アクチブ会員

(SeniorActiveMembership） 

元ロータリアンがシニア・アクチブ

会口に選ばれるためには、かつてシニ

ア・アクチブ会貝であったか､あるいは

会仙でなくなったときに既にＲI細則お

よび標池ロータリー・クラブ定款に定
められた規定によってシニア・アクチ

ブ会ｕとなれる条件を伽えていた者で
なければならない。シニア・アクチブ会

且身分の条件の中に示された年数は連
続的でなくてもよい。シニア・アクチブ
会11は、出席条件その他の会員として

の挺務を果たす限り、居住地にかかわ
りなくシニア・アクチブ会員身分を続

けて保持できる。

他の団体の会員

(MembershipinOtherOrganizations） 
ロータリー・クラブにおける会員の

責任を果たすためには、ロータリアン

は、会員としての義務を来たす機会を
事実上減らしかねない同柧の地域クラ

ブまたは無仕クラブに所屈してはなら

ない｡(91)ロータリー・クラブの会員の
選考に当たっては、既に他の奉仕団体

の会員であるか否かを明らかにしなけ
ればならない｡(91)ロータリー・クラブ
の会員が、同菰の地域クラブまたは奉
仕クラブに入会しようとする場合は、
あらかじめ所属ロータリー・クラブの

理事会の承認を求めなければならない。

(91） 

会員身分は、クラブ理耶会が十分な
理由があるとみなした場合、クラブ理

事会によって、これを終結することが
できる。他の奉仕クラブにおいて引き

続き会貝であるために、旦一タリー会

名誉会員(HonoraryMembership）

ロータリーの理想推進に著しい功績

のあった人だけを名撚会11に選ぶよう

にクラブは心がけなければならない。

名播会貝の地位はクラブが与えうる最
高の栄誉であり、従って特別な場合に
のみ与えられるべきものである。もし

名騨会貝を安易に承認すると、ローダ

貝としての溌務を果たしていない場合
も、その会員身分を終結させることが

できる。(60） リーの会員規定 上にマイナスのの

影轡を与えかねない4(52）
クラブ会員候補者を推IMIする特典を

名答会Llがもつことは、ＲI組織規定の
糊神に反するので、その特典を名誉会
貝に与える二とは許されない。そして
各クラブは、会員候補者の推薦はクラ
ブの暇疵なき正会且、シニア・アクチブ

会【咋愼たはバスト・サービス会貝に
よってのみなしうるという規定をクラ

ブ細Illlに設けるよう示唆されている。
(60)ロータリー財団奨学生等を名誉会

瓜にする二とはとりわけ瓢まし<ない。

(52,58） 

同一のクラブで同時に

正会員および名誉会員になること

(ActiveandHonoraryMembershipin 

SameCIub） 

同一のクラブで同時に正会貝と名誉
会員を兼ねることは、ＲＩ細'111第４条第
4.050.節と標iWiロータリー・クラブ定
款第５条第７節の下に禁じられている。

アディショナル正会員

(AdditionalActiveMembers） 
クラブはアディショナル正会ロの規

定を利用し、より多くの人々をロータ

リーに入会させるべきである。各クラ

ブはまた、アディショナル正会負の資
格条件は正会員と同一であるというこ

会員身分の移箱

(TransferofMembership） 
あるロータリー・クラブの会員が他
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の別のクラブに当然に移鰯できるとい

うような規定は存在しない｡(38,61）
ことが極めて太4Fである。従って、クラ
ブが勝手に会且数を制限することは、
ロータリーの原則に沿わないし、また

反することである。さらに、クラブ会員
増強の方途や新会員推薦方法、あるい
は新会員をクラブに溶け込ませる方法
を知らなかったり、無関心であったり
するために、会貝の増強ができないの
は、適正なこととはいえない。

愈要なのは､各クラブが､適切な純増
員数を確保できるような会員珊強の方
途を設定､維持することである。各クラ
ブは､会員数の噸加が､会員の質の低下
につながってはならないということを

認識しつつ、会員増強に対して積極的
な姿勢を取るべきである。会[Mn強は
常に、クラブが、ロータリーのプログラ

ム推進に確実に寄与してもらえると思
われる真に適格な人物を会員に選挙す
ることによってのみ達成されるべきも
のである.

ロータリーの目的の本質は、個人に

よる奉仕の理想の実践という責任の受
諾にある。そして、また重要なのは、こ
の貨任の中には、個々のロータリアン

が他の人とロータリーを分かち合い、
適格者を会貝に推脇することによって

ロータリーの拡大に助力するという義
携も含まれているのを認識することで
ある。(75）

「５名で１名の新会員」計画は、クラ
ブ会員を増やすうえで効果的な方法で
ある。クラブ会跿は、この計ｉｉｉの下に、
全会貝を５名ずつのグループに分ける；
各グループは､可能な限り、新会貝1名、
比較的会員歴の長い人1名、元会長1名、
理事または元理PIF１名と委員会姿１１氏１
名で編成される；そして各グループご

とに会合し委口長と書記を決める。
各グループは、次の計画を推進する。
１）年度内､できれば上半期中に､新
会員1名を穫得すること；

２）グループ・メンバーに、プログ
ラムおよびプロジェクト案を考
え、提出するよう勧め、クラブ

の健全，発展，安寧に役立つク

元ロータリアンの団体

(OrganizationofFormerRotarians） 
元ロータリアンの団体はＲＩと何の関

係もない。Ｍは、このような団体がＲＩ
との１１１１係を示すような名称を使うこと

を承蝿しない｡（２４，４９，６２）

会員カード(MembershipCards）
各クラブは、各会11に会員証を発行

するものとする。ロータリアンがクラ

ブをilljl川する際には必ずこの会員証を
提示して自己紹介をしなければならな
い｡(80-102）

会員増強

(MEMBERSHlPDEVELOPMENT） 

次の甜点に重点を慨き、クラブの会
員増強の並要性を強調すること。

Ｉ）会員選考委員会と職業分類委員
会の委員の継続性を図ることが
望ましい；

２）地元地域社会に有益な業種で、
代表者をクラブに入会させるべ

き業種を度々鋼盃する。併せて、
恒久的かつ岐新の充填未充填職
業分類表を整伽する；

３）未充填の職業分顛は、全部を大
部の一覧表にして発表するより
少しずつ分けて公表すべきであ
る。(39）

明確かつ継続的会員1W強計画を開発
し、櫛極的にこれに取り組むことが必

要だが、そのよりどころとしてクラブ

は､岐新の職業分類調交を整備.活用す
るよう奨励されている。岐新の充填未
充填職業分類表は会只珊強に不可欠の

手段であり、会員増強に成功するため

の方途として効果的である。(69,74）
クラブが地元地域社会に根を下ろし

かつ地域住民の要望に応えるためには、
適格な人物を１人残らず会日に迎える
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3）ロータリアンが、住居またはリド

業所の変叉のため退会をIiIし出

たとき、元クラブは、移松先の
一つまたはいくつかのクラブ

に、この人を推薦しても遷し支

えない。また、移転先のクラブ
は、そのような元ロータリアン

と秋|iii的に接触し、元ロータリ
アンのクラブ入会に対する関心

をillIliI1iしてほしい。（６９；89-

137） 

ラブ述営並びに活1H1jiHiに側する

腿案もしくは処i没的批判を拠出
するよう勧めること。このよう

な全提案および勧告は、グルー

プ杏記が適切な11F式に作成し、
クラブ理ﾘﾄﾞ会に拠出すること。

クラブ会員噸強委11会(またはクラブ
会促の任命した総括黍111過)は全グルー
プおよび全体的プログラムを統轄し、

次のことに注意を払うjji勝を負わなけ

ればならない：

Ｉ）委貝長と聾紀の指名後速やかに
会合がl)１１かれているか；

２）プログラムが遂行されており、

かつ各グループからの勧告]lFJn
が会長および理ＪＩＦに達している

か；

３）５人編成のグループは適格な候
hli者を推醐しているか｡(69）

1人でも多くの適格者にロータリー

に入会したいという，UIjl:を与えるため、

また会貝の減少を防ぐため、クラブは
次のことを行わなければならない。

ｌ）会且増強のための現行規定を＋

分かつ意図的に利川すること；

２）クラブの奉仕iilnmjを術にその地

域社会のニーズに合致させかつ

奉仕をさらに-11Vi有意義なもの
とすること；

：l）個々の会、を幼来的に参加さ
せ、そのUM心を絶えず引き付け
るようなクラブ活動を行うこ

と。

さらに

１）クラブは自己の会Lljll強のIglIiIl

を調べ、満足すべき成果を上げ
ているか否かを検討し、それに

よって髄全な発展を成し遂げる

ための対簸を洲じなければなら

ない；

２）ガバナーその他の人々は、より

一屑の会員jIl；ｊｉのために助力を

必要とするクラブ1こ協力し、な
ぜ会員が珊えないのか、その根
本の原因に典II2iliiから取り紐む
くきである；

均衡のとれた会員組織

(BalancedMembership） 

各クラブは、地元社会の業界の横断
IIliとなる均衡のとれた会且組織を維持

しなければならない。その地域のJIF業

表たはLljiIIl職務グループが少数に限ら
れているような場合、クラブはその互

いにU81辿ある職業グループのUlIから各
峨業分類ごとに何墹の正会、を入会さ
せるべきか、その限界を決定しかねる

ことがしばしばあろう。しかし、多緬多

様な事情を考Mdすると、このような状

況において上限をどこに設定１‐ろかは、
クラブが決めることであって、ＲＩｊｑＩｌＩｌｌＦ

会が、全体に通川する｣二限を定めるこ
とはできない｡(59)各クラブは可能な限

り、クラブの地元地域社会にある、一般
に認められた十ぺての事業、W1IIl職務

の各代表者を会貝にもつべきである。

クラブ向に、その地域社会の１F業お
よび専lMj職務iiIi1nlが適切に代表される

ようにするため、いずれのクラブも、そ
の会貝組織において、クラブの'五域限

界内に１F難場を有する会員の十分な数
または比率を保つように努力しなけれ

ばならない｡各クラブは､居化地に盤づ
く正会且数が総数の50パーセントを超
えてはならないという規定を孫川する

ことを勧告されている。(68）

ロータリーに新会員を引き付け、現

会ロをロータリーに留めておくうえで、

適切な広報がいかに亜要であるかを、
クラブ、特にクラブ会員珊独姿rl会に
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蚊調し続けなければなら左い゜（71） を衿ｌｉｄする。(69）

新会11をロータリーにウ|き付け、現

会員を引きIこめておくのに広報がＩＨＩ奥

である。ロータリー・クラブ、特に、ク

ラブ会lljn強委員会に対して広報のｉＨ

要性をｌｉＭＭしなければならない｡(71）

若い人に入会の機会を与えること

(ProvidingMembershipforYoung 

PerSons） 

クラブはあらゆる努力を傾けて若い

人を会貝とすべきである。クラブは、ア

ディショナル正会員の規定を活用し、

適切であれば､正会目がシニア・アクチ

ブ会員となり空席となった職業分類を

若い人で光り(すべきで*>る゜(42）

会員候補者をクラブ例会に招待

(InvitingProspectiveMemberto 

ClubMeetings） 

クラブは、会且候補行を数回クラブ

例会に扣待してから、会【ｌｌＩｌ込用紙に

署名を求める慣例を取り入れることが

望ましい｡（４９）

元ロータリアンを会員に選挙

(ElectionofFormerRotarians） 

引退者が特に多数居住している地域

のロータリー・クラブにおいては、自己

の地域に移蛎してくるシニア・アクチ

ブ会員、バスト・サービス会ロ、元ロー

タリアンで会１１資格条('|:を備えた人を

会員に避難するよう奨励されている。

(73） 

新会員の入会式

(InductionofNewMembers） 

１）新会ｕのクラブへの入会式を厳

ルィに行う手続は、各クラブが｢Ｉ

クラブに合わせて觜案しなけれ

ばならない。

２）標1111もしくは一定の人会式次第

が作成される二とはないし、ク

ラブに示唆されることもない。

３）クラブは、新会１１を直ちに一つ

またはいくつかの委員会の姿ｕ

に任命し、その委瓜会の姿11足
が、新委員を然るべくクラブに

溶け込ませる！(勝を負うべきも

のとする。

４）ガバナーは、さらに一層ロータ

リー教育を行わなければならな

いことを強調し、そして、この

面において11本サービス・セン

ターから有lHliな助商が得られる

后クラブの注迩を喚起しｵﾘﾐけれ
ばならない。

５）ガバナーは地区内のクラブを‐‐

つ進び、地区協ijIii会で、１o分1111、

そのロータリー・クラブ例会で

実施している厳〕側な人会式を典

iii〔させるよう要`川されている。

６）’1F勝総長に要iMlすれば、数郁顛

の入会式次第を指針としてガバ

ナーに送付する。（44）

会員資格とロータリー財団寄付

(MembershipandRotaryFoundation 

Contributions） 

ロータリー・クラブは、ロータリー財

Ⅲへの寄付を人会条件としてはならな

い。（６１）

広報によってロータリーに新会員を

引き付ける(AttractingNewMembers

toRotarythroughPublicRelations） 

ロータリー・クラブは次のことを行

わなければならない：

ｌ）現在その数を期しつつある、１「
業および専門職務分野で責任あ
る地位を占める勝い人たちに

ロータリーへのⅢ1心を深めさせ

る下段、方法を)といだす；

２）ロータリーの綱領をよりよく伝

えかつ災現する、適切な例会プ

ログラムの方策を蝿じる；

３）広報の効果を一段とi舟める方法

として、より明確に広報に熊点

を合わせた活illljを採川すること
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する市町村粕もしくは他の目7合体名に

よってのみ災示される場合は、そのク

ラブの区域限界は、クラブの所在する

市町村もしくは自治体の行政上の境界

と同一とする。クラブの区域限界の表

示が、その地域の行政上の境界と一致

している場合、その後その地域の行政

上の境界が拡大されても、クラブの区

域はそれに従って自動的に拡大される

ことはなく、従来のままとする。区域限

界を拡大するにはＲＩ組織規定に従って

クラブが改正桁樋を識じなければなら

ない。（67）

クラブの区域限界に関する又TlIS『'１の

｢近接区域」とは、特定のロータリー区

域にじかに接している、つまり'111接地

続きになっている区域に限定される。

ロータリーの区域とは、クラブの結成

並びに運営を成功させるために当然必

喫と考えられる広さをもつ地域で、住

民が自己の社会、市民､事業｣1の柵柧の

活動並びに災imの利益をもたらす奉仕

を行う主たる場とみなすこと‘)できる

地域を指す｡(66）

名称と区域

(NAMEANDTERRlTORY） 

クラブの名称と区域

(CIubNameandTerritory） 

標iIqロータリー・クラブ定款の本文

中の、それぞれのクラブの名称および

区域限界については、Ｒｌ理ﾘﾄﾞ会の承鰡

を得て、クラブが記入する。但し、その

後の変史は、ＲＩ理１F会の承認を符なけ

ればならない｡各クラブは､ある一定の

場所(地域)に結成されなければならな

い。その地域とは、クラブ定款に定める

ところの区域限界を意味する。

クラブの名称または区域限界の変災

手続は､標準ロータリー・クラブ定款第

17条第４節に規定されている。「クラブ」
というilGが不穏当な怠'朱をもつ国々の

クラブは、ＲI理事会の承認を得て、粕

称にクラブという語を使うには及ばな

い。（Ｈ１定款第５条第３節(e)項）

社会的貢献をする仕１Fに活発に従１１Ｆ

している、事業およびLlHlIl職務に携わ

る人が十分な人数いて、その事業場ま

たは住居が互いに近接しており、クラ

ブとして活動できる適当な広さの区域

があれば、ＲＩはこれをIiil記のような地

域とA2めることができる。このような

地域にクラブを結成する場合には、ＲＩ

でクラブの区域限界を定めこれをクラ

ブ定紋に記戦して当核クラブの区域を

規定するものとし、以後は、ＲＩとクラ

ブ双方の同意がなければ変史できたい

ものとする。

仮クラブは、それぞれ、その名称に〃「

在地を衣す文言を用い、これを定款の

中に入れるものとし、この名称はあら

かじめＲＩの承認を11ﾄなければならな

い。この承認を得た後は、ＲＩおよびク

ラブ双方の同意によるほかこれを変災

することはできない｡(標池定款第１７条

第４節；３８，７４，８７)。(第２章の拡大の

項も参照のこと）

クラブの区域限界が、クラブのDT7Ii

立(EstablishmentofaRotaryclub

onaCruiseship） 

ＲＩ細則に規定されているローダ

リー・クラブの区域限界は大卿の巡航

めには、海上または陸上に本部をＩＩＴく

にせよ、一つの法人がクラブに、はなは

があってはならないというのがＲI理事

会の決定である。(95）

区域の割触または共有

(ＲｅｌｉｎｑｕｉｓｈｉｎｇｏｒＳｈａｒｍｇ 

Ｔｅｒｒｉｔｏｒｙ） 

ＲＩの承認の下に、クラブはその１Ｋ域

の一部を削瀬するか､あるいは､１，１－区

域を共有して、アデイショナル・クラブ

を結成することができる。新クラブに
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区域を削諌したクラブは、その新クラ

ブの川IMIが終結したとき、その終結nil

に割蝋も共有も行われていない場合、

その区域を取り戻すことができる。

(94） 

クラブが区域限界にＩＨＩし自己の定款

の規定を改正するとの決雌報告書を理

事会に提出し、その承認を求めるに当

たっては、改正理由説IﾘIi1lFを添付する

ものとする。他のクラブが近接地にあ

る場合､近接クラブと協鍍し、改正につ

いて近接クラブからの典鐡のない旨U】

記した説明書も併せて添付しなければ

ならない｡(64,71）

ロータリーの理想と､j(NIIを他の地域

社会にも均衡を保った組織的な方法で

押し広めていくために、クラブの区域

限界が不明確であったり、必要以上に

広い場合は、クラブの区域限界を調披

または縮小することを瀞lidするよう要

望されている。但し、そのWM整はクラブ

の現会１１の地位に影響することはない。

価、プログラム、活動に十分Wiimし、そ

の交友およびlliIi業上の知己を皿じて

ロータリーの近図と業績を推進する機

会を求めるものと期待されている。

(83） 

ロータリアンは、ロータリーの綣展

と泰仕活動を改縛、拡張するために

ロータリーとは何か、ロータリーが何

知らせて、自分たちのクラブが地域社

力になるようj鰯Hされている。(95）

広報におけるロータリー・クラブの責

務（ResponsibilityoftheRotary

CIubinPublicReIations） 

各クラブは次のことを期待されてい

る：

Ｉ）建設的な対報道機関関係を維持

する；

２)成功を収めた奉仕プロジェクト

や活動でロータリーの愈図と業

績を明らかに示すものを報iii機

関を通じて広報する；

３）ロータリアン誌、ロータリー．広報(PUBLlCRELATlONS）

ワールＫ、ロータリーの地域雑
誌および他の推進方法を利、し

て、ロータリーの意図と業績を

地域社会内に広める；

４）ロータリーの意図と業紬を家

族、友人、知人に知らせるよう

ロータリアンに勧める；

5）ロータリーとその綱領､規模､プ

ログラム、活動を認識してほし

い地域祉会の指導者､10f少年､関

係団体の理解を助長する；

6）ロータリーの）打価を狐ない、そ

の効果を制約しかねない地域社

会内もしくはクラブ内の状態を
防Ｉｆ、lMiTEするための械極的措
置を撫じろう（83）

7）報道関係荷をできる限り会口に

迎える。（35）

ロータリーの広報の目的

(PurposeofRotaryPubIic 

Relations） 

ロータリーの広報プログラムの目的

は、ロータリーの綱賊とプログラムへ

の理解､認識､支援を育成することにあ

る。広報プログラムは、すべてのロータ

リアンのあいだに、次のような意識を

高めるものでなければならない。つま

り、広鰍の目的を達成し、人類への奉仕
を広げるなら、よい意I雄でのバプリシ

ティー､好ましい広報、灯定的イメージ

は、ロータリーにとって望ましく不可

欠の目標となる｡(83）

広報における個々のロータリアンの責

務(ResponsibiIityofthelndividual

RotarianinPublicRelations） 

各ロータリアンは、ロータリーの綱
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広報における国際ロータリーの責務

(ＲｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙｏｆＲｏｔａｒｙ 
ＩｎｔｅｒｎａｔionaIinPublicRelations） 

会長は､国家元首､政府の指導者､市
民の指導者､報道機関､一般社会の人々

に、ロータリーの意図と業綴を知らせ

るものとする。ガバナーは、クラブの広

報と対地域社会活動が効果的に述ぶよ

う激励、指灘、支援するものとする。
ガバナーは、広報分野に経験豊かな

ロータリアンを含む広報委員会を設阯
しなければならない。RIJ1F務局は：

１)一般社会にロータリーを紹介､ｉＵｉ

Ｌ明、推進する；
２）会長、ＲＩ理｡ＩＦ会､ＪＩＦ務総長が効

果的な広報プログラムを立案・
実施するのを援助する；

３）効果的な広報プログラムを推

巡、実施するためにロータリー

地区およびクラブの意欲を刑

め、手法を示し、指導する｡(83）

た場合､クラブは､正確な一般向けliW報
並びに対地域社会関係の改善、さらに

必要であれば、奉仕プログラムの強化

によってこの誤解の足正に努めなけれ

ばならない。

他のクラブまたはRIに影響を及ぼす

ような】IF態が存在したり、あるいは､問

題が発生した場合、クラブはできるだ

け早い機会にガバナーに報告し、協力

してその1111題に対処できるようにしな

ければならない。地域社会との関係に
おいてH1題の発生を防ぎ、解決するた
めにクラブに助言および援助を与える

のはガバナーの責務である。事務総長

は、ＲI会長およびRIHl1]ＩＦ会に絶えず報
告し、もしその審雛を必要とするⅢ題
であれば、これをRI会災およびRI理]ＩＦ

会に回付して、ガバナーやクラブを援
助する。(82）

広報とクラブ・プロジェクト

(PｕｂｌｉｃＲｅＩａｔｉｏｎｓａｎｄＣｌｕｂ 

Ｐｒｏｊｅｃｔｓ） 

いずれのロータリー・クラブも鯨年
主要な祉会奉仕活IIiljを一つ提唱するこ

とが望まれる。成功艇に完了した奉仕

プロジェクトは、ロータリーに対する

一般の人々の認識、理解を普及撤底さ

せるのに非常に効果的な方法の一つと

考えられている。従って、ロータリー・
クラブによって見珈に遂行されたプロ

ジェクトについてこれを一般の人々に

広く知らせる活動はロータリー広鰍に

とって不可欠である。地域によっては

ロータリーに否定的な態度を示す傾向

があり、それがロータリーのプログラ

ムに好ましくない影騨を与えているこ

ともある。そのような場合､その地域に

絶えず跳意を払わなければならない。
また、そうした地域にあるクラブには、

建設的な奉仕プログラムを開始して、

このような否定的態度を一掃するよう

要諭しなければならない｡(72,76）

Ｒｌ〆丁 ゾン

RlMediaLiaisonSvstem 

RIのメディア・リエイゾン制庇は､IⅡ

されたが、広報CD』工旦であるロータリ

に対して、ＲＩの代表としての役割を染

たすものである。このロータリアンた

にロータリー・ニュースを伝えるのを

不利な広報

(AdversePubIicRelations） 

各クラブは、ロータリーの声価を１１１

ないかねない、もしくはロータリーの

効果をIMI約しかねない地域社会内もし

くはクラブ内の状態を防Ⅱ二または鑑ilＺ

するための､11種的携Ｈｆを獺じなければ

ならない。ロータリーの目的もしくは

活､hへのi椣解から否定的な世論が生じ
驚立なせ､-人目につくようにする年次

プロジェクトと継継的プロジェクトの
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ようなプロジェクトには、直接の奉仕 Zr髪地区、また地域社会においてロ_
活動と財政支援が含まれなければなら

ない。（95） グラムを実施したク量プや地区を表彫

することである。(9６
ロータリーと報道機関との関係

(ＲｏｔａｒｙａｎｄＮｅｗｓＭｅｄｉａ 

Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉps） 

クラブとガバナーは、ロータリーと

報道機関との関係改善のために適切な

播世を識じ、さらに、地域的、社会的、
文化的諸条件と地元の報道機関とのlHI

係を考慮に入れ、両者の1111係を改善す
るために、次のようなクラブ並びに地

区の活IlMjにjMf手するよう婆iMlされてい
る：

１）報道関係者による報道機関の役

割にＩＨＩする卓話；
２）ロータリアンと報逝関係者で榊
成される小規模のグループ対論
△、ロ
コ量り

３）ロータリアンと瓢iiillU係者が１１１
席するフォーラムとセミナー；

４）青年ジャーナリストにその兇Ｍ１

を広めさせる目的で奨学金を支

給し、研修終了後、報告書をク

ラブに提出させるという宵年
ジャーナリスト対象のロータ

リー・クラブ奨学金制度；
５）ロータリー財団研究グループ交
換チームに報道機関の代表を参

加させること；
６）報道機関の代表者をロータ

リー・クラブ会員に加えるよう

。（贋お一層の努力をすること。
（77） 

クラブの｢機能喪夕

“CLUBFAlLURETOFUNCTl0N,, 

RI理］[会は､｢機能喪失」に関する次

の基地を披けた。

a） 次の十の基準のうち六つを満たす二

名幣会瓜を除く）

1） 

2） 

を維持すること。

クラブが、会員の大半の参加す

里
と_i】＝つ現在実施しているこ

と１
辻

とも一つ現在梁施しているこ

ﾑﾆｭ 
クラブ会長または代理が就任iii5） 

の当聿棉

里
、
｜
里 鍍会に出席したこと

せたこと。

9） 
鱗演者の斡旋(SpeakersServices）
ロータリー・クラブは、ロータリーに

ついて効果的に話のできる識演者を、
地元のグループに紹介しなければなら
ない｡(72）

が６０パーセントを上回ること

｣uｌ クラブが月例p11ｺIF会を こ

と二
b） RI定款細則、標地ロータリー・クラ

プ定款に従えないこと
ＲＩ広報賞(ＲＩＰｕｂｌｉｃＲｅＩａｔｉｏｎｓ

AWards） 
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ロータリー・クラブ

ロータリーと政治

(RotaryandPolitics） 
ＲＩとその加盟クラブは、党派的政治

声明を発表することを控えなければな

らず､かつ、ロータリアンは､政府もし

くは行政当局にいかなる団体的圧力を

もかけてはならないのであるが、次の

ことを行うのはロータリアンの義務で

ある。

１）クラブ内で：世界理解と平和と
いうロータリーの目標の追究

と、自己の職業および地元地域

社会への奉仕に影響を及ぼすも

のに限り、地元地域社会および

世界各地の政治状況を検討す

る。問題を公平な立場で全体で

肘瞼し合った後、各会員がそれ

ぞれ自分自身の結鵠を下せるよ

うに、釣り合いのとれたプログ

ラムと討論を、じて、信頼でき

る{W報を得ることを期待してい

る｡

２）クラブ外で：すべての人々の尊

さを理解し、個人の必然的人樋

を1W正することを言莱ばかりで

なく立派な行為で推進するため

に、できるだけ多くの合法的グ
ループおよび団体で個人として

積極的に行1,Ｉする。(８２；８９－
１３.） 

理由とレヱクラプのhuHlmi野絡を終結さ

ない｡(97）

雑則(MlSCELLANEOUS）

クラブのバナー(ClubBanners）

ＲＩ理｡'｢会は、ロータリー・クラブⅢ］

のバナー､族､ペナントなどの交換が適

切で有益な目的を果たしていることを

認識している。このような慨例の誤川

が､不必要な財政的負担をロータリー・

クラブにかける場合もある。また､クラ

ブの基本的奉仕活励を妨げ､かつ､交換

の本来の目的を挫折させかねない場合

もよくある。このような記念品交換に
参加するすべてのロータリー・クラブ
およびロータリアンは、交換準備に当

たって、慎重に配lii(しなければならな

い。

このような交換を実施しているクラ

ブは、パナー、旗、ペナントに、クラブ

の所在地､国､地域を明瞭かつ適切に強

く表現することを心がけつつ、デザイ
ンを入念に研究すれば、プログラムの

効果を商める機会に恵まれるであろう。

(58） 
ロータリー情報(Rotarylnformation）

会員に対して、そのロータリー知識

と理解を広げるような慨報を伝えるこ
とに各例会の初めの3分ないし5分llIlを

充てることがいかに有益であるかとい
う点についてクラブの注意を促したい。

クラブのロータリー悩報委員会は、全

会貝､特に新会員が、ロータリーを-1-分

理解し、ロータリー会貝の特典と資務
を把掘できるよう援助することに力を
注がなければならない。年１１Mを通じ少

なくとも鯨月１回､奉仕の四部門のそれ

ぞれについて、ロータリアン個人の知

識と行lillを増幅するようなプログラム

ロータリアンでない者に対する

証明轡その他の発行

(Credentials，etGforNon-

Rotarians） 

クラブは自己のクラブの会員以外の

者に対して借用証明機、身分証明灘あ

るいは紹介状を発行すべきではない。
ロータリアンはそのクラブに所属して

いるからその会員証をもっているので

ある。
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ロータリー・クラブ

を促供しなければならない｡(35,52)ガ

バナーは、ロータリー教育の格段の必

要性を強綱し、この方面においてＲＩﾕＩＦ
務励からｲ1-益な助言が得られることに

クラブの注意を喚起しなければならな
い｡(`ＩＤ

クラブのロータリー↑if報委員会は、

輔広<広大な調整責務をもつ重要な高
い地位におかれるものである。従って
ロータリーＩＨＩ報委員には、考えうる最

適任の人を任命しなければならない。

ロータリアン誌の購読

(SubscriptionstoTHEROTARlAN） 

米国およびカナダ内の各クラブは、
そのクラブの正会員、シーア･アクチブ

会瓜およびバスト・サービス会貝がす

べて機関雑誌の有料１１Mt読者となること、

そして会風資格を保持する限り}１脚枕を

続けることを、会瓜溢絡取１１ﾄの条件と

している。

米国およびカナダ以外のクラブは、

その正会貝、シニア・アクチブ会ロおよ
びパストサービス会11のそれぞれが、

H1の磯1111雑誌またはIlIの理1F会が承認

し、当該クラブに対して桁定したロー

タリーの地域雑i雛のｲ丁料Mh舵新となり、

そして本人が会11となっている限り、
その鱗統を続けることを、会11身分保
持のための条件としなければならない。
但し、会貝が機llll雑雄およびクラプハ１

に定められた公式地域雑雄に用いられ

ている簡譜を鮠めない場合は、IiIHl1IIF

会によって、そのクラブに対ﾘｰるIiij記

の規定の適川が免除される｡(20.030．；
標池定款第１２条節１節）
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第２章地区(TheDistrict）

2） 地区編成委員会が地区再編成案を群
議するのは、通常、国際協議会のと

きだけである｡他の時期に地区ili細
成案の審鍍を求めるには例外的な理

由がなければならない。
地区桁蝋者が､M1lF務同職員の協力
を得て､地区編成委風会やRI理］ＩＦ会
の要求する情報を含む再編成案を作
成する。鰯成案は、国際協議会11M会
日の９０日１１１１までに１F務総長の手元

に届けられなければならない｡編成
案には次のことが記IIifされていなけ
ればならない：

a）現在の地区を管理するに当たっ

てilT面した問題の鋭明；
b）その1111題を経減ずるために立て

た計画の説明；
c）その地域の広さ、再編成後の地

区の境界、クラブの所在状況を
明硫に示す地図；

｡）既存クラブの鍋称、この３年'１１１
における各クラブの会員数、秤
縞成後の地区それぞれにおける
拡大可能性のある地域；

e）再編成後の地区それぞれにおけ

る地区大会DHIⅢ地に関す-るＩＷ
報；

f）再緬成後の地区それぞれにおけ

る交１mの便に111Iする説明；
g）再編成案に関迎のある、地域内

の地理的、文化的、言語、政治、
経済状況の説明；

h）この存編成案を地区内のクラブ

に提示し､どのクラブが承認し、
過半数となったかを知らせる報
告11$へのガバナーの署名：

RI地区細成委員会は､ガバナー提出
の再編成案を調査研究するために、
毎年、国際協議会llIl1lii地で､ＲＩ理２１F
会の要制に応えて､会合をINIくもの

とする。ガバナー･ニレク上は地区

地区とは、ＲＩの管理の使立上まとめら

れた一群のロータリー・クラブの所在
する､一定の地理的区域である。ロータ
リー地区の活励並びにその組織は、
個々のロータリー・クラブがロータ

リーの綱領を推進するのを助けること

を唯一の目的とするものであり、地元
レベルにおいてロータリー・クラブや
個々のロータリアンが提供するいろい

ろな奉仕を減殺するようなことがあっ

てはならない｡(72）

3） 

地区の絹成(Districting）
ＲI理事会は､新しく地区を編成し､ま
た現存地区の境界を変更する梅限を有
する｡但し､地区境界の変更は､それに
よって影響を受ける地区内の過半数の

クラブの反対を冒して行われてはなら

ない｡(15.0】0.〉ＲＩ理UlF会は、新たに
編成された地区の境界が決定、発表さ
れてから1カ年lHlは､同地区の境界の修
正を考血しないものとする｡(48）
ＲI理事会は、ＲI細則の第15.010.節
に規定するように地区の境界とその緬
成について補佐する地区編成委員会（
DistrictingCommittee)を股侃できる。
地区編成委員会は、次のような任務

を果たす：

1）クラブ数が多い、地区が広い、言語
や文化が異なる、あるいは、いろい

ろな理111がⅢなり合って､地区の迎
営が難しくなっている場合、地区
は、地区i『編成の計iiIjiを立てて、ＩＭＩ
題の解決を図ろうとすることがよく

ある。地区担当のRIUF務局職員が、
再編成を老雌するように地区指導者
に提言する場合もある｡地区編成委
員会とＲＩ理邪会は､こういったこと
に精通しているので､地区に再編成
を考噸するように助言する場合もあ
る。

4） 
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地区

の提案のあらゆる面に完全に精通し
ているよう要鏑されている｡地区編

成委貝会が､ガバナー･エレクハに、
追加情報を求める場合もあるからで

ある。再編成案を調査後、地区編成

委員会は魁RI理珈会の審離を求める

ために､その勧告をRI理11F会に報告

する。

5）ＲＩ理邪会が、地区内のクラブを、ＲＩ

細則第15.010.節の規定の下に、再
編成する場合、会長は、上記地区内

のクラブに､決定事項と地区再編成

の発効日を通知するものとする。
6）影辮を受ける地区内のクラブの過半

数が､ＲＩ理IlF会の示す期間内に異議

を申し立てない場合には､事務総長

が、ガバナーにその旨通知し、吹に

ガバナーから関係クラブに書面で通

知するものとする。

7）地区編成委員会は､提出されている

地区再編成案を国際協議会で調査し

たうえ､地区再編成問題について話
し合いたいと思っているガバナー・

エレクトの相談に乗らなければなら

ない｡打ち合わせの約束などの手配

は､地区編成委員会に協力している

RlnlF務局職員が行う。

上の地区あるいは地区の一部を結合し
て国際的な地区を縞成することは、関
係クラブにとっても、また、ＲＩの全般

的迦営にとっても望ましいことではな
い｡(`16）

ガバナー(Governor）

地区に編成されている地区内のクラ

ブは、ガバナーの直接監将の下に管理

される。ガバナー制度を効果的に運営

するためには、地区におけるＲI役員と
してガバナーに週ばれるロータリアン

が､完全な適格者であり、その任務およ

び責務についてWlimしており、注意深
く選ばれ、その任務および沈務を果た
す意思があり、身体的にもその他の意
味においてもこれを来たすことができ

るということが、不可欠である。ガバ

ナー･ノミニーの避考に当たっては､ガ

バナー職の資格および必要条件を明確

に副1解しかつ十分に湾lidを払うことが

必要である｡(61）

ガバナー・ノミニーの遡出:ガバナー・

エレクトを務める

（SeIectionofGovernor-Nominee： 

ServiceasGovernor-eIect） 

地区内のクラブは、ロータリーの原

則に合致した厳粛で伯頼できる方法で、
ガバナー・ノミニーを週出しなければ

ならない。（6`Ｄ

ＲＩ細則第10.050.節の規定による

と、週挙によって任命されるＲ】の役職

につくために避挙迦励もしくは投票依

頼を行ったロータリアンは、ＲＩ理耶会

の定める一定jUⅡⅡ】、当該役職および将
来のR】役職の被遡厳格を失うことにな

る。

地区内のクラブ数とロータリアン数
(NumberofCIubsandRotariansin 

aDistrict） 

ＲＩ理１F会の合意班項としては、Ｚ三

会員数が

1,800.人未満で、クラブ数が里未満の￣ 

場合は地区を設定してはならない｡(97）

国家間に跨る地区

(1nternationalDistricts） 

曾妬､風習および距離が許す場合､国

家1111に跨る地区を新たに編成すること

は、Ｄ;(則として、望ましいことである。

しかし現存の地区の境界を改編し､２以

1998年規定群iMii会は、ガバナーの

名､週準に111Ｉする.皿&型１２麹Zi望二目竺巫

…生ﾕ且_上日に発効した。この新し

２０００－２nql 
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地催

茶の日程と新手続への移行101間l1-jに： 務を負わなければならない。そしてそ
のために元ガバナーおよびロータリー

研究会等の会合を活用すべきである。
(69） 

地区は、クラブ群または地理的地域
のあいだで回り持ちによってガバナー

を指名する、という従来の方式に煩わ
されない手続によって、ガバナーとし

て岐適の人を探し、指名するよう要1hW
されている。(69）

、

－２００１ 

2）mqQ二2,,1年度ガバナー・ノミ

ニユエー坐－２年国際大会でガバ
ナー・エレクトになる〔新手続への

移行期IHI中のため、皿四二2qqOiE
度ガバナー・ノミニーと皿_uｑ－ 郵便投票手続によるガバナー・ノミ

ニーの選出（SelectionofGovernor-

NomineethroughBalIot-By-Mail 
Procedure） 

地区は、やむを得ない１Ｆ情がある場
合、ＲＩ理１F会の承認を柵れぱ、郵便投
螺でガバナー・ノミニーを選出するこ

とができる。ガバナー・ノミニー避難
のための投架用紙に添付する略歴にilu
戦するのは、次のものだけである：

１）候補者の氏名；クラブの名称と
所在地；ロータリー在籍年数；
職業分類または元職業分類;現
または元の会社の瑞称;現また
は元の会社における役職;岐近
５年1111に出席した会合；ロータ
リーにおいて避鞁または任命さ
れている現役職と任務；ロータ
リーにおいて遡率または任命さ
れたことのある元役職と任務；

２）候補者が従LISしてきた特別の
ロータリー奉仕および／または

特定のロータリー活動、例え
ば､候補者がロータリーを推進
するために何をしてきたか；

３）事業および専門職務活動におい

て非常に意義深い褒賞または業
綴；

４）公共奉仕活動において非常に意
義深い褒賞または業績。（86）

２００１ 

１９９９ 

ナー・エレ2クトになる。 １９９９－ 

２０００ 

1999王I且１日にガバナーに就任す
こ）

3）皿､＝2001 竿度ガバナー・エレク

年11Ⅱガバナー・ｴﾚｸﾄを卜は、１

R1細則のIMI係条件をすべて満たす⑭ Ｌ》

その場合、ガバナーに就任する年度
の前年度にガバナー・エレクトは：

ｌ）ガバナーから、その地区の各緬
委貝会または地区組織に関し、
特別の任務が与えられる；

２）ガバナー・エレクトを参加者と
して指定していないすべての地
区会合にオブザーバーとして出
席するよう、ガバナーから要諭
される；

３）地区大会のプログラムにどのよ
うな任務で参加するかをガバ
ナーによって考Mdされる。(66）

ガバナーは、ガバナー・エレクトのオ
リエンテーション､教育を行い、さらに
職務に対する怠欲を刺激１－るという貢

第１部一管理 2７ 



地区

つのクラブ(会員数に基づき、２栗以上 資格

ガバナー・ノミニーは､選出の時点で

次の資格条件を備えていなければなら
ない：

ｌ）本人が指名を受ける地匹内のク

ラブの名誉会員以外の暇疵なき

会員であることを要する。
２）会員規定の厳格な適用に照らし

て、完全に会員資格を有する者

でなければならない。そしてそ

の職業分類の正当性が疑問の余

地のないものでなければならな

い。

３）本人がガバナー・ノミニーの候

補者として推薦される年の前の

会計年度の最終日において、ＲＩ

または地区に対して負債残高を

の投票権を有する場合)が､ガバナーへ

するものでなければならない金(96）

新地区におけるガバナー・ノミニーの

選出（SelectionofGovernor-nominee

inNewDistricts） 

既存地区のクラブが、新地区に再編

成される場合､新地区は、できれば､再

編成前に当該クラブが使っていた手続

と同じ手続で、新地区発効前に、ガバ

ナー・ノミニーを選出するものとする。

このような手続が実施できない場合、

RＩ理事会は郵便投票の実施を承認し、

ガバナーにその任に当たらせるものと

する。
もたない、義務機能を果たして

いる暇疵なきクラブの有資格会

員でなければならない。

４）クラブ会長を全期務めたことの

ある者でなければならない。

５）ここに規定するガバナーの任務

と責任を果たす意思があり、身

体的にもその他の意味において

もこれを果たすことができる者

でなければならない。

６）このほかに、就任時までに必要

な資格条件を満たそうとする能

力と熱意がなければならない。

（15.070.） 

ガバナーは､就任の時点で､一つまた

はいくつかのクラブで通算７年以上会

貝であり、国際協議会に全期間を通し
て出席していなければならない

(15.080.）。ガバナーは、また、

１）所楓クラブの尊敬の的であり、

かつ信頼されていなければなら

ない；

２）本人の事業または専門職務にお

いてその経営力が示されてい

る、職業上令名ある人物でなけ

ればならない；

３）ロータリーの仕11Ｆを遂行するの

に必要な時間を提供できるよう

に、自己の事業または専門職務

ガバナーの身分、資格および任務

(StatuSQualificationsandDuties 

ofGovernor） 

ガバナーに最適の候補者を得るため

に、ガバナーは、毎年､所管地区内のク

ラブに対し、あらゆる資料を調査しガ

バナーにふさわしい候補者を推薦する

よう要請してほしい｡ガバナーは､地区

内の全クラブに対し、ＲI細則の規定に

従って、ガバナー候補者の推薦案と候

補者の願歴および資格を伝達しなけれ

ばならない。

このような指名に対する被推薦者並

びに推薦者がガバナーの責務に精通で

きるように、毎年､ガバナーの身分､資

格および任務に関する次のような文書
を全クラブに配布している。（２９，３９，

７４） 

身分

ガバナーは所管地区内のクラブに

よって指名され、ＲI国際大会によって

選挙されるＲＩ役員である。７ﾉｌ１ｐに

就任し、1カ年間または後任者が選挙さ

れ、資格が確定するまでその任に留ま

るものとする。

1998年手続要覧２８ 



地区

をうまく編成しなければならな

い；

4）本人並びにその近親者の品行が
非難の余地のないものでなけれ

ばならない；

5）ロータリーとその目的、綱領お

よび規則をよく心得ており、ＲＩ

に対し忠実であることが認めら
れているロータリアンでなけれ

ばならない；

6）ロータリーのあらゆる面におい

て信服させうる方法で総じるこ

とができ、摘報を明砿に伝達で

きなければならない。

案を提供すること。

９）地区で保存すべき文盤をガバ

ナー･ニレクトに引き継ぐこと。
１０）地区におけるRI役員としての職

賀に属するその他の任務を遂行

すること。

しかしながら、グレートプリテンお

よびアイルランドにおいては、ガバ
ナーの任務は、RIBI審議会の指示の下

に、RIBl定款並びに細則に則り、当該

地域の伝統的慣行に従って遂行される

ものとする。ガバナーは、また､会長あ

るいはH1理事会から要謂があった場合

は、速やかにRIへ報告をし、そして地

区におけるRI役員としての斑任に属す
るその他の任務を遂行しなければなら

ない｡（15.100.）

このほか､ガバナーは､次のことを遂
行すぺきものと考えられている：

１）ロータリアン誌、承認され指定

されたロータリー地域雑誌、
ロータリー・ワールド、その他

Ｒｌ班務局から発行されるすべて

の公報、文献類、および地区内

呈各クラブの出版物などを読む；
２）各クラブに対し、少なくとも毎
年１回は都市連合会に参加する

よう奨励する；

３）国際大会への出席を勧奨する；
４）必要があれば、クラブ会長と幹
。ＩＦのいずれかまたは両者の特別
会鍍をＩＨＩ(１Ｍする；

５）鯨月地区内クラブの出席報告の

摘要を作成し、この報告を班務
総長に送付する。

任務

ガバナーはＲｌ理轆会の一般的な指
揮、監将の下に職務を行うその地区に

おけるＲＩの役貝である。地区内クラブ

に対する直接監幡の責任を果たすに当

たってガバナーはロータリーの綱領を

推進する特別の任務を課せられており、
自ら吹の諸項のilii務を負うものとす
る：

１）新クラブ結成。

２）既存クラブの強化助成。
３）地区内クラブ相互Ⅲ】の友好関係

およびクラブとRI1Illの友好関係
の増進。

Ｉ）地区大会を計画･主宰すること。
会長エレクト研修セミナーと地
区協識会の計画・ilulWiに当たる

ガバナー・ニレクＬに協力する
こと。

５）地区内の全クラブを幼問するこ
と。

６）地区内各クラブの会災および幹
蜥に対して月信を発行するこ
と。

７）会長またはIRI理JIF会の要請があ
れば速やかにRIに報告を提出す
ること。

８）ガバナー･ニレクヒに対して､国
際協議会の前に地区内クラブの

状況について詳細な１W報を提供

し、併せてクラブ強化簾の勧告

ガバナー・ノミニー：ガバナー.

エレクーヒ(GOVERNOR-NOMlNEE：

GOVERNOR-ELECT） 

指名に必要な資格の取得

(QuaIifyingforNomination） 
ガバナー・ノミニーとしての資格条

件を認められるためには､候補者は､細
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則に定められているガバナーの資格条
件、任務および武任を熟知しているこ

とを示さなければならない｡候補者は、
ガバナーの資格条件、任務および黄任
を明確に理解していること、およびガ
バナーとしての資機条件を備えており、

ガバナーの任務と斑任を引き受け、こ
れを忠実に果たす意思があり、それが

できる状態にある旨の諏明書に署鍋し、
これをＲＩに提出しなければならない。
(15.070.） 

ＲI細則は、所定の礎格並びに必要条
件に合致しないガバナー・ノミニーの

指名は拒否されるべきものとし、珈務
総長はこれを選挙のため国際大会に提
出しないものとすることを規定してい

る。（13.070.1）

もしも､前述の規定の通りガバナー・

ノミニーから署名ある濟明譜を受理し

たにもかかわらず、そのノミニーが細

則に定める任務と資任を十分に果たす
ことができないであろう、とＲＩ理JIF会

が信じる理由があれば、ＲＩ理邸会はそ

の指名を一時保圃することができる。

このような一時保岡が行われたならばく

ガバナーとそのノミニーに、その旨通

告しなければならない｡そして､そのノ
ミニーは、ガバナーおよび耶務総長を

経由して、ガバナーとしての任務と責

任を取り、忠実にこれを遂行すること
ができることについての再度の申し立

てをRI理那会に提出する機会が与えら

れるものとする。このような申し立て

を含めすべての'111連耶悩を審議したう

えで､RI理珈会は､3分の2の多数をもっ

てそのノミニーの指名を拒否するか、

あるいは一時保留を解除するものとす
る。（13.070.2）

兇）し上述の規定のいずれかに基づい

てガバナー・ノミニーの指名が拒否さ

れた場合は､:11F務総長は､関係地区のガ

バナーに､その旨､並びに理由を通告し
なければならない｡そしてガバナーは、

これを当該ノミニーに通告しなければ

ならない。そこで、時１１１１が許すならば、

その地区は､細NIIの規定に従って､ガバ

ナー指導の下に、地区大会または郵便
投票のいずれかにより、ガバナー･ノミ

ニーを再度選ばなければならない。地
区が､ガバナー･ノミニーとして理珈会
の満足するような適任者を選出するこ

とができなかった場合､ノミニーは､RＩ

細則第13.020.節の規定に従って選出
されるものとする。

ガバナー・エレクトの

国際憾謹今出席

(AttendanceofGovernor-EIectat 

lnternationalAssembly） 
ガバナー・エレクヒが国際協議会に

出席することは、Ｒ【の地区レベルの管

理に不可欠である。さらに､各ガバナー

が、その地区におけるＲＩの代表者とし

て効果的に行動し、かつRIの役員とし
てガバナーに期待されている地区内ク

ラブの指導、指抑および助言を行おう
とするには、国際協雛会に参加するこ

とから得られる基本的経験と訓練が不

可欠である。

各ガバナーは、ガバナー候補者全員

および地区内の全クラブに対し、次の

ことを強調すぺきである｡ガバナー･エ

レクトはガバナーとして必要な池倫を

するため国際協搬会に出席しなければ

ならない｡また､候補者が国際協議会に

その全期間出席できかつ実際出席する

のでなければ指名は承認されない。

理由のいかんにかかわらず、ガバ

ナー･ｴﾚｸﾄが国際協薙会に出席す
ることができない場合は、チレクトお
よび地区内クラブに対し公平に考え、

かつ、世界を通じてのRIの般善の利益

のために､その人は､国際協議会に全期

１１１１出席できかつりF突出席する被指名者
の選択ができるようにするため、直ち

にその指名を辞退することが期待され

ている。

ガバナーまたはガバナー・エレクト

職の空席を補充するに当たって、ＲＩ理
叩会は、次の方針を採択した：

１）国際協識会前に２回目の就任が
決まった元ガバナーは、ＲＩの饗
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用で国際協議会に出席するよう

要請される；

2）国際協議会から９月ｌロまでの

あいだにガバナー轍の空席を補

充するために選出された元ガバ

ナーは､Ｒｌの費用で､サービス・

センターにおいて１日ないし２

日間、強化研修を受けるものと

する。

たはロータリアンの参加は任意

とし、任意ということを明確に

打ち出すものとする。クラブま

たは個々のロータリアンの参加

費用が必要としても殿小阪にと
どめ、人頭分担金または賦課金

その他といった形で強Ilillしては

ならないし、また、そのように

ほのめかしてもならない；
６）地区内のすべての多地区合同活

ＵＭＩの詳細を、ガバナーを通じて

「ＲＩへの報告」に記IMIするもの
とする；

７）関係ガバナーの承認を先に得た
のでなければ、クラブにいかな

る文諮も配布してはならない。
一つの地区が「援助提供者」となり、
もう一つの地区が｢援助受頒者｣または
｢プロジェクト提唱者」となる世界社会
奉仕活､11において地区が協力している
プロジェクトについては、この方針は
適用されない。

活動(ACTlVlT1ES）

多地区合同活動(ＭｕＩｔｉｄｉｓｔｒｉｃｔ

Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ） 

２地区またはそれ以上の地区のクラ

ブが参加する、奉仕活動およびプロ
ジェクトが奨励されている。このよう
な多地区合同奉仕活勘およびプロジェ
クトは：

１）クラブ・レベルでロータリーの

プログラムを推進するというク
ラブ本来の活動の規模や有効性
を妨げたり、損なうようなもの
であってはならない。クラブや
ロータリアンの力斌の範囲内の

規模および性格でなければなら
ない；

２）関係地区の各ガバナーがまずこ
のような合同活動に賛成したう
え、それぞれの地区のクラブの

３分の２の承認があって初めて

藩手するものとする；
３）関係ガバナーの直接監督下にあ
るものとする。このような活動
のために募金もしくは徴収した
全資金の保櫛は、たとえ関係地

区のロータリアンから成る委員

会が設世され、このような資金
の管理を援助するとしても、側
係ガバナーの責務とする；

４）lllI係ガバナーが、理JIF会を代行
する1F務総長の承認を1,F前に合
同で得てから蒜手するものとす
る；

５）ロータリー・クラブおよび／ま

輌一ロータリー年度を超える多地区

合同活ＭＩＩを始めよ_うとする地区のガバ

なければならない｡ガバナー･エレクト

るようにしなければならない。この判
FLJ-缶ユ

には写しを送る。(96）

多地区合同奉仕活動またはプロジェ

クトへの参加に終止符を打とうとする
参加地区は、地区内のクラブの３分の２
の承認を得なければならない。ガバ
ナーは、その終結の６０日前までに、そ
の決定を、事務総長と他の関係ガバ
ナーに通知するものとする。
ＲＩ理JIF会は、二つ以上の地区のクラ
ブの関係する機関または他の狩理組織
を識１mすることを好ましいとは恩わな
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８）クラブまたは地区は、他団体へ

の継続的財政義務を引き受けな

いで、地区内のロータリー・ク

ラブに対して、地区大会その他

の適切な手段により、このよう

なプロジェクトまたは活動への

継続的支援を検討し、決定を下

せるような機会を提供するこ

と；

９）クラブまたは地区は、協力団体

のメンバーとならないこと；

10）クラブと地区は、仙岡体にクラ

ブ名簿またはロータリアン名榊

を提供したり、他団体に資料を

配布したりしないこと⑨但し、

ロータリー・プログラムのため

になるような具体的目的(弊金

を含まない)のある場合を除く。
（88） 

い。しかし、IRI理事会は、二つ以｣二の
地区のクラブの協力を必要とする規模

のプロジェクトまたは活励があること

を認めているので､ガバナーたちが､数

地区のクラブに対してこのような皿1ｌｂ

の運営に力を貸すための諮問グループ

または調蜷グループの識１１mを承認する

ことに異鍍を唱えない｡但し､二つ以｣二

の地区の参川Iする活1IUjまたはプロジェ

クトは、多地区合同活11.1に関するＲＩ理
｡IF会の方針に紀較されている規定に従

うものとする｡(６６，７５，８０）

地区とロータリー・クラブによる

他団体との協力

(DistrictandRotaryCIubCooperation 

withOtherOrganizations） 
地区とロータリー･クラブは､次のこ
とを定めたプロジェクトと活励におい

て､他団体を支援し､他団体と協力する
ことができる：

１）ロータリーの理想と目的に沿っ

て識手すること；

２）関係クラブまたは地区内の会且

がこの協力活IIlljを承認している

こと；

３）活動の継続期1111中クラブ会長ま
たはガバナーの任命したロータ

リー委員会が血接協力し、両任
を負うこと。毎年見直すこと；

４）独立した組織体としてのクラブ
または地区の自主性を保持する

こと；

５）ロータリーとその奉仕活動を一
般の人々に知らせるために、協

力という性格の範囲内で、クラ

ブまたは地区が適切な形で蝿め

られること；

６）クラブまたは地区と協力団体と
が合同プロジェクトの性格を一

般の人々に伝逮するというJL同

責任を負うこと；

７）クラブまたは地区は、合同プロ
ジェクト参加に当たって維統的

義務を引き受けないこと；

管理(ADMlNlSTRATl0N）

ガバナーの職務管理に関する方針

(PolicyonAdministrationofOffice 
ofGovernor） 

Ｒ】の定款並びに細則は、ガバナーが

遂行する具体的任務を規定している。

ガバナーは、地区を管理する役員であ

るから、地区内クラブにＩＨＩする権限ま

たは寅任をいささかも轆減させること

はできない。

ガバナーの紀録および轡類

(RecordsandFiIesofGovernor） 

退任するガバナーは､ガバナー･エレ

２－Lに対し、地区内ロータリーに殿も
貢献できるような方法でガバナーの任

務を遂行するのに役立つhV報をすべて
引き渡すようjU1待されている。退任す
るガバナーは、代々相伝の地区記録を

全部ガバナー・エレクヒに引き渡すも
のとする。
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Rlへのガバナーの報告

(Governor,ｓＲｅｐｏｒｔｔｏＲｌ） 
ガバナーは､ロータリー年度の第２半

jUl中にRIに一般報告を拠出しなければ
ならない。その報告には、RIZlF務局が
クラブと将来のガバナーへの業務を向
上させるのに役立つような情報を含め
る。ガバナーは､地区のTIF理､地区内の
会且増強と拡大の目標､ロータリー.プ
ログラム活動への地区の参加状況、ＲＩ

出版物と資料に対する意見、地区の状
況とRI耶務局の支援についての総括的
な所見を具体的に譜き記す。この報告
は､４月１５日までにサービス・センター
に送付する。（95）

hｌのうｆ

肋をし、‐}三分な研修を糊んだ地区指導

の参加を高め、100以上のクラブを効果

的に符理し、地区内のコミュニケー
地ションを円滑にすることによってガバナー月信

(GovernorsMonthIyLetter） 
地区内のクラブ会艮と幹』IFそれぞれ

に月僧を発行するのはＲI細則第15.0
90.節に規定されているガバナーの任
務である。月信は、地区内クラブのそ
の月の会員数とＩｌＭｉ報告など、特に関
心も高く重要な五1F攻を肛接、公式に伝
逮するものである。ガバナーは、適切
であれば、その月伯飾１号に、日本譜

版で入手可能なロータリー出版物を紹
介するよう要調されている。ガバナー
が月信でクラブ会風致の珊減を報告す
るときは、前月の報告との比較増減の
代わりに、またはそれに加えて、当該
ロータリー年度の７月１日以降の会貝

の珊減を示す数字を入れるよう勧奨す
る。(67）

区レベルとクラブ・レベルでローダ

リーを強化することであ

且型11
H1笈I鞭会は､ＤLPを地区'IFF理の推奨Ｚ

ランとして採択したｶｴ、プランへの参

を合わせ、次のようなlUl題に考慮を払
い、取り組む計画を鈍ることが勧Db-P。

れている：

Ｑ 

う用語を使っているが､地区は

この役職を示す他の言葉を使っ

工もよい_;＿地区リーダーシップ且プラン
地勢、言iIliL、文化、強力なクラDｉｓｔｒｉｃｔＬｅａｄｅｒｓｈｉｐＰＩａｎ 亘

プと弱体クラブのバランス ガ

歩みと目的
ると思われるクラブ数などの里RI理事会が、地区内クラブ数の刑加
素を考慮に入れたうえで、地区

のニーズに蛾づいて任命するガ

にII1L而して、1992躯に３年nMの試験戯
MZiに付き４から８ｸｰﾗ｣ブを担当プログラムが生まれた。このプログラ
ることが推奨されている

をl)Ⅱ発することをﾛｰ指して～世界から 亘
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彰式､特別プログラム、財団行rlf､都市
迎合会など、ガバナー出席の効果が雌
も'三がるような時にガバナーがこのよ

一一一豆
一一一 Ｑ一一一Ｑ・｜』」
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ロータリー指導者のための 遡里会員増強委員会
(､istriQLMembershipDevelopment 
Committee） 

ガバナーは次のことを行うよう勧め
られている：

１）地区会且増強委員会を設世す
る。同委員会は：

ａ）クラブの会員墹強委貝会、
特に会員数が減少している

かあるいは、ほとんど、また

は、まったく墹加していな

いクラブの会員咽強委員会

と肛接に協力活1111Ｉすること；
ｂ）地区の会員増強の辿展に関
する情報をあらゆる地区会
合に提供し、また求められ

た場合はそれらの会合やク

ラブにおいて会員1N強に関
するプログラムを拠供する

澱任を負うこと；

ｃ）地区会員増強委口会の目標
達成に適切と考えられるそ

の他の活動をすること。

２）会員１１１強委員会の設世とその積
極的な活動をクラブに奨励す
る。そしてクラブ会員in強委員

会による会員候補者椎ＩＭＩという

ことは決して、会員個人の新会

貝推ＩＭＩの責任を免除するもので

はない点をクラブに力説する；
３）適例会、燗報集会、フォーラム

でスピーチをしたり、クラブ会

報に記｡IFを､［せたりすることに

よって、会員に多くの１W報を伝
途するようロータリー・クラブ

情報委瓜会に要請する；
４）殿iniの会員増加率を示したクラ

ブを適切な形で表影することを
考ｌｉｄ(する。

指瀬力研修サイクル

RIjql1.1F会は、望ましいロータリー桁

竺旦

日産ﾕ、

される地区ガバナー・エレクト

のゾーン・レベルの研修(研修

型
鋤
一
の
｜
里

国際協識会

ZI2Sナー補佐の研修》一 旦

RI理JIF会は地 参リーダーとして

とに同意した１
少なくとも３年Ⅲl、名誉会員塊、

外の会員身分で地区内クラブに

ガバナー補佐

●地区研修リーダーはガバナー.

と

各地区で決めた_地区研修リーＱ 

グーの責務を受縦する意思と能
力

地区研修リーダーを務めることはでき

地区の研修のニーズについて、地区研

リーダーはガバナー・エレクトの

示を受けなければならない。地区Ｉ
リーダーは、ガバナーや地区ローター

アクト委員会と協力‐しかがら、毎年

ロータニアクト・クラブと地区指騨者 会員数の最小限

(MinimumNumberofMembers） 

ロータリー年度の最初の月にロータ

リー・クラブが会員数25名未満と報告

した場合、ガバナーは同クラブと迎絡
して会且数減少の理由を確認し、どの

負う。(96）
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存在しない国において､ロータリー･ク
ラブや地区並びにロータリー財団管理
委員会の糊手する教育､人間交流､人道
的援助などの領域での非公式の活uIlJが
剛えていることに、ＲI理事会は、好意
を符せている。このような活動を手が
けるのは、ロータリーの存在しない国
の政府または国民に､ロータリーが､親
睦､奉仕､国際理解と平和の推進への献
身という数々の成果をもたらすことが
できるということを示すからである。
しかし、次のことが前提とされる：

ような再建措趾が鍬じられているかを
確認するものとする｡(53,62）

地区と法人設立

(DistrictandIncorporation） 
地区の法人化は、1938年以来RI理平

会によってはっきりと否認されてきた。
地区jj噸の活1Iiljの法人化は特に否認さ
れてはいない。多地区合同活励の法人
化を承認する既存の方針は、地区規模
の活動を法人化してもよい、と示唆す
るものである｡(87）

1）複雑な問題がからむため、ＲＩ理
。IF会による明確な事前の承認な
しに、このような国にロータ
リーを正式に拡大しないこと；

2）ロータリーの綱領によって感銘
を受け、ロータリーの親睦にす
ぐ溶け込めそうな人で、。!｢業お
よび聯円職務に携わる人が十分

多地区合同組織

(MuItidistrictOrganization） 
同一国内の数地区もしくは全地区を

含む機関､その他の組織体制､管理体制
を設1mすることは好ましいとは思えな
い(本章の「多地区合同活IUl」の項参
照)。(69,80）

いて、

拡大(Extension） 初めて、クラブの存在しない国
にロータリーを拡大することが

正式に承認される。さらに、当各ガバナーは、ＲＩ理｡ＩＦ会の全般的監

督の下に地区内における新クラブの結
成を監慨する特別な任務を託されてい

る。

処ばならない｡(97)このような
国のロータリー・クラブは吹の
ことができる、とＲＩ理ⅢＩＦ会が砿

偶をもてなければならない：
a）政治に関係のない国際団体、
すなわち、人類への奉仕の

理想と、生活の質の向上に

献身している国際ロータ
リーの一員として制約を受
けずに機能できること；

b）標地ロータリー・クラブ定
款に定める通り、規則正し

く会合を開くこと；

c）他国のロータリー・クラブ
とロータリアンとの交流を

築き、深めることによって、
Ⅱ上界中に善意と理解を広げ
るという役割を果たすこと；

拡大に関する－股方針
(GeneraIPoIicyonExtension） 
クラブは、ロータリーのプログラム

を推進し、ロータリーの綱領を実現す

る媒体である｡従って、ロータリーが広
大な影瀞力を股も発椰できるように、
クラブの保持が成功しうると無理なく

見込むことのできる場合は、どこでも、

いつでも世界中に新クラブを進んで設

立すべきである。

新しい国への拡大
ロータリー・クラブは、ロータリーの

基本原則を何の1M約も受けずに守るこ
とのできる地域であれば、どこにでも
設立することができる。ロータリーの
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｡）ＲI細則にＩＩＬ定する財政的幾
務を果たすこと；

c）ロータリー財団の全プログ

ラムに参川】することを含め、
四大奉仕部ｉＩｌｊそれぞれにお

いて奉仕プロジェクトを立

案、実施すること；

f）すべての図の人､人稲､伯念
を尊並す-るとl司時に、Ｉ:１１劃
に忠実で、本仕する国民で
あるよう会、に奨励するこ
と；

鷹）クラブ内と国内でロータ

リーの親Iliを惟進すること。
（９２，９５，９７） 

している。IjMの任務には、淡のものが
含まれる。

’）ＰI:Ａにinけられているクラブと
RIlH1の主たる連絡役を務めるこ
と。

２）新クラブの所在地として有望か
どうかiIF価すること。

３）指定された地域で支援チームを
つくること。

４）個々のクラブでオリエンテー

ションを担当する人の研修を行
うこと。

５）ロータリーについて煎の根レベ
ルのh1lWlを腿供し、HWﾉl(筒で基
本的なロータリーll1iMfを解説す
ること。

６）その地域の仮クラブまたは既存
クラブをそれぞれ定期的にiMj問
する二と。

７）既存クラブと結成可能性のある
クラブのIIJ在の活imjと水仕につ
いて、また特別拡大地域とその

クラブの進展についてIiIリF務局
に報(』了すること。

８）財政''11腿についてクラブの相談
に乗ること。

９）地域内のクラブのために毎年
Ｉ,ＩｉＴＳとロータリーI11j報研究梨会
を1MⅡ１Ｍすること。

’o）その地域の有望な財団活1,,を評
価しJIF務総長に報告すること。

１１）クラブ1111の定期的な相瓦交流を

図り、地城内の国で拡大５カ年
計･iiliiを練ること。（93）

特別拡大地域

特別拡大地域とは、地区に編入され

ていない地理的地域で､地理的な孤立、
ロータリー経験の欠如､特殊な言語､社
会的経済的MF怖のためH1の自立した一

ロとして新たにクラブを結成するのが
遅れている地域に拡大を進めるために

RI理plF会が開設した地域である。特別
拡大地域の目的は、指定された無地ほ
地域に一つまたはいくつかのクラブを

殺立､育成することである｡特別拡大地
城内のクラブは､やがては､効果的な柵：
理のため、－つまたはいくつかのロー

タリー地区に編入される。

特別拡大地域にあるクラブは、特別
拡大地域を担当する地区のガバナーの

選出に一時的に投票柿を有することが
できる｡但し､ガバナーと地区内クラブ

の過半数がそのことを承鰡し、１両]ⅡＩＦに

特別拡大地域内のクラブが財政的雄筋

を果たしている場合に限られる。（93）
地区拡大カウンセラー

(DistrictExtensionCounselors） 
ガバナーは、地区拡大カウンセラー

のセミナーをljIlくよう要諭されている。
それぞれの地'五には､３名の拡大カウン

セラーのチームが任命されている｡３名

の拡大カウンセラーが地区拡大姿、会
を構成１－る。拡大カウンセラーの任期

は３カ年で、姉年1名が任命され、任期

の341二目に当たる委員が拡大委しl会委
瓜長となる。

会長任命の拡大責任者
会長任命の拡大責任者(Presidontial

ExLensionAdministrator-PEA)は、

ＲＩ投定の目標を特にin視する地域で
ロータリーの拡大をⅡk逃すろ会長をＭｉ

住するために会長が任命する。ＰＭは、
ロータリーについて知餓が豊窩で、担

当地域の地理､歴史、文化､古語に)Wijm
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将来クラブを結成するのに有望な地域

(ProspectiveLocalitiesforC1ubs） 

ロータリーの職業分類の原ｕＩの下に、

少なくとも25妬の会瓜を有ﾘｰるクラブ

として成功を収めるには殿低`10の職業

分顛が必要であるが､それだけの数の、

一般に認められた有１Ｍ:な珈業またはL1j

IlWHilI務の持主､共同維僧者､法人役風ま
たは支配人である善良な人がいる地域

で、まだクラブが結成されていない地

域は、クラブの結成に有望な地域であ

ると考えてよいだろう。
一つ以上の既存クラブと区域限界を

同じくする新クラブの結成を考慮する

場合、最小HMOの職業分類がなければ

ならない。新クラブはこの40の職業分

類から既存クラブとかち合うことなく、
適格の会貝を優に入会させることがで

きるであろう。そうすれば､少なくとも
25鍋の会只を有する成功を収めるクラ

ブを必ず長く維持できることになる。
ある地域が、クラブをうまく持続し

ていくことができそうだと考えられる

場合、できるだけliL<クラブを結成１－
べきである。その地域がロータリーを

欲しているという気持を外に示すまで

待つという考えは適切ではない。ロー
タリーを欲する気持をつくり出すのが

ロータリアンの義務である。ロータ
リーを拡大しているロータリアンは、
与える二とを求めているのであって、

何かを得ようとしているのではない。
しかし､僻地でクラブを結成する場合、
その地域の住民からクラブi没立の明硴

な要望が出されるまで、クラブ結成を
待つものとする。

リー・クラブを結成しようとしている

すべての地域については、人IEIにかか

わりなく、捌在を行い､ガバナーの承泌

を1\てから、結成活1mjに希手しなけれ

ばならない。

クラブの結成に取りかかるIiiIに、地

域が新クラブを支持できるかどうか１Ｍｉ
かめるために、ガバナーがｲ丁剋な地域

をiljjれなければならない｡人''5,000人
未満の地域、また、既存クラブ(－つま

たは二つ以上)と同一区域を｣ｾｲ｢するア

デイショナル･クラブで､既存クラブの
承認を受けた地域の場合は、特にそう

である｡このようなiujllHが､かなりの澱
用とIIf1lHを伴う場合､ガバナーは､綱ﾃﾞﾋ
結果､および､その地域に詳しい1妬ま

たは数名のロータリアンから得た報《1テ

と助箇を大いに参考にしてクラブの結

成ilIIliiをしてもよい。新クラブを結成

できると思われる場合でも、ガバナー

は､会貝候hli者を募るﾙｶに、『拡大ijM森
報｛!;11F』と『新クラブの結成』の各項に
iIiIれなく記入し、磐船のうえ１F務総災
に提llLなければならない｡(91）

クラブの区域(TerritoryofaCIub）

クラブはある一定の＊"LOC&l1ity'，場
所(地域)に結成され存在しなくてはな

らない。社会的貢献をする仕JIFに活発
に従ﾘﾄﾞしている、］ＩＦ難および専門職務
に桃わる人がいて、そのｴlr乗場または

住居が互いに近接しており、ロータ
リー・クラブとして活動できるような
適当な広さの区域があれば、ｍはこれ

を前記のような地域と認めるであろう。

調査(Surveys）

ガバナーは､できるだけ早く、なるべ
くIili半の6カ月ＩＨＩに､まだクラブを有し
ない地域の綱査を行い、かつその結果
を記録すべきである｡そして､立派なク
ラブを結成できるかどうか決定する。
もしクラブがその年度中に結成されな

い場合は､そのiilM盃記録は､後任のガバ
ナーに引き継ぐものとする。新ローダ

＊この“LOC;,liLy,，場所(地域)という嵩莱に
は、ｉｌｉ、区、町、村、村群等のIiliAFの鍋称で
呼ばれているものがすぺて含まれている｡ま

た､大郁市の行部分､あるいは二つ以上の小
さい町村の隣接したものも含まれている。
､℃０，mⅡInity"(社会、都ilr町村)という団蝿が
クラブの区域を示す蝿介に使用されるがその

掛合はLoca]ityと何挺である。
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このような地域にクラブを結成する場

合には、ＲＩでクラブの区域限界を定め
これをクラブ定款に記蛾して当餓クラ

ブの区域を規定するものとする。以後

は、ＩｉＩとクラブ双方のlril趣がなければ
変災できないものとする。クラブは､ＲＩ

の同意をｲ!}て、その区域の一部をWll識

するか、あるいは1両１－区域を共ｲ丁する

ことによってアデイショナル・クラブ

の結成を承認することができる。
ロータリー･クラブの区域限界I土､境

界投定時に存在する行政上またはI:l然

の境界ばかりでなく街路または道路に
よっても定めることができる。仮クラ

ブが、既存クラブから剖漉された区域

に結成されることになった場合、リド務
周は､求められれば､その'111係資料を提

供し､スポンサー･クラブの区域削繊iil・

iHjiの立案に協力･援助する｡区域が決め

られると、クラブは､聯業場または住居
がRl定款節５条に合致する人を会貝に

選ぶことができる。

新クラブに区域を割瀕したクラブは
その新クラブの力ⅡＩＭＩが終結したとき、
その終結IiIiに割縦も共有も行われてい

ない場合、その区域を取り戻すことが

できる。（94）

を心11｝ている会員l鍋をガバナーの｢特
別代炎」に任命しなければならない。

このガバナーの代爽はもちろんロー

タリーのEI1iuに糊通していなければな

らないし、二の理想を説明することが

でき、自己のロータリーへの熱情を人

に伝える力がなければならない。特別

代表は､ロータリー･クラブの組織と機

能について災際に役立つ十分な知餓を

もつことも必要であるし、この仕P1rを

するのに必要な時Ｉｌｌ１を捧げることので

きる人でなければならない。特別代表

は、クラブの結成に至るまでの細目に
ついてガバナーを代表してＪ１｢を行う怖

限をｲ『している｡時には(術にとは|股ら
ないが)、般終の結成会合にガバナーに

代わって出lliliするようガバナーから要

錆されることもある｡できれば､加lMl認

証状はガバナーが自ら伝達すべきであ

る。

ガバナーは退任に際して､ガバナー・

エレクトに121分の任命した特別代表の

リストを引き波すべきである。これら

の代炎は新ガバナーが就任後３０日以内
にその任命をⅢ新しない限り自動的に
その柾を終わるものとする。

スポンサー・クラブ(SponsorCIubs）
特別代表の所属クラブが新クラブの
｢スポンサー」となるのが誹迦である。

スポンサー･クラブは次の責務を負う：

１）特別代表が、新クラブを立派に

結成できるよう、その計画と遂
行を援助すること；

２）新クラブの初IDIのプログラム；

３）ロータリー皿ﾘﾘ】のl]1t位として、

苑腿し姑めた新クラブを指禅す

ること。

一つ以上の既存クラブがその区域限

界内にアデイショナル・クラブの結成
を承ilgした糊合は、iiiに必１通既存クラ

ブ(複数の場合はその中の一つ)が新ク
ラブのスポンサー・クラブになるもの

とする｡スポンサー・クラブは慎並に選
ばなければならない｡スポンサー.クラ

ブに逝ばれるクラブは、少なくとも２５

Ｒｌ細IlIIに規定さ_』Lているローダ

めには、梅｣二または陸｣二に本部を慨く

にせよ､一つの法人がクラブに､はなは

があってに上ならないというのがRIJ1I1IIF

会の決定である｡(95）

特別代表(SpecialRepresentatives）
あらゆる機会を利用して、立派な新
クラブを結成することはガバナーの義

務であり、これに協力するのは､あらゆ
るクラブとロータリアンの穫務である。

ガバナーは、新クラブ結成のために新
クラブの近隣クラブから、それもなる

べくスポンサー・クラブから-1-分ｴlFli1l
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名の会貝を有し、円滑に機能している
堰疵なきロータリー・クラブでなけれ
ばならない｡(97）スポンサー・クラブ
はRIに負債がなく、釣り合いのとれた
ロータリー奉仕プログラムを実施して

いなければならない。ＲＩ加lMliil後の数
カ月1111,新クラブは援助を必要として
いる。従ってスポンサー・クラブは､少
なくとも1年Ⅲ1,新クラブを援助する二

を示すことになっている。その瑞称は、
その地域の地図を見れば、容易に所在
地が分かるようなものとする。その地
域をよく知らない人でも、大体の位世
が把握できるようでなければならない○
一つの地域に二つ以上のクラブがある
場合､アディショナル・クラブは、他の
クラブと区別できるように、地域の名
称のほかに、何か他の字句を付け加え

るものとする。クラブの名称に都市名
を使う場合、クラブの区域限界の-部
は都市の行政区域内になければならな
い。クラブの名称が適切かどうかは事
務総長が決定する｡ｴＩＦ務総長は、新クラ
ブの名称または既存クラブの名称変吏
が近隣クラブの典鍍または不必要な混
同を招く恐れがある場合、この名称を
否鵠する椛限をｲ｢する。このような決
定について、ミＩＦ勝総長は会長へ報告す
るものとする。(86）

JIfIrの財政侭

きる。(95）

仮クラブ(ProvisionaICIub）
結成典団はｗ毎週定期的に会合をl1H
くことを条件として、その結成グルー
プの第１回会合のときからＲＩの加盟ク
ラブに蝿められるまでは“仮ロータ
リー・クラブ,，と呼ばれる。仮クラブは
標瀧ロータリー・クラブ定款およびそ
れに調和した細則を採用しなければな
らない。

創立会員(CharterMembership）
＊29-#i計以上のnll立会員名を記戦した

１１】し分のない名輝を提出しなければな
らない｡(95）男性のみ、女性のみを会
貝資格とする新クラブの結成は、ＲＩの
枡神に沿わないし、ＲＩのためにもなら
ない。（92）

仮クラブの創立会員の少なくとも半
分は、クラブの区域限界内に郡難場か
住居がなければならない｡(87）
新クラブのRIへの加盟を承認するに
当たり、ＲI理事会は、現存のクラブに
見られる述反逸脱行為や誤解のために
生じた特別な妥協の前例を顧慮するこ
となく、クラブ内の会貝資格に'11Ｉする
規定を搬守する雄勝があり、また厳守
する所存である。もしガバナーやその
特別代表が同じように会且資格に関す
る規定を鮫守しない場合には、創立会
風の何名かが会旦資格の規定に従わな
いで選ばれているという」理由で、クラ
ブの加盟が拒否されたり、延引された
りするような困った耶態が生ずるであ
ろう。

クラブの加盟111諭書の一部としてＲＩ

毎週の会合(WeeklyMeetings）
仮クラブは標池ロータリー・クラブ

定款の規定に従い毎週定期的に会合を
1Mくように定めなければならない。ク
ラブの結成または結成監督の責務を負
うＲI代表者は、毎週例会をＭ１くことに
同意しないクラブはRIに加盟できないと
いうことを知っていなければならない。

例会増(MeetingPIace）
1995年３月１日以降に加盟したクラ

ブは､別のクラブの区域で､そのクラブ
の合意なしに例会を11ＭMすることはで
きない｡但し､当該クラブが正当な理111
なく合意を拒否したり、意見の衝突が
ある場合は､ガバナーに付議され､その
決定を仰ぐものとする。（94）

クラブの名称(ＮａｍｅｏｆＣＩｕｂ）
クラブの名称は、そのクラブと区域
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理｡ＩＦ会に提出された会員名繍は、クラ
ブの創立会貝全員の名練とみなされる。

申鏑に関するRI理事会の決定が行われ

るまでは、この名糠にilfっている以外

に新たに会員を入会させることはでき

ない｡(27,83）

免除するものではない。このような例

は、ロータリーがまだしっかりと根を

下ろしていない国のクラブに特に当て

はまる。

アデイショナル・クラブ

(AdditionalCIubs） 

ロータリーIU:界の人にI変uIljの結果、

大都市中心部に著しく人口が集中する

こととなった。そのような地にアディ
シヨナル・クラブを結成することが斑

明であることは、そのようにして結成

されたアデイショナル・クラブの活力

と成功によって､また､区域を割譲した
クラブのさまざまな面に、ひいては、

ロータリー全体の発展に、数々のプラ

ス而をもたらしたことによって、実疵

されている。

既存クラブがその区域の割鰄あるい

は共有によって､アデイショナル･クラ
ブを設立することはロータリーの発展

に股も貢献することである。ガバナー

は、ロータリーの職業分類制度の下に

少なくとも25鍋の会員をもつ強力かつ
活ＩＨＩ的なクラブとして永統しうる場合

は､必ず､大都市にアデイショナル・ク
ラブを結成することを奨励すぺきであ

る｡(74）
同一区域限界を有するクラブが三つ

以上ある場合は、クラブの過半数がア
ディショナル・クラブの結成を承認す
ることが必要である(クラブが二つのみ

の期合は、ＲI細則の特別規定を適用す
る)。区域の割滅または共有の提案が関
係クラブによって否決された場合、ＲＩ

入会金および会鍵(FeesandDues）

米国およびカナダにあるクラブで、

少なくとも米貨２５ドルの入会金、米貨
４０ドルの年会費を徴収しないクラブ
は､RI理那会がその加IMIを認めない｡そ

の他の国々では､ガバナーが､米国およ

びカナダの新クラブに対してRI理JIF会

が決定した金額に等しいIMi貿力のある

金額によって新クラブの入会金および

年会澱を定めるものとする。

加盟金(CharterFee）

ＲＩに加盟するためには､仮クラブは、

RI理事会の随時定める加盟金を申M1響
に添えて提出するものとする。加盟金

は現在創立会員１人に付き米貨１５ドル

である｡(2.010．；８８）

クラブの加盟浬証状(ClubCharter）

クラブがH1に加盟を認められたとき

には､会長､]IF務総長およびガバナーの
將名のある力ⅡＩＭＩ認証状が世界本部から
そのクラブへ発行される。この加盟認
征状は大切に保存しなければならない。
なるぺく額に入れてクラプエIF務所か例

会場あるいは絆]ＩＦの耶業所の目につき
やすい場所に掲げておくのがよい。ＲＩ
理､ＩＦ会によって加盟を許された日から

クラブはRIにおける公式の榊成111位ク
ラブとなるのであって、これは認iIili状

が伝達された日とは関係がない。

(ガバナーの要望を受は理TIF会は、

1111係クラブに再辮織を求めることがで
きる｡その場合､否決を再砿認するため
には、当該クラブの会合に出席し投票
した人の３分の２の投票が必要とされ

る｡(2.020.4.）
新クラブのプログラム

(ProgramsforNewCIubs） 
ガバナーまたはクラブ結成者は、新

クラブの般初の８週111]ないし10週Ⅲ]ま
での例会プログラムを提供する責務が
ある。これは､誕生まもないクラブのlU：
話をするスポンサー・クラブの義務を

新クラブ結成のための客観的堀理由が
あるなら､瓢]ＩＦ会は､既存クラブの承認
をﾎﾟﾄることなく、区域のWll額または尖
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表)の黄務である。ＲI理事会は、国際大
会…つまり､全ロータリー･クラブ…
に対して、加盟承認されるクラブが基
本的加盟資格を備えているようにする

資任がある。従って、ＲI理事会は、こ
の資格の厳守を力説しなければならな

い。

クラブが加盟を承認されると直ちに

耶務局からガバナーにその通知が送ら

れ、さらにガバナーがクラブに対し、

加盟が認められた旨を通知することに

なっている。クラブに対して発行され

る加盟認証状は、ＲI理事会がRIの公式

用語として認めている英語で書かれる

ことになっている｡(53）加盟認証状は
ガバナーに送付され、ガバナーが署名

する｡ガバナーもしくはその特別代表

が力llMll祝賀の特別会合において加IMI認

証状をクラブに伝達する。グレートプ
リテンおよびアイルランドのクラブに

対する力Ⅱ盟纏柾状は､RIBIに送付され、

その会長および幹事が署名したうえ、

各クラブに伝達されることになってい

る。剛力Ⅱ蝋が鵠められたときにクラブ
に加盟認柾番号(CharterNumber)を与

える方式は、1951年７月１日をもって

取り止められた｡(50）

新クラブがガバナーの居住地から遠

距離の地にある場合には、加盟認証状
伝逮式をその公式訪問と同じ時に行う

とか、また特別代表もしくは他のスポ

ンサー・クラブの会員がガバナーの代

理を務めることによって、IRIの資金を

節約するよう留意しなければならない。
(35） 

有を承認できる。ガバナーは、ＲI理事

会への蔓望に当たって当該区域におし】

会調査趣を提出するものとする。
(2.020.5.)。

不明確または必要以上に広範な区域

を有するクラブは、その区域の一部を
割諌するか、または区域を同じくする

アディショナル・クラブの結成を承認

して、ロータリーの会且の特典をその

地域社会のさらに多くの人々に与える
ようにすべきである。会員24名以下の

ロータリー・クラブの所在地にアデイ

ショナル･ロータリー･クラブを結成す

ることは原則として好ましくない。

都市の行政区城内で、その市の主要

な商業または取引の中心から離れたと

ころに二つ以上の｢商業上の中心｣があ
り、そのいずれもが強力かつ活動的な

ロータリー・クラブに必要な多種多様

の会員をもちえない場合は、これらの

中心を2カ所以上含む区域を劉譲し､一

つのクラブを結成することができる。

これらの中心が結合されると、ＲI細則

第２条第2.020.節に使われている“区

域，，を形成することとなる。クラブの区
域を－部共有するという規定はRI組織

規定にない｡(５９，６４，６６〉

他の奉仕クラブのある地域(Localities

withOtherServiceCIubs） 

ある地域にロータリー・クラブを結

成しようとする試みがうまくいかない

場合の主要な原因として、既にその土

地に奉仕クラブがあるという事実が挙
げられる例がある。しかし地域に既に
奉仕クラブが存在するということは、

その地域がロータリー・クラブを保持

できないということを決定する要因と

はならない｡(45）

新クラブへの激励

(EncouragementtoNewCIubs） 

新クラブのRI加盟については地区内

の近隣のクラブおよびRIの元役員にこ

の旨を通知するとともに、元役員およ
び近隣クラブ会員の訪問は新クラブへ

の激励になると伝えるぺきである｡(35）

R|への加盟

(AdmissiontoHeInbershipinRl） 
申誼播類が完伽するよう注意を払う
ことは、ガバナー(ガバナーが結成グ

ループの会合に欠席した場合は特別代
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財務(FlNANCES）

ガバナーの経鍵(ExpensesofGovernor）

RIから支払われる基本経費

ガバナーは､任期の初めに､予算表を
受け取る。予算表にｉ１ｌ上されている金
額は、H1の方針を遂行するために使わ
れるのであるが､その目的は､ガバナー

が、ＲＩの組織規定と所定の方針に従っ

て、地区内においてガバナーの任務と
責務を遂行するに当たって、妥当かつ
必要なilH用を支払うことである。

奨励簾を含む。

Ⅲクラブ会長と協
一鏥庇の今日日Ｉ

Iま、会長エレクｈ研修セミナーのとき

副1万P苗0

れる監査にはいつでも応じなければな、麺子を?］14

らない。（97）
旅澱は、地区内のクラブ数、旅行距

離、皿賃に基づいて見積もられる。ⅡＩ
は、地区内の旅行に対してガバナー個
人にかかった澱用だけを支弁する。但
し､ガバナー･エレクトーとして国際協般
会に出席した費用は例外とする｡<46,
71〉ガバナーは､ＲＩ辨IF会の承認を１F
前に受けることなしに自己の予算額を
超えて支出することはできない｡(41）
ＲＩは､ガバナーの予算額と別個に､新
クラブ設立とＩⅡ】盟認抓状伝述のための

費川もガバナーに支払う。この金額は、
新ロータリー・クラブが支払う加盟金
の50パーセントを上限とする｡(82)新

クラブ設立と加盟認証状伝述に関して、
加盟金の半額以上の支出を招く前に、
ガバナーは、RIZIF務局と協搬し、資金
が得られるかどうか確認しなければな
らない。（65）

地区向のＲＩ公式活1,jのほかに、ガバ
ナーの参加出席を必要とする、または、

望まれる特別なクラブ・地区活動や行
rlFがあることをRIHM1r会は艇撤してい
る。しかし、ＲＩの永年の方針によると、
こういった追加活ill1Jに伴う費用は、ガ
バナーにかかる費用も含め、当のガバ

ナー自身またはクラブ・地区側の負う
責務とされてきた。

ゑ二
罰」７口フ△、

ら５月１５日までである。ガバナー・エ

，朋始時の各地区会ﾋﾐl毎
ＤＨｎＯＢ主でに翌ﾖﾖ1吋-沼

i鑿:弩､j,,…(橘い地区内ｸヱ

Ｑ
Ｑ
Ｑ
 

瀞&蒜…い地腫些ラ
プ

クラブ

れる(96）
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ＲＩは前記出費を、この割当の範UHIノリ

においてのみ各ガバナーに支弁する。

グレート・ブリテンおよびアイルラン

ドにおいては、ガバナーの任務遂行上

生じた費用は､グレートプリテンおよ

びアイルランドIj1RI加盟クラブがRIに

納入した人頭分担金からRIBIに剛り当

てられてＲＩＢｌが保有している資金か

ら､地域単位RIBIによって支払われる。

成し､予算案を地区協鍍会の妓低4週|Ⅲ

前にクラブに搬出し、地区協雛会の次

期クラブ会長の会雛で承認を受けなけ

ればならない。

地区資金負担金の額は、地区協鍍会

に出席した次jU1会長の4分の3または地

区大会に出席し投票する〕選挙人の過半

塾の承認を得て決められるものとする。
会長エレクトが標辿ロータリー・クラ

ブ定款の第8条第４節に従って地区協拙

会出席を免除されている場合は、会長
エレクトの指定した代理が、会長エレ

クトに代わって投栗する権利を有する

ものとする。（15.060.2.）

ガバナーが任命した地区財務委員会

委員1紹が､会i汁を務め､地区鐡金の収

支を正碗に記録するものとする。地区
の名義で地区資金の銀行口座をIHIき、
管理は、財務委興１名と協力してガバ

ナーが行うものとする。この委員は､で

きれば会計であることが望ましい。ガ
バナーは、ガバナーとしての年度終了

後3カ月以内に地区内全クラブに対し、

地区財務委興会の報告とともに、地区
財務の年吹監査報告を行わなければな

らない。この年吹監査報告と地区財務
委員会の報告は、吹の地区大会に提出
され、正式に採択されなければならな

い。（15.060.4.）

地区は、地区大会における過半数の
投票または郵便投票によって地区資金
の他の】Ⅲ徴方法を決定してもよい。但
し、「地区資金の般立」で定めている条
件を満たしていなければならない。地
区の決定がなければ、地区資金の運営
方法は、前述に定められている通りと
する。

資金を合同地区青少年交換などの特
定の目的のために集めた地区では、経
費予算を作成し、ガバナーと財務委員
会に提出し、その承認を得るものとす

る｡そして､この資金も地区資金委貝会

から地区協鍍会または地区大会へ提出
される会計報告に含まれるものとする。
このような資金は別の銀行口座を投げ、
合同青少年交換委員長もしくはllll係委

地区資金から支払われる追加経費

ガバナーとガバナー･ニレクトは､地
区から地区の活動を要請されるが、こ

のような責務や任務を遂行する際、地

区は、Ｒｌの負担する費用とは別に、財
政的支援をするよう要舗されている。
(86） 

地区資金の設立

(EstablishmentofaDistrictFund） 

ＲI細則第15.060.1項は、ロータリー

の管理・開発のため地区資金を設ける

手段について規定している。必ず次の
ようにしなければならない。

１）地区資金負担企について予算を

提出し、地区協議会または地区
上全で承認を得ること。

２）資金は一澗人で管理しないこ
と。

３）収支の監在報告を次の地区大会
か地区協雛会に、また、要馳が

あれば、クラブにも提出するこ
と。

地区黄金の管理

(OperationofaDistrictFund） 
地区財務委貝会が設けられ、地区迦
営に必要な費用を検討、調査するもの
とする。ガバナーは、１年任期の委瓜を
１名、２年任期の委貝を１名、３年任jUl
の委員を１名任命する。翌年からは毎
年､在任中のガバナーが、３ｲFを任期と
して1名のロータリアンを任命し､空席

を補充することとする｡同委員会は､ガ
バナーと協力して地区経費の予算を作
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掛川をかけずにガバナーと協ノル調整
して立案・組織・実施するものである。

その目的は､クラブ・レベルで指導力を

苑郷するよう次期クラブ会長の研修を

行うことです。

貝会委員長を料名者の1人とすること
が望ましい。

地区資金負担金が、前述の推奨方式

と同鞭の方式で股けられ、決められた

なら、この負担金の支払は､地区内全ク

ラブの溌務である。この負担金未払が６
カ月以上に及ぶという証明瞥類をガバ
ナーから受理したRI理111F会は､直ちに、

未納中のクラブへのRIyIF務局のサービ
スを停止するものとする｡但し､地区資

金は、ここに規定する通り運営されて
いなければならない｡（15.060.3.）承

認されている地区資金負担金の支払を
怠るクラブの加Mliは、ＲＩ理rlmF会におい
てこれを終結させることができる。

(3.030.1） 

RI会長の発表したテーマを強調

□
一
幻
一
⑩
｜
仙
一
引

すること。

RIと財団の新プログラムと班

プログラムを説明すること。

次年１座のクラブと地区のプログ

ラムと活動を立案すること

するよう励ますこと。

クラブ会長に地区①通常と活動

を知らせること｡

PIiTSプログラムには、また、りくのもの

が含まれていなければならない：地区のかける保険

(InsuranceforDistricts） 
ＲＩＨｌ鞭会は、地区に対して、地１入プ

ロジェクトと活１１，１から発生しうる１１｢故

や損害に対する賠償責任から保護され
る手はずを整えるべきかどうかについ

て法微顧問または責任保険の願｢Ｍ１から
助言を受けるよう要請している。その
中には､保険加入の是非､適切な危機管
理の実践なども含まれる。（95）

I） 

とも丸１日充てること

な指導者を選ぶ飛地を言2） 

Uliの柵成、チームづくり

クラブ・レベルでの目標没定と

⑩
｜
⑩
｜
訂

プログラム計阿の立て方

立、強化；

クラブ会長がクラブ指猟行に地
会合(MEETlNGS） 区協砿会への出席を推進するこ

となど、地区協離会のflI1Mi；
地区の諸会合の日程

(ScheduIingofDistrictMeetings） 
地区大会および地区協鍍会は、それ
ぞれ特定の目的をもっているのである
から、それぞれの会合は別個に開かれ
るものとする。(68）

6） の管理iiE刀のljliil

治、ｒ算の作成方法、スピーチ

時ⅢIの管理、クラブ会災として7） 

どのくらいの時INIを捧げること

クラブの管理に対する全般的オ里
クラブ会長エレクト研修セミナー

(CIubPresidents-electTraining 
Seminars） 

れる＿次期クラブ会及の費用はクラブ、会長エレク

卜研修セミナーは地区を対象として行
う｡ＰHTSは、↑W報を提供するプログラ
ムであり、ガバナー・ニレク上がRIに

いる。（９７）セミナーの計画作成に当
たってはガバナー・エレクトのARlitで、
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次jI）l地区幹JIFを加えても差し支えない。
(90） 

ガバナー・エレクトはガバナーの協
力を得て､国際協鍍会後１カ月以内に、
PＥＴＳを計画・実施するものとする。

とができる(15.030.）

地区協織会(DistrictAssembly）
地区協雛会は、次191会長、幹珈およ
びH1理事会が指名したその他の次期

クラブ指導者に各自の責務と奉仕の機

会についての理解を深めさせるため、
ロータリーについて指導し、ロータ

リー情報を提供し、地区の活HMIを調駐
することを目的として毎年1H1催され
る。（15.020.）ガバナーは３月１日
から７月１日までに、地区協駿会をｌｌＩ

Ｉｈｉしなければならない。但し、地区協
継会参加者が国際大会に出席できない
ような時期は避けなければならない。
（15.020.）また、国際協議会後が望
ましい。（95）

ガバナー･エレクヒは､ガバナーと協
力して､地区協議会を計画･実施するこ
ととなる。（15.020.）

地区協議会のプログラムでは次の総
題を取り上げなければならない：

ｌ）それぞれのクラブ役風の管理責
務

２）クラブの人材や資力の効果的活
用

３）奉仕の機会と責務
４）プログラム実施の実際的措趾
５）地区という広い範囲内でのクラ
ブ・レベルの奉仕

６）クラブ指導者を鼓舞すること
７）年度の目標の投定
８）ＲＩの年吹テーマ
９）年度計画(91）

計画作成に当たっては､ガバナー･エ
レクｈの裁阯で、次jM地区幹酬Fを加え
ても差し支えない｡(90）

次期会長は、地区協議会に必ず出席
しなければならない｡ガパナーエレク

上から出席を免除された場合、次期会
長は､正式の代理を派遣し､その代理の
報告を受けるものとする。(標汕定款第
8条第４節）また、次期幹珈はその所腕
クラブに対し地区協議会に出席するこ
とを約束しなければならない。次jU1会
長および幹:11Fの地区協鍍会出席に要す

(15.030.） 
．名’ラＺ１ｎ

＝Iみり

画を鈍り、埴認するものとする＿また

研修橋蕊審の研IdE今禍

四勺、＄

刀会信

ＰETSと地区協議会は、時】01を違えて
111111Mしなければならない。但し、距111上、
天候､経費の点で､別個に会合をlMlくこ
とが実際的でない地区を除く。この期
合、同一の鍋所で迎統してⅡⅡ催するこ
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励されている。(63）２年続けて迎合地

区大会をIHIくことは望ましくない｡(61）
る費川は、クラブまたは地区が支払う

よう勧告されている｡(63）

次期クラブ会長並びに紳事は、地区

協議会１１Ｍmに先立って、所属クラブの

会員増強の形態をjlH槻し、健全な発展
を約束する計画について討雛できるよ

うにしておいてほしい｡(73）

広大な地区で旅行が難しく、一つの

協議会に全員が出席できないような場

合、ガバナーが必要に応じて分区協拙

会を開くよう推奨されている。（42）

地区の境界外での地区大会の開催

地区大会は地区内の全ロータリアン

のために111(Niされるものであり、でき

るだけ多くのロータリアンが出席すべ

きである、と認識したうえで､地区の境

界内、または､必要であれば､地区内ク

ラブとIllnll｡IF会の承認を得て、隣接地
区か比較的近接している地区内を大会

開催地とすることもできる。近接とは

陸上交皿で５時Ⅲ以内である。（39.
53,63,91,92,97） 

地区大会(DistrictConference）

ロータリアンの地区大会は、各地区

で､毎年､ガバナーと地区内過半数のク
ラブ会奨が同意したⅡ制川と地区内の場
所においてⅢ催される。但し地区大会

の開llii時期は、地区協雛会、国際協鍍

会､規定辮離会､国際大会に選ばれたIllF
J01と並ならないようにしなければなら

ない。（15.040.1.）
地区大会の目的は､交歓と､感銘深い

講演と、地区内クラブおよびRI全般に
関する問題の討議によって、ロータ
リーのプログラムを拙巡することであ

る｡大会は､理ﾕＩＦ会から拠出された特別
な問題あるいは地区内で生じた問題に

ついて群雛する。

地区大会は､時として､大会での討般

の結果起鞭された立法案を規定辮般会
に提出して審議を求めることもある。

地区大会は、審議会が11Mかれる年度の

直前の年度には、規定癖議会に送る代
表継貝を１鍋選出する｡(8.050.）
ガバナーが地区大会を必ず成功させ

るために必要な時ⅢIを十分に取ること

ができるように､地区大会1111催期日を、
ロータリー年度内のガバナーのクラブ

公式訪illl完了後に予定することを勧奨
するb(69）

優れた地区大会の１２原HII

RI斑ulF会は、地区大会を成功させる

ため、ガバナーが次のことを行うもの

と砿伯している：

１）地区大会の立案、組織、述幡に

十分参加すること。

２）定刻に開始終了する総合的かつ

バランスのとれたプログラム

で、ロータリーに関係のあるこ

とや、地元の１１１１心の商いiM1題に

ついて斬新で愈欲をかきたてる

ような講校を含むプログラムを

IMI発すること。新世代のための
ロータリー・プログラムやロー

タリー財団プログラムの参加者

を活用することなどもその一例

である。

３）会長代理は、地区大会中、会長
とl副じ立場にあり、配偶者を含
め股多数の川席者を見込める大
会会搬で20-25分間主要な撫演

をする機会を用意しなければな

らないと認識すること。また'1M
会と閉会会雛において、会奨代

理がロータリーの現況報告と１冊

会の辞を述ぺる機会も必ず川l意
しなければならない。会長代理

のロータリー経験を発揮できる

ような討論会その他の会合に会

災代理の参加をお願いしてもよ

連合地区大会の開催

Ｒ】細則の規定によると、ＲＩ理1F会は

二つ以上の地区の迎合地区大会の11M伽
を認めることができる。（15,Ｏ４ｑ１.）

二つ以上の地区の連合大会のilIl催は奨
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社会の参加を奨励ﾘｰること。
12）地区中の多くのロータリアンに

できるだけ侃務を削り振るこ
と。(42,‘16,‘１７，４８，‘１９，５８，

６３，６９，９１） 

IilI述の規定に合致しない地区大会を
ⅢIいた地区では、地区大会の立案・推
進・主宰にかかるガバナーの経澱はH1
から支払われない｡(82）

大会の出席率をi商iめ、Ｉ化大の効果を
上げるため、ガバナーは次のことを行
うよう要洲されている。
１）新クラブすべての会11がことご
とく大会にlMil-るよう特に努

力する;

２）地区のほぼ｢'’心に位lidtする都市
で大会をilHIliiするよう努力す

る；

３）クラブ本Ⅱ:、ＩＭＩ業恭仕、社会奉
仕、ｌ副際本仕の朽協搬会をlj1lく
ようill1Mliする；

４）大会プログラムの立案に当たっ
ては、不必要な娯楽冊細や鱗技
斌をやめ、主迦を厳格にロータ
リーの川務にlUtるようにする

（４２，１７，１８） 

ガバナーは、地区大会会場に展示場

をilll傭して、地区Iﾉﾘ全クラブに少なく
とも一つのクラブ・プロジェクトを展
示するよう要illiし、優れたプロジェク
トを特に衣彫するようにしてほしい。

このような展示には、地区規模のプロ
ジェクトも含めなければならない｡(68）
可能な場合、地図Alに居住するＲＩの

元役貝であるロータリアン夫斐のため

に、何か社交的なＪＩＬい、宴会、撮食会、
あるいはレセプションのようなものを

１１Mくのがよいと思われる。(`l】）

い。しかしながら、会長代理の
挨拶を大会プログラムに組み入
れるIilIに、ガバナーはプログラ
ム参力Ⅱに11Mし会長代理の意向を
聴くべきである。(48）会長代
理夫斐には、会長にふさわしい
歓待とTIlIさで接しなければな
らない。

`l）会jUlは肢小限２日、殿大阪３日の
大会を立案し、明確にロータ

リーを内容とする本会議とク
ループ討論に少なくとも９時lIIj
を充てる計画を立てること。例
えば、ロータリアンでない識減
者がプログラムに笠場する場合
には、撫iii〔の主題をロータリー
の綱領にil11接11M連させるよう努
めなければならない。

５）効果的に勧繊し、他の行IＩＦとH
MJjtが111ならないようにし、掛川

は妥当な額にして、地区向ので
きるだけ多くのロータリアンが
参川lできるよう目指す-こと。

６）大会プログラム・行４１Fの中に地
区内金クラブの代表者を参加さ
せることによって、全員無参加
のクラブが一つも出ないよう注

意すること。

７）配偶者やその他のための行ﾕＩＦの
時IIllと本会議の時liMを調整し
て、あらゆる益録者が本会議に
出席できるように配感するこ

と。

８）グループ肘織にできるだけ多く
の人の参加を求めること。

９）新ロータリアン、初めて出席す
る人、クラブ会長、次期クラブ
会跿と見分けられるように何ら

かの方法をあらかじめ灘じるこ

と。

10）IllFIiil蕊録を奨励しながら､､次期
地区大会を推進する会雛をIjM催
すること。

Ⅱ）地区大会Iiii、会lVl中、大会後も
入念にiI1･mjiした唆報活IHIをし

て、fMiii機ＩＨＩを含め、地元地域

地区の決醗と立法案

地区大会は、ＲＩ細lIIIに従って、地区
内の111婆なDIFWiについて勅(ｉｆを採択す

ることができる。(!'し、このようなIiljf1ナ

は、Ｉ(I定j欲および細Ｉ(１１と一致し、ロー
タリーのWlｲ''１と本拭に沿うものでなけ

ればならない｡従って､jL1X大会で採択

４９ 
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された決鍍は、ＲＩの所定の方針にi(MlfⅡ
したものでなければならない｡(58）
各ガバナーは、規定辮雛会に先立つ

二一地区梨会を開く手記をしなければ
ならない｡地区内クラブの代表者は､次
の目的のために地区築会に招かれる。
１）規定辮鍍会で瀞BMIする立法案の
理解を深める

２）規定辮雌会に地区から派過され
る代炎磯貝に立法案の各輌に側
するクラブの総意を認識させる

このような架会を地区大会のプログ

ラムの一端として予定すべきである。

とを希望する地区においては、そのよ
うな称号の授与は.政府の股高指導者、
王室の人々、またはその地区のロータ
リアンによって適切とみなされるよう
な上記の人々の代理に当たる人のみに
限ることとする｡(78）

地区あるいは地域の出版物

(DistrictorRegionaIPubIications） 

ロータリーの地域雑誌の定壌
ロータリーの地域雑誌は、ロータ
リーのあらゆる面にわたってロータ

リーの綱領を推進するためのものであ

る。次の基地に合致するロータリー出
版物をロータリーの地域雑純と認める
ことができる：

Ｉ）その雑誌は２地区もしくは２国
以上の地域を対象に発行される

ものであること。

２）その雑謎の出版については、全

会長代理

地区大会には会長代､11が任命されて

出席する。会長代理と配偶者の旅澱は
RIが支弁する。会長代理夫妻の地区大

会出席期illl中は、夫変のホテルおよび

他の大会関係の費用は地区大会が負担
するものと期待している｡会長代､11を

どのように歓待してほしいか､また、全
長代理のプログラム参力Ⅱ回数､時I11Mili

額については、会長からガバナーに辿

絡するのが櫻通である｡ガバナーはこ
の意見を注意深く守るものと期待され
ている。

ガバナーはすぺての公式会合を計iimi、

推進､主宰するものと認蹴し､地区大会

の会長代理には会長と同じ席次が与え

られるよう特に注意を払うべきである｡

(第３章の「国際ロータリーの席次」を
参照のこと）

会長代理は､可能な限り、地区大会の
iii後にロータリー・クラブとローダ

而的に、 少なくとも６名の委應

から成る雑誌委員会が直接監慨

すること。委員には、現地区ガ
バナーまたはその指2名した人

ガバナー・エレクトまたはその

ならない､(98）

3）ロータリーの地域雑誌編集者に

は、ロータリーの方針の基本的

枠内において、完全な編集の自

由が認められてはいるが、雑誌

委員会による、縞典並びに経営
の面における適切な監将を受け

入れること。

4）その雑紘の編集内容はRIの方針
に合致していなければならない

こと。そして、少なくともその

５０パーセントはロータリーある

いはロータリーとIlll迎のある.ＩＦ

柄に関する記事でなければなら

ない。

5）地元あるいは地域的性格の

ニュースに加えて、ＲＩに閲する

リー奉仕プロジェクト を妨問すべきで

ある｡(90）

雑則

(MlSCELLANEOUS） 

ロータリーの後援者

(PatronsofRotary） 
ロータリーを支持する人々に謝意を

表するために適切な称恐を授与する二

5０ 1998年手続要覧



地|西

を禍城する二と。(77）情報を掲峨し、かつ会長または
ＲＩ理nllF会から要捌される話題や
特別教示1F項の発表を考噛に入
れること。

6）その雑継は1年１１１１に４回以上発
行されなければならない。

7）その維雄は、ロータリーの品位
と特iirにふさわしく、全体的に
格iilMのi町い1ﾉﾘ容と魅力的な外観
を保たなければならない。

８）その雑継は、その目的と経済的
自立発鵬を維持できるよう、対

象とする地域のロータリアンの
ほぼ過半数に達する発行部数が
確保されなければならない。

９）その雑雄は、ＲＩに財政的負担を
かけずに、経憐しうるだけの資
金をもっていなければならな
い。

、

うために｡

ガバナーは、次のことのために元１１

ことが必要である。(98）
【,）

地区ロータリー出版物に対する指針
地区ロータリー出版物は、ロータ
リーのあらゆる耐にわたってロータ
リーの綱領を推進するためにある。地
区ロータリー出版物は下記の基準に合
致するものとする：

１）その出版物は特定の１地区を対
象に発行されるものであるこ
と。

２）その111版物は、あらゆる面にお
いて、当i砿地区のガバナーの直
接監僻下になければならないこ
と。

３）当鱗ガバナーは、編架者に任命
されたロータリアンとともに、

地[又lIlIIjI物の編集内容に対して

共同責任を負うものとし、かつ
その内雰は!(Iの方針に合致すべ

きこと。

４）局地的あるいは当該地区全体に
lHj1-るニュースに加えて、ＲＩに
llU1-るhIl報および会長から要ｉｉｌｌ
されるhM報および特別教示I1F項

ること昏

b）地区協雛会と地区大会で何らか
の役劉を果たす二と二

c） 

と｡(Zn１

５１ 
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第３章国際ロータリー(Rotarylnternational）

活に常に準(この理想を適)Iけるこ
と；

第４奉仕のFMuに結ばれた、、ＩＦ
難とl1JIII111ili勝に槻わる人の１１t界的
親交によって、’'4際１１１１の理解と親
涛とWiIを推進すること。(RＩ定款
流４条）

概要

ロータリーの定穀

(ADefinitionofRotary） 

iI1際ロータリーは、世界中のロータ
リー・クラブの連合体である。ロータ

リーは、人道的な奉仕を行い、あらゆる
職堆において揃度の道徳的水準を守る
ことを奨励し、かつ世界における親祷
とilzhlの確立にHf与することをＨ指し
た、’１１F業およびＷ[Il1iih勝に携わる指導
荷が１１k界的に結び合った団体である。
Ｒｌは、組織規定によって裸された義務
をたゆまず遂行する川11Mロータリー・
クラブによって榊成される。

ロータリアンは、それぞれのクラブ

の会11であり、ロータリー・クラブは国
際ロータリーの会Llである。ＲＩの目的
は:

ｌ）全11上界にわって、ロータリーを
奨励し、助長し、拡大し、そし
て符理する二と；

２）ＩｌＩの活動を調鍍し、全般的にこ
れを指導する二と。(Ｒｌ定款第３
条）

ロータリーの綱傾中の`1項L1の解脱

は、弾し<大きれ｣iii味をもつこと、主

した(96）

国際ロータリーの使命

(ＴｈｅＭｉｓｓｉｏｎｏｆＲｏｔａｒｙ 
ｌｎｔｅｒnational） 

国際ロータリーの使命は、個人と団
体による米仕活ﾘﾘ｣を強IMIし、人ｌｌＩｌの１W１

位と生活の質をiWiめ、lni度のjii徳的水
illiを奨励し､ｊＩＷＩＬＷⅡ推進のため､あま
ねく人々の大いなる英知を喚起しつつ、
ロータリーがよりよき１１t界の也没にリ

ロータリアき続き両献できる_ように

ンとロータリー・クラブによるロータ

リーの網傾の遂行を媛助、指導するこ
とにある。(96）

ロータリーの綱領(ObjectofRotary）
ロータリーの綱領は、有益な事業の

鵬礎として恭仕の理想を鼓吹し、これ
をfir成し、特に次の各項を鼓吹育成す
ることにある：

第１奉仕の機会として知り合い
を広めること；

第２’１１F業および坪''１職務の道徳
的水iluを商めること；あらゆる行
jilな猫務は灘砿されるべきである
という鰡撤を深めること；そして

ロータリアン各自が業務を通じて

社会に稲仕するためにその業務を
１Ｍ位あらしめること；

第３ロータリアンすべてがその

佃人生活、Zn業生活および社会生

ロータリーの基本的特色

(FundamentalCharacteristicsof 

Rotary） 
ロータリーは、イ藍仕の理想を個人と

して、また、l荊体として、現災に適Ⅱけ
ることを奨励するために、１｢業および

'郷Ｉ職務に携わる人がロータリー・ク
ラブにおいて世界的親交を結ぶ場であ

る。ロータリー・クラブは、地域社会の
生活面を広範に代災し、ロータリーの

綱領を推進するために、職業分賦に酷
づき、その会口をliBJ5rする。

会且身分を縦紐するために、少なく
とも所定回数はクラブ例会に１１１)〃』しな

ければならない。知り合うことと親睦

５３ 
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国際ロータリー

とを永続的友愉への第一歩としてはぐ
くむことができるようにするためであ
る。ロータリー・クラブは、会貝に個人
活HMIおよび聯業活ulljにおいて高度の批
徳的水池を実iHIHする機会を提供する。
ロータリアンの宗教的、政治的信念は、
個人の問題とみなされる。

の指示の下に、RIB】の定款並びに細則
に基づいて、遂行される。RIlBIの各ガ
バナーは、ＲＩ細ﾛﾘ並びにRIBI定款の規
定により、自己の地区の監督につき､ＲＩ
Ｅ11ｺIF会とRIBI群雛会に対して責任を負
うものとする。

週挙されるRIBIの役員は、会長、直
前会長、1Kﾘ会長およびzfi誉会計である。
(、定款第7条第１節）会長、副会長お
よび名誉会計は、毎年RIBI大会によっ
て指名され、国際大会において出席投
架する選挙人によって迩挙される。グ
レート・プリテンおよびアイルランド
におけるガバナーは、その地区のクラ
ブによって選ばれ、RIBI年次大会にお
いて指名され、ＲＩ国際大会において出
席投票する選挙人によって選挙される。

RIの管理(RlAdministration）

ＲＩの管理の埜本原則は、加盟ロータ
リー・クラブの大幅な自治である｡(62）
符理に関する定款および手続上の制約
は、ロータリーの避本的かつ比類ない

特色を保持するうえで必要最小限にと
どめられている。この範囲内で､特に各
地域において、ＲＩの方針を解釈、実施
するに当たって股大腿の柔軟性が認め
られている｡(62）

ロータリーを皿じて国際理解､親善、
平和を推進するためには、世界中の加
ＩＭＩクラブの国際親睦を保持、推進する
ことの重要性が広く認められることが

必要である。これは､加盟クラブが国や
地域のクラブ・グループでなく、ＲＩに
直接つながり、共通の責任を負うとい
うことに基づくのである｡(61,62）

国際ロータリー研掴｣－グー（Rotar
lnternationalTrainingLeaders 

H1理鞭会は、ゾーン・レベルで国際
ロータリー研修リーダー・チームを街

年任命することを承認した。ＲI会長が

クラブの監督(SupervisionofClubs）
クラブの符理は、次のいくつかのifL

接監督に加えて、ⅡI邸]ＩＦ会の総括的監
督下にある：

１）地区に綱成されている地区で

は、ガバナーによるクラブの面
接監JIHfo

2）ＲＩ理ZlF会によるクラブの匝接MMf

将（これは無地区クラブのため

に規定された監将形式である)。
３）地理的に隣接している二つ以上
の地区から成る地域内のクラブ

の場合は、ガバナーの監督に加

えて、RIEl1ﾘﾄﾞ会が適切と考え、
国際大会が承鵠した方式による
監督。

グレート・プリテンおよびアイルラ

ンド内地区のガバナーの任務は、その
地域の伝統的佃行に従い、RIB1審雛会

劃際協議会でグループ討論指導● 

旨を務めること(または務めた
二と）；

● 

を務めること；

地区ＰETSと地区協雛会の迦鮒■ 

をするガバナー・エレクトと地

すること；＿
Ｑガバナーニェレクトがガバナー

地区ガバナー丞次期地区イン虫

ターアクト代表、次期地区ロ_

ターアクト代表、クラ■Z会長の
砥修プログラムを立案する際
顧問となること；
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国際ロータリー

の決定は最終的であり、国際大会に提
illiiする以外は、これを擬すことはでき
ない。（5.020Ｊ
ＲＩ理｡'F会は､職樋上の委貝も含め5名

以｣二７妬以下の理１F会のメンバーから
成る執行委員会を識腿する。ＲI理事会
は、この委員会に、ＲＩ理1F会の会合の
ないあいだ、ＲＩ理那会に代わって、ＲＩ
の方針が確立している】ＩＦ項を決定する

橘限を委任できる。毎年、RIHj側｢会は、
執行委員会の具体的職務柵限を定める。
(5.060.） 

Ｑクラブと地区レベルのロー堂
【：香へのローク

源となること。

すべての研修リーダーは、ゾーン・し

と指導を受ける｡(951

R|役員(OFF1CERSOFRl）

理事会(BoardofDirectors）
ＲI理事会は、１９名のメンバーから構

成される：RI理耶会の雛長である会長、
会長エレクト、１７名の理１１F｡１７名の理

１Fは、細則に明記されているゾーン内
のクラブから指名され、国際大会で選

挙される。（RI定款第６条第１節）各理
｡IFは、特定のゾーン内のクラブから指
名されるが、国際大会で全クラブに
よって選挙される。従って、各理耶は、

ロータリーの管理において全クラブを

代変する責務を負う。
ＲI理事会は、次の方法によってRIの

業務を指示・管理する：(1)組織の方針
を般定すること；(2)｡IF務総長による方

針実施を評価すること；(3)定款、ＲI細
則、1986年イリノイ州非営利財団法お
よびその後の改正によって与えられた

橘限を行使すること。ＲＩ理平会は、組

織規定に準拠してＲＩの業務と資金の監
督、管理に当たる。また、Ｒ【の現およ

び次期役員およびＲ１委員会を管理し、
加盟クラブを総括的に監督する責務を

負う。
Ｉ(I遡りF会は、ＲＩの目的の推進および

ロータリーの綱領逮成、ロータリーの

遮本原則の研究と教育、ロータリーの

理想､倫理および独創的劇l織の保全､並

びにロータリーを全世界に拡大する目

的のために必要なあらゆることを行う

挺務を負うものとする。（5.010.〉皿

国際協搬会と国際大会における理事会
の役割

国際大会におけるＲｌ理１F会と個々の
理JIFの役割は次のi、りである：指定さ
れた国際大会行耶でRI理｡ＩＦ会を公式に
代汲すること；本会錨､研究集会または
フォーラムに参加すること；指定され

たときは、講演者、モデレーター、パネ
リストとして参加すること；ロータ

リー国際研究会、青少年交換担当役貝
会鍍またはローターアクト会鍍などの

国際大会前の会議に参加すること；国
際大会中に開催されるＲＩ理１１F会の会合

に出席すること；RI猛食会､晩餐会､そ

の他の社交行事に参力IＩすること；会長、
会長エレクトまたはRInMmlF会が指定し

た他の責務を遂行すること。

国際協議会におけるＲＩ理耶会と個々
の理1Fの役割は次の通りである：指定
されたときは、本会雛や他の行平にお

いて講演者､モデレーター､パネリスト

として参加すること；ガバナー･エレク

上の出席する行那で公式ホストの役割
を務めること；ガバナーニエレクトの研
修と教育の内容をよく知っておくこ

と；ＲＩ理本会の注意を引くと思われる
ロータリーの問題または傾向を見極め

ること；協議会中に１MかれるＲＩ理事会
の会合に出席すること；会長､会長エレ
クトまたはRI理那会が指定した他の責

務を遂行すること。（94）

ＲＩ理部会会後直ちに発効±る｡(9７
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RIの役員(OfficelPsofRD

RIの中央役ｕは、RIEIlJ1F会のメン

バーと１F務総災である。他のH1役11は
ガバナー（それぞれの地区内における
RI役、)、グレート・プリテンおよびア

イルランド内ＲＩ（ＲＩＢI）会長、iIIliII会

長、MlI会長､渦撚会計である。この役且
たちは、ＲＩ細Illlの規定に従い指ﾉ111、選
挙される。（H1定款第８条）ＲＩ役瓜は

世界的運動に辮仕するのであって、そ
のIInlihに属す特定の図の奉仕者ではな

い。

貝を務めるＲＩ委員会（会長指名
委瓜会を除く）の委ｆＬＲＩの

ロータリー１１ｹ1羽符理委１１、規定
審舵会の役口、その他を任命す
る；

８）会促の任命したロータリアンを

会艮代理として地区大会に派適
する；

９）RIj1Il1F会が定めた予算と方針の

範朋内で、会奨職の責務と任務
に釣り合うくらいの程度、世界

ｆ+地を幼れるプログラムを実施

するよう望まれ、奨励されてい

る。低し、任jU1I1｣の３分の１は１１ｔ

界本部で過ごすものとする；
10）在職年度中、ＲＩ中で遵守する適

切なテーマを遡ぶことができる

し、選ぶよう奨励されている；
11）会些は、その職務に関して会長

を肛接補佐するエードを会長職

の任務に関して１名おくことが

できる；

12）会躍職に付随するその他の任務

を遂行する；
13）会災の決めたlV111Il、会及職の権

限を他の理]IFおよび邪務総長に

委任できる；

ﾙＩ）RIHl1J1F会またはその執行委貝会
がUIlかれていないときもしくは

これを容易に捌災できないとき

に生じた緊急1F態については、
会艮が、組織規定に従い、ＲＩ理

亘ＩＦ会に代わって決定することが

できる。（93）

会長

会促は、ＲＩの堆高役１１である。会長

はＲＩの第１の代弁者であり、国際大会

とRlnl1J1F会の会合を主宰し、ヱＩＦ勝総長

とRlJlF務局の仕J1I:を見守り、zlF勝総長

に助衝し、その職責にliiiするその他の

任務を行う。（6.jIO1）

会及は：

ｌ）図の元fi.、政府および市民の指

導者、科l道機関および一般社会
の人々に対してロータリーの主

たる代表者となる；

２）すべてのロータリアンを励ま

し、やる気を起こし、ＲＩの脚際

的かつ鋪１のスポークス．パー

スンになる；

３）ＲＩ理I1F会、国際大会、地域大会、

さらに会長エレクトと協力し国
際協雛会のすべての会合を主宰

する；

４）？ＩＦ務総災と協議して、ＲＩの本(l：
業務と活mljを推巡し、実行しや

すくする；

５）１１１要]1F｣[､または会災が関心を特

に示した１１F項について1F務総便

の意見を聴く；

６）１１F務総災の業務を艦督し、jIr務
総長に助言し、リド勝総長および

リF務励の業務遂行について少な

くとも年１度RIJ1I11r会にfM(!iす

る；

７）ロータリーのプログラムを迷行

するために、ＥＩらが職椛上の姿

会長エレクト

会長エレクトは、111細則およびRI理
JIF会のメンバーとなったことから生じ

るl晶務のみを負うが、会長もしくはＲＩ

ｎｕ]11F会からさらに任務を裸される場合

もある。会災エレクトは：

ユ 会艮並びに会奨ノミニーと緊密

かつ折り合いよく協力し､Ｒ１会

性を保つことａ

2） る限り、数多くのローダで
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４）任命されたなら、ＲＩ理Ili会の執
行委貝会の職権上の委員を務め

る。(75）

投資諮問委員会が設慨された場合、
会長が財務長を投資諮問委貝会とＲＩ理
ｴ1F会との述絡理1Fに任命することを、
RIHllI1F会は推奨している｡(88）

心構えであること；
R】の指尊者としての１年に術え3） 

を捧げる責務を負うこと

会長就任年喚のガバナーに準ｌＩｉｉ4） 

理事

理11Fは､国際大会で選挙され､その圧

jUlは２年Ⅲ)である。（6.060.1.）理平ＩＦ
は、ＲＩ理ｴＩＦ会のメンバーとなったこと

から生じる任務および責務を負う。一

般の人々は、理工1FをIRIのスポークス・
パースンとみなしているから、｜(I理事

は、ＲＩの方針に桁通するよう期待され
ている｡(80）ガバナーは、ＲＩ理｡!『会の
総括的監将下におかれる。（5.030.）

グラムを計画すること司
一
③
｜
、

， 

協力すること；

RI財務委員会の投票稀を右する

職椛上の委且を務めること

すべての理zlF会に出席すること

8）会長就任年度の国際大会の計画
を立て始めること。(97）

副会長と財務長

剛会長は、毎年国際大会終了直後に

|)11かれる次期ＲｌＲＭ１ｌＦの１１野定会合におい

て次期会長によって選ばれる。

(6.020.1.）財務長は、毎年国際大会

終了直後にIjHかれる暫定会合において、

任期２年目の理zlFの中から次期会長に
よって選ばれる。財務長は、７月１１Ｊよ

り１カ年llllその職を務めるものとする。

(6.020.2） 

財務長は、ＲI財務運営に側する怖報

をZlF瀞総長から､定期的に受け取り、時
折、IlF務総長と協議する。財務長は､ＲＩ

理鞭会に財務報告をするとともに、年

次国際大会でも報告をする。財務長は、

RI理1Fであることから生じる任務と権

限のみを有するものであるが、会長ま

たはRI理平会から、そのほかの任務を

課せられる場合もある。（6.1`10.`1.）

財務良はまた：

ｌ）職権上の投票権を有する委貝と

して財務委員会の会合に出席

し、ＲＩ理ulF会と委員会の辿絡役

を務める。
２）ＲＩの財務に関するｴＩＦ項について

財務委員会とともにRI理ＪＩＦ会に

助言する。

３）収支見俄額の作成に当たって財

務委員会と協力する。

事務総長
１F務総長は、ＲＩ理ｴ１１:会の指示監督下

に実務を執行するＲＩの最高管理役員で

ある。LlF務総長は、、の財務運営を含
め、方針の実施､遮営、管理について会

長とＲＩ理ｴＩＦ会に責任を負うものとす

る。エjF務総長の年次報告は、ＲＩ雛ＩＦ会
の承認を受け次第、国際大会に提出さ

れる。（6.140.3.）Ｒｌ理ﾕＩＦ会は、雪ＩＦ務

総長の任期の膿終年の３月３１日までに、

７月１日に新たに1F務総長に就任する者

を選任する｡リi:務総長の任期は5年逵塑
えｒはならない｡但し、これには再選が

認められている。（6.030．；６上10.3.）

珈務総長は、

ｌ）ＲＩ、ＲＩ理事会、財団管理委員会

の方針を実施する；
２）１F務局の迦営すべての総括的描；

理を行う。その業務は､財務、プ
ログラム、コミュニケーション、

企画、ロータリー財団、運営JIF

項を含むが、これだけに限られ

るものではない；

３）RIElLｴIF会と管理委員会の長期iil

画と方針作成を援助する；

４）椛限を写.えられた場合、ＲＩ理リギ

会に代わって決定を下す。さら

５７ 第１部一管理
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に、ＲＩと財団に代わって、すべ
ての法的書類および契約を執行
する；

5）那務総長職の責務を遂行するに
当たって、会長と緊密に協力す

る1241

の蹴演依頼を承猫するに当たっては、
できれば、クラブで都市迎合会を池術
することが必要である。できるだけ多
くのクラブやロータリアンと接するた
めである。

選出手続(SELEOTlONPROCESS）理率、クラブおよび地区

(Directors・clubsanddistricts）
それぞれのゾーンの理平とガバナー

は、相互に絶えず接触するよう奨励さ
れている。理１Fの役割は､すべてのロー

タリー・クラブおよび地区を代表する

ことであるのは明らかであるが、自分
を指名したゾーンに親近感をもち、ま
た、特によく知っているのは当然であ
る。この特別な関係をロータリーのプ

ログラムを高めるために活用すること
ができる。理〕ＩＦは､吹のようなことにつ

いて非公式に協鍍するためにガバナー

と辿絡を密にすべきである｡例えば､Ｒ1
,11.1F会の決定ｴlF項の説明、地区または

地区1111の深刻な問題、将来必要な場合
もありうる理:１１F会との正式迦絡などに

ついてである。また､指名されたゾーン

の地理､憤習､慨行､住民を直接知って

いることが役立つような件については、

IRI理】IF会の他のメンバーに助言する心

榊えが必要である｡(80）ＲＩの理平は、

叩情の許す場合、自分が指名された

ゾーン内の地区を、ＲＩに負担をかけな

いで、妨間することを奨励されている。

このような訪問を活用して、ガバナー

や地区内のH1の元役員に会い、またク
ラブ会鋒にも会って、ロータリーのプ

ログラムの推進について意見を交えた

り、激励すべきである。

食ガバナーは、自分のゾーン選出理
１｢を拓き、地区訪問の日程を組み､地区

内の元RI役員やクラブ会長と話し合う
ための会合を１回もしくは数回手配す

るよう奨励されている。また､理珈のこ

のような肋間に要した旅費と雑巽を地
区が負担するようガバナーから示唆し

なければならない。
ＲＩ理｡IF会のメンバーが個々のクラブ

Ｒｌ役員の選出

(SelectionofOfficersofRl） 

ＲI役員の週出手続はⅡI細則の第5条、
６条、９条、10条、１１条、１２条、１３条
に明記されている。さらにIRI理ﾘﾄﾞ会は、
選挙に11Mし次のことを採択した。
会長ノミニーと理mlFノミニーの選出

は、もっぱら、'111係桁拓委口会の寅務で

ある。同委貝会の主なIil的は､求めうる

股も有能なロータリアンを指鍋するこ
とであるから、この点について委員会
の外部から委貝会の決定に、彫騨を及
ぼそうとしてはならない｡(62,69）

理｡IF指名委員会は、指示や拘束力の
ある誓約を受け入れたり、またこれに

よって侯IWi者の辮砿に制約を課されず、

委員会の慨ｎな討鍍の後、全候補者の
適正な資格条件を厳正に稀搬し、それ
に基づいて決定を下さなければならな

い｡(69）もし理｡IF指名委員会の判断で、
推繭された候lili者の支援活､11が厳正か
つ責任ある候補者推IMIとしての範囲を

逸脱すると考えられる場合、このよう

な候補者の椎IMIを無視することは指名

委員会の特梅１F項に肌することとする。
(65） 

被選役職候補者の指針

(GuidelinesforOandidatesfor 

EIectiveOffices） 

ＲＩ理珈会は､遡拳迦励､投票依頓、当
選を図るための活!､jにＩＭＩするＲ】細則第

10.050.節の規定に基づき、淡の指針を
採択した。この方針は、会長、理耶、ガ
バナー、規定辮拙会代表披瓜に立候補
することを考えているロータリアンに
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5）候補者が自分に代わって、選挙
運動や当選を図るための活動が
実施されているのに気付いたな

ら、直ちに、その関係者に非難
の意を表明し、このような活動
を中止するよう指示しなければ

ならない。

6）選挙運動、投票依頼に関する
ロータリーの方針への違反は、

ＲI細則第10.050.2.項に従って

ＩＩＰ務総長に提出するものとす

る。

適用される。

1）liij記のRI役職の一つの候補者で
あるロータリアンは､選挙述動、

投票依頼、当選を図るための活
動に関する細則の禁I上規定に従

わなければならない｡候補者､並

びに、当該選挙に関わるロータ

リアンは、細則の字句および精

神の両方を守り、さらに、立候

補したロータリアンの支援を宣
伝、懇請することによって他の

人に影響を及ぼすような目的と
効果をもつ活動を控えるものと

する。このような活動は、細則
の精神およびロータリーの原則

に反するものであり、失格の理

由となる。

2）選挙運動、投票依頼、当選を図

るための活動とは、来る選挙で

自分への投票と支持を求める行

動、または文献・宣伝資料の配

布、あるいは、ロータリーの被

選役職への立候補を宣伝するこ

とを目的としたあからさまな行

動を指す。ロータリアンによる

通常のロータリー活動は、選挙

運動、投票依頼、当選を図るた

めの活動に関する方針に違反す

るとはみなされない。

3）選挙運動の禁止期間は、これら

の役職の一つにクラブが候補者

の氏名を提出できるとクラブに

通知したときから、選挙手続の

終了までとする。この手続は、

指吊委員会選出の候補者(指名

委員会によって選出する場合）
に対抗候補者を出すことのでき

る締切期日か、最終当選者の発

表のいずれかで終了するものと

する。

4）前述の期間中に選挙区内で、候

補者は、同じ役職を目指す他の

候補者より不当に有利となるよ

うな行動を避けながら、慎重な

態度で、ロータリー奉仕と活動

を実施するものとする。

選挙違反に対する手続

(ＰｒｏｃｅｄｕｒｅｓｆｏｒＥＩｅｃｔｉｏｎ 

Ｖｉｏｌａｔｉｏｎｓ） 

ＲI理事会は選挙違反について次の手

続を設けた。

ｌ）ロータリー・クラブ(少なくと

も他の五つのクラブの同意を得

て)または現ＲＩ役員は、ＲＩ被選

役職の候補者または関係者の活

動に関し、ＲI細則違反または不

正行為の疑いがあるとの書面に

よる申し立てを、補助書類を添

付したうえ、事務総長に提出で

きる。このような申し立ては､投

票結果の発表後４５日以内に、事

務総長の手元に届かなければな

らない｡十分な証拠がある場合、

地区、ゾーン、地域の会合に派

週された会長代理もまた申し立

てをし、その証拠を事務総長に

持ち込むことができる。

２）事務総長は、補助書類とともに

このような申し立てを受理して

から、当事者に、その申し立て

を告げ、所定の期日まで書面で

回答するよう要請する。

３）会長（または会長を代行する事

務総長)は､次のいずれかの措置

を識じるものとする：

ａ）関係ＲＩ組織規定について誤

解があれば解決し、あるい
Iま、協定によって誤解をjｉ
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川においてRI理亘l了会の定めてい

る方針を考慰に入れるものとす

る。パネルは、二17務総長に対し
て、告訴人、候補者、他のl1U係
者から追加情報または証拠を入

手するよう要請できる。
6）パネルは、通信でIlIし立てを瀞
症するものとする。しかし、会

艮または理事という中央役11の

避難の場合､会長(または会災を
代行するリド務総長)は､パネルの

勧告を得て、さらに、避難稀在
委、会委員長と協議して、１F務
総長の定める日時と場所で、Ｒ】

のfIIll)で、パネルの会合の１１Ⅲ１Ｍ

を認可する椛限を有する。パネ
ルは、審査中の選準に1k接ⅢI与

した当りl:者にこのような会合

に、自費で出頭する許可を与え

ることができる。しかし、険hli

者が、自費で、委員会のパネル
に川頭する機会を与えられるこ

となしに、ＲI中央役貝候liliilfと

して失格とされることばないも

のとする。

7）パネルは、入手しうる怖報を検

討し、それに基づき、綱交結果、

結総、勧告をRI理｡ＩＦ会に報(!「す

るものとする。選挙審在委しI会

委貝長がパネルのメンバーでな

いなら、委員長に報告響の写し

を渡すものとする。蚕ネルは合

勝総長を、じて、適切とみ

な逝準を期すため、ＲＩ細'１１

10.050.3．唖に具体的に

H1定されている措置は除く

｣ものとする！
LＬ 
手続CQ完了を待たず、ロ－

２１－以外の機関に訴えた

とJIF勝総長が証明したら

10.050.5.噸に従って、理ユ

会に付託することなしに

するものとする：

c）選挙辮交委貝長と協雛して、

Ｉ|'し立てを癖在する委瓜会

の委瓜3名を選任し、パネル

を槻成させるものとする。
（委貝のうち１名は、申し立

てのあった地域出身の人で、
また、委員の１人が委貝会会

合の招梨者に指名されるも

のとする)。しかし、委員は、

たとえ、ＩＨＩ係型墜出身の委
風が１人もいなくなるとい

う１１F態であったとしても、

特定の申し立ての審査を辞

退しても差し支えない。パ

ネルの欠員は、同じような

方法でhli充するものとする。
]ＩＦ務総災は、申し立ての要約と

分析11Fを作成し、自分が受け

取った全撚類と回蒋書(所定の

期日までに回答を受理した場

合）とともにパネルに渡すもの

意に逮してから、浪l1n1F会にliilI(!「

しなければならない。

8）ＲＩ理｡IF会は、この報告盤を受け

取ってから、十分な辮離後、

ａ）申し立てを退けるか；

ｂ）候補者を失格とするか；
ｃ）不当な行為に対しロータリ

アンまたはロータリー・ク

ラブに警告するか；

。）公平で公正と思われる他の

適切な措腿を講じる。

9）Ｉ(I理1F会の決定は、Bll係者全１１
と迦挙辮盃委員会の委貝全１１に

速やかに報告するものとする。

`1） 

とする。

要拙があれば、全当ｴＩＦ者がこれ

を閲覧できる。

5）パネルは、「１Jし立てを審査する

に当たって、ＲＩ細則のIHI係規

定､並びに細llllの規定の解釈､適
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通信による投票

(VotingbyCommunication） 
委員会は、近代的コミュニケーショ
ン手段によって議事を処理することが
できる。(52）

(10.050．；９１，９５，９６，９７） 

選挙審査手続を完了できなかった場合
(ＦａｉｌｕｒｅｔｏＣｏｍｐｌｅｔｅＥＩｅｃｔｉｏｎ 
ＲｅｖｉewProcedure） 

ロータリアンとクラブは被選役職へ

の権利またはRI選挙結果に異議を唱え
る唯一の方法として、細則に定める選
挙審査下続に従う獲務がある。選挙審
査下続に従わず、選挙審査手続を完了

せず、ロータリー以外の機関または他
の紛争調停機間の介入を要謝した場介、
当該役職に選挙される資格を失うもの

とする。（10.050.5.）

財務(FINANCE）

Rlの会計年度(FiscalYearofRl）
Ｒｌの会il+ｲﾄﾞ度は７Ｎ１日に始まり６月

３０１]に終わる。（17.010.）人頭分担金

および購読料の徴収は、７月１ｐから１２

)１３１日までと１月１日から６)１３０日ま
での二半期に分けて行われる。

(17.0401.） 

委員会(COMMlTTEES）
財務(FinancialMatters）
ＲＩの業務および資金は、Ｒｌ理事会が

統制、運営し、毎年、次の会計年度の子
in〔を採択する。但し、総支出見積額は、
総収入見積額を上回ってはならない。
１ＩＦ務総長は、ＲＩ理Ill;会承認の予算の範

囲内においてだけ、支払を認める権限
をｲ丁する。ＲＩ理事会は、非常事態に限
り、全理llj:の４分の３の投票により、収
入児碩額を上回る費用を認める権限を
有する。但し、Ｒｌの純資産を上回る負
債を生じるような支出を招いてはなら

ないものとする。超過支出とそこに至
るまでの経過は、会長が６０日以内に全

RI役員に報告したうえ次の国際大会で
報告するものとする。(RＩ定款第６条第

２節；17.050.）

ＲＩの委員会(CommitteesofRl）

Ｉ(I委貝会は、ＲI細則に明記されてい

る委貝会か、あるいはＲＩに肢もために
なるとＲＩ理4Ｆ会が判断し、識慨した委

員会である。（16.010.）ＲI細則に別段
会長は､すの規定のある場合を除いて

べての委貝会と小委員会の委只を任命

し、各委員会と小委貝会の委員長を指
船する。会長は会長指粘委貝会とＲｌ細

委員会を除く全委貝会の職権上の委員
である。（16.020.,16.040.）
会長指名委貝会を除き、すべての委

ri会の決定は、ＲＩ理事会の承認を受け

なければならない。委員会は､所定の職

務権限が別段規定する場合を除き、本

来、管理機能をもたず、もっぱらＲｌ理

事会に助言するものとする。（16.090．；

74） YearlyBudget） 

RI予算は、Ｒｌ理事会が決走した書式

委員会の会合(CommitteeMeetings）

多くの委貝会は、会合を開かずに業
務を行う。会長またはＲＩ理11:会が会合
の開催を是認した場合に限り、会長が、

会合の開催を認可する。Ｒｌの委口会の

会合は通例エバンストンの'１１:界本部で
開かれる。（46）

日までに全ロータリー・クラブに周知

） させるものとする。（ １７．O５ｑ５ 

投資方針(|nvestmentPolicy）
ＲＩ理､！]F会は随時、差し当たって使用

目的のない金についてこれを一般資金

投資勘定に績み立てておくようにする
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ことを指示するものとする。一般資金
の投資として以前にIMf入されていた証
券の光却による収益は特に指示しない
が、このような収益は、ＲＩ理班会の指
示を待たずとも、一般資金投資勘定に
入れることができるものとする。また、
RIjgHﾘF会は、一般資金投資勘定からの
利子や配当も、ＲI理事会による指定の
措世を待たずとも、一般資金投資勘定
に再投資することを認可している。ＲＩ
斑金の投資は理珈会が定める条件の下
に、理馴｢会によって承認された国々に
おいて行われるものとする。投資マ
ネージャーの成果は米国のドル貨で
もって算定されるものとする。ＲＩとし
ては､投資マネージャーの成果は､四半
期ごとの監在を実施しながら、３～５年
を期llnとして測ることが最も重要であ
ると認繊している。

一般資金の目標は、実質的価値の観
点から元金の安全と市場性を考えて、
そのうえで、通商の収益率を目指して
行うものとする。この方針は、ＲＩ理覗
会が定める｢投資実施手続｣に従って実
施されるべきものとする。

｡IF会から提出するものとする。規定審
般会に提出される５カ年iIIKIjiの第１年目
は、規定審鍍会が1Mかれている会計年
度とする｡(17.060.）

人頭分担金(PerCapitaDues）
各クラブはＲＩに、そのクラブの名誉

会員を除き会員ｌ人当たり年額米貨３５
ドルの人頭分担金を支払う。
(17.030.1.）人頭分担金は、毎年７月
１日および１月１日に、当日の会貝数に
基づいて分納する｡<17.040.1.）

毎年、１０月１日および４月１日に、各
クラブは、人頭分担金を支払う半期の
始まる日の翌日以降にクラブ会flに遇
ばれた会員について、名瀞会且を除き１
人当たり米貨８ドル75セントの比例人
頭分担金を納める(】7.040.2.）

規定審搬会の

クラブ代表躯貝のための会劉
規定審鍍会の１Mかれる予定の年の７

月１日には､各クラブは､名撚会員を除
き会員１人当たり、1ドルの追加人頭分
担金を支払い、規定審鍍会に出席する
規定審披会クラブ代表披貝の旅費とす
る。その支払搬式は理]IF会が定めるも
のとする。さらに､iii述の費用を全額支
払えた後は､できる限り、審離会の運営
費をllliうものとする。ＲＩ理JIF会は、審
議会に側する賞金の受領と支出につい

てクラブに説明しなければならない。
(17.030.2.） 

RIの収入(RevenueofRl）

ＲＩの収入の主要財源は、加盟クラブ

の人頭分担金、国際大会および大会の

整録科、世界本部建物のテナントの家
慨収入､新クラブの加盟金､出版物の代

金､機関雑誌の鱗読料および広告料､免
許料および使用料並びに投資に対する
利子および配当金である。

新加盟クラブ

５月１５日またはその肛iiflに新たに加
盟したクラブに限り、７月ｌロにおける

会口数をi;iEIリル、その日付による人頭
分担金を支払うものとする。同様に、１１

月１５日またはその血前に加ＩＭＩした新ク

ラブに限り、】月１日における会、数を
証明し、その日付による人頭分担金を
支払うものとする。

財務見通し５カ年計画

(Five-YearFinanciaIForecast） 

毎年、ＲＩ理｡IF会は、財務見通し５カ

年計画を審議するものとする。その見
通しには、ＲＩの総収入と総支出の計画

と推測とともに、ＲＩの資産と負債と残

簡の計画と推測をも記縦するものとす
る。財務見通し５カ年計画は､規定審離
会で審継予定の財務に関する立法案の
背)lHW報として毎回規定審議会にRI理 払戻しまたは比例部分の支払

半jv1の中途で退会した会11の人頭分
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公表する。この報告１１Fには、会長ⅡF務
所､ＲＩ理｡IF会､ＲＩの主要な皿営部)iij､年
次国際大会の実際の支出額が記戦され

担金については、クラブはRIから払戻

しを受けることができない。

納入譲務金滞納クラブ(Ｃｌｕｂｓｉｎ
Ａｒｒｅａｒｓ） 

ている。

書を添付する。支出額が､各項目におい

て、承認された予算額と１０パーセント
以上異なる場合､報告i1Fに､洋紙と]IF倍
を記戦する。この報告11Fは、ＲＩの現お
よび元役員に､また､規定審扱会のlMlllM
される年のii1〔前の年には将鍍会舷瓜に

配布される。また、iM1求すれば、クラブ
も入手できる｡（17.080.）

All涜格を一隅

処分される。米貨５０ドルを超える未払

加IMIを終結させられる。米貨５０ドル｣２

下の未払金があり、支払期日が270日経

RI資金の支出

(ExpendituresofRIFunds） 

Rlの斑金支出に閲する一般手続
ＲＩ理]IF会は、ガバナーその他の支払

責任者の使う予算額を決定する責任を
もつ。ＲＩによるfIz111I予算の細成によっ
てこのような予疎額が決められる。こ

の予算には、来る年度におけるすべて

の見欄経費が１１１.上されている。Ｒ１理１１Ｆ
会が予算を承鰡すれば、それぞれの予

算額が決定されたことになる。もちろ

ん各費目の予算額はその必要(またはそ

の一部の必要)を考えてill上されたもの

である｡換言すれば､各費目の般大限度

を定めたもので、もし経澱を使う者が

その最大限度以下の金額で仕]ＩＦを遂行

することができれば、それだけＲＩの資

金が節約されることになる。

一方、いかなる目的のためであって

も､Ｈ１･上された予算額を超える鯛合､rlF

iiilにＲＩ理１F会の承鵠を11ﾄない限り、支
出してはならない。ある費目が特定の

目的のためにill･上されている場合、例

えばガバナー・エレクト,の国際協雛会
出席の経費のようなものは、あらかじ

めＲＩ理1F会の承鰡がない限り、ほかの

人の経費に流川してはならない。

が送付されるが、－時停｣ことか加盟

緒という文簡はなし１．－米貨５０ドル以

の未払の続くクラブは記録に慨める。

外貨送金を制限されている国のロー
タリー・クラブで､般善の努力をしても

ＩｌＩに送金できないクラブの場合は、自

動的に会且身分が終結することはない。
このようなクラブは、ＲI理事会の納得

のいくように、次のことを証明する必

要がある：必要額の巡備金を備え、クラ

ブの所在国内で諭求されればRIに引き

渡すか､あるいは､できるだけ早い時期
にＲＩの銀行口座に送金する、という条

件の下にＲｌへの納入義務金を保持して

いること。(78）

RI財務報告の年１度の出版と配布

(ＡｎｎｕａｌＰｕｂＩｉｃａｔｉｏｎａｎｄ 

ＤｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｏｆＦｉｎａｎｃｉａＩＲｅｐｏｒｔ 

ｏｆＲｌ） 

会'１１．年度終了後の１２月末までに、ユＩＦ

勝総長は、ＲＩの監交済みの年次報告を

Rlの資金に対する緊急措趾

ＲＩ理]ＩＦ会は､緊急を典する場合に､ＲＩ
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の資金および財政獲務を係iMiiするため

に必要と考えられるいかなる措liUtをも

R1HI1]ＩＦ会に代わってﾐＩＦ勝総奨がこれを

取り決めることができるという椛限を

与えた｡JIF務総腿は､できる限り１Ｍ務奨

および／または財務委仙会委貝長とりＦ

前にM,離しなければならない｡(76）

でⅢiわなければならない｡(55）いずれ

の地区、ゾーンまたはクラブも、ロータ

リー名輝を発行する場合、その妬薄の

中にロータリアン以外の人に配布する

ものではないこと、また営業川の瑞輝

に使用されてはならない旨の沈恵響き

をlﾘ1記しなければならない｡(35）

機関雑誌(OfficialMagazine）

ＩⅡの公式雑誌は、HI11F会のiMlめる数

だけの茜,Nil仮が刊行されている。垂水

版は英譜のTlⅡ:ROTAIlMNである。現在

lIMIL各地に他の多くの雑誌がある。そ

の１１１にはRIR腓lF会が承iM1している公式

鵬唯もある。

ロータリアン誌の雑木目的は、ｌｌＩ理

ﾘﾄﾞ会がロータリーのF1的を推進し、

ロータリーの綱領を述成するのを助け

る媒体の役Willを果たすことである．

(20.010.） 

ロータリアン麓の[l標：

ｌ）会氏のテーマや所信およびⅡ]理

１Ｆ会が承認した特別プログラム

を支持し、広めること。

２）ＲＩの111要な会合および各iiHの公

式ロータリー「川IHI」への参加

推進を図りかつそれらについて

報逝すること。

３）ロータリー・クラブや地区の指

導者たちのためのプログラムの

宝Ⅱ(として、また教材･としての

役削を来たす二と。

‘I）世界各地においてロータリー．

クラブやロータリアンが実施し

た、ｌｕ恭仕部1111での活1mjの実例

を報iiiすることによって、ロー

タリアンに刺激を与え、その意

欲をかきたてて、奉仕活1mjの向

上、リゥi化に助ﾉﾉすること，

５）ｌ副際友好の推進、強化にYlf与.す

ること。

６）ロータリーIlll係および非ロータ

リー|Ｈ１係の両miにおけるj[要な

論Ill11ujを１１寸般言1-る場をMMI（し、

それらの問題に対する参"１１ロー

タリアンたちの兄解、’１１１心を特

出版物(PUBLlCATlONS）

名簿(Directories）

ＲＩは、毎'１２、１１t界中のクラブ、その

会災および枠11:の氏絡および他所、例

会場、Ｉﾀﾞil会Ｈｉｌｌ]、時Ⅲ1,111の役11およ

び委11の氏潴、化所の-．党衣､その仙粘

簿に一般的なIFJr〔を､慨せた公式名騨を

発行弓１－る｡この粕榊は、クラブ役11、I(Ｉ
役11および委11の使用並びにロータリ
アンが旅行する際に役立つように発行

されるものである。この紹榊はロータ

リアン以外の人に配布するためのもの

ではない。ロータリアンが憐利をI]的

としてこれを利川するのは妥当でない。

公式名簿は、新版が出るたびに各クラ
ブの枠１Fに１部無料で配､iされるもの

とする．クラブは追加分を何部でもｌ１Ｍｉ
入することができる。公式名簿には版

権が`没定されている。

公式名簿には、ホテルのｲl料広(!iを
戦せている。このようｵ関ホテルの''１に
はロータリアンの所有または総徴して

いるものもあるし、ロータリー・クラブ

の例会場またはplF務所のあるところも

ある。また、クラブ幹］『その他がロータ
リーの徽革のついたiHi1Mを購入す-るよ

うな場合の案ljIとして、公式吊榊印MlI
の時点で、ロータリー､インターアクト

およびローターアクトの釉称や徽硴入

りの物品の製造またはl1lUhiを111が特に
ロイヤリティーを支払っ認めていて、

てい五会社の--JH2衣もDII(せている｡(96）
地区またはゾーンが、その地ｌＸｉｋた

はゾーン内のロータリアンの名簿の発

行を望む場合には、二れを発行して鑑
し支えないが、その経Yf1YtIlIのYM1外
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の公式通信ともなっている．

全ロータリー・クラブの会長には、掠

恩-3部送付するので､他のクラブ役11と
クラブ会報編j1Llfに渡してほしい。こ

の３部のほかに、会口数`１０人を超える

クラブは、４ｏｚinを超える２o名ごとに１

部のWll合でロータリー・ワールドを受

け取ることができる。クラブが、この迫

１１１１送付を受ける会口をlfi竃する。

IlInI1nll:、理リドエレクト、元j1llnIF、Ⅱｌ

団Ｔｌ;剛1委員、元櫛理委11、ＲＩ委１１，１１ケ

団委１１､実行グループのメンバー､会腿

任命のhIl報カウンセラー、ガバナー、ガ

バナー・ニレクト、地区Ⅱ]委員jiL地
区ロータリーｕｌ１:Ⅱ委旦ＬＬ現および元

ロータリーllln1地域＝－ディネーター、

ポリオ･プラス・ナショナル委此会公１１

長、ローターアクトクラプ会長にも１

部送付する。元ガバナーは、希望すれ

ば、1部を受け取ることができる。ロー

タリー・ワールドは全11配布をI=l的と

していないから、希望するクラブ会Ll

は個人としてｲ｢科で職i雛することにな

る。

ロータリー・ワールドは、ロータリー

90周年に当たる1995年に８ページの出

版物として次の10カ国iili版で、苑I:11さ

れた：災ii&、フィンランド鵬、フランス

語、ドイツ語、イタリアi;ﾊ、Ｉ｣本DMj、桃

国絡、ポルトガル譜、スペインIMI、ス
エーデンi譜。（93）

災して、ロータリアン一般の

ロータリーに対するIIi念をjI1lI激

し、深め、そして強めることに
役立たせること。このような二

とを了解したうえ、細JIL荷のjjL

Afで、特定の回民をｲ《快にさせ

るようなIMI地、または、特定の

回の股善の利騰に反すると思わ

れる1111題は、どのような人が捉

川弓)-るにせよ、そのiMlidﾄﾄﾞをjliRせ

てはならないこと。

7）承偲されている他のロータリー

雑iMi、地区川版物およびクラブ

会細の協力を１１｝てIlWIL全域にわ

たるロータリー通俗綱の盤Ｍｉに

指導的な役11Nを染た弓l~こと。

8）魅力的かつ】Wi鮮で、Illi1vに|Rけ

る111F柄や、ロータリアンのこと

やその生活にlIM連する妃]1Ｆを11i［

せた雑誌を細災して、ｉ脆荷の'111

心をかき立てること。(76,85）

ロータリーの雑誌月間

(Rotary・sMagazineMonth）

厩年､`ll1は「ロータリーの雑誌)jllllj

に指定され、クラブはそのj1IⅢ中に雑

雄に関するプログラムを災施しなけれ

ばならないことになっている。このよ

うなプログラムを作成するための資料

は、Ｒ］'１１:務同雑誌部から促供される。

ロータリー・ワールド(RotaryWorld）

ロータリー・ワールドは、ロータ

リー・クラブ・レベル、地区レベル、ＩＲＩ

際・レベルの指導行のために年5回発行
される新ｌＩＩ１である。これは、ＲＩとロー

タリーIUI;Ⅱの全プログラムに側するIⅡ：

界的IiIlfllilliiとなる二とを|l的としてIII

jZM1lF会がＩ１８０１Jしたもので、Ｉﾊﾙｗ〕プロ

グラムについて特別の出版物が必要と

されることのないように配1世したもの

である。ロータリー・ワールドは、クラ

ブや地低で実施されている興味深い

ロータリー・ニュースも褐ilmしている。

二の新IjI1は、ロータリー・クラブ役瓜へ

ロータリーの出版物と視聴覚資料

（ＲｏｔａｒｙＰｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓａｎｄ 

ＡｕｄｉｏｖｉｓｕalResources） 

特定の1F柄やプログラムを取り扱っ
た各iililll版物や視聴覚資料がＲｌから発

行されている(,そのすべてについては、

｢カタログ｣(OI9-JA)を参11Mのこと。１１ｔ
界本部とＲＩサービス・センターから人

手できる出版物、パンフレット、，Iﾄﾞ式．

供給,Ⅱ,、ビデオ、スライド輔の価格も掲
栽されている。

Ｒ】理ﾘﾄﾞ会または国際大会の決定に

よって特に発行が認められている川版

物や視聴覚資料を除き、１F務総災が新
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しいYif科をいつ、どの酋蹄で発行する
か、出版物や視聴覚資料をいつ廃刊に
するかを決定する椛限を有する。

あるものとする。このような出
版物と視聴覚質料はすべて邪務
局に係撤され、世界本部に在lilf
目録の年次flMlfを行うものとす
る。（73,81）

6）ロータリー111版物または視聴党
資料の各i-iiili版は新版、または
正大な変災がなされた改訂版の
刊行されるhMli、１F務総長の決
定に従って、核当する言語版を
クラブにl1li1iﾑﾘｰる。（57,81）

7）各国の優れたロータリアンの奉
仕を、できれば、ロータリー文

献の翻I沢に､翻訳業務の調蜷に、
また剛iil(担当職貝の翻訳検討
に、111に澱川をかけずに、活jll

しなければならない。圃発的奉
仕による紐ＩＩＰ節約に加えて語法
や仙行の地域的相述を見抜くと
いうi1tInな機会を提供すること
になろう。(3`１，８１）

ロータリー文献の翻訳

(TranslationofRotaryLiterature） 
Ｉ(Ｉの公式用語である英iFi以外のiZriilf

版のロータリー出版物にIHIするＲＩの方
針は：

ｌ）共汕の言語を話すロータリアン

数が２５，０００人またはクラブ数
５００に達している側または地域
では、ＲＩの費用でロータリーllI

版物と視聴覚資料を洲i沢する。
ＲI資金またはクラブと地低の貸
金に余裕があれば、Iiii述の数に

満たない言語についても、一部
のlLlI版物を翻訳寸一る。（90）

2）経imi節約のため、RIJM1DlF会は、
ロータリーの任務の１９本となる

RIllI版物で、。ＩＦ務総促が決定し
た出版物を優先するよう励めて
いる；出版物を翻訳、印MIIする

ｉｉｉに１F務総長の承認を１１)なけれ
ばならない。（81,85）

3）まだ刊行されていないRIllU仮物
の潮iiN、印刷を奨励する。１１'し、
優先リスト案を考11.し、ＲＩＦ岬11：
会の承認を得、岐新の災iili版を
翻訳の基盤として使うものとす
る。規定審鍍会またはIllFl11v会

の決定が、出版物のIAI群にin大
な変更をもたらした場合は、各
地で翻訳、製作された版の在川【
の配布は、英語の新版に合致し

た政i11.版が翻訳・印MIIされるま

で中止しなければならない。
（81） 

`I）英語版出版物またはIIL聴覚安料
の価格を、ＲI製作の他のijnMi版
に適用するものとする。（７３，
８１） 

5）Ｒ]の経費で製作された全川版物

と視聴覚資料の保符および配布

は、リF務総長の監将と杵jM11fに

u且hｌ
画際ロータリーはワールドワイド。

し、一定範１１１１内で、ロータリーの綱iiq
を推進するためにインターネット上に

旦旦

菫些

事務局(SECRETARlAT）

ＩＦ誌総及が、縦11とともに、RIrllF務
局を構成する。111:界本部は米国イリノ

イ州エパンストンにあり、ＲＩ理４１『会が
承認したサービス・センターはローダ
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リーＩＵ:界の各地にある｡サービス･セン
ターの所在地並びに住所は、公式名簿

に紀峨されている。

実践に著しく役立つ場合、ＩｌＩがこのよ

うな他団体と協力することは、妥当と

いえる。耶務総長は、要請されれば､淡
のことを定めた特定のプロジェクトと

活､１１において､他団体を支援し､他団体

と協力する椀限を有する。
１）ＲＩは、他団体のメンバーになら

ないこと；

２）ＲＩは、他団体にクラブ名輝また

はロータリアン名簿を提供した

りしないこと。但し、ロータ
リー・プログラムのためになる

ような具体的目的(募金を含ま

ない)のある期合を除く；

３）ロータリーとその奉仕活動を一

般の人々に知らせるために、協

力という性格の範囲内で、ＲＩが

適切な形で認められること；
‘ＤＲＩと協力団体とが、合同プロ

ジェクトの性格を一般の人々に

伝達するという共同斑任を負う

こと；

５）ＲＩは、他団体との合同プロジェ

クト参加に当たって継続的義務

を引き受けないし、他団体に対

する継続的財政義務を負わない
こと。(88）

ＲＩの資金は、力llIlllクラブによって

ロータリー自体の目的のためにのみ提

供されたものである｡従って､他の団体
の活動に寄付することはできない。ｌＦｉｌ

時に、ＲＩは、その力ⅡlHiクラブを通じ、
個々のロータリアンが地域社会におい
て立派な奉仕活動を支持し個人的に参
加することを奨励するものである｡(54）
ＲＩのいかなる役J1も、RIJIl1rIF会の承

鰡なしに､他の団体の役貝､会且餅とと

もにＲＩ役鰄名を公表することは許され

ない｡(80-102）

曾類の受理(ReceiptofDocuments）

１F務総長が特定のロまでに灘類を受

理しなければならないとＲＩ組織規定で

明記している場合で、その締切日に現

実にJIF務総長珈務所が111Iいていない場

合、リド務所がＩＨＩいたロの翌ＩＥＩに受理し

たすべての播類は有効なものとして扱
われる。（84）

雑則(MlSCELLANEOUS）

地域社会、国家および国際問題の方針

(PoIicyinComnunity･Nationaland 
lntemationalAffairs） 

どの問題を審議し、会員の理解を深
めるかについては各ロータリー・クラ

ブが自ら決定しなければならない、と

いうことがロータリー組織におけるＴＩＦ
理の基本原NIIの一つである。どこかの

政府もしくは国家のプログラムを是認、
奨励すると、当事国以外のロータリア

ンには受け入れられない場合もあるし、
推奨された政策に心から賛成できない

当時国のロータリアンを当惑させる場
合もある｡(34-16）標fluロータリー・ク
ラブ定款第１１条には、クラブがこの点
についてどのように自己を１１tすべきか

が具体的に規定されている。これらの
規定は、】989年規定審議会で再確蝿さ
れた｡(89-134）

国際ロータリーと他団体との協力

(RotaryInternationalCooperation 
withOtherOrganizations） 

ＲＩは、一般方針として、他団体の価

値ある活iUlに関心を抱き､称賛するが、
こういった団体を公式に支持するもの

ではない。しかし、ロータリーの目的と

活動に合致する目的と活､hを有する他
団体との協力活ＩＭＩやプロジェクトが、

RＩプログラムまたは特別の奉仕分野の

国際ロータリーのプロジェクト(Rotar
InternationaIProiects 

ロータリーの目的は、個々のクラブ

およびロータリアンの活1IUlを通じてjM【
も効果的に表れる。その活mljはロータ

リーの各1iK奉仕部'１１１にわたるもので、
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国際ロータリー

として承継されている：

会長(または会災代理）

会長エレクト

lIi1l会lも

財務此

他の理ＩＦ

元会奨(先任順）

樒理露、（蚕111造が上ＩＷ）

VlF務総蛙

会長ノミニー

元日111F(先任''11(）

元徹nIl委貝(先lHiUi）

元pIr筋総長(先lflljD

理P1lFエレクト

ガバナー（と他のＲＩ役11）

理rlFノミニー

元ガバナー(先個唄）

次J0n掴'1委口
ガバナー・エレクト

行クラブが、ロ己の能力､磁力､および、

会員がどのような特別なニーズと汁fⅡ：

の機会に１１M心をもっているかを考１世し

てその活1lbを決定する。しかし、そうで
はあるが、ＲＩが、クラブの迎合体とし

て、ロータリーの綱領の推進に役立つ

プログラムやプロジェクトで、しかも

それに参加するクラブ(極致)とIAl々の

ロータリアンたちとの協lIi1活動によっ

て有益な結果が11｝られると思われるも

のを発表することは、妥当と爾える。

(74,78） 

lnternationaITravelPolic 

べての人は、同際ロータリーの旅行方

針に従って、旅行の手配をし、チケット

を予約しｽﾞＭﾅれぱJlfらない。この方針 一般に、現職の席次が元役職より上

席である。元役職の席次は､以後役職に

就く予定の人より」邑席である。２以｣二の

役職を保持している人は、商いぼうの

役職のＭＩＩ次に就くものとする。配Ijl者

を同行している場合、同じ席次である。

公式行]１１Fにおいては､役Ｌ１に対し、一度

だけ、席次に従って敬称で呼びかける

べきである。(95）

の洋細は､Ｒ1.1F務脈jから人手できる｢匠

蕊ロータリー旅行方針Iという出版物に

紀栽されている。

国際ロータリーの席次

(RotarylnternationalProtocol） 
淡の席次が、｜(Ｉの会合と行ｴＩＦに１１１席

するＲ１と1M団の呪役貝、次IⅢおよび元

役員とそれぞれの配偶者のために指針

1998年手続要覧6８ 



第２部

プログラム

(Program） 





第４章ロータリーのプログラムー般

（GeneralProgramofRotary） 

に考魎するよう奨励している｡(89）ロータリーのプログラムは、ＲI定款

第4条と標fluロータリー・クラブ定款第
3条に掲げられている綱領の中に示さ
れている。すなわち：
ロータリーの綱領は、有益な事業の

艦礎として奉仕の理想を鼓吹し、これ

を育成し、特に次の各項を鼓吹育成す
るにある：

第１奉仕の機会として知り合い
を広めること；

第２：１１F業および専門職務の道徳
的水ilIlを商めること；あらゆる有用

な業務は尊並されるべきであるとい

う繩撤を深めること；そしてロータ
リアン祈自が業務を通じて社会に奉

仕するためにその業務を品位あらし
めること；

第３ロータリアンすべてがその

個人生活､リ｢業生活および社会生活

に術に奉仕の理想を適用すること；

第４奉仕の理想に結ばれた、班
業とＩｌｌＷｌ１職務に擁わる人の世界的親
交によって、国際IMIの理解と親善と
平和を推進すること。

ロータリーの奉仕の四「部門」は、こ

の綱願の各項を反映している：クラブ
奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕。

地域社会の関心事項

(CollununityConcerns） 
クラブの実施中のプロジェクトが、

その地域と遊離しないように、定期的
にクラブの奉仕活uiljを分析し、地域社
会の其の関心､ＩＦ項に取り組むことに力
を注ぐよう今まで以上に奨励されてい

る。クラブは､地域社会のニーズに取り
組む奉仕プロジェクトを11M発するに当

たって、次のことを行わなければなら
ない：

１）得られる限りの|W雛をすべて
使って、地域社会の典のニーズ
を見つける；

２）ニーズを見極めたら、そのニー

ズに効果的に対処できるプロ
ジェクトを3{･iiiii、遂行する；

３）プロジェクト遂行に当たって

は､クラブのwI1lI知織と技術､地

区委貝会、、委図会または実行
グループ、ｍと財団からの数々

の援助や１１１i助金などのロータ

リーの人的、物的資源を活用す

ること；

４）地域社会ぐるみで、プロジェク

トの目標を支援し､できれば､プ

ロジェクトの実施に地域社会の

人々を加えること。

し<大きな意味をもつこと、また、同

｣２回Ｌ 募金活動への参加(Participationin

Fund-RaisingActivities） 

募金計面あるいは他の活IMIに参加ま

たは提擁する場合、クラブは､クラブの

信望を落とすような品位のないやり方
に陥らないよう術に注意を払うべきで

ある｡(46）

バランスのとれた奉仕プログラム

(ABalancedServiceProgram） 
クラブ奉仕､職業奉仕､社会奉仕､国

際奉仕の全奉仕部門にわたりバランス

のとれた奉仕プログラムを行う重要性

を蝿撤して、RIHulF会は、曇クラブに
対して、四奉仕部ﾄﾞﾘのバランスを図る

ため、プログラムの規模や範囲を入念

７１ 第２部一プログラム



ロータリーのプログラム一般

ＲＩの強調事項(RlEmphases）
ロータリアンのより－肘の参加を必

典とするような'１上界的にili要な特定の
奉仕分野について、一定期１１１１、組織全
休のIHI心を注ごうというのがＲ］の強
,jMl1lFJnである。ＲＩの強iiM1F項の川ＩＨＩ
は､３年を超えないものとする。期IHI終
了後、IlI理ＪＩＦ会が、クラブと地区の活
１１１１Jレベルを評価し、なお強調する必要
があるかどうか、または川理PIF会が別
のllfliUHを識じる必要があるかどうかを
決定するものとする。いかなるときで

も、ＲＩの強綱Jlr項は四つまでとし、い
かなるロータリー年度においても】年
にI(】の強IIlMlF項は一つしか新たに指
定できないものとする。(89,96）

なければならｽﾞ膚い､_ということにH1地

(96） 

ｏｆWomen） 

IlIIUI1〕IF会は、女性のニーア<とIibI｣二に
ＩＨＩするＲＩの盗努について次のjlｲIﾘ]を孫
択した＿

国際ロータリーは次の二とをｌＭｌＩ識して
l）ロータリーIll1mlにおいて女性

背として､|M1係剛体として、ロ－

タリーの綱価の速成にl1tlkなrｉ

畝をしていること:
RI会長の年次メッセージ

(RlPresidenfsAnnualMessage） 
会災の年次メッセージは、特定のプ
ログラムあるいはテーマその他その発
災の形式のいかんをllHわず、当餓年ljr
におけるロータリーのプログラム遂行

上肢大の１K要性をもつものである。ガ
バナーが会長のプログラムもしくは

テーマを採り上げ、あらゆる適切な方
法によって強綱することは、その役職
と切り離すことのできない任flfであ
る。例えば地区大会その他地区会合の

テーマにするとか、ガバナー月信、公

式IujlM1その他地区内のクラブやロータ

リアンと接触する場で紹介することな

どである。ガバナーの掲げる地区の目

懐あるいは凹的は、会長のプログラム
またはテーマにIllljJiさせ、これを強ｌｉＭ

するようなものでなければならない。
そして、IMIiiilの地区の目標か目的につ

いて何か百う場合には、必ず会長のプ

ログラムまたはテーマをはっきりと分
かるように示すことが必要である。会
腿のメッセージはすべてのロータ

リー・クラブおよびロータリアンに知

らせ、理解させ、効果的に実行させな

ければならない。

Ｉ(Iテーマは、活用すべき唯一のデー

型
iiiに水火梢l麩MIlljuIのある二

と_Ｌ
辺 女性の地位血上は、全社会のた
めになること；

41）女性は未来の雌i没にJR喚な役割
を来た１-二と谷

曲）

力1111発と向｣三に影響を及ぽ
気l-11lllulについてRI1解を深め

るよう全ロータリヱンに奨

肋する;＿
女性ロータリアンに、地域b） 

t会、地区、Iil際レベルで

uの女性会[Lと從桃し、親

１１催を端い、絲馳をiilfI，合い

女挑のロータリー人会を
やし､_女性のニーズに唯え

う奨励する：

Ｊ些性ロータリアンに地域社

会の女性のニーズを兇極め
るよう奨励する；

J1ロータリー・クラブに次の

こ_とを奨励する：

Ｑ 

リー村落共同隊など既存

のロータリー・プログラ
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B１超我の奉仕賞
(TheRIServiceAboveSeIfAward） 

RI超我の奉仕蝋は、ﾛｰﾀﾘｰの標

語『超我の奉仕』を象徴するような意幾

及ぽ寸一jIr要問題に取り組

むこと；

少年少女を問わず、地域● 

止会の子供たちすべてが 深い人道的奉仕活動を したロータリア

鼻本的な読み譜き計算能 ンに剛られる゜ロータリーの恭仕部１１リ

を問わず、二の賞は、Ｒ】の目標の推進

に際立った努力をした人を変彫するも

のであり、ロータリアンに対するロー

タリーの与えうる岐問の栄瞥である。
(95） 

現ガバナー、u1IilIガバナー、現理１F、

元理｡ＩＦが受徴候hli者を指鍋できる。

ロータリアンがロータリーを皿じて成

し遂げた奉仕活動を指妬11『式に１１１:きし

るし、二れをＲ'nI1Jl1F会に礎出し、その

審議を受ける。征年､jikinil5O妬までが

受賞できる。ガバナーが特別の地区行

｡IFで本徽をⅡ１１塁するのが望まれる。
(91） 

力を身に付けられるよう

に少なくとも小学校に通

い、卒業できるように配

慮すること；

Ｑ 

比性や子供に社交や法的

サービスを提供する避轍

と_Ｌ
Ｈ１女両方のニーズに応え● 

る奉仕プロジェクトを選

と_上
若い人や女性の指導力をＱ 

我｡奉仕ＴＩＩ【に指鍋されるには、先に１１１
に、より多くの地域社会 大奉仕部門功労者'１Mを受激していかけ
でインターアクト・クラ れぱなら左い⑥(97）
プやローターアクト・ク

四大奉仕部門功労者賞(ＴｈｅＦｏｕｒ
2の直面する問題１こつ AvenuesofServiceCitationfor Ｑ 

いてインターアクト・夕 lndividuaIRotarians 

ラブやローターアクト．

をし、インターアクター 彰するために授与される③１９９８－９９
やローターアクターに女

１１m二flZ響を与える問題に 役員は本賞を受賞する街格はない←
、組むよう奨励するこ (97）しかし、ＲＩＨＭ》ＩＦ会は、1999-2000

と－Ｌ ロータリー年度より元地区ガバナー
kfk④直面する問題に取■ 

り組んでいる他の非政脈

団体と提擁すること；

ロータリー】通勤への配偶 クラブの意義ある業績の表彰

(RecognitionforCIubSignificant 
Achievement） 

Ｑ 

地区大会などの特別行４１Ｆ

で変形し、ロータリーへ なiMlHn童たはニーズに取り組むクラブ

行うよう奨励すること 髭:ヱログラムである。この澱のI］的は
但旦 あらゆるクラブに粥 プロジェクトを艇
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5）いかなるクラブも、同一プロ

ジェクトにつき、１Kねて業紙の

認証を受けることはできない。
iIi【嬰性について理解を深めることであ

ゑニ
ガバナーが意挺ある業績賞の受賞ク

ラブを選定する場合の参考基雌を次に

挙げる：

地区大会でのプロジェクトの腰且
示を奨励する。

次に、地区で選定を行う場合に適切

な手続方法を掲げる：

ｌ）８月lロまでに、ガバナーは、地

区選考委口を逝任し、この選考

委貝会においてすべての斐彩の

申訓を受理すぺき二とを告示す

る。ガバナーは、この姿、会の、

職椛上の委瓜となるものとす

る。

２）ガバナーは、その）1{iHで、選定

基iluとともに、この委１１会に関

する発表を行い、IlllM111$の委且

会委貝長必端j&終期1Jを公示す

るものとする。

３）地区選考委瓜会は､ニハ］l]まで
に会雛をｌｌｌｌき､５クラブまでを限

度として受批候補クラブを選

び、これをａｊ１ｌⅡまでにガバ

】）プロジェクトまたは業綱は、そ
の土地において、あるいはその

土地のみに限らず、誰の目から

もiIi要とみられている問題また

はニーズを対象とするものでな

ければならない。

2）プロジェクトは、単なる金銭的

な奉仕でなく、クラブ会員の大

半または全員が直接参加するよ

うなものでなければならない。

る人材･･畜金に見合ったもので

地域社会においてロータリーの

イメージを高めるものでなけれ

ぱならない。

3）プロジェクトはⅥ適切であれば、
他のロータリー・クラブもこれ

に習って行うことができるよう

なものでなければならない。

4）プロジェクトは当該ロータリー

年度に始められたものである塁

とを要しないが、そのプロジェ

クトが、現に実施中のものであ

ること、もしくは、その表彰の

行われるロータリー年度に終え

られたものでなければならな

い。

ナーに送述する。

4）ガバナーは、型区醗港黍口会と
ともIこ前記５クラブのⅢ'から選
定する。
ガバナーは、避考jIu知に番類を5） 

添えて、３月１５日までにＲＩ会岱

に提出すぎる｡

6） 

1998年手続要覧7４ 



第５章職業奉仕(VocationalService）

Vocation(職業)という言葉は社会人

の「定職、稼業、事業、専門職務、ある

いは業務」を指すものである。ロータ

リーは、職業奉仕という言葉を使用す
るに当たって、Service(奉仕)という文

字をその一番広い意味で使っており、

単に事業あるいは専門職務における取

引行為や販売された商品を指すのみで

なく、相手のニーズと境遇に対して正

当な考慮を払い、他人に対しいつも思
いやりの心をもつことも指しているの

である。

職業奉仕はロータリーの綱領におい

て次のような言葉によって強調されて

いる：事業および専門職務の道徳的水

準を高めること；あらゆる有用な業務

は尊重されるべきであるという認識を

深めること；そしてロータリアン各自

が業務を通じて社会に奉仕するために

その業務を品位あらしめること；を鼓

吹育成する。

職業奉仕は、ロータリー・クラブとク

ラブ会員両方の責務である。クラブの

役割は、たびたび職業奉仕を実践して

みせることによって、また、クラブ自身

の行mlIに職業奉仕を生かすことによっ

て、模範となる実例を示すことによっ

て、さらにクラブ会員が自己の職業上

の手腕を発揮できるようなプロジェク

トを開発することによって、目標を実

践､奨励することである。クラブ会員の

役割は、ロータリーの原則に沿って、自

らと自分の職業を倖し、併せてクラブ

が開発したプロジェクトに応えること

である。

ロータリアンの職業實言
DｅｃＩａｒａｔｉｏｎｆｏｒＲｏｔａｒｉａｎｓｉｎ 

BusinessesandProfessions） 

1989年規定審議会は次の職業宣言を

採択した：

事業または専門職務に燐わるロータ

リアンとして、私は以下の要請に応え

んとするものである。

１）職業は奉仕の一つの機会なりと

心に銘せよ。

２）職業の倫理的規範､国の法律､地

域社会の道徳規瀧に対し、名実

ともに忠実であれ。

３）職業の品位を保ち、自ら選んだ

職業において、最高度の倫理的

規準を推進すべ<全力を尽く

せ。

４）屈主、従業貝、同僚、|可業者、顧

客、公衆、その他事業または専

門職務上関係をもつすべての

人々に対し、ひとしく公正なる

べし。

５）社会に有用なすべての業務に対

し、当然それに伴う妬誉と敬意

を表すべきことを知れ。

６）自己の職業上の手腕を捧げて、

青少年に機会を開き、他人から

職業奉仕に関する声明

(StatementonVocationalService） 

職業奉仕とは、あらゆる職業に携わ

る中で、奉仕の】理想を生かしていくこ

とをロータリーが育成、支援する方法

である。職業奉仕の理想に本来込めら

れているものは次のものである：

ｌ）あらゆる職業において最も高度

の道徳的水準を守り、推進する

こと。その中には、雇主、従業

貝、同僚への誠実、忠実さ、ま

た、この人たちや同業者、一般

の人々、職業上の知己すべてへ

の公正な取り扱いも含まれる；
２）自己の職業またはロータリアン

の携わる職業のみならず、あら

ゆる有用な職業の社会に対する

価値を認めること；

３）自己の職業上の手腕を社会の問

題やニーズに役立てること。
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の、橘別の要諭にも応え、地域

社会の生活の質を高めよ。

7）広告に際し、また自己の事業ま

たは専門職務に関して、これを

世に問うに当たっては、正直専

一なるべし。

8）１F業または専門職務上の関係に

おいて、普通には得られない便

宜ないし特典を、同僚ロータリ

アンに求めず、また与うること

なかれ・（89-148）

二とを連想させるのにふさわしいから

である。四つのテストは､いかなる意味

においても１.規則」として取り扱われて
はならない。

職案指導

(VocationaIGuidance） 

青少年の職業選択を援助する活動は

クラブの職業奉仕委貝会の活動の一つ

である。クラブは､櫛少年委瓜会の協力

の下に、とりわけ、i1i少年の職業選択を

援助する活､bを進めるため、職業奉仕
委員会の下に｢就職相談｣小委員会を設
世するように示唆されている｡(55）

四つのテストの複製並びに使用

(ReproductionandUseofTheFour-

WayTest） 

四つのテストの複製はすべて次の形
式で作成されなければならない：

職業奉仕活動

(VocationalServiceActivities） 

クラブは、他国の文化的・絲済的・地

理的状態に111Ｉするプログラムを例会で

実施し、また、地元地域社会の他のグ

ループでも突施するよう手配すべきで

ある。ある国から別の国へと労働者が

大移lIi1lした結果、７jPiMilWt雌および文化

的・社会的背jItの桁述から苦難が生じ

るかもしれない。このような苦難を克

服する力になるのが、このようなプロ

グラムの目的である。クラブはその地
域に新たに移って来た人が新しい環境

に溶け込むよう援助するため市民相談

所をill没するとかあるいは支持する方

法を識じることを考究しなければなら

ない。

国家や地方自治体の政策は同業組合
並びに労働組合双方の桁騨者の折衝と

協定にどれほど依存しているか、とい

うことを老感するようクラブ会口の注

意を促す。さらにクラブ会11は同業組
合で指導的役削を来た-ﾘｰﾆとに努力し

て、二の分野における方針の確立に影

響を与えうる機会にⅢまれているとい

う点にもクラブ会、の沈窓を喚起する。

(63） 

ロータリー・クラブは､地元のiHi工会

難所と絶えず辿絡を取り合って、奉仕

の機会を探るよう奨励されている。合

四つのテスト

首行はこれに照らしてから

１）真実かどうか

２）みんなに公平か

３）好意と友備を深める力Ｔ

‘l）みんなのためになるかどうか

四つのテストを複製あるいは使用す

る唯一の目的は、人間関係におけるifli

lrの道徳的水iIEの向上を図り、それを

維持することでなければならない。複

製は販売や利益を増すための広告と結

びつけてはならない。しかしながら、商

社、団体または公共機関の人間関係の

すべてが四つのテストの方針に沿って

実施されることを願って真剣に努力し
ていることを説明するような方法とし

てならば、瞥而妻やその他の印刷物に

使用してもよい。（55）

四つのテストを、一つのロータリー・

クラブあるいはクラブ・グループが頒

布する物品の一部として、またこの物

品に11M迎させて複製する場合、当該

ロータリー・クラブが被製した旨の断

り描きをテストの本文の下方のどこか

に入れるべきである。これは､それらの

クラブがあらゆる人間関係を四つのテ

ストに照らして実施しようとしている
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同で将手すれば、より実り多き成果を
上げられると思われる奉仕プロジェク

トを、適切であれば、ilH発する。このよ
うなプロジェクトには次のものが含ま
れるであろう：従業貝研修､引退後の恭
仕の機会、識字率の向上、轍場の薬物
濫jll防｣上と治旅、職業相i淡、職推活1ＫＩＩ
炎彰プログラム。

職業奉仕のmtiMllは、クラブとロータ

リアンのtjⅡ意によって無限に広がる。
ロータリアンは、［lこの職業に遮づい

てクラブで職推分斌されているのであ
るから、職業燕Ⅱ:は、すべてのロータ

リー・プログラムを遂行するうえで不

可欠な要素である：その影縛は､他の奉
仕部'''１に及ぶ。

Ｉ(IjH11F会は、クラブに対して職業奉
仕活11M1から発生しうる賠依fi柾から保
護される必要があるかどうかについて

法１１tlKHlMIまたはi』〔任保険のAjillllからMjj
言を受けるよう典iⅡＩしている。適切で
あれ､:、保険力Ⅱ人の是非あるいは危機
管理猫務の実施などについて助言を受
けるよう要諦している。

ついて地低内ロニシリアン数の】パー

セントまでという_と限を設けた．さら

に、ボランティアはｎｆｉｌⅡ知識や舷術面

いるので、２５歳以上でなければならな
い（96）

クラブ会長とガバナーは、ロータリ

アンであるなしを'111わずロータリー・

ボランティアの辮仕の活用と、ロータ
リー・ボランティアを活用できるプロ
ジェクトのⅢ１発をiWiめるために、職業
米仕委11会の小委Ll会としてロータ
リー・ボランティア委貝会をi没111tしな
ければならない。（91）ＲＩは、ボラン

ティアに活1Iillの場を提供し、ii[1緋し､資
金を提供しているボランティア援助団
体の妬師を蜷備しているばかりでなく、
匝一タリアンであるなしをＩＨＩわずボラ

ンティアと、有望な社会奉仕と国際奉

仕プロジェクト実施地の儲報源とな
っている。（笹理委11会９１）

ロータリアン､11ｹ|;１１学友、ローターア
クターが`1週IHIから８週111]海外でボラン

ティア奉仕をした場合、ロータリー財
団にロータリー・ボランティアllli助金
をＩＩＪ：１１１できる。（符211委貝会９１）ロータリー・ボランティア

(RotaryVoIunteers） 

ロータリー・ボランティア・プログラ

ムは、ｔコータリー捉唱の奉仕プロジェ
クトにも、他団体の有意義なプロジェ

クトにも、ボランティア奉仕の機会の
ある二とについてロータリアンの理解
を深めるためにnI1i没されたものである。
このプログラムにより、クラブと地区
は、地元では1(｝られないＩｌｌＫ１Ｉｌｌ職ボラン

ティアを見つけることができ、ボラン
ティアは、奉仕プロジェクトの完了に
協力できる。（88）ロータリアン、ロー
タリアンに同行した場合のロータリア

ンの配偶者が、ローターアクター､財団
学友、ロータリアンでない人（ロータリ
アンがiIU[ちに１１｝られない場合）ととも
に、このプログラムに参加できる（88,
90） 

職業奉仕月間

(VocationalServiceMonth） 
ＲＩｎＩｌ１Ｆ会は、ひとりひとりのローダ

些竺だけではなく、クラＺも､職業本
Ⅱ:のJJlMuを日常実銭するように強調す
るために、毎年１０ハを特に職推奉仕に
焦点をしぼったプログラムを行う「職
業奉仕jlllI1」と定めた｡(78,81）

Ⅱ 

1） 

ニーと；

2） 

3） 

型

（味・職業別親睦活mljへの参加
jとlIk逃すること；

魅業奉仕活､11またはプロジェク

_Lを提唱すること；
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ロータリアン間の取引関係
(BusinessandProfessional 

RelationsAmongRotarians） 
ロータリアン1川の取引関係に関する

ロータリーの方針は次の通りである。

すなわち、ロータリアンはその同僚

ロータリアンから、他の事業家に対す

る場合よりも多くの利便を期待しては
ならないし、ましてこれを要求するよ

うなことがあってはならない。競争業

者に対する義務として、また職業奉仕

の榊神において、ロータリアンは､取引

関係にある他の1F業家には勝逝与えな
いような特典を伺恢ロータリアンに与

えてはならない。いかなる場合におい

ても、ロータリーの親睦を利便や利益

を得る手段として利ﾉ11寸一ることはロー

タリーの糀判Iに反するものである｡(33,

79）いかなる商社も敬具(Yourstruly）
の代わりに“You1.sRotarily”と賜名
すぺきでない｡(29）
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第６章社会奉仕(ConmunityService）

ロータリアンは、股初のクラブの設

立以来、自己の地域社会に奉仕するこ

とに深く桃わってきた。各ロータリー・

クラブの歴史には、ロータリーの綱領

の次の第３頂を実行に移しているプロ

ジェクトが数多く犯録されている。

｢ロータリアンナぺてがその個人生活、
事業生活および社会化活に常に奉仕の

理想を適用すること｣。（RI定款第４条、
標瀧定款第３条）

のである。この哲学は奉仕一｢超

孜の奉仕」の哲学であり、「雌も

よく奉仕する者、般も多く報い

られる」という実践倫理のjH(卵

に遮づくものである。

2）本来ロータリー・クラブは、リド

業および専門職務に携わる人の

代炎として、ロータリーの奉仕

の価学を受け入れ、次の四つの

ことを実行することを目指して

いる人々の集まりである：

まず第１に、奉仕の理総が職

業および人生における成功と幸

柵の真の基礎であることを用体

で学ぶこと；第２に、自分たちの

あいだにおいても、また地域社

会に対しても、その実際例を団

体で示すこと；第３に、各人が個
人としてこの理論をそれぞれの

職業および日常生活において突

践に移すこと；そして第４に、個

人として、また団体としても大

いにこの教えを説き、その実例

を示すことによって、ロータリ

アンだけでなく、ロータリアン

以外の人々のすべてが、理論的

にも実践的にも、これを受け入

れるように励ますことである。

3）Ｈ１は次の目的のために存在する
団体である：

ａ）ロータリーの奉仕の理想の

擁護、育成および全世界へ
の普及；

ｂ）ロータリー・クラブの設立、

激励、援助および運営の符

理；および

ｃ）一価の情報交換所として、

各クラブの問題を研究し、

また、強制でなく有益な助

臼を与えることによって各

クラブの運営方法の探汕化
を図り、社会奉仕活動１こつ

社会奉仕活動に対する方針

(PolicyTowardCommunityService 
Activities） 

社会奉仕に関する１９２３年の声明

社会奉仕に対するロータリーの方針

は、１９２３年国際大会で採択され、以後

の国際大会で改正された次の声明に述
べられている。

ロータリーにおいて社会奉仕とは、

ロータリアンのすべてがその個人生活、

事業生活、および社会生活に奉仕の理
想を適用することを奨励、育成するこ
とである。

この奉仕の理想の適用を実行するこ

とについては、多くのクラブが会貝に
よる奉仕にその機会を与えるものとし

て、さまざまな社会奉仕活動を進めて

きている。以下に掲げる識原則は、ロー
タリアンおよびロータリー・クラブの

指針として、また、社会奉仕活動に対す
るロータリーの方針を明確に表すもの

として適切であり、また管理に役立つ
ものであることを腿め、これを採用す

るものである。

１）ロータリーは、艦本的には、一

つの人生哲学であり、それは利

己的な欲求と鍵務およびこれに

伴う他人のために奉仕したいと

いう感hYとのあいだに常に存在
する矛liVを和らげようとするも
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タリー・クラブ結成の本来の目

的を危うくするような社会奉仕

活､１Jを行ってはならない。そし

てＲＩは、一般的な恭仕活ilillを研

究し、標flu化し、推進し、これ

に111Iするｲ『雛な示唆を与えるこ

とはあっても、しかし、どんな

クラブのどんな社会奉仕活動に

せよ、それを命じたり禁じたり

することは絶対にしてはならな

いものとする。

6）個々のロータリー・クラブの社

会奉仕活lnljの選択をn1する規定

は別にi没けられていないが、こ

れにlH1する桁針として以下のflq

HIIが推奨されている：
ａ）ロータリーの会貝の数には

限りがあるので、ロータ

リー・クラブは、市民全体の

械極的な支持なくしては成

功しえないような広範囲の

社会辮仕活liilは、ほかに地

域社会全体のために発言し、

行1IMIする適切な市民団体な

どの存徹しない土地の場合

にlIljlり、これを行うことと

すべきであり、商工会難所

のある土地では、ロータ

リー・クラブはその仕珈の

邪臓をしたり、横取りをし

たりすることのないように

しなければならない。しか

し、ロータリアンとしては、

奉仕を醤い、その理念の教
えを受けた個人として、そ

の土地のiWi工会難所の会貝

となって活1M吋べきであり、

また、その土地の市民とし
て、他の灘艮な市民と一緒
に、広くすべての社会奉仕

活助に'１８１\し、その能力の

iil2す-限り、金銭や仕事のう

えでその分を果たすべきで

ある。

ｂ）一般的に蘭って、ロータ

リー・クラブは、どんな立派

いても、既に広く多くのク

ラブによってそのllIilihが実

ilil:されており、Ｒｌ定紋に禍

げられているロータリーの

綱領の趣旨にかない、ニオＬ

を乱すような恐れのない社

会奉仕活勘によってのみ、

その標準化を図ること。

`I）辮仕するものは行Jﾘ'しなければ

ならない。従って、ロータリー

とは１１ｔなる心構えのことをいう

のではなく、また、ロータリー

の哲学も単に主観的なもので

あってはならず、それを群剛的

な行動に表さなければならな

い。そして、ロータリアン仙人
もロータリー・クラブも、村l：

の理論を実践に移さなければな

らない。

そ二で、ロータリー・クラブ

の団体的行動は次のような条件

の下に行うように勧められてい

る。いずれのロータリー・クラ

ブも､毎年度､何か一つの二iﾐだっ

た社会奉仕活1mjを＿それもな
るべく鯨年度異なっていて、で

きればその会計年度内に元Ｔで

きるようなものを、後援するよ

うにすることが望ましい。この

奉仕活動は、地域社会が本当に
必要としているものに蛙づいた

ものであり、かつ、クラブ全山

の一致した協力を必要とするも

のでなければならない。二れは、

クラブ会員の地域社会における

個々の奉仕を奨励するためにク
ラブが継続的に実施しているプ

ログラムとは別に行われるべき

ものとする。

５）各ロータリー・クラブは、クラ
ブとして関心があり、またその

地域社会に適した社会本Ⅱ:iJnml

を自主的に選ぶ二とについて絶

対的な権利をもっている。しか

し、いかなるクラブも、ロータ
リーの綱領を無視したり、ロ_
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を係らせる努力をし、地域

社会全体にその責任を121党

させて、二の仕1Fがロータ

リーだけの責任にならない

で、本来その責任のある地

域社会全体の仕｡ＩＦになるよ

うにしている。また、ロータ

リーは、リド業を始めたり、桁

禅したりするが、一方、当然

それに'181心をもっていると

考えられる他のすべての団

（ｲ[の協力を得るように努力

すべきであり、そして、当然

ロータリー・クラブに冊す

べき功紙であっても、それ

に対する自分のほうの力を

ｉｔ小限度に評価して、その

すべてを協力者の手柄にす

るようにしなければならな

い。

畷）クラブがひと固まりとなっ
て行､!】するだけで足りるよ

うなｺﾙ業よりも、広くすべ

てのロータリアンの燗ﾉ1Fの

力を1ＫＩＩ貝するもののほうが

ロータリーの粘神によりか

なっていると言える．それ

は、ロータリー・クラブでの

枕会奉仕活IMIは、ロータ

リー・クラブの会貝に端(ｔ

のiUlI純を施すために考えら

れたいわば研究室の実験と

してのみこれを見るべきで

あるからである。（２３－３４，

２６－６，３６－１５，５１－９、66-49）

なり「難であっても、クラブ

がその遂行に対する責任の

全部または一部を負うⅢ意

と近忠のない限り、その後

援をしてはならない。

c）ロータリー・クラブが奉仕

活1,1を泄ぷ場合に宣伝をそ

の主たる|量I懐としてはなら

ないが、ロータリーの影響

力を拡大する一つの方法と

して、クラブが立派に遂行
したｲ『銑なＰＩＦ業については

正しい広縦が行われるべき

である。

｡）ロータリー・クラブは、仕ＴＩＦ

のik極を避けるようにする

必要があり、総じて、他に機

’111があり、それによって既

に立派に行われている１１i:業

に恥りlI11-ようなことをし

てはならない。

｡）ロータリー・クラブの奉仕

活1ＫＩＩは、なるべく現存の機

IHIに協ﾉ｣する形で行うこと

が瓠ましいが、現存機関の

役Mliや能力が目的の遂行に

不|･分である場合には、必

要に応じ、新たに機関を設

ける二とにしても差し支え

ない。ロータリー・クラブと

しては、新たに砿複した機

llllをつくるよりも、現存の

機ＩＨＩを活川することのほう

が瓠まい､ｏ

ｆ）ロータリー・クラブはその

‐ﾘｰﾍﾞての活動において、宣

伝打として優れた働きをし、

多大の成功を収めている。

ロータリー・クラブは地域

社会に存在する１冊】題を見つ

け出すことはしても、それ

がその地域社会全体の責任

にかかわるものである場合

には、llulIlでそれに手を下

すような二とはしないで、

他の人々にその解決の必要

社会奉仕に関する１９９２年の声明

1992年規定稀鍍会は、社会本(l:に111Ｉ

する次のjIirIlllを採択した(国際大会決I雛

23-31、以後改正されたものとともに使

川さるべきものである）：

ロータリーの社会奉仕とは、ロータ

リアンひとりひとりの個人生活、、１１F雄

生活、社会生活に奉仕の理想を適)Iけ

る二とである。

この恭仕の理想を実行するに当たつ
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ては､各ロータリー・クラブが多彩な社

会奉仕活1KIIをⅢl発して、多くの会貝に
よる奉仕活11111に鍬かしい機会を与えて

きた。ロータリアンの心構えとして、ま
た、社会辮仕活11111に1H1するロータリー

の方針をlﾘl確にするために、その原j1II

は次のようにまとめられる。、

社会奉仕は、ロータリアンひとりひ

とりが｢超我の奉仕｣を実証する機会で

ある。地域に住む人々の生活の侭を商
め､公共のために奉仕することは､すべ
てのロータリアン個人にとっても、ま

たロータリー・クラブにとっても献身

に航することであり、社会的責務でも

ある。

この桁ⅡIに立脚して、各クラブに対

し次のように勧奨する：

１）地域社会における奉仕の機会を

定期的に洲在し、各クラブ会口
に地域のニーズを検討させるこ

と。

２）社会奉仕プロジェクトを実施す

るに当たっては、会員の得意と

する職業上の能力や趣味の力を

生かすこと。

３）どのようにささやかであって

も、あらゆる社会奉仕活動が亜

要であると腿議したうえで、地

域のニーズを汲み、地域内のク

ラブの立場や力fitを勘案してプ

ロジェクトを始めること。
４）各郁社会奉仕活､iを秩序立てる

ために、ロータリー・クラブが

提IMIするインターアクト・クラ

ブ、ローターアクト・クラブ、

ロータリー村落共同隊、その他

のグループと緊密に協力するこ

と。

５）国際レベルのロータリー・プロ

グラムと活岫を通じて社会奉仕

プロジェクトを強化する機会を

砿粥すること。

６）社会水仕プロジェクトの実行に

当たっては、望ましく、また、実

現可能な'111り、必要とされる資
金や人脚.の促供までも含めて、

地域社会にも参加を求める二
と。

７）社会辮仕の目標を達成するため

に、ＲＩの方針に沿って他、体と

協力すること。

８）社会奉仕プロジェクトが一般社

会の人々に十分認められるよう

にすること。

９）社会奉仕活動において他の団体
の協同参加を促進する触媒とし

ての役割を果たすこと。
１０）もしそれが適当であるならば、

公共組織、奉仕団体、その他ｉｌｈ
ｍ体に、継続中のプロジェクト

を委譲すること。そうすれば、
ロータリー・クラブは新プロ

ジェクトに携わることが可能と

なる。

ＩｌＩは、ロータリー・クラブの迎合体

として、社会奉仕のニーズや活iIillを伝

え､広め､かつロータリーの綱倣を樅逃
し、参加を望むロータリアンやロータ

リー・クラブ､地区の力を結梨すれば役
立つと思われるプログラムやプロジェ

クトを適宜提案する責務を負っている。
(92-286） 

クラブと地区の

社会奉仕活動への参加

(ParticipationinConmunityService 
ActivitiesbyCIubsandDistricts） 

地域社会のニーズに対して、政府お

よび民1111のiilf団体が活mljしているが、

しかし、ロータリー・クラブやロータリ

アンが地元地域社会において効来的か

つiK複しない奉仕を引き受ける各１１Kや

りがいのある機会が依然として存在す

る。効果的な社会奉仕をする坐礁とし
て、ロータリー・クラブ会長は、人１１１１蝉

1K、地域発展、環境保全、協同奉仕、の
社会恭仕小委員会の委員を務めるロー

タリアンを任命するよう奨励されてい
る。この小委貝会は､次のことを行うよ

う要ｉ１ｌ１されている：

ｌ）地元内のそれぞれの地域の特定

の相対的状況を総合的にilMiIf、
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るのを奨励し、プロジェクト１Ｍ

発策を交換するために、地区レ

ベルのRVC会議を組織する。

５）プロジェクトと人材、情報のNHI

礎を図るため、ロータリー・ボ

ランティア、環境保全ぃ世界社

会奉仕などの他の地区委員会と

の委員会Ⅲ交流を密にする。’
６）アイディアを交換し、プロジェ

クトを推進するために、地区大

会や地区協鍍会その他の会合に

おいて、またはその前後に、ク

ラブ社会奉仕委員長の地区レベ
ルでの会合を組織する。

７）１W報を分かち合ったうえで、ク

ラブの目標を設定し、ロータ

リー以外の地元の奉仕団体とク

ラブ社会奉仕プロジェクトとの

１１１１で協力できる分野を探す。

８）ガバナー月信で広報するため

に､クラブ社会奉仕委員長に↓成
功を収めた社会奉仕プロジェク

トについて定期的に報告するよ

う要諦する。さらに、出版物に
掲赦される可能性もあるので、

ＲＩにも報告する。

９）地区およびゾーンの会合で、優

れた社会奉仕プロジェクトを展

示する。

1o）地区規模の社会奉仕活動を組織

する。(89）

分析し、地域社会のニーズを確

認する；

2）地域社会のニーズを見いだすた

めに個人的、また職業上の立場

を生かしてクラブの区域内を探

り、社会奉仕委員会の調査、分

析をhli足、弧化するよう個々の

クラブ会瓜に勧める；

3）他の地域団体との会合を、所定

の方針に合致して行うことがで

きる期合、そのような会合を冊

き、緒し合いと意見の交換をす

る；

4）地域社会のニーズに積極的に関

心を示し、これに梢通している

ことを会員候補者週考の－要素

に含める｡(63,90）

妃

地区社会奉仕委員会

(ＤｉｓｔｒｉｃｔＣｏｍｍｕｎｉｔｙＳｅｒｖｉｃｅ 

Ｃｏｍｎｉｔtee） 

すべてのガバナーは、地区社会奉仕

委員会を識趾するよう奨励されている。

この委員会の役劉と責務は次の通りで
ある：

１）クラブが取り上げるとよいと思

われる地区内の新しい傾向、論

点、または、新しい問題を探す

のを援助する。

２）成功を収めた社会奉仕プロジェ

クトについて識減し､クラブ･プ
ロジェクトの強化に役立つロー

タリー・プログラムや強調事項

に関する慨報を提供するために

地区内クラブをiMi問する。

３）クラブ社会奉仕委員長が責務を

遂行するのを奨励、補佐する。
４）適切であれば、クラブがロータ

リー村瀞共同隊（Rotary

VillmlgcCorps--RVC)を結成す

特に関心の高い社会奉仕活動

(CommunityServiceActivitiesof 

SpecialInterest） 

琿境保全

1992年規定審議会は、クラブとロー

タリアンに対して、環境保全に協力す

るよう奨励するために次の決離を採択
した。

国際ロータリーは次のように決鍍す

る。国際ロータリーは､加盟クラブに対

して､必要股低限の生活条件を商め､地

球が人緬に好ましい場所として生き戎

ることができるようにし、さらに社会

第２部一プログラム 8３ 
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奉仕および111:界社会奉仕プロジェクト

において原境保全および改善に並点を

樋くよう、奨励す-ろ。クラブは、こうし

た1F実に対して、政府、地域､産業界の

注意を喚起できる立場にある。

さらに、凹際ロータリーは次のよう

に決雛する。嚥境保全を目指し､絶滅の

危機に瀕するmIliIi物を係iMMiする行動を

支援するのは、ロータリアンひとりひ

とりのjli勝であると｡(92-287）

1995年瀞雛会は、安全な水の供給を

援助しているlJl体の支援を奨励する次
の決離を採択した：

RIZI11F会は、安全な水の並要性を腿

議して次の二とを決般する。容易で持

続可能な技術を使って、住まいから比

較的近い場所で人々に安全な水を供給

する力になることを、すべての地区や

クラブに対して奨励する。（O5-l65）

5）地域社会、国、世界に影騨を'ｊ
えている緊急の環境問題につい

て全ロータリアンの理解を深め
る。（90）

RlJ111nII:会は､＿クラブが環境改神を｡必

｡l2jIi進できるようにプロジェクトの影

い殿境保全プロジェクートを計IijiL、ｊｌＩ

域Ⅱ:会において環境に優しいＪＩＦ難111行

をｌｌＩｌ樋し、われら,の天体､地球の保全プ

1.グラムという目標遂行のために．ＩＩＪ

1k噺境保全デーを道奇するよう奨励ざ

ｵしていろ。（95）成功を収めた環境保全

プロジェクトの例や、クラブがプロ

ジェクトを始めるに当たって役立つｲ,・
統な'１１(報を収めた資料がI<111F務jiijから

人手できる。

職字率の向上
われらの天体、地球の保全プログラム
地球の現在および将来の住人がバラ

ンスよくビI然の恵みを受けられるよう

に地球、その土塊、水、大気、その他の

天然賛源を守らなければならない。わ

れらの天Ⅱ[、地球の保全プログラムの

目的は、ロータリアン、クラブ、地区、

RIがこぞって、世界規模のこの緊急の

ニーズに注怠を災『|'することである。
このプログラムの目標は：

ｌ）環境に優しいライフ・スタイル

を災賎するよう回一タリアン

に、また、ロータリアンを通じ

て他の人に奨励する；

２）クラブと地[五が遂行する環境保

捜プロジェクトの数と種類を1ｍ

や1-．唖境保全についてのクラ

ブllllの協力を奨励する；
３）ロータリーのすべての奉仕プロ

ジェクトに環境保全関連の要弗

を細み入れ、このプログラムの

Ｍ的に沿ったものにする；
‘l）ロータリー・クラブとロータリ

アンが環境保全に関心をもち、

猟境保全に献身しているという

ＩＵ:界的イメージを育成する；

R］jMDlF会は、７月を「iMli字率Iiilj鷲）

llllに桁定した｡（97）

薬物濫用およびアルコール過飲防止

RIFl1]IF会は薬物濫用およびアルコー

ル過飲防11:について次のjHflﾘlを採択し
た。

RIJJ11plF会は、

Ｉ）薬物濫川とアルコール過飲は、

llljILのほとんどあらゆる地域社

会に広がっている間脳である；

２）この破壊的性格は、本人のみな

らず、家族、地域、図からも身

体的、↑IWlll的、経済的力を10；い
去る；

３）jLjMW:会を些盤とするプログラ

ムの意繼は、薬物濫用およびア

ルコール過飲の効果的な１町１１:jiY

として､正しい価値観を救え､特

い人に自蝉心を植え付ける；

‘I）Ｊ１Ｉ１解推進および防止プログラム

は、地元の問題に対処できるよ

うilI･面されなければならない；

と蝿`紬して、クラブが､必要に応じて行

政機IHIや非政府団体と協力して次のiiF
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プロバス・クラブまたは同種の

lZIl体の奨励；
健康管理のサービスの手記；
Ｗｉ神衛生にＩＩＬIするプロジェク
ト；

交ｊｍのuiなどの提供；

(髄居のニーズに取り組むプロ
ジェクト；

生涯教育の機会の提供；
財務についての相談；
'1ｔ代llllのずれに橋をかける活
MII； 

レジャーの機会の提供。（85）

3） 勅を災施するのを承認､支援している：
】）地域の薬物濫用およびアルコー
ル過飲防11:プログラムに関して
クラブ会11と地域依氏の理解を
深める；

２）ｉＩｉ少年を対象に正しい価値観と
Ｉﾖ螺心の行成を中心とした薬物
濫用とアルコール過飲防止プロ
グラムを実施または支援する；

３）薬物濫川およびアルコール過飲
について家庭に基雛を慨いた治
療プログラムを支援する。（92）

,l） 

5） 

ｊ
ｊ
 

６
７
 

８） 

９） 

10） 

11） 

メインターアクト｡す ロ_

エイズ教育

ロータリー・クラブは、適切であれ

ば、公的保健機１１８１や非政府剛体と協力
して、エイズ教fifと予防について会員
および地域社会の理解を深めるよう奨
励されている。ロータリー・クラブは、
ｴｲｽﾞへの理解を深め|可時に地域で受
け入れられる範l川内で供述かつ良識を
働かせながら、エイズ教育と予防プロ
グラムに漕手または支援しなければな

らない。（92）

励されている。（96）

平和な都市づくり

ロータリー村落共同隊

(RotaryVillageCorps-RVC） 
ＩｌＩＥＭﾘﾄﾞ会は、ロータリー村群共同隊

の目的と目標について吹のjIrIﾘIを採択
した：

ＩＭＩ迂r、全世界に及ぶものである‐

飢餓･ホークリエーション施i没の欠如

目的．・

地域社会の生活状態を改糠し、生き

る喜びを高揚することにある。その目
的を述成するために、地域社会や同胞
に対する恭仕のﾈﾙ'''１をもって活!IHIする
ことを通じて次のI:I標に武畝するよう

地域他氏に奨励弓１－るものである。

るものではない姉（96）

高齢者への心づかい
ロータリー・クラブは、地元のニーズ

を汲み取った後、ini齢祈のための次の
ような活動を一つまたはいくつか突施
することに考幽を払うよう奨励されて
いる：

］）引退についての研修または立案
プログラム；

２）引退後のｊｉｉｌｌｎの機会を見つける
こと（ボランティアおよびパー

トタイム）；

目標

１） ＩＭＩ人が各脚の村、隣村、あるい
は他の地域社会の改溌を図るこ

とに責任をもって活1libするよう
奨励する；

８５ 
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２）あらゆる有用な業務の騨厳と真
価を認識し、そして；

３）生活の質の向上を図るため自主

自助の活動と協同活動を実施
し；

４）地元の文化や地域社会の状況下
において、人間の能力を最大限

に発椰するよう奨励する。(85）

各ロータリー村落共同隊は、鮮良な

る性格と指導者としての素質を備えた

少なくとも10人の成人によって撫成さ

れるものとする。ロータリー村落共同

隊の所在する村または地域社会に居住、
就職、勉学中の男女なら誰でも隊貝に
なれる。(85,91）

ロータリー村落共|可隊とＬ>う名称が

会のプログラムに参加するよう招待す
るロータリー・クラブおよび地区大会

は、起こりうる法律上の責任に対しク
ラブないし地区大会を保護するために、
十分な旅行傷害保険および責任保険に

加入すべきである。

ロータリー村落共同隊の結成

結成､認証の資格要件として、各ロー

タリー村落共同隊は、ロータリー村落

共同隊指針、さらに、ＲI理事会の以後
の改正もすぺて自動的に採択するもの
とする。各ロータリー村落共同隊は、
ロータリー村落共同隊指針およびRIの

定める方針と合致した細則を採択する

ものとする。このような細則は、提唱

ロータリー・クラブの承認を受けなけ

ればならない。

ロータリー村落共同隊は、次の条件
の下に、二つ以上のロータリー・クラブ

によって､結成､提唱されることができ
る：

Ｉ）ガバナーが、慎重に考慮した結

果、地区と関係ロータリー・ク

ラブ、ロータリー村落共同隊プ

ログラムに対する最大の利益が

共同提唱によりもたらされるこ

とを文書により表明し、承認を

与えること。

２）推薦されるロータリー村落共同

隊隊員は､各提唱ロータリー･ク

ラブの区域限界内よりそれぞれ

相当数選出されること。
３）個々のロータリー・クラブの提

唱により、燗々にロータリー村

落共同隊を結成することが、原

則であるが、ロータリー・クラ

ブが個々にロータリー村落共同

隊を結成すると地域社会内にお

ける単一のグループを人為的に

分断するような結果を招くおそ

れがあること。

４）各提唱ロータリー・クラブから

効果的に代表者が送り出せるよ

うな合同ＲＶＣ委貝会を設立する

こと。

不適切な場合、「ロータリー地域奉仕共

伺隊ｊという名称を使ってもよい｡(95）

ロータリー村落共同隊は、名称の後に

『(名称)ロータリー・クラブ提唱』と記
すものとする。(86）共同隊隊員は、提

唱クラブの会員であってはならないし、

また準ロータリアン、あるいはロータ

リアン候補者とみなしてはならない。

ロータリー村落共|Ｔｌ隊の徽章は隊員
の専用と便益のために保全されなけれ

ばならない。各隊員は隊員身分を持続

中､品位ある適正な方法で､徽章を着用

し、あるいはその他の方法で展示する

資格を与えられている。この資格は隊

貝身分の終結、または共同隊の解散の

ときをもって消滅するものとする。

ロータリー村落共同隊は、ロータ

リー．クラブにより結成、提唱され、そ

の指導と助言を受ける。ガバナーの確

認後､ＲＩの認証を受けて設立される；他

の方法によっては、共同隊を設立する

ことも継続することもできない。提唱

ロータリー．クラブが引き続き提唱し、

ＲＩが引き続き認証しなければ、ロータ

リー村落共同隊は存続できない。提唱

ロータリー・クラブは、ＲＩの定める枠

内で、ロータリー村落共同隊を結成し、

以後、指導助言をする責務を負う。
ロータリー村落共同隊隊員をロータ

リー．クラブ並びにロータリー地区大
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活動とプロジェクトの方針に従うもの
とする。

ロータリー村落共liill球は次の場合に

解散する：

１）ロータリー村落共同隊指針に従

わないという理由、または他の

理由でＲＩによって

２）提唱ロータリー・クラブが提唱

を撤回することによって

３）クラブ自身の決断と決定によっ

て。

ロータリー村落共同隊プログラムの資

金調達

ロータリー村落共同隊の納付金、会

費または分担金は、ごくわずかとし、共

同隊の運営費を賄えるだけの金額とす

る。ロータリー村落共同隊が企てる活

動およびプロジェクトの資金は、会費

または分担金とは別に、調達すべきも

のとする。財務について、毎年１回、有

資格者による徹底的監査が行われ、隊

員と提唱ロータリー・クラブに報告さ

れなければならない。

共同隊レペル以上の

ロータリー村落共同隊組織

ガバナーは、ロータリー村落共同隊

プログラムの地区レベルでの推進と運

営の責務を地区社会奉仕委貝会に委任

し､地区社会奉仕委員会内にRVC小委貝

会を設置するよう要請されている．こ

の小委員会は、委貝の継続性を図り、地

区内のRVC提唱ロータリー．クラブに具

体的支援と指導を提供するものとする。

(89,91） 

ロータリー村落共同隊隊員の指導者講

習会

ガバナーは、ＲＩに費用をかけずに、

RVC指導者のための指導者キャンプま

たは会合を開催するよう要請されてい

る。その目的は、指導力、スピーチ、コ

ミュニケーション、IWCプロジェクトの

企画･実施､その他ロータリー村落共|ドリ

隊プログラムの目標推進に必要なこと

を隊員が身に付けるように指導するこ

とである。（86）

地区レペル以上の

ロータリー村落共同隊の活動

ロータリー村落共同隊が地区レベル

以上で企画するすべての会合、プロ

ジェクト、活動は、第２章「地区」で、

RI理事会が定めている多地区合同奉仕
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第７章国際奉仕(InternationalService）

国際奉仕の目的

(ThePurposeoflnternational 

Service） 

ロータリアンのあいだに、また、一般

の人々のあいだに理解と態意をはぐく

むことが、ロータリーの|刊際奉Ⅱ:の明
確な任務である。(51）

よう助力すべきである。このような11ｔ

論は､必然的に、あらゆる同の人々のあ

いだに国際理解と親善を増進しようと

する政府の政策に影響を及ぼすであろ
う。

世界に目を向けるロータリアンは：

ｌ）愛阿主漉にとらわれず、自分が、
国際理解と親善と平和を推進す

るという責務を共に負っている

ものとみなす。

２）国家的または人械的催越感に
よって行動しないようにする。

３）他国民と協調する共通の基盤を

求め、これを育成する。
４）思想、言論、集会の自由、迫害
と侵略からの解放、欠乏と恐怖

からの解放を享受できるよう

に、個人の自由を守る法律と秩
序を擁護する。

５）どこかが貧困であれば、全体の

豊かさを危うくすると認織し、
あらゆる国の人々の生活水準を

高めようとする措慨を支援す
る。

６〉人顛に対する正義の原則を高く
かざす。この原則は基本であり、
世界的なものでなければならな

いと認識する。

７）国家間の平和を推進しようと常
に努め、この理想のためには個
人的犠牲を払う覚儒をする。

８）実践されれば、必ず豊かで充実
した人生をもたらす､倫理的･桁

神的基本水準が存在すると認識

しながら、国際親謹の一歩とし
て、あらゆる他の人々の信念を
畷解する心をかき立て、これを
実践する。(51,53）

国際奉仕における

ロータリーの基本方針

(ＢａｓｉｃＰｏｌｉｃｙｏｆＲｏｔａｒｙｉｎ 
ｌｎｔｅｒｎａｔｉonalService） 

ロータリーの国際奉仕の目指してい

ることは､奉仕の第《l部門に表現されて

いる；すなわち、「奉仕の理想に結ばれ

た、事業と専IMI職務に携わる人の世界

的親交によって、国際間の理解と親善
と平和を推進する｣。（RI定款第４条；標
準定款第３条）自由、正義、真実、宣誓
の神聖､人権尊重は、ロータリーの原則
に本来備わっているものであり、また、
国際平和と秩序の維持および人類の発
展に不可欠である。（51,53）

国際奉仕は､概念上､次のような四つ
の一般的分野に分類できる：

ｌ》世界社会奉仕活動；
２）国際レベルの教育および文化交
流活動；

３）特別月間と催し；
４）国際的な会合｡(85）

個々のロータリアンの責務
(Responsibilityofthelndividual 
Rotarian） 

ロータリアンは､それぞれ､奉仕の第
`l部門に込められている理想の達成に
寄与するよう期待されている。各ロー
タリアンは、自国の忠実かつ勤勉な市

民となるよう期待されている。各ロー
タリアンは､場所を問わず､個人として
尽力し、視野の広い世論をつくりだす

ロータリー・クラブの責務

(ResponsibilityoftheRotaryClub） 
ロータリー・クラブは､政府や||上界間
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題あるいは国際間の政策に影響を与え

るような団体行動をとってはならない．
しかし､個々の会員に対して、事実をわ
きまえた建設的な心榊えをもつよう奨
励しなければならない。

ロータリー．クラブで､対論会をlⅢ催
して、公共の問題を論じても差し支え

ない｡但し、そのような場における一巡
の描世は､奉仕の第４部'111を助長するも
のでなければならない。もし論争点の

ある場合には、双方の主張が十分に発

我されることが肝要である。
Ｒｌの方針としては、ロータリー．ク

ラブが核時代や貿易などの国際問題を
公平な立場で討論するプログラムを退

けるものではない。これらの問題は、ＩＦ

和の追求という範囲内において真剣に
考え、対雛するのにふさわしいテーマ

である。(84）

ロータリー．クラブにおいて同際的
な捻題を取り上げる場合、論者に他国

の国民を攻撃しないように注意してほ

しい。また会合において表明された

個々の論者の意見に対しては、ロータ

リー．クラブは必ずしも貨任を負うと
は限らないことを明らかにしておかな

ければならない。

ロータリー．クラブは、国際問題に|Ｈ１

係をもつ特定の計画に'１１Ｉするいかなる

決議をも採択してはならない。ある図

のクラブから他の国のクラブ、国比あ

るいは政府に対して何らかの行動をと

ることを要望してはならないし、また、

特定の国際問題の解決に111Ｉする計ilIli案
や意見書を配布してはならない。

ロータリー．クラブが存在する１N家

、の関係が緊迫している場合には、怨

意や誤解を燗すことがないように、IHI
係国および他の国々のクラブは、細心

の注意を払わなければならない。（５１，
５３） 

ロータリー．クラブとロータリアン

は、なお－１Ｗの努力をして、世界中の

人々のあいだに理解と親善を奨励・助

災するよう要硝されている￣常にＲ'の

所定の方針を守ること、また、誤解を生

じ､悪意を生み､平和達成と維持への努
力を後退させるような行動、発言、通
信､文瞥は､鰯閉することなく避けるこ
と(節1章の「ロータリーと政治」の項
と第３章の「地域社会、国家、国際問題
の方針」の項と標準定款第１１条を参
照)。(73）

国際ロータリーと国際奉仕

(ＲｏｔａｒｙＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌａｎｄ 

ｌｎｔｅｒｎａｔionalService） 

ＲＩは、さまざまな見解をもつ多数の

国に存在しているロータリー・クラブ

によって構成されているのであるから、
RIは、政治問題に関し団体行動をとっ

たり、団体声明を発表してはならない。
とはいえ、ＲＩは、世界各地の加盟クラ

ブを通じて、国家間の平和の基礎とし
て人々のあいだに国際理解と親善を鼓

舞・育成している｡(51,53）

国の法律、憤習に対する批判

(CriticismsofLawsandCustomsof 

aCountry） 

ロータリアンのあいだに、理解と親

善を促進するに当たって、ある国にお

いて非合法とされていることが他の国

においては合法である場合が多数ある
こと、また、ある国において慣習となっ

ていることが他の国においてはそうで

ない場合もあること、を認めなければ

ならない｡従ってロータリアンは､他国

の法微や慣習を批判したり、干渉する

よう左ことを慎まなければならない。
(32） 

世界社会奉仕

(WorldCommunityService--WCS） 
WCSプログラムは、国際奉仕に属す活

動である。ロータリアンは、二のような

活Mijjを通じて、人々の生活を改蕃し、
人々のニーズに応えるプロジェクトを

実施する。そして、物質的、技術的、専
門的援助を通じて、国際理解と親善を

推進する。（85）
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目標

ｌ）援助を必要としている人々の生

活の質を、ロータリーの国際奉
仕を通じて、商めること。

２）異なる国のロータリー・クラブ

と地区が協力して国際奉仕プロ
ジェクトを遂行するのを奨励す
ること；

３）援助を必要とするプロジェク
ト、それに援助を提供したいと
いう申し出についての情報交換
の機会を効果的に提供するこ
と；

４）国際規模の1111発や文化上の問題
について、さらに自主自助のプ
ロジェクトを実施する重要性に
ついてロータリアンの理解を深
めること；

５）ＲＩと財団の１１M係プログラムと強
調｡ＩＦ項の参力Ⅱ者にWCSプログラ
ムの提供するサービスを利用し
てもらうこと；

６）ロータリー財団その他からＷＣＳ
プロジェクトに授与される補助
金についてロータリアンに知ら
せること；

７）ＷＣＳの成功談を他のロータリア
ンに伝えること；

８〉国際理解、親善、平和を育成す
ること（93）

WCSプログラムは、次の活励を含む。
１）ＷＣＳの機会と活mljを通じてロー
タリーの国際奉仕の目標を広く
知ってもらうようにすること；

２）ＷＣＳプロジェクト交換室の推進
と活用；

３）適切であれば、地区レベルとク
ラブ・レベルにおいて国際奉仕
委員会とロータリー財団委員会
との協力を推進すること；

４）ＷＣＳ活動を含む国際奉仕の牽引
車として国際共同委員会を拡張
すること；

５）災害救援プロジェクトの支援を
推進すること；

６）２月２３nの「世界理解と平和の

日」の推進；
７）ＷＣＳプロジェクトを寄贈品と奉
仕活動で援助するための現物拠
出１W報ネットワークの活用；

８）ＷＣＳプロジェクト実施の財源と
して世界社会奉仕カール・ミ

ラー助成金と同額補助金を使う
こと；

９）国際奉仕プロジェクト諮問委員
会(IPACs)がWCS活動の有益な
价組となっている地域において

は同委員会の目的と業績を推賞
すること；

１０）国際ボランティア奉仕など、
ＷＣＳ活動にロータリアンを直接
参加させること。（85）

地区とクラブはWCS小委員会を含む
国際奉仕委風会を設皿するよう推奨さ
れている。その目標は､理解を深め､迦
絡を匝結させ、あらゆる種類の国際奉
仕の潤任系統を明砿にすることである。
(85）クラブ会長とガバナーは、WCS小
委員会委員長を､適切であれば､社会奉
仕委員会の職樋上の委員に任命するよ
う奨励されている｡(88,90）
WCSまたは国際奉仕プロジェクトが、

３地区以上のクラブを含むと思われる
場合、第２繭の「多地区合同活動」の項
に記峨されている方針を参照しなけれ
ばならない

地区WCS委員会または小委員会は次
のことをしなければならない。
】）地区内のすべてのロータリー・
クラブに､他国のロータリーク

ラブとWCSの提携をするよう奨
励すること。この提携は、地区
ＷＣＳ委員会を通じて調整するよ
う奨励されている；

２）地区内各クラブとの定期的接触
および地区の諸会合並びに都市
迎合会等を通じて、ＷＣＳプログ
ラムに対する理解の増進を図り
参加を推進すること；

３）他国のロータリー・クラブから
ＷＣＳの援助を受けることができ
ると思われる地元のニーズを兄
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つけるよう地区内のクラブを激

励すること；

‘1）地区内のクラブから報告されて

いる実施中のＩＣＳプロジェクト

を審査し、それをガバナーに報

告し、被当すれば､WCSプロジェ
クト交換室にプロジニクトを益

録するよう力を貸す二と；

５）ＷＣＳ活Iillのために提供可能な地

域社会IAlの援助資源を探し1111―

よう地区Iノリクラプを将励するこ

と；

６）ＷＣＳを地区内のすべての関係報

道機11M（ロータリーとの関係の

有無をllIlわず)に発表すること；

７）地区規模のNCSプロジェクトを

実施すること；

８）地区内のwcs活inljの記録を取り、

定期的にガバナーおよび世界本

部へ報告すること；
９）金銭は、Ⅱ上界本部から送金する

ので、ＲＩを受取人とし、エバン

ストンの世界木部に送付するよ

う奨励すること。(88）

地区やクラブから特定のNCS活動に

関して協力や援助を要ＩＨＩする場合、－

つまたは限られた数の地区かクラブを

対象とするならば、配布に閥する一般

規定に課されたililllIu条項に制約されな

い｡(66）

れた情報はMCSプロジェクト交

換一覧表によって公表される。

wcsプロジェクト交換一覧表は、

年２回発行され、ガバナー、ガバ

ナー・エレクト、地区UCS委且

長全員に送付する。

２）NCSプロジェクト交換を支援し

たいクラブは、プロジェクト交

換情報要iiUilﾄﾞ式を提出する。こ

の書式に、クラブが提供できる

援助の郁蛾や希製地域を記入し

て提１１Iする。これを受理した世
界木部からは、支援したい分野

に沿って一つまたはいくつかの

プロジェクトについての情報が

送られてくる。柵報を要諭した
からといって、そのクラブが

ｗｃｓプロジェクトを引き受ける

挺務を負うことにはならない。

ガバナー、ロータリー・クラブが、

ロータリーに合致したⅡ的と活lIMlを掲

げる他剛体と協力するのは妥当と思わ

れる。但し、このような協力がNUSの実

施に著しく役立つ場合に限られる｡(85,

88>(第３章の「国際ロータリーと他団

体との協力」の項と本歳の「災害救援」

の項を参照のこと)。

現物拠出情報ネットワーク

呪物拠出1W報ネットワーク(1)｡nation-
in-kindInfblmatjonNetwDrk-DIN）は、

NCSプログラムの中の推奨されている奉

仕活動で､現物を:llf1IiVしようとするロー

タリアンと、その器lMOWjを活用できる
ロータリー・プロジェクト(または他の

プロジェクト)とを結び付ける情報シス

テムを提供することである。主として

l)１１擁途上国のプロジェクトがこの寄附
品を利用できる。（85）

このシステムのl]標は：

１）NCS活1111】を支援して、寄lMj品や

サービスを提ＩＩＬしようとしてい

るロータリアンに、その申し出

を広報する機会を提供するこ

と。

２）ＷＣＳプロジェクトへの援助を必

世界社会奉仕プロジェクト交換

Ｍ事務局は、提Iｕロータリー．クラ

ブ、ローターアクトクラプ、インター
アクト・クラブ、ロータリー村瀞共|河1隊

が援助を要iWlしているｗｃｓプロジェク

トの「登録」を雌ｉｉｉしている。ロータ

リー．クラブは2j、りの方法でこの縦録
を活用することができる：

，）社会恭仕プロジェクトに援助を

求めているクラブは、プロジェ

クトの詳細をプロジェクト交換

資料澁式に妃入して提出でき

る。このi1ﾄﾞ式は、ガバナーと地

区wCS委瓜会委貝長を綿て'１t界
本部に送付する。瞥式に記入ざ
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界中に伝達され、地元と海外のロータ

リアンに、この念瓢に応える機会を礎

供している。〈第ユボの人道的な国際プ
ロジェクトのための同額補助金の項の
｢災害救援補助金」も参照のこと）

要としているロータリアンの援

助源を切やすこと。

3）ＷＣＳプロジェクト交換を効果的
にNi足し、ｗｃｓ活動全般を支援

し、全ロータリアンの情報源と
なること。（88）

人道的援助と設備に対する要綱
(RequestsforHumanitarianAidand 

Equipment） 

ＲＩには、人道的援助と般倫を提供し

ている各種運動への支援要舗が各菰団

体から寄せられてくる。人道的援助と
設伽を提供している各柧述励の推進を

手がけている機1111は数多い。このため、
また、このような迦動が絶えず多数生
まれているため、ＲＩは、このような遮
弧１Jと提携しない。ロータリー･クラブは

自治楠をもっているのであるから、こ
の瓠の問題について、自己の希望する
措腿を榊じて差し支えない｡(42）

世界社会奉仕人材ネットワーク(World
CｏｍｍｕｎｉｔｙＳｅｒｖｉｃｅＲｅｓｏｕｒｃｅｓ 

Network） 

止界社会奉仕人材ネットワークは

の阿際奉仕プロジェクト実施を進んで

飢餓救済(AlleviationofHunger）
Ｒｌ理JIF会は、飢餓救済に111ＩするＲＩの

姿勢について淡の声明を採択した。
ＲＩは、次のことを翻鐡している；
１）飢餓救済という目標は雌優先し
なければならない；

２）この点につき、児愈、母親、高
齢者は、特に、弱い立場にある
ので、ここに主として関心を注
ぐ；

３）飢餓との闘いは、世界中の人々
の共通の責務である；

４）既存のプログラムのレベルアッ
プを図ることで飢餓と栄養不良
をかなり減少できる；

５）飢餓と栄養不良というllllllLiは、
１Ｍ:界理解と平和をＨ指すうえ

で、社会的、政治的に非術に大
きなＩＨＩ題である；

６）世界社会のliil意と支援を得るた
めに、一般社会の人Arを勘瓜す
ることが必要である。

従って､RIは､10年１１１１(西暦1991-
2000年八次の四つの１ｺ機をかなえるた
めに努力するよう奨励し支援する：

(96.97） 

災害救援(DisasterReIief）
災害救援活libに関して、被災地の
ロータリー・クラブが、被災者のさし
迫ったニーズをかなえるプログラムを
組織し、救援のための寄付を他の人々
から進んで受け、これを管理すること
もまれではない。クラブの関心も高い
し、ロータリー・クラブやロータリアン

の災害救援活1IMIの価値は明らかではあ
るが、ＲＩ理］ＩＦ会に申請し、承認を得て
初めて、クラブまたはクラブ･グループ

は､他のロータリー・クラブまたはロー
タリアンに文排を配布し、災害救援に
関し財政援助ほかの支援を求めること
ができるのである。（80-115）

災害の急報システム

被災地のガバナーの要鏑により、ＲＩ
は､被災ｲｶﾞ報に加えて､被災によるニー
ズ（寄付金やボランティア奉仕または
物資拠供など）の対処方法を概説した
災符の急報を発行する。この急報は世
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解と親善を強調するクラブ・プログラ

ムと活動を実施し、世界社会奉仕を中

心としたプログラムを行うよう要舗さ

れている。（77,81）

l）肌6Kによる飢餓と餓死を救済す
ること；

2）児童の栄養不良と死亡を大幅に

減らすこと；

3）慢性的飢餓を激減させること；

`l）不十分な栄養による主要な疾病

を撲滅すること。（91）

世界理解と平和の曰

(WorIdUnderstandingandPeaceDay） 

２月２３ｐは、岐初のロータリー．ク

ラブ会合が開かれた記念日であり、世

界理解と平和のロとして遵守されてい

る。各クラブは、この日、国際理解と友
情と平和へのロータリーの献身を特に

認め、強調しなければならない｡(83）

ロータリー友燗交換

(RotaryFriendshipExchange） 
ロータリー友悩交換はRIのプログラ

ムで、国境を越えた個人対個人の交流
を通じて国際理解､親善､平和を推進す

るために、ロータリアンとその家族が

他国のロータリアンとその家族を相互
に肋間し合い、ホームステイを行うも

のである。

友惰交換には、２種類ある。一つはク

ラブ対クラブの訪問者プログラムで、
これは個々のロータリアンが他国の

ロータリアンの家庭に数日間滞在する

もので、家族を同行することもできる。
もう一つは地区対地区のチーム・プロ
グラムで、４組から６組のロータリアン

夫妻が最高１カ月間ホスト地区内の地

域社会を数カ所訪問する。ロータリア

ン夫妻の数や滞在期間は関係地区双方

の合意により変更できる。これら2種類
のプログラムはいずれも地区友悩交換

委員会が調整に当たり、ＲＩに経費の負
担をかけずに実施される。地区は、単一
職業の交換プログラム、すなわちホス
トおよびゲスト・ロータリアンが同じ

職業についているといった交換も考慮
するよう奨励されている（パンフレッ

ト、「ロータリー友梢交換の指針」（702-

JA)には、このプログラムが詳細に解説
されており、サービス・センターから入

手できる)。

国家間の迎合会

(IntercountryMeetings） 
ロータリアン麓、ロータリー･ワール
ドおよび地区および地域の刊行物に連

合会の成功例を発表することによって、

国家、の迎合会を奨励すべきである。
このような会合を行うに当たっては、

十分な注意が必要であり、かつ､必ず関
係ガバナーの承認を得て行わなければ

ならない｡(32）

国家間の連合会では、政治的性質を
もった世界問題または国際政策に関し
て決鍍ないし見解を採択したり配布し
たりしてはならない。またこれに関し

て団体行動を起こしてはならない。国

家間の連合会は、政治的性質をもった
特定の国際問題の解決のために、クラ

ブ､国民､政府に対して嘆願してはなら

ない。また、番状、演説、提案を配布し
てはならない｡国家川の連合会は､公職
に対するいかなる候補者も支持または

推蔚してはならない。また、いかなる会
合においてもこのような候補者の長所
または短所を対錨してはならない｡(69）

国際共同委員会

(IntercountryComnittees） 
２カ国以上の国のロータリアンとク

ラブ1111の交流を奨励するために、異な
る国の人々の親睦と文化川の理解を推
進するために、ロータリアン、ローダ

世界理解月間

(WorIdUnderstandingMonth） 

「世界理解月間」は特別月間として毎
年２月に実施される。同月間中、クラブ
は、世界平和に不可欠なものとして理
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として有資格ロータリアン１名を任命
しなければならない。パートナー国の

クラブや地区との連絡も、このロータ

リアンの任務となる。このようなロー

タリアンの任命に当たっては、国際共

同委員会の仕11Fに継続性を保証するた

め､最高3年の任期を与えることを考慮
しなければならない。

国際共同委口会に参加している各国
のクラブまたは地区グループでは、所

定の目標の実現に関連した活動の調整

をするために国内担当部を設慨しても

よい。各国の国内担当部は、任期３年で
過ばれた理事会が運営し、議長、瞥記、

会計各１名で柵成するものとする。

国際共同委員会を設極または承認し

たなら、ガバナーは､次のことを行って

差し支えない。

１）互いに協議し、ロータリーの綱

領をはぐくむ交換、親睦、奉仕
プロジェクトの提唱または推進

に協力する。

２）共同承認したプロジェクトの実

施に当たるクラブの指導に際

し、国内担当部のほかに、ガバ

ナーに助言、支援する地区共lri1

委員会を汝立し、同地域内の元

ガバナーや経験豊かなロータリ

アンの協力を求める。但し、連

続３年を超えて国際共同委員を

務めてはならない｡(58）

このような委員会の組織と機能は

ロータリー・クラブと地区の独立した

活動である。国際共同委員会はＲＩの財

政支援なしに､活動するものとする。し

かし、１年以上に及ぶWCSプロジェクト

などの進行中の奉仕活動を手がける委

貝会は､ＲＩの「多地区合同奉仕活動」の

方針に従わなければならない(第２章参

照）（93）

リー・クラブまたは地区は､国際共同委

員会を汝世するよう要鮒されている。
この委貝会は､ガバナーが承認し、ガバ

ナーが組織するものとする。

国際共同委員会には２ｍiの目的があ

る：

１）ロータリアンに対して、互いの

図と家庭を訪問し合うよう奨励
することによって、国際理解と

親善を深めること。

２）クラブと地区に対して、WCSまた

は他の国際的プロジェクトに_

締に参加することによって他国
のクラブと地区との提携を築く

よう奨励し、友悩のきずなをよ

り一屈強いものにすること。

国際共同委員会の機柵

国際共同委員会は、関係国に属す人

によって榊成される。この人たちには、

それぞれの国で交互に少なくとも年1

度会合を閥くよう奨励する。国際共Ｉｒｉｌ

委貝会は、ガバナーに対し顧問として

のみの働きをするものとする。(60,69）

国際共同委員会は、近隣地区または

近隣国のみに限って設慨するものでは

ない｡国際共同委員会とコンタクト・ク

ラブは、速く離れた国同士の間でも設

固できる。このような国際共同委員会

の委貝は"パートナ－，，国への訪問を考

えているロータリアンの中から指名さ

れるべきである。パートナー国のロー

タリー・クラブまたは地区の参加は、そ

の国の全クラブまたは全地区の参加を

意味するものでもないし、必要とする

ものでもない｡参加ロータリー・クラブ

と地区を明らかにしながら、このよう

な委貝会の名称に、参加国の国名を含

めてもよい。

国際共同委員会の設世

国際共同委員会の設枇が提案されて

いる場合、国際共同委員会の設世に関

心を抱く国または近接地区グループの

ガバナーは、委員会の活動を監督し推

進するナショナル・コーディネーター

趣味・職業別親睦活動

(RotaryRecreationaIandVocationaI 

FeIIowship--RRVF） 

有意義なレクリエーションまたは趣

味に共通の関心を抱くロータリアンま
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たは同一のＪＩＦ業、ＷＷＩl職務または職難

分野に屈十ロータリアンは、国際親峠

と奉仕活inljを1,-ｳｰため、親睦グループ
に参加するよう奨励されている。この
ような親睦グループは他に依存しない
で独自に活１．Ｉする。{、し､所定のロータ

リーの方針に合致していなければなら

ない。また、何らかの点で所定の方針に

反する活動とともにロータリーの名称
や徽章をこのような親睦グループが

使ってはならない｡また､費用はグルー
プが負担ﾘｰるのが条件である。（65,87）
ガバナーは地区親|臘活UMI委貝会をi没i１Ｍ
するよう推奨されている。この委貝会
は、委員長Lfhと少なくとも３名の委皿

から成り、地区Iノリクラプilllの親睦活ilill、

他地区の同緬の活lli1lとの交流、側述の

ある国際親１１釘iF1mjを担当する．（68）
国際ロータリーの認HIKを得ようとす

る趣味･職業別親雌活11リリグループは､次

の基準に合致したうえ、H1親睦活､'菱
口会とIRI理ﾘﾘ会の欺腿を受けなげｵLぱ
ならない：

親睦活iiiは：

１）十分な会11数をｲ｢し、少なくと

しないこと；

6）財政的、徴利的、あるいは、政
治的な目標を我lﾘlもしくは意図
せず、もっぱらロータリアン１１１１
の交友と親雌をjll逃することを

目的とし、かつ、その目的を遂

行する機会を紐Uliするものであ
ること；

7）共通の趣味をもつ有資格のロー

タリアンとその配綱者であれば

入会できるという国際性のある

こと。行会１１は進んで文通と協
例活動を行うことを誓約するこ

と；

8）会貝珊簿を征年改訂、蜷備して

出版し、ＲＩ１ｉ務局に送付するこ
と；

9）当ii亥親睦グループの会費を納め

た会貝が杣互交流する場を毎年

組織すること。このような場と
は、親睦グループの全メンバー

にニュースレターを送付するこ

とか、親睦グループのメンバー

の年次会合か､あるいは､親膝
にふさわしい仙の活動のいずれ

も３カFＨＩＩＤロータリアンが人会 かの形態をとる生さらに､ニュー
スレターや親鵬グループに関す

るその他のｉｎ要な配布物をＩ部

RI4鵬務胤に送付すること。
10）会員および会１１希望者、さらに

RIzlIF務liijからⅢ1い合わせがあれ

ば必ず馨える二と。RIZIF務局と

２年ＩＨＩ､迎絡を断つとその親睦グ
ループの認iIilHは取り消されるこ

と。

Ⅱ）いかなる1F|においても当該国の

法律に述反して､存在したり、あ

るいは、活１１１１Ｉしてはならないこ

と；

12）ＲＩが当該グループの存在を認め

ることは、そのグループが、ＲＩ

の趣味・職業別親睦活動プログ

ラムに参加している他の親睦グ

ループと、iWimjの推進に協力す

る点であって、ＲＩ、あるいは､ＲＩ
のいずれの地旧:、もしくはロ－

し､_趣味あるいは職業にIRIする

有益な活1Iilにおいて、共通の趣

味を抱くロータリアンのグルー

プであること；
2）少なくとも３カ国３地区のガバ

ナーの承鰡を得ること；

3）会長（または姿貝是かその他の
管理責任者)と少なくとも２人の

他の役１１がいること､そして､そ
の責価打は、ＲＩの親I騰活lli1j委しｌ

会の特別委瓜を務める意思と能

力がなければならないこと；

｡）財政的にも柵:mI1的にも､また､そ

の他の点においても自立してい

ること；

5）ロータリーの既定方針に従って

構成されて活!ＩＭＩする二と、かつ、

ロータリーの既定方針に反した

いかなる方法においても、ロー

タリーの翁称や徽蹴を一切仇ｊｌｌ
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タリー・クラブも、そのグルー

プのために法的、１１ｲ政的、ある

いは、その他の雑瀧もしくは責

{lHを負うものではないというこ

とを理解し、かつ、了承するこ

と：

lヒエレクトの氏‘iliは、出版物にタイム

リーに褐iIiltできるように速やかに邪務

総災に報告しなければならない。（85）

ＭⅥ:グループは、ＲＩに費用をfh担さ

せない、という灸IIl:で、毎年、国際大会

IIIIiIi直後の活1mjを手配するよう奨励さ

れている。（72）ＩｌＩＷＦグループは、llIの
I(ＩＷＦ委口会または委貝長の朧ｲｗ)下

に、国際大会会場の一部を、催示．広報

川に利用できる。国際大会マネー

ジャーとZlFIiiIに打ち合わせたうえ、こ

のようなブースに各稲親睦グループの

会11を配賦させておく。

13）プログラム内の特定の趣味別末

親睦グループには、魚釣り、音楽、歯

科医、投溢などの多彩な活助がある。

各fMi親|膿グループの役11巡挙につい

ては、親|騰活!H11委員奨のlIJvlを、岐低２

K'二岐ini3ｲ'二としなければならない｡委瓜
長は、避鞁年度の１１］１５１１までに、で

きれば､Ⅲ![Iiii委貝長と２端の元委貝長に

よって折私されなければならない。こ

のような指瑞は、親Ⅱ鑑グループの会11

に皿知され､郵便投票が行われる。委瓜

１１F務局は「

I鵬活動要覧」

ロータリー趣味･職難MII親

I鵬活動要覧」（729-jA)と公式名簿(OO7-

IiN)を毎年発行している。この１１１版物に
は、認定を受けている親睦グループの

主な役貝の住所氏粘が掲救されている。
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第８章新世代のためのロータリー・プログラム

(Rotary'sProgramsforNewGenerations） 

教育：

機能的識字率の向上
奨学金

青少年交換

職業研修

青少年のための職業実習
環境保全

地域社会における青少年のイメージ
・アップ

新世代のニーズに対する地域社会の
理解を深める

使命（Mission）
各ロータリアンの賞務は、年齢30歳
までの若い人すべてを含む新世代の多
様なニーズを認識しつつ、よりよき未
来を確実なものとするために新世代の
生活力を商めることによって、新世代
に将来への準備をさせることである。
すべてのクラブと地区は、新世代の基
本的ニーズを支援するプロジェクトに
着手するよう奨励されている。基本的
ニーズとは：健康、人間の価値、教育、
自己開発。

自己１Ｍ1発：

新世代のためのロータリー会雛
顧問プログラム

インターアクトとローターアクト・
クラブ

インターアクトとローターアクト・
クラブ会典の指導者講習会
ロータリー背少年指導者養成プログ
ラム

地域社会に背少年諮問審議会を汝侭
ビア・サポート・プログラム

余暇の生産的活用を助長

プログラム（Programs）

次のプログラムと活励が新世代のた
めのロータリー・プログラムを榔成す

る：

健康：

ポリオ・プラス

保健教育
児斌の早期教育

薬物濫用およびアルコール過飲防止
エイズへの理解

障害者支援

貧困に関するプログラム
飢餓問題

新世代のための月間（NewGenerations
Month） 

年齢30歳までの若い人の育成を支援
するすべてのロータリー活動に焦点を
当てるために、９月は新世代のための月
Ｍ１に指定されている。(96）ロータリー・
クラブは、「各ロータリアンは背少年の
模範」（EveryRotariananExample
toYouth）という標語を、新世代のた
めの月間中のクラブ会報や広報資料に
使うよう奨励されている｡(79,96）

人間の価値：
地域社会に人間の普通的価値を推進
家族と地域社会の模範となる
両親による指導プログラム
クラブ奉仕プロジェクトに家族を参
加させる

世代川のプログラム

人格淘冶プログラム

紛争解決プログラム

子供の椎利に関するロータリーの方
針を支援

時間を惜しみなく注ぐ

新世代のための会MH

(ConferenceforNewGenerations） 
ロータリー・クラブは､地域社会しべ

9９ 
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ルで、新iU:代が地域の指導者と関心1「
を話し合い；希剋、夢、抱負を表明し；
自分とIF化地域社会の１１;l題の解決策を
探るのためのi付総の場を提供しなけれ
ばならない。（96）新世代のための会IlKi
の目的はＪ也元レベルで､地域指導者と
若い人の対iliの場をつくることであ
る：

既ｲjfll体に接触し、あらゆる援助を与
えなければならない。青少年旛仕団体
とクラブのあるべき関係にIHIする)IｲIﾘＩ
は、I1lit榔者奉仕団体とクラブのIlll係に
も適用できる｡(79）

ロータリー・クラブと地区は、次のこ
とも行うよう奨励されている：

Ｉ）できれば、T1jQ少年l鵬1Ｆ者にイン
ターアクト・クラブに入会ﾘｰる
よう総う；

２）ｌｉ岬;者に職業相談会に参力lIする
よう艦う゜そして、この杣淡会
で、陳害をもつ労働者または「jit
l1；者とともに行動している団体
の-11に、障害者が学難終了後
どのような職業につけるかi活し
てもらう；

３）１１｢少年ﾄﾞﾎﾞ害者に、ロータリーilf
少ｲﾄﾞ指導者養成プログラムに参
加するよう誘う；

1）１１職!;者の力になれる方法を几い
だすため、地元レベル、全ＩＴＩレ
ベル、国際レベルのIIiilIF打IJI体
に接触する。そして、このよう
な剛体に接することから生まれ

た地元プロジェクトなどに陳杵
行を参加させる。(79,89）

1）澱い人がその1H1心｡IFを述べ、未
ルビの夢を明確にし、目標達成に
必要な支援を見極める機会を提
供すること；

2）地域の指禅者に対して、地域社

会のニーズを検討するときに、
若い人の参川lを奨励すること；

3）立派な地域社会をつくるのはみ

んなの尚任であるという自覚を
liltえ付けること。

子供の権利(RightsofChildren）
RIEl1ﾘﾄﾞ会は、子供の椛利に対するI(Ｉ

の姿勢について次の声明を採択した。
】）似つきやすいがゆえに、子供に
は特別な配Mdと保護が必要であ
る。

２）世界DIjのすべての国に、非術に
困薙な状況の下に生きている子

供たちがいる。
３）すべての子供たちは、平和、尊
厳、党濡、自由、平等な環境の
下に成人することができなけれ

ばならない。
国際ロータリーは、以｣このことを認

繊して、‐ﾘｰﾍﾞての子供が、十分な食糊、
住居、保仙術生、数行を受け、虐待、繋
力から守られる椛利を有することを保
証､支援する。ｌＵ:界中のロータリー・ク
ラブは、人iilt、偲条、国箭に関係なく、
すべての子供たちのこれらの権利を係
趣することに献身する。(90）

宵少年問題に取り組む

(AddressingYouthProblems） 
クラブは、犯罪に11f少年が巻き込ま

れているかどうか調べ、地元の状況に
11Mらして、１１M題'朧減に何ができるかを
決めるよう奨励されている。その際､適
切であれば、ローターアクトとイン

ターアクト・クラブの援助を求める。
(82）クラブと地区は､できる限りの下
段をj、じてビア・サポート・プログラム

をⅢl蛤、推進するよう奨励されている。
(89） 

インターアクト（Interact）

Ｉ{ImI11F会はインターアクトのI]的と
１１標にＩＨＩして次の声明を採択した：

閲少年障害者(YCuthwithDisabilities）
ｉＩｆ少年プロジェクトに旅害者を参力Ⅱ

させるべきである｡ロータリー・クラブ

と地区は、ドIiFJiIf折への奉仕経験をもつ
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インターアクト・クラブは、－．つの

ロータリー・クラブまたは数クラブに

よって結成され､礎IMIされ､かつ指尊監

仔され、そしてガバナーによって確鰡

された後、ＲＩのilIlRlﾘlと承認を得て,没文

される。その他の方法では､nll立する二

とも､維持することもできない。クラブ

の存続は､提Ｍ１ロータリー・クラブの不

断の後援とＲｌが継続して承認を与える

か否かにかかっている。ＲＩが孜定した

機槻の下に、提1Mロータリー・クラブ

は、インターアクト・クラブを結成し、

その後指導と助ijrを与える責任をｲ｢し、

かつインターアクト・クラブのすべて

の活動、方針並びにプログラムを定金

に統制し、かつ桁導艦僻する。

インターアクトクラプが学校を砥

樅とする場合､捉1Mロータリー・クラブ

は､学校当ﾉiilの完全な協力の下に、当麟

インターアクト・クラブを統制し､指尊

朧1MＩするものと１－る。インターアクト
クラプは、当核学校当局制定の全学生

団体並びに課外摺り111に関する規定Miぴ

に方針と同一のものに従わなければな

らない。ロータリー・クラブは､敬行機
lIllを遮盤とするインターアクト・クラ

ブのほかに地域社会に基づくインター

アクト・クラブをも捉唱するよう奨励

されている。(7`Ｄ

ＲＩが定めた慌仙インターアクト・ク

ラブ定款があり、Ｉ(ＩＨＩ難会のみがこれ

を改正できる。クラブ結成並びにil8;ＩＥ

のIii提条件として、各インターアクト・

クラブは､標flqインターアクト・クラブ

定紋を採択しその後にIRI理１F会により

採択される全改正条項を目iIill的に孫川
しなければならない。各インターアク

ト・クラブは標ilIIインターアクト・クラ

ブ定款およびⅡIが設定した方針に矛Ⅲ『

しない細則を採択しなければならない。
二の細則は､提'１１ロータリー・クラブの

承認を得なければならない。

インターアクトクラプは､会11が選
出される居化地または学校の所在地が

その区域限界内にあるロータリー・ク

ラブにより礎１１１｣されるものとリーる。仏

目的

インターアクト・クラブは､恭仕と国

際理解に瓦戯する１Ｍ:界的友好糀神の中

で相共にnF動する機会をi1i少年に与え

るために結成される。インターアクト

クラプに入会できる者I:Mli枝に在学中

の学生または年齢11歳から18歳までの

若い人である。

目標

１）述投的な指導力を養成し、自己の

完成を図ること；

２）他人に対する思いやりと、他人の

力になる心榊えを奨励し、これを

尖銭すること；

３）家腿と家族の１k要性に対する認識

を棚錐すること；

４）個人の価値を認める薄え方に立脚

して、他人の権利を１Ｍ[通する観念

を養うこと；

５）0M人的成功のためにも、地域社会
の改淫のためにも、さらには岡体

としての業績を上げるためにも、

各人が責任を負うことがその基本
であると強調する二と；

６）リーベての有用な職業は社会に奉仕

１－る機会であるとして、その品位

とIlIilIi[を認識する二と；

７）地域社会、国家および世界の問ＩＨＩ

についての知識と理解を深める機
会を提供すること；

８）UFl際jUl解と全人餓に対する善意を

」mimiするために、ＩAI人として、ま

た[;１１体として、進むべき道を切り

ＩＭＩくこと。

いかなる意味においても、インター
アクト．クラブを繩咄ロータリー・クラ

ブまたはＲＩの一部または合法的加盟ク
ラブと考えてはならない。インターア
クト・クラブ会貝は「ジュニア・ロータ

リアン」と呼ばれたりみなされぬもの

であり、ロータリー徽章をMz）Ⅱしたり

軒用したりしてはならない。ロータ
リー徽職とは異なったインターアク

ト．クラブ会且iW[川の徽瀧が別にある。
(61） 
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し、ＲＩ理｡IF会が提唱ロータリー・クラ
ブの区域限界外にインターアクトク
ラプの結成を認める旨を文書をもって
許可した場合はこの限りでない。
インターアクトクラプは､次の条件

の下に､二つ以上のロータリー・クラブ
が共同して結成し、かつ提唱すること
ができる：

１）ガバナーが、慎亜に考慮した結
果､地区と各lllI係ロータリー･ク
ラブ並びにインターアクト・プ

ログラムに対する最大の利益が
共同提唱によりもたらされるこ
とを文縛により表明し、承認を
与えること。

２）推鰯されるインターアクト・ク
ラブ会風は､各提唱ロータリー・
クラブの区域限界内よりそれぞ
れ相当数週出されること。

３）個々のロータリー・クラブの提
ＩｌＭにより、個々にインターアク

ト・クラブを結成することが原
則であるが、ロータリー・クラ
ブが個々にインターアクトク

ラプを結成すると、地域社会内
もしくは学校内における単一の
青年団を、人為的に分断するよ
うな結果を招く恐れがあるこ
と。

４）各提１Ｍロータリー・クラブから
効果的に代表者が送り出される

ような合同インターアクト委員
会を般立すること。

インターアクト・クラブは次の場合
に解散する：

１）その定駄に従って迦営されない
場合、あるいはその他の理由に

より、提唱ロータリー・クラブ

の同意、承艶、合意の有無にか
かわらず、ＲＩにより解散させら
れる場合、

２）提唱ロータリー・クラブにより
解散させられる場合、または

３）インターアクト・クラブ自身の
決定により解散する場合。

ＲＩ理]ＩＦ会は、ＲＩ以外のいかなる個人

または団体も､インターアクト・クラブ
に対して回状を送達する権利を認めな
い。

ガバナーは、地区内にインターアク
ト・プログラムを公表し、新しいイン
ターアクト・クラブの結成を推進し､イ
ンターアクト・プログラムを運営する
に際し、その補佐役として地区内各地
のロータリアンから柵成される地区イ
ンターアクト委員会を設極するよう要
制されている。地区インターアクト委
貝会を設悩することが可能であり、か
つ実行できる場合は、１名ないし数名の
委員を再任することにより、委員の継
続性を保つよう規定すべきである。
ロータリーの地区インターアクト委員
会がその任務を遂行する場合に、イン
ターアクト・クラブ会員と協鍍すれば、
有益な結果が得られると思う。
インターアクトクラプ会員をロー
タリー・クラブ並びに地区大会のプロ
グラムに参加するよう招待するロータ
リー・クラブおよび地区大会は､起こり
うる法律上の責任に対しロータリー・
クラブないし地区大会を保護するため
に、十分な旅行傷害保険および潤任保
険に加入すぺきである｡(65）
原NIIとして､インターアクト・クラブ
は、他の団体の趣旨いかんにかかわり
なく、他の団体に加盟または合併して
はならない。

クラブ・レペル以上の

インターアクトの組織と会合
一つのRI地区内に､５以上のインター

アクト・クラブがある場合は、そのIRI
地区と境界を同じくし、その中にそれ
ぞれの提唱ロータリー・クラブを包含
するインターアクト・クラブ地区を設
定することができる。このような地区
内のインターアクト・クラブは､会員の
中から地区インターアクト代表を逝挙
することができる。選挙の方法はロー

タリー地区インターアクト委員会に
よって決定されるものとする。地区イ
ンターアクト代表は、ガバナーおよび

1０２ 
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ロータリー地区インターアクト委員会
ないしその他の適切なロータリー地区

委員会から指導と助言を受ける。同時
に、地区委員会が地区規模の会合を整

えるのに協力する。地区インターアク

ト代表は、このような会合で司会し､地

区内インターアクト・クラブに対して、
特に地区内インターアクト・プログラ

ムの拡大､強化について助茸し､力づけ

る。そして、インターアクトクラプの

関心を、インターアクトの世界的規模

と国際理解のためのプログラムの可能

性と業繊とに集中させるよう力を貸す。
インターアクトクラプ地区が設定

されている場合、ガバナーの承認を得

て、地区代表に加えて１名の地区幹那、

２名以上のゾーン代表をもって構成さ

れる地区組織を設けることができる。

各ゾーン代斐は一定数のクラブに対し
て責任をもつぼか、地区代表から委任

されたその他の11F項に対して潤任を負
うものとする。

ＲＩの地区内において、相互に便利な
土地に存在する二つ以上のインターア

クト・クラブは､地区インターアクト委

員会の１毛ないし数名の委員の助言と
指導と出席の下に、各クラブ代表者の

会合を１１ＭMするよう奨励されている。
このような会合の目的は、友情を深め、
意見を交換し､刺激を受け､地区内のイ

ンターアクト・プログラムを強化、拡

大､充実させることである。距離の関係
が許せば、地区インターアクト委員会
の指導の下に､同委員会の委貝1名ない
し数名が同席のうえ、このような会合
を地区規模でＩＮＩ催することもできる。
地区規模のインターアクト会合の目的

は、学校および地域社会に対する奉仕
に関してインターアクト・クラブを激

励し、啓発し、感銘を与えること、およ
び国際理解のためにインターアクトが

世界的に発抑しうる能力と業績とに注

意を典中させることである。
クラブ・レベル以上のインターアク

ト会員の会合は､すべて､立法の権限を
もたないものとし､かつまた､そのよう

な梅限をもっているかのように思われ

る手続、方法によって会合をilqlMもし

くは運営してはならないものとする。
但し、地区レベルあるいはその他のレ

ベルにおけるインターアクトの笹理に

桃わる人々に対して有益な助言となり

うるような意見を発表することは差し

支えない。
２地区以上、特に２カ国以上のイン

ターアクト・クラブ会員の合同会合が

可能であれば、これを開くよう勧める。

このような会合は、lWl催地のガバナー

とインターアクト委員会の指導の下に、
インターアクト委貝１翁または数名が

出席し、l1Mllli地の地区インターアクト

代表とインターアクト・クラブ会長の

協力を得てl）１１かれるものとし、ＲＩ理郡

会の承認を必要とする。インターアク
ト・クラブ多地区合同会合のUIIIYhにつ

いてRI理平会に提出する承認申iVliM:に

は、下記の播類を添付しなければなら
ない。

１）申舗にかかわる会合のＵＭＩ&日

時、場所、目的、プログラムお

よび参加者を記述したもの。
２）会合の予算の見樹譜。会合の11N
催に伴う契約上および金銭上の
鍵務については主催者が賀任者
として一切の責を負う旨の保証

を付すること。

３）会合で生じた班故に対する責任

の損害を担保するのに十分な額
の責任保険の加入を証明するも
の。

４）申謂にかかわる会合の計画およ

び実施がロータリアンの直接監
督の下に行われるべきことを保

証したもの。

５）会合のｌｌＭｉされる地域に居住し
ている理1Fまたは直前理JIFのそ
の会合の実施計画に対する同意
醤(65）

インターアクト・プログラムの
斑金鯛蓮

クラブのプログラム遂行に必要な資
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目標

ｌ）Ｕ/ＩｌＩ１技術および指導能力を|)M発

すること；

２）個人の価値を認める考え方に立

脚して、他人の椛利を】M[inする

iil念を養うこと；
３）すべてのｲｉｊｉ１な職業は社会に奉

仕する機会であるとして、その

品位と価値を継撤すること；

‘1）桁尊者としての資質というimで

も、職業－１二の尚務を遂行すると

いう面でも、道徳的基地が大切

である二とを組織し、実践、推

進すること；

５）地域社会と世界各地のニーズ、

111)題、機会に対する知蛾と班解

を深めること；

６）地域社会に恭仕し、かつ、１N際

理解と全人煎に対する善愈を推

巡するために、欄人として、ま

た、団体として、活､！）する機会

を提供すること。(87）

ローターアクトクラプは､提'Ｍロー

タリー・クラブの近隣地域内に居住､就

職または就学している18歳から30歳ま

でのiljMi乳によって柵成される。会11が

３０歳になったローターアクト年度の６

月３０【]にローターアクト会貝身分が終

結する。(91）ローターアクト・クラブ
年座は【コータリー・クラブ年度と一致
させなければならない。

RlRI11F会がローターアクト・プログ

ラムに対して採択している年齢枠内の

ロータリー財団奨学生はすべて、他国
で勉学１１１、ローターアクト・クラブのゲ

スト会11となる資格を有するものとす

る。(91）

少なくとも`1年1111-つまたはいくつ

かのローターアクト・クラブの会瓜で

あった二とがあり、退会した理111が、

ローターアクト・クラブ会員の年齢の

上限に逸したか、そのクラブの区域限

界外に秒松したというローターアク

トクラプ元会ロは、画一タリー・クラ

ブのアデイショナル正会貝に選ばれる

資格があるものとする｡(4.020.1.3．；

金を染めるのはインターアクト･クラ

ブの責務である｡インターアクト・クラ
ブの提lVlロータリー・クラブは、イン

ターアクト．クラブに、時折、または、

臨時の楓ＩＭＩ以外に財政援助をしてはな

らない。インターアクト・クラブは、
ロータリー・クラブまたは他のイン

ターアクト．クラブに財政援助を広く

求めてはならない｡インターアクトク

ラプは、地元地域社会の個人、業者、団

体に、liill{Ii値の代Iiiを礎供することな

しに、財政援助を求めてはならない｡
インターアクト・クラブ会貝の会'１１

または分担金はごくわずかとし、クラ

ブの樒理ilItを賄える額だけとすべきで

ある。インターアクト・クラブが企てる
活動およびプロジェクトの資金は、会

費または分担金とは別に、クラブが綱

達すべきものとする｡(65）

インターアクト指導者鋼習会
ロータリー地区は、その地区IAlのイ

ンターアクト・クラブ指導者のために

会jUl1nの講習会を|Ⅲくことを奨励さ

れている。この講習会は､地区インター
アクト代斐の協力を１１}て、ロータリー

地区インターアクト蚕、会の指示の下

に実施すべきものとする。(71）

ローターアクト・クラブ

(RotaractCIubs） 

RIHl1F会は、ローターアクトのIl的

と目標にⅢＩして次のような声明を採択
した：

目的

ローターアクトのI引的は、ｉｆ年ｿ)女

が個斉の能力の611発に当たって役立つ

知識や技能を商め、それぞれの地域社

会における物質的、あるいは社会的な
ニーズと取り組み、Ｗｌ陸と奉仕活1IUlを

iiiじて全１１上界の人々のあいだによりよ

い伯頼ⅢI係を推進するための機会を提
供することにある。
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標､U定款第５条第４節ｃ項）

ローターアクト・クラブ会員組織の

継続性を確保するため、できる限り、年
lIiiiIWiのバランスを保つよう心がけなけ
ればならない｡(67）行ローターアクト・

クラブの綺理主体は、会長、直前会長、
MII会長､幹Zll:､会計およびクラブが定め

た数のその他の理11Fをもって榊成する
理PIF会とする。上記の人はすべて、クラ
ブの適正な資格をｲ｢する会貝の中から
選鞁するものとする。役、およびEMIＩＦ
の避準は、地元の習悩と手続に反しな

い方法によって毎年3）1］I]までに行わ
なければならない。但し､選挙に当たっ
てはいかなる場合も、適正な資格を有
する出席会員の111純多数以上のものを
必要としない｡(90）

どのローターアクト・クラブにも、そ
の名称の後に「(紺称．．．．．）ロータ

リー・クラブ提1m」という文箇を付する

ようにすることが強く要望されている。
稀ローターアクトクラプは､その便醤
顛のすべてに礎IILlロータリー・クラブ

の名称を入れなければならない｡(91）
ローターアクト・クラブは提唱ロー

タリー・クラブまたはｌｕの一部または

合法的加盟クラブと考えてはならない。
ローターアクトクラプ会瓜は｢ジュニ

ア・ロータリアン」と呼ばれたりみなさ

れぬものであり、またロータリー徽章
を使川したり着用したりしてはならな
い。ロータリー徽章とは出なった、ロー

ターアクト・クラブ会１１１１ﾉﾘﾄﾞlの徽章が
ローターアクト・クラブと会員のため
に別にある。個々のクラブ会員が使用
するときは、そのまま徽庶を使っても
よい。クラブを代表して使うときは、ク
ラブの名称も徽載と一緒に使わなけれ
ばならない。徽章を所定のロータリー
地区内の複数のローターアクトクラ
プを代表して使うときは、地区と地区
勝号を明記したうえで初めて使うこと
ができる。クラブの釉称と地区番号な
しに、ローターアクトの徴ｉｉ１ｉを出版物
に使うことはできない。但し、ロータ
リー・クラブまたはローターアクトク

ラブがローターアクト・クラブの業務
をiIi没、続行できるように、ＲＩによっ

て、またはＲＩの椛限で、出版したもの
については、クラブ名と地区瀞号なし
にローターアクトの徽瀧を使うことが

できる。徽章の法的楴珊をしているＲＩ

は、徽瀧の他の使い方を蝿めない｡(89）
ローターアクト・クラブは、一つの

ロータリー・クラブまたは数クラブに

よって結成され､提1V』され､かつ助言が
りえられ、そして所櫛ガバナーによっ

て砿i鰹された後、ＲＩのiilⅢUlと承認を得
て役立される。その他の方法では､創立

することも、維持することもできない。
クラブの存続は､提11Mロータリー・クラ

ブの不断の後援とＲＩが継続して承認を
与えるか否かにかかっている。提唱
ロータリー・クラブのＲＩ加盟が終結し

た娚合、ロータリー地区のガバナーは
別の提唱ロータリー・クラブを任命し
なければならない。１２０【;I以内に提唱
ロータリー・クラブが)Lつからない場

合､そのローターアクト・クラブは終結
することになる。(９】）

ＲＩがi没定した機柵の下に、提IULlロー
タリー・クラブは、ローターアクトク

ラプを結成し、その後脂導と1MJ嵩を与
える貴任を有するものとする。ＲＩ理M1：
会は、促唱ロータリー・クラブに対し
て、そのクラブの1人または数人の会員
を指定して、１カ月に少なくとも１回は、
画一ターアクトの会合にllIMliさせるよ
う奨拙している。また、ローターアク

ト・クラブを提唱するロータリー・クラ

ブは、｡I半期に少なくとも１回、恒例の
会合やプロジェクト企iIIj会鍍や特別行
１１;に画一ターアクターを札l神ﾘｰるよう
奨励されている｡(87,9】Ｌしかし、ロー
ターアクターカiロータリー・クラブの

とは縄められていない（9６

ローターアクト・クラブが、大学*を

＊この方針Ｗ明で(山川さｵしる大学という討

雄はすべての雌iIJi数ﾌﾟｹﾞ機１１Mを含む。
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クラブ結成並びに認証の必要条件とし
て、各ローターアクトクラプは、標準
ローターアクト・クラブ定款を採択し、

以後RI理事会の採択する全改正条項を
自動的に採用しなければならない。各
ローターアクトクラプは、標準ロー

ターアクト・クラブ定款およびRIが設

定した方針に矛盾しない細則を採択し
なければならない。この細則は、提唱
ロータリー・クラブの承認を得なけれ

ばならない。
ローターアクト・クラブは、ＲI理事

会の文書による許可を得た場合に限り
提唱ロータリー・クラブの近隣地域外
にローターアクト・クラブを結成する
ことができる。ローターアクト・クラブ
は、次の条件下に２以上のロータリー・
クラブが共同して結成し、かつ提唱す
ることができる：

１）ガバナーが、慎重に考慮した結
果､地区と各関係ロータリー･ク
ラブ並びにローターアクト・プ
ログラムに対する鼠大の利益が

共同提唱によりもたらされるこ

とを文書により表明し、承認を
与えること。

２）推薦されるローターアクト・ク
ラブ会員は､各提唱ロータリー・
クラブの区域限界内よりそれぞ

れ相当数選出されること。

３）個々のロータリー・クラブの提
唱により、個々にローターアク
ト・クラブを結成することが､原

則であるが、ロータリー・クラ
ブが個々にローターアクト・ク

ラブを結成すると地域社会内も
しくは大学内における単一の青
年団を人為的に分断するような
結果を招く恐れがあること。

４）各提唱ロータリー・クラブから
効果的に代表者が送り出される
ような合同ローターアクト委員
会を設立すること。

ローターアクト・クラブは次の場合

に解散する：
１）クラブ自身の決断と決定(こよっ

結成基盤とする場合､提唱ロータリー・
クラブは､そのクラブに対しては、当該
大学当局制定の全学生団体並びに課外
活動に関する規定並びに方針と同一の
ものに従うべきものであることを了解
のうえ、大学当局の完全な協力の下に、
当該ローターアクト・クラブに対する
管理と助言を行うものとする。ロータ
リー･クラブは､教育機関を基盤とする
ローターアクト・クラブのほかに地域

社会に基づくローターアクトクラプ
をも提唱するよう奨励されている｡(74）
ローターアクト・クラブ会員をロー

タリー・クラブ並びに地区大会のプロ
グラムに参加するよう招待するロータ

リー・クラブおよび地区大会は､起こり
うる法律上の責任に対しクラブないし
地区大会を保護するために、十分な旅
行傷害保険および責任保険に加入すべ
きである。

原則として、ローターアクト・クラブ
は、他の団体の趣旨いかんにかかわり
なく、他の団体に加盟または合併して
はならない｡(67）

ローターアクトの標語

ローターアクト・クラブ並びにその

会員が使用するのにふさわしい次の標
語が採択された：「奉仕を通じての親
睦｣(FellowshipThroughService）
(77） 

世界ローターアクト週間
ＲＩ理事会は、会長の決定した国際規
模で顕著な共通の活動にロータリー・
クラブとローターアクト・クラブが参
加するように３月１３日を含む１週間を
世界ローターアクト週間として遵守す
るようロータリー・クラブとローター
アクト・クラブに対し、奨励している。

（90,92） 

ローターアクト組織

標準ローターアクト・クラブ定款は、
ＲＩによって規定されたものであり、か

つRI理事会のみが、これを改正できる。
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貝を務めた経験がなければならない。
地区ローターアクト代表は、ガバ

ナー､地区ローターアクト委員会､他の
llll係ロータリー地区委貝会の指導と助
箇を受けることになる。各地区は､地区
ローターアクト代表を指導者とする地

区ローターアクト組織をＩＨＩ発し、次の
責務を遂行するよう奨励されている：
ｌ）ローターアクト地区ニュースレ

ターを発行・配布すること；
２）ローターアクト地区大会を計

画、準備、０ＭＩＩすること；
３）ロータリー地区大会への出席．
参加を奨励すること；

４）地区ローターアクト委員長とと
もに地区内いたるところでロー

ターアクトの推進と拡大活動を

実施すること；
５）ＲＩ平務局へローターアクト情報
を報告する辿絡役を務めるこ
と；

６）奉仕活11H1を計画・実施すること
（地区内のローターアクトクラ
プの４分の３の承認を得た場
合)；

７）ローターアクト・クラブがプロ

ジェクトを実施する際､助言･援
助をすること；

８）地区内におけるロータリーとロー

ターアクトの活UDIを鯛整するた

めに地区ローターアクト委員長
に協力すること；

９）地区レベルにおけるローターア

クトの広報活動をilM鍵するこ
と；

】O）地区内におけるローターアク
トクラプ役風の孵習会を計画、
実施するために地区ローターア

クト委員長と協力すること。
ローターアクト・クラブの地区レベ

ルの会合の目的は、友１Ｗと友愛にあふ
れた雰囲気の中で社会奉仕プロジェク
トを推進し､国際理解を深め､専門知識
をiiiめることである｡(87）クラブ･レ
ベル以上のローターアクト会員の会合
は､すべて､立法の椀限をもたないもの

て

２）提唱ロータリー・クラブがガバ

ナーと地区ローターアクト代表

と脇離して、提唱を撤回するこ
とによって

３）ローターアクト定款に従わない

という理由、または他の理由で

ＲＩによって｡(87）

ＲI理事会は、ＲＩ以外のいかなる個人
または団体も、営利その他の目的のた
めにローターアクトクラプに対して

回状を送達する椛利を認めない。但し、
ローターアクト・クラブ・レベル、地区
レベル、多地区レベルの会合を準備す
る責任者であるローターアクターの場
合はこの限りでない｡(88）
ガバナーは、地区内にローターアク

ト・プログラムを公表し､新ローターア

クト・クラブの結成を推進し、ローター

アクト・プログラムを運営するに際し、
その補佐役として地区内各地のロータ

リアンによって榔成される地区ロー
ターアクト委員会を般皿するよう要諭
されている。地区ローターアクト委員
会の設世に際し、それが可能でありか
つ実行できる場合は、１名ないし数名の
委員を再任することにより、委員の継
統性を保つよう規定すべきである。地
区ローターアクト委貝会は、その任務
を遂行する際、地区ローターアクト代
表とその委員会と調整のうえ、活動し
なければならない｡(67）

クラブ・レペル以上の

ローターアクト組織と会合
少なくとも二つのローターアクト・
クラブを有するロータリー地区は、地
区ローターアクト代表を選準しなけれ
ばならない。ローターアクト・クラブの
数が－つだけの地区では、地区ロー
ターアクト代表は股も新しい元ロー
ターアクト・クラブ会長とする。（９１）
避挙の方法はローターアクト会員が決
めるものとする。各ローターアクト代
表は、１年間ローターアクト・クラブ会
長または地区ローターアクト委員会委
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ロジェクトを実施しても差し支えない。

但し、そのプロジェクトは、
１）クラブ本来の活動の規模や有効
性を妨げたり、損なうようなも

のでなく、地区内クラブやロー
ターアクターがクラブ・レベル

でローターアクトのプログラム

を推進したうえで、さらに立派

に合同活動も行えるような規模
および性格であること；

２）関係地区の各地区ローターアク
ト代表がまずこのような合同活
動に賛成したうえ、それぞれの

地区のクラブの３分の２の承認
があって初めて着手すること；

３）関係ガバナーの承認を得て着手
すること；

４）関係地区ローターアクト代表の
直接監督下にあること。このよ

うなプロジェクトのために募金
もしくは徴収した全資金の保管
は、たとえ関係地区のローター
アクターから成る委員会が識慨

され、このようなプロジェクト

や関係資金の管理を補佐すると

しても、関係地区ローターアク

ト代表の貨務とすること；

５）関係地区ローターアクト代表
が、合同で、事前に、ＲI理事会
を代行する事務総長からプロ
ジェクト着手の承認を得た後で

開始すること；

６）ローターアクト・クラブおよび
／またはローターアクターの参
加は任意とし、任意ということ

を明確に打ち出すものとするこ

と。クラブまたは個々のロー
ターアクターの参加費用は妓小

限にとどめ、人頭分担金または
賦課金その他といった形で強制
してはならないしまた、そのよ

うにほのめかしてもならない。

地区は、関係地区のローターアクト・
クラブに梢報を伝達し、ローターアク

ト・クラブ間のコミュニケーションを
円滑化するために、多地区合同組織を

とし､かつまた､そのような権限をもっ
ているかのように思われる手続、方法

によって会合を地備、運営してはなら

ないものとする。但し､地区レベルある

いはその他のレベルにおけるローター

アクトの運営に携わる人々に対して有
益な助言となりうるような意見を発表
することは差し支えない。
地区レベルのローターアクトの会合

で、地区内ローターアクト・クラブの４
分の3の賛成投票により、地区奉仕プロ
ジェクトに着手し、このプロジェクト

募金のために地区ローターアクト奉仕
基金を設立することができる。この基
金への寄付は任意としなければならな

い。このようなプロジェクト並びに奉
仕基金はガバナーの承認を得なければ
ならない。また､地区プロジェクトの述

営および基金の使途に対する具体的計
画および説明書も、ガバナーと地区内
の４分の３のローターアクト・クラブの
承認を得なければならない。ガバナー
は、地区基金の募金および運営の責任
者となる地区基金委員会を設置しなけ
ればならない。この委員会は､地区内の
ローターアクターおよび少なくとも1

名のロータリアン(地区ローターアクト
委員)によって構成される。地区奉仕基
金は、その基金がローターアクト地区
の財産であって、特定のローターアク
ターもしくはローターアクト・クラブ
の専有財産でない旨を明記した銀行頒
金口座に保管されなければならない。
（80,87） 

すべての地区ローターアクト活動に
要する資金は、その地区のローターア
クト・クラブが調達するものとする。ＲＩ

は､地区レベルのローターアクト・クラ
ブの会合の経費を負担しないものとす
る。このような会合の経費は最小限度
にとどめ、参加者が負担できる範囲の
ものとする。(67,87）

ローターアクト多地区合同活動の方針
二つまたはそれ以上の地区内クラブ

の参加するローターアクト提咄奉仕プ
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|Ⅲ発しても差し支えない。但し、
］）llll係地区のガバナーから反対の
ないこと；

２）このような組織をMII発するため
に、ⅡＩ理１F会の承認を得る二
と；

３）１１６１係地区の地区ローターアクト

代斐が、このような組織を構成
すること。各地区ローターアク

ト代我は、多地区合同組織の活

１ＭＩＩを遂行するために、必要に応
じて､地区組織のメンバーを1鍋
任命することができる；

‘l）組織の活1Iillを実施するための資
金(例えば､地域内クラブの翁輔
やニュースレターの作成および
郵送llIl、ローターアクト・プロ

グラム資料の配布､一般通信illD
は、任意ということを基本にし

て徴収しなければならない；
５）この組織は、その活1ＫＩＩに関する
決定を除きいかなることについ

ても決定したり立法したりする
IiiilIuをもたない。組織の活動に
ついては､各メンバー(地区ロー
ターアクト代表)がl票を投じる
椛限をｲ1.するものとする。

術､参加者､プログラム､Tb算を明記し、
さらに、十分な金額のili征ljiL険に加入

したことのiiIiIﾘ111Fを添付するものとす
る。さらに､IlIlIlM地のガバナーの承認も
必要とする。地区ローターアクト代斐
がそのゾーン選出の､111Fと]ＩＦ総総長に
この催しについて雑沓するものとする。
ローターアクト交換チームは、ＲＩ理

1F会の指針に従って尖施されるなら、
奨励するものである。年吹ＲＩ国際大会
の公式プログラムの一環として、国際
大会ⅢＩ会の前1Jに特別ローターアク

ト・フォーラムを、ＲＩが、ilUMiし、実
施するものとする。フォーラムには､ＲＩ
ローターアクト委貝会の避んだ、ロー
ターアクターにとって取要なＩＭＩ麺のi付
論が含まれるものとする。ｌ副際大会iilI
のローターアクト・フォーラムは､方針

やプログラムに11111-るローターアクト
の意見を非公式にiMlる機会として使う
ことができる。地区ローターアクト代
表は､それぞれ､方針やプログラムにつ

いてl鞭を投じることができる。国際大
会前の会搬による勧告は、ローターア
クト委口会に提出され、検i付辮鍍され
る。(８７，９】）

ローターアクト・プログラムの斑金鯛
達

各ローターアクト・クラブまたは促
唱ロータリー・クラブは、結成に際し、
「ローターアクト・クラブ組織体一覧
表」とともに、米貨２０ドル相当額の加
盟金を支払わなければならない。この
〃ＭＩＩ金は、1N【初のロータリー年度の全
体または一部のローターアクト会3Mtに
充てられる。各ローターアクト・クラブ

または提唱ロータリー・クラブは、地区
ローターアクト代我をIHIじて、Ｒ］リド務
局に米貨２０ドル机当額のRIローターア

クト年会費を支払わなければならない。
(90） 

ローターアクターは、クラブの迎徹
費をⅢiうために、所臓ローターアクト・
クラブに年会111を支払うものとする。
ローターアクト・クラブは､地区の迎徴

ローターアクト多地区合同会合

ローターアクトの国際レベルの会合
は、llIlmi地のガバナーとそのゾーン選
出のＲＩ理]1『の承認を得なければならな
い。さらに、Ｉ(IjUllF会の承認も得なけ
ればならない。このような会合の申請
11$は、lMllii1地の地区ローターアクト代
斐が提出するものとする。そして、この
ｌＩｌＷｌｉ１Ｉ:には次のことを明記するものと
1~ろ：１１１時、場所、会場股備、参加者、
プログラム、予算。さらに、十分な金額
のili任保険に川１入したことの証明書を
添付するものとする。

ローターアクトの多地区合同会合(国
際レベルでない)の場合は、ホスト地区
ローターアクト代表が、会合の申諭書
をIlll係ガバナーに礎liLなければなら
ない。llliMl盤には、日時、場所、会場設
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饗を賄うために、所属ローターアクト
地区組織に、年会費を支払うものとす

る。

提唱ロータリー・クラブが、地区レベ

ルの指導者識習会におけるローターア

クト・クラブ役員、理事、委員会委口長

の出席費用を支払うものとする(あるい

は、事悩によって、提唱ロータリー・ク

ラブとロータリー地区とローターアク

ト参加者のあいだで費用について取り

決めるものとする）。ロータリー地区

は、多地区合同指導者講習会への地区

ローターアクト代表の出席費用を負担

するものとする。

ローターアクト・プログラムの財務

方針には次のものが含まれる：

１）ＲＩは、国際大会でローターアク

ト活動の場を提供するものとす

る。さらに、地区ローターアク

ト委員長と地区ローターアクト

代表にプログラムの資料を提供

するものとする。

２）ＲＩは、国際大会iI[Iillに開かれる

ローターアクト年次会合を除

き、ローターアクト・クラブの

会合または複数のローターアク

ト・クラブの会合に要するlllf用

を一切負担しない。

３）ローターアクト・クラブ会ｕの

納付金､会費または分担金は､ク

ラブの運営費相当額とする。ク

ラブが企てる活動およびプロ

ジェクトの資金は、会費または

分担金とは別に、DM達すべきも

のとする。

４）クラブの財務について、柾年１

回、有資格者による徹底的監査

を行わなければならない｡(91）

５）ローターアクト・クラブのプロ

グラム遂行に必要な資金を典め

るのは、ローターアクト・クラ

ブ自身の責務である。

６）ローターアクト・クラブ会風を

ロータリー・クラブ並びに地区

大会のプログラムに参加するよ

う招待するロータリー・クラブ

および地区大会は、起こりうる
法律上の武任に対しクラブない

し地区大会を保護するために、

十分な旅行傷害保険および責任
保険に加入すべきである。

7）ローターアクト・クラブは、ロー

タリー・クラブまたは他のロー

ターアクト・クラブに財政援助

を広く求めてはならない。

8）ローターアクト地区奉仕プロ

ジェクトへの寄付は任意であ

り、個々のローターアクターま

たはローターアクト・クラブに

強制することはできない。（８０，
８７） 

ローターアクト指導者訓晋会

次期ローターアクト・クラブ役１１す
べては、地区レベルにおいてローター

アクト・クラブ役員としての指導力研

修を受けるものとする。この研修には、

会期１日か２日の指導者識習会が含まれ

る。この撫習会は、ＲI地区ローターア

クト委瓜会と協力して地区ローターア

クト代表が実施する。出席者は、次期

ローターアクト・クラブ役貝、理ﾘﾄﾞ、委

l1会委11長で、費用は、提唱ロータ

リー・クラブが負担する。１１F情によって

は、提唱ロータリー・クラブとロータ

リー地区とローターアクト参加者のあ

いだで澱用について取り決めるものと

する。ロータリー地区は、多地区合同

で、地区ローターアクト委貝会の指導

力研修を行うものとする。(87）

ロータリー宵少年指導者饗成プログラム

(RotaryYouthLeadershipAwards-

RYLA） 

ロータリーfif少年指騨者獲成プログ

ＩＦ齢１４歳から１８歳まで並びにラムは、

年齢１９歳から30歳までの若い人のため

のプログラムである。jiz齢により二つ
のグループとした目的は、多様なニー

ズと成民過程に対応できるようにする

ためである。RIHl1Llf会は、社会的、綱
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青少年交換(YouthExchange）

に奨励している。（9８ 青少年交換プログラムの指針
青少年交換は、世界いたるところで

国際理解と親善を推進する意義ある活
励として評価の高いものである。ＲＩ理
JIF会は、青少年交換プログラムを国際
理解推進の機会として推進するという
観点から、ガバナーに対し､地区青少年
交換担当役員または委員を任命し、年
度初めに、役員または委員長の住所氏
名を耶務総長に報告するよう勧めてい

RYLAは、若い人々の、指導者および
善良な市民としての資質を伸ばすこと
を目的としている。ＲＹＬＡは、クラブま
たは地区レベルで実施できるが、ほと
んどは、セミナーか指導者キャンプの
どちらかの方式に基づく（71,95)。ロー
タリー青少年指導者鍵成プログラムの
目標は：

１）ロータリーが1ｻﾞ少年を尊重し、
かつ、宵少年に関心を抱いてい

ることを－厨明らかにするこ

と；

２）選考した青少年指導者およびそ
の素質のある人に実地訓練を体
験させ、責任ある有能なボラン
ティア青少年指導者となる方法

を身に付けるよう激励、援助す
ること；

３）青少年による宵少年への絶えざ
る､力強い指導を奨励すること；

４）青少年指導者として地域社会に
尽くしている多数の瀞少年の優

れた資質を公に表彰すること。
（82） 

RYLAは、その活動予定の中心として、
淡の主題に取り組まなければならな
い：

１）指導力の型;礎；

２）建設的指導力の倫理規範；
３）効果的指導力における伝達力の
並要性；

４）問題解決と紛争管理；
５）ロータリーとは何か、ロータ
リーは地元地域社会で何をして

いるか；

６）自信と自尊心を培うこと；
７）地域社会の市民であり、世界の
市民であるという要素。併せて
地元に'111連があり、地元の慣習
にふさわしい方法で遂行されて

いる問題を考察する。（96,98）

る。

壬命することが推奨されている。 事務
総長は、１地区、２地区以上、または’
国内の全地区を担当している櫛少年交
換担当役員または地区背少年交換委員
会委員長全員のリストを毎年作成する。
このリストは毎年改訂され、ガバナー

およびリストに掲戦された人たちに送
付される。

地区１１i少年交換担当役員または委員
会は、それぞれのガバナーの監督の下
に世かれ、 ガバナーに鰍告する_ものと

土亙二
ＲＩ理邪会は、派遣、受入双方のクラ
ブまたは地区の同意があり、場所的に
も時期的にも可能であれば、青少年交
換プログラムに障害者を参加させるこ

とを奨励している｡ガバナーが､地区瀞
少年交換委員会の１人を、身障者の長

jUl、短期両方の交換の参加奨励賀任者
に任命することをRI理JIF会は推奨して
いる。

画によっては､就業机LlⅢのため､参加

ている団体にロータリアンが個人的に

ＲＩは、ロータリアンの子女または他

の青少年に信任状または紹介状を発行
しない。
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ラブとホスト・ファミリー

と地域全般の述絡役とし工ような指針ｶｾﾞ用意されている。クラブ
交換学生１粕につき】名｡と地区は、プログラムの組織と実施⑪
繭lMlロータリアンを選考士指針を採択し、それに従うよう奨励さ
るものとする｡クラブの噸れている･

l）成功を収めている交換プログラ
ムにl0IIIllが１学年度未満のもの

が沢11｣あり、また、国際nＭ\と

親藤の墹進を図るためには、必

ずしも、プログラムのすべてが

相互交換である必要はないとい

うことが認められている。’１９係

当｡IF者相互の合意により、参考
折針に記されている責務を当JIF
者以外の人に受け持たせる二と

にしても差し支えない。

2）ロータリーili少年交換プログラ

ムは、ロータリアンの子女のみ
に与えられた特柵でなくて、

ロータリアン、ロータリー・ク

ラブまたは地区がllklMjし、後援

者となっているT1f少年で、必要

な資枯条件を備えた若い人なら

誰でも歓迎している。

ホスト・ファミリーの一［

であってはならない。この

IMlHIiや間心１Fに籍えられる

よう研修を受けなけれに迩旦

生と親密になるために、当

ファミリーとなる期合、別

のクラブ会日が-111F的にI1iIi

間ローダｕアンを務めなけ

れぱｵ直らない

4）派遣ロータリー・クラブまたは
地区は、地元ロータリー・クラ

ブおよびその活助に側する説lﾘ１

を含む、交換iIf少年とiiIi親のオ
リエンテーションの地備をし、

交換背少年が受入ロータリー.

クラブ讃たは地区で受け入れらロータリーの背少年交換ブログ3） 
れるよう配慮しなければならなラムに参川I士る人の入念な選向
い椀受入クラブまたは地区もＪ１‘に細心のijH意と配雌を払わなけ

れぱならなＬＬ

竺派造および受入両地区の認
めている年齢の候補折は、

１１１諸諜を提出して、迦考さ

れるものとし、この選考手
続には、クラブおよび地区
の各段階で行う本人および

両親とのilii接が含まれる

テーション・プログラムを行ｵフ

なければならない。国によって

法令やU町習は艇なるかもしれな
いので、若い人に当てはまる地

元の法令やI鰍}についてのWl報

ければならない今

5）交換i1f少年のI11ji親は、受入ロー

タリー・クラブまたは地区が１．

分と認める金額をもって、本人

を、その自国出発から侃国まで

の期1111の危険を担保する､疾ｿiii、
傷害および責任保険に加入させ
なければならない｡ホスト・ロー

タリー・クラブまたは地区のilB

めた、確実なＩ社または数祉の

保険会社が引き受けた保険契約

受入ローダｕ－．クラブまb） 

たは地IＸは．’'1諭脊と仙人

ファミリーを入念に辮在.

遥考しなければならない。

111Fのホスト・ファミリーが

次々と１人の学化を受け入

れるのが望ましい。

受入ロータリー・クラブはc） 
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グラムにおけるI:]分の役lIiUIにふの証明苫顛は、すべて、交換の

lIll始に先立って、ホスト・ロー

タリー・クラブまたは地区に送

述され受理されていなければな

らない。Iiil記の保険契約は、少

なくとも米貨型ｑｏｏｑドルまた
はその相当額を医療澱に、１１F故

死または手足切断の場合に少な

くとも米貨」OoOOqドルまたは
その相当航を担保するものでな

ければならない。

6）交換青少年の両親は適当な衣料

を艦え、また、ホスト地区への

従復旅311を負担しなければなら

ない。

7）交換青少ｲﾄﾞは、両親および'1M係

ロータリー・クラブと地区のlril

通を得ないで受入ロータリー・

クラブの所在する土地の周辺以

外への旅行をしてはならない。

8）交換青少年は、IlvlWのいかんを
１１１１わず、交換jUlllIl中いかなる１，

類の自勤】にその他の11ＩＩＪ力付き71［

梢も通帳してはならないし、ま

たホスト国内で動力付きJに梢を

所有してはならない。

9）交換11｢少年とホスト・ファミ

リーに予定されている家庭と

は、交換11f少年が目lFlを出発す
るIiliから瓦いに文通を行うもの

とする。

10）ホスト・ファミリーは交換11f少

イドに部屋と企１Fを提１１ｔし、童選

さわしい行動をとらなければｵ借

らない。交換11f少年は ホスト

汗少ｲIﾕが無理かく適応できるよ

う援助しなければならない。そ

して、交換青少年は、交換jUllIll

中、ホスト・ファミリーおよび

受入ロータリー・クラブまたは

地区の騰将と桁図を受け、Iibi親

と受入ロータリー・クラブまた

は地区のあいだで取り決めた日

時と紐路によって州回しなけれ

ばならない。

12）プログラムのＩＩＬ定に従わない参

加者は、プログラムへの参ﾉjllを

取りil1Iされるものとする。交換

青少年の場合､､受入ロータリー・
クラブまたは地区により、でき

る限り速やかに州回させられる

ものとする。その経路は、両親、

派避ロータリー・クラブまたは

地区とのあいだで取り決めたも

のによる。受入ロータリー・ク

ラブおよび地区、ホスト・ファ

ミリー、学生の両親など交換の

181係新には、交換学生の冊I)同iiii

に１FIllを十分説IﾘIしなければｵ眉

らない公

13）青少年交換活1mjの関係ロータリ

アンおよびロータリー・クラブ

はすべて、交換の取り決めを行

う相手方のグループに対する要

望、特に交換学生の選考とオリ

エンテーションにおける典望1Ｆ

項が千lii的な取り決めの中に正

確に表示されているか否かを必

ず砿かめるようにする必嬰があ

る。

切な驍将と親代わりの背任を染

たさなければ癒らない｡

11）交換青少年とそのiuji親を含むす
べての人は、派泄および受入

ロータリー・クラブと地区の定

めたプログラムの規定のすべて

に同意する旨の承3MF:i1I;を提ＩＩＬ

なければならない。すべての参
｣､錘は、粥時、自己、自国およ
びロータリーの翁撚を傷つけな

いように行11ＩＩＬ、Ｊfいに弊１Ｋし

受入および派iFlロータリー・クﾙＩ） 

の発生した場合の述絡先妬fWiを

交換i1f少年に減ずものとする。

タリアン、受入ロータリー・ク
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リー・クラブまたは地区が採用
しても差し支えない。

多地区合同青少年交換プログラム
各ガバナーは、その地区内における

１F少年交換プログラムを監督し取り締
まる斑任がある。ＲＩ理邸会は､２地区以
上のクラブが共同で交換活動またはプ
ログラムを実施するために協力し合う
ことを望む例があるのを認めている。
ＲＩ理｡IF会は、このような協力に反対す
るものではない｡但し､いかなる活1,11ま
たはプロジェクトも、参加地区それぞ
れのクラブの３分の２が、このような活
IIMlまたはプロジェクトに参加すること
をまず承認し､次いで､それぞれの地区
のガバナーが、このような活肋または
プロジェクトの計画・参加についてＲＩ
理辨会の具体的承認を耶前に得たので
はなければ、多地区合同活動またはプ
ロジェクトとして瀞手してはならない。
ＲＩ理１F会に提出された提案は一つ一つ
その是非について評価される。
各ガバナーは、背少年交換プログラ
ムを統括しながら、地区内の瀞少年交
換活1ＫＩＩの推進に全力を尽くすよう要調
されている｡各ガバナーは、こうした活
動からいかなる個人的金銭利益を生じ
ることのないよう配慮し、適切な危機
符理手段を識じなければならない。
多地区合同活mljを管理するのは、現

在の稗少年交換委員長と参加地区の各
ガバナーの任命した他の役員から成る
委員会である。
この多地区合同委員会は、その活動

と財務について、参加地区の全ガバ
ナーに少なくとも年１度は報告する責
務を負う。

ていなければらない、

」且上クラブおよび地区は、RJJlF務局
より入手できる臓叩申舗排式を
使用するよう奨励されている。

16）交換青少年は､参加ロータリー・
クラブまたは地区が年齢肘につ
き別段の取り決めをした期合を
除き、海外に滞在する年の初め
に15歳から18歳6力且までの者
とし、学業成績は平均以｣二、な
るべくクラスの上位３分の１以
内の順位にあることが望まれ
る。堂迦交換は1学年度とする
が、その学年度の直前または画
後の休暇の一部または全部を含
めたjUⅡIHに延長することができ
る。

１７)長期交換の場合、受入クラブが
教育費の全額を負担し、適切な
学習プログラムの手配をし、オ
リエンテーション・プログラム
を行い、また絶えず交換瀞少年
と接触を保って、本人をホスト
地域社会になじませるようにし
なければならない。

18）長期交換の場合、受入ロータ
リー・クラブまたは地区は、Illl係
当JIF者11Mで協議決定した適当額
の小避い銭を毎月支給しなけれ
ばならない。学校給食のない場
合には、その食澱を小遣い銭に
加算するものとする。

19)蹄国した交換青少年とその両親
とは､地区Ｗ少年交換委員会が、
交換宵少年を各自の元の家庭、
学校および地元の社会環境に早
く復帰させる目的でU11催する報
告会に出席するよう勧められて
いる。

20）前述の珈項と矛府せず、交換プ
ログラムの迦営に必要かつ適切
な、他の規定を、関係ローダ

ロータリー交換宵少年の海外旅行
いずれのロータリー・クラブも､海外

旅行のあらゆる面にわたってJIF前に慎
亜な計画が立てられていない限り、海
外旅行プログラムに基づく背少年派過
の援助あるいは協力をすべきではない。
特に、旅行する青少年を他国のローダ
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をはっきりと承諾していない限り、そ

うした青少年を援助あるいは歓待する

韓務はない。援助を与える場合にして

も、どのように援助するかを決定する
のはロータリー・クラブ側である。（96）

リー・クラブに細介したりその身分を

証明したりするために､身分証明響､紹

介状、援助依頼状、その他の書類を処

供してはならない。但し、１１r少年に対
する援助ないし歓待に関しﾘﾄﾞ前に両方

のロータリー・クラブilllで完全な協約

が取り決められている場合はこの限り

ではない。

いずれのロータリー・クラブも、た

とえ他国の青少年がロータリー・クラ

ブの後援の下に旅行していることを祇
明または主張したといえども、平iiflに

当該ＴＩf少年を援助ないし歓待すること

家族週間（FamilyWeek）

ＲＩ理１１F会は、毎年2）lの第２週の「家
族週１１１１」中にプロジェクトや活動､祝賀

行｡1Fを通じて家族と地域社会への献身
を示すようロータリアンに奨励してい

る。（95）

第２部一プログラム 1１５ 





第３部

国際的会合

(lnternational 

Meetings） 





第９章国際大会(Convention）

ＲI国際大会は､会;}年度の最後の3カ

月１１１１(４月、５月、６月）に、ＲＩ理１１【会の

決定する時と場所において、ＵＮＩ1Mされ

る。但し十分な理由があれば、ＲＩ理事

会はこれを変奥することができる。（RＩ

定紋第９条第１節）

年次国際大会の主たる目的は、国際

レベルにおいて、全ロータリアン、特

に、次期クラブ会長、Ｍおよびロータ

リー・クラブの次期役11を、鼓舜、激励

しかつ情報を与え、これによって地区

レベルおよびクラブ・レベルにおける

ロータリーの発展を活発に推進しよう

とする意欲を起こさせようとするもの

である。年次国際大会は、また、ｌｈｌ際的

迎合体の年1度の会合であり、迎合体の

業務を執り行う。国際大会は、ロータ

リー家族の世界的会合であるから、国

際大会の本来の目的を減じない限り、

社交および余興番組でロータリーの親

騰を祝うことは、妥当といえる。（７６，

９０） 

各ロータリアンに出席資格があると

ともに、各ロータリー・クラブは[i4際大

会に代議貝を送ることができる。クラ

ブ会員＊５０妬ごとにlfi、端数が２６名

以上の場合、さらに1名の代離Llを送る
ものとする。各クラブは、少なくとも１

名の代議貝を送ることができる。また、

委任状による代理者によってクラブを

代表させることもできる。役口および

元ＲＩ会長で、現在もロータリー・クラ

ブでシニア・アクチブ会貝繍をｲ】゜する

人は、特別代鍍貝である。（RI定紋第９

条第３節と第４節）

＊１～５０名まで1人

５１～７５名まで１人

７６～125名まで２人

１２６～175名まで３人

１７６～225名まで４人

226～275名まで５人

国際大会開催地

(SiteoftheConvention） 

ＲＩ理１F会が国際大会開催地を決定す

る。開催地を決定するに当たり、ＲＩ理

'１｢会は、ロータリアンが国籍､人甑また

は宗教だけを理由として参加できない

ことのないようあらゆる努力を払わな

ければならない｡（9.010.）ＲＩ珊幽会

が､国際大会が開かれる地域を決め､発

災する。さらに、国際大会を開くことの

できる国(々)、時には､(諸)都Tl7を具体

的に指示する場合もある。同一国にお

いて３年迦統国際大会を開くことはで

きない｡(64-42）

ConventionSiteSelectionProcess） 

画際大会をホストすることを希望す

ホスト組織

国際大会の組織および立案はホスト

組織が遂行する。この糾織は､多くのク

ラブ、多分、一つの地区を超える規模

で、国際大会開催のための数々の条件

を満たすのに必要な1脚１知識とボラン

ティアの力を持っていなければならな

い。（91）

国際大会におけるＲ｜理事会の役割

(RoIeoftheRlBoardat 

lntemationalConvention） 

国際大会におけるＲI理事会と佃々の

理平の役卿は次の通りである：指定さ

れた国際人会行事でＲＩ理事会を公式に

代表すること；本会iliH､研究梨会または

フォーラムに参加すること；指定され

たときは、榊演者、モデレーター、パネ

リストとして参加すること；ローダ
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リー国際研究会、青少年交換担当役貝

会識またはローターアクト会鍍などの

国際大会前の会雛に参力Ⅱﾘｰること；ＲＩ
昼食会､晩餐会､その他の社交行rlFに参

加すること；国際大会中に朋惟される

RI理]ＩＦ会の会合に出席すること；会長、

会長エレクトまたはRlHIlリド会が指定し

た他の資務を遂行すること｡(94）

国際大会における投票

(VotingatConvention） 

正当な伯任状をもつ代議員、委任状
保持者､および特別代鍍員は､国際大会
の遡挙体を櫛成するものとし、これを

迦準人と称する。投粟は､細則並びに国

際大会手統規則に従って行われるもの

とする(RI定秋第９条節５節）

国際大会におけるクラブの代表

(ClubRepresentationatConvention） 

国際大会におけるクラブの代表に118Ｉ

する規定は、、定款第９条およびRI細
則第9条にある。国際大会の都度、投票

に参加するのは各クラブの凝務であり、

代鍍風をＲＩ国際大会に出席させるか、

有資格者に委任状を与えることによっ

て投蕊に参加する手記をしなければな

らない。

名代般員(または補欠者および委任状
による代理者)の資格は、伯任状によっ
て証明されなければならない。クラブ

が国際大会に出席することを公式に鵠

められるためには､その代搬員は､伯任

状を大会開催地の信任状委員会に提出
し、その投票用紙に査証をしてもらわ

なければならない。いかなる代議貝も、

登録料を支払ったうえ、その信任状が

信任状委員会によって承鵠されるまで

は投票することを許されない。伯柾状

の用紙は、代披風の国際大会出発iiilに

記入將名を終えて本人に渡すことがで

きるよう十分の余裕をみて、各クラブ

の幹JIF宛郵送される。

投票手続

国際大会の投票は口頭で行われる。

但し､役員の指名､選準について細則に

別段の規定のある場合と、1977年規定
審扱会で採択され（決鍍77-105)、1980
年、1983年、1986年に改正された国際

大会手続規NIIに詳述されている例外規

定を除くものとする。

単一移齪式投票

国際大会において避難される役職に、
3渦以上の候補者がいる場合は、iii一移
纐式投票が用いられる。このような侯

hli者の氏釉の記救順トドは投票用紙ごと

に変えなければならない。

単一移醸式投票の実施方法

３翁以上の候補者がいる場合､各選挙

人は1栗の投票権を有し､それが次のよ

うに｢ふりかえ」られる仕組になってい
る。

１）前記迦挙人は､投票用紙上の､自
分が節ｌに選んだ候補者の氏名

に隣接する空欄にIという数字

を記入する。この欄にｌという

数字が識かれた票が「第１選択

投蝿」である。
２）選挙人は、前項に認められた１

という数字のほかに､2稀I]に選
挙したいと思う候補者の氏名に

隣接する空欄に２という数字を

記入し、第３Ｍ１:目に選雅したい

と思う候補者の氏名に隣接する
空欄に３と普く。以下同搬に、自

分の雌も希望する候補者が落選

した期合に選びたいと思う順序

に従い、候補者に番号を付して

選挙管理委員会

(BalIotingArrangementsCoImittee） 
各国際大会において会長は、避難人

の中から、会長の決定した5名以上の選

挙人から成る避挙管理委口会を段慨す

る。この委貝会は、すべての投票の池
備、投票用紙の配布および投票のjlLill・

の任にあたる。この任務は､国際大会で

投票が必要になった場合その他の螺決

を要する場合にも適用される。
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いくのである。従って選挙人は

候補者の数と同数だけ自分の選
択希望を表明することができる
わけである。

過半数の票を得た候補者が当選した

ものとされる。いずれの候補者も過半

数の粟を得られない場合には､第２選択
投票以下の選択票を加算して過半数の
票を得た候補者を、当選者として発表

する。投票の数え方の一例を次に挙げ
る。

Ａ、Ｂ､Ｃ、Ｄと４名の候補者があり、そ
の内１名が選挙されることになってい

る。第１選択投粟をA、Ｂ、Ｃ、Ｄの四つ
に分けて数える。この第１回の計算にお
いて誰も総投票数の過半数に達しな
い。Ｃの得票が最も少ないのでＣを除外
する。Ｃの得票で、数字２が付されてい

る候補者のそれぞれの得票に、その票
を加えていく。

しかしこのように票を移緬しても、

残り３名の候補者の得票がいずれも過
半数に遠しない。そこで､第2回目の計
算で最下位になったBを除外する｡従っ
てＢの得票を得票者の示す避択数字に
従ってＡとＤの得票にそれぞれ繰り入れ
る。ｃ候補は既に除外されているからこ
の場合は無視し、次にＡとＤとどちらか

を選択しているかをみる。この移譲す
なわち第３回の計算の結果､が明らかに
多数を得た。

全項目に記入していない得票は、記
された逝択の分だけ数えることにし、
それ以外のものは移鍍できないから無
視することにする。“x,'は第１選択の表
示とみなされる。一つの投票用紙に“】，，
または“x,,を二つ以上の氏名に付して

あるものは無効とする。

２選択の数の！&も少ない候補者を除外
していけばよい。

登録料(RegistrationFee）

ＲI細則第9.070.節の規定によれば、
国際大会に出席する１６歳以上の者は、
必ず遜録のうえ笠録料を支払うことに
なっている。鎚録料はＲＩ理事会によっ

てその都度定められる。選挙人は､鎚録
料を支払わない限り投票することはで
きない。

Rlの国際大会

(ConventionsofRl） 

年度場所月日登録者数
１９１０シカゴ(イリノイ州）

８月１５日～１７日６０

１９１１ポートランド(オレゴン州）
８月２１日～２３日Ｍ９

１９１２デニールス（ミネソタ州）
８月６日～９日598

1913バッファロー(ニューヨーク州）
８月１８日～２１日930

19Ｍヒューストン(テキサス州）

６月２２日～２６日１，２８８

１９１５サンフランシス＝（カリフォルニ

ア州）７月１８日～２３日１，９８８
１９１６シンシナテイ（オハイオ州）’

７月１６日～２０日3,591

1917アトラン夕（ジョージア州）

６月１７日～２１日2,588

1918カンザスシテイー（ミズーリ州）
６月２４日～２８日4,145

1919ソールトレーク・シティー(ユタ

州）６月１６日～２０日3,083
1920アトランテイッ夕・シティー

（ニュージャージー州）

６月２１日～２５日7,213
1921エジンバラ（スコットランド）

６月１３日～１６日2,523
19ｍロサンゼルス(カリフォルニア

州）

６月５日～９日6,096

1923セントルイス（ミズーリ州）

得票が同数になった渇合

何回目の計算にせよ、得票が同数に
なった場合には、避択栗の数とその相
対的価値によって結果を求めることに
なる。すなわち、節2回目の計算におい
ては第１避択の数の股も少ない候補者、

第3回目の計算においては第１および節
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１９日M1

19d6アトランテイッ夕・シティー

（ニュージャージー州）
６）１２日～６１:110,958

1947サンフランシスコ（カリフォルニ

ア州）６月８日～１２日14,678

1948リオデジヤネイロ(ブラジル）

５月１６ｐ～２０日7,511

1949ニューヨーク(ニューヨーク州）

６Ｊ１１２日～１６日15,961

195Oデトロイト（ミシガン州）

６月１８日～２２日6,949

1951アトランテイック・シティー

（ニュージャージー州）

５月２７日～３１日８，d53

1952メキシコ・シティー(メキシコ州）

５月２５日～２９日６，８M

l953パリ（フランス）

５月２４日～２８日10,107

195Ｉシアトル(ワシントン州）

６ﾉﾘ６日～】Ｏ「ｌａＯ１５

１９５５シカゴ(イリノイ州）

５j１２９日～Ｍ２日山1,312

195Oフィラデルフィア(ペンシルベニ

ア州）６月３日～７日10,003

1957ルサーン(スイス）

５月１９日～２３日9,702

1958グラス(テキサス州）

６月１日～５１:１Ｍ,035

1959ニューヨーク（ニューヨーク州）

６月７日～１１日15,475

1960マイアミーマイアミ・ビーチ(フ

ロリダ州）

５月２９日～６）ｌ２ロ11,35'1

1961束京（n本）

５月２８日～６月１日23,366

1962口サンゼルス(カリフォルニア

州）６月３日～７１:122,302

1963セントルイス（ミズーリ州）

６月９日～１３日10,779

196．トロント(カナダ・オンタリオ州）
６月７日～１１日14,661

1965アトランテイツタ・シティー

（ニュージャージー州）

５月３０日～６N３日9,368

1966デンバー(コロラド州）

６月１８ｐ～２２日6,779

1924トロン卜（カナダ・オンタリオ）

６月１６Ⅱ～２０日９，】73

1925クリープランド(オハイオ州）
６月１５日～１９日１０，２１６

１９２６デンパー(コロラド州）

６月１４日～１８日8,886

1927オステンド(ベルギー）

６月５ロー１０日6,412

192Bミネアポリス（ミネソタ州）

６月１８Ⅱ～２２日9,0128

1929グラス(テキサス州）

５月２７１]～３１日9,508

193Oシカゴ(イリノイ州）

６月２３日～２７日11,008

193lウィーン(オーストリア）
６月２２日～２６日4,296

1932シアトル(ワシントン州）

６月２０ｐ～２４日5,182

1933ボストン(マサチューセッツ州）

６月２６Ⅲ～３０日8,430

193dデトロイト（ミシガン州）

６月２５日～２９１E１７，３７７

１９３５メキシ＝・シティー(メキシコ）
６月１７ｐ～２１日5,330

1936アトランテイツタ・シティー

（ニュージャージー州）

６月２２Ⅲ～２６日９，９０７

l937ニース(フランス）

６月６日～ｌｌｌＥｌａ７９０

１９３８サンフランシスコ（カリフォルニ

ア州）６月１９１]～２４日10,`132

1939クリープランド(オハイオ州）

６月１９，～２３日9,211

1940ハバブー(キューバ）

６月９Ｆl～１４日3,713

194lデンバー(コロラドリ(１）

６月１５Ｈ～２０日８，９４２

１９４２トロン卜（カナダ・オンタリオ

州）６月２１ｐ～２５日６，５９９

１９４３セントルイス（ミズーリ州）

５月１７１]～２０日３，８５１

】9`I`lシカゴ(イリノイ州）

５月１８１Ｊ～２２日‘ｌＯ３

１Ｍ５シカゴ(イリノイ州）

５月３１１１，６月５，１２、
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６月１２日～】６１｣12,929
１９６７ニース（フランス）

５ノ１２１日～２５日19,362
１９６８〆キシコ・シティー(メキシコ）

５月１２日～１６日１１，８`1O

1969ホノルル(ハワイ州）

５月２５日～２９Ⅱ14,`l53
1970アトランタ（ジョージア州）

５月３１１]～６〃Ｍ１10,803
197lシドニー(オーストラリア）

５月１６日～２０日１６，６４６
ｌ９７２ヒューストン(テキサス州）

６月Ⅲ日～１５１]13,287
1973ローザンヌ（スイス）

５月１３日～１７日17,187

1974ミネアポリス・セントボール(ミネソ
タ州）６ﾉﾘ９１:I～ｌ３ＨｌＯ,O15

1975モントリオール(カナダ・ケベッ

ク}１１）６月８日～121Ｊ12,975
1976ニューオーリンズ(ルイジアナ

州）６月１３日～１７日13,935
1977サンフランシス＝（カリフォルニ

ア州）６月５日～９日１４，１６８
]978束京(日本）

５月Ｍ日～１８日39,83`l
I979ローマ(イタリア）

６月10日～１３１Ｊ14,429

198Oシカゴ(イリノイ州）

６月１日～５日18,309
ｌ９８１サンパウロ(ブラジル）

５月３１ｐ～６月ＩＨＩ5,222
1982グラス(テキ･リス州）

６月６１]～９日13,222

1983トロン卜(カナダ・オンタリオ州）
６ノリ５１:l～８１J16,250

198`ｌバーミンガム(英国）

６月３日～７日２２，．５２
１９８５カンザスシテイー（ミズーリ州）

５月２６日～３０日12,920

1986ラスベガス(ネバダ州）

６月１日～４日18,426
l987ミュンヘン（ドイツ）

６月７日～１０日26,909

1988ブイラデルフイア(ペンシルベニ

ア州)５月２２日～２５日16,316
1989ソウノレ(韓国）

５月２１日～２４日38,878

1990ポートランド(オレゴン州）
６月２４Ｈ～２７日21,053

1991メキシー・シティー(メキシー）

６月２日～５日15,638
1992オーランド(フロリダ州）

６月１４日～１７日19,111

1993メルポノレン(オーストラリア、ビ
クトリア州）

５月２３日～２６日22,083
1994台北(台湾）

６月１２日～１５日３１，ｌ６１
１９９５ニース（フランス）

６月１１日～Ｍ日34,077
1996カルガリー(カナダ、アルバータ

州）６月２３日～２６日24,936
1997グラスゴー(スーットランド、

ＵＫ.）６月１５日～１８日２`1.300
1998インデイアナポリス(インディア

ナ州）６月１４１§l～１７日19,020
1999シンガポーノレ、シンガポール

６月１３日～１６日l1IlI11i予定
200Oアルゼンチン、ブエノスアイレス

６月４日～７日開催予定
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第１０章地域大会(RegionalConference）

地域大会＊は、知り合いと理解を育
成･推進し､愈見の交換の場を提供する

ために開催される。一般方針として、地
域大会は、同一地域において５年に１回
を超えて開怖しないものとし、また、そ
の１Ｍ催地はIIijじ年に開かれる国際大会
から相当離れた土地になければならな

いものとする。

ＲＩ理ﾘﾄﾞ会は、３年にｌｌｎＩを超える地域

大会の開催を認可しないものとする。
このような地域大会は、好年規ⅡⅡ正し
く'１N催される行－１Fというより臨時的出
来１Fである。従って、地域大会扣致に
は、地域大会を開く特別の事由を付記

するという前提の下に、地域大会の日
徹を定める。（81,87）

地域大会のllII催地を選定する際次の
論点を考慮に入れること：

Ｉ）「主要な出席地域｣内に少なくと
も１万名のロータリアンが居住
していなければならない。その
地域とは、ロータリアンが大し

た'111川を負担せずに大会|)HI11i地
まで旅行することができ、非術
に多くの出席者が見込まれる地
域を古うのである。

２）国際大会が、地域大会会期のIili
後２年１１１１、その地域で開かれる

予定がない。（81）

３）開催都市は、地域大会の独立採
算性のためにも3,000人を,lidす
出席者を収容できる設備をもっ
ていなければならない。同際大
会開(搬ｲｲ望地とIJji立しないた

め、できれば、その収容能力は

10,000人以下であること。（81）

.I）「主要な出席地域｣内に居住する
ロータリアンは、国際大会へ大

したfll川を負担せずに旅行す

＊地域大会はＲＩ理事会の桁疋した地域で棚

椛される。

る機会がこれまでなかったか、
または数年のうちに予定されて

いないこと。

５）しかも、妓小限2,000名のロータ
リアンの出席が期待できること。

｜Ⅲ催予定地は､出席を希望する全ロー

タリアンが囮輔､人樋または宗教にかか

わりなく出》Wできる場所になければなら

ない。（19.020.1.）

当該都市は、ＲＩへ('１lらの負担をかけ

ることなく、大会の本会錨にふさわし

い､適当で便利な公会堂並びにその他の
会鍍のための会場を準備するよう期待さ
れている。どのような都市であっても、

ロータリー・クラブが、ＲＩの使う会難場
の竜代その他を負担しなければならない

とは考えていない。むしろ、その都市
(地域社会として)、市当局、あるいは商
｣:会雌所、旅行協会、または事業家やホ
テル業者等の類似の団体が､必要であれ
ば会鐘場資金を配慮してくれることを期
待している。地域大会は、経済的に自立

すべきものと期待されている。（77）地
域大会の立案と開催を援助するための資
金予算は､国際大会とほぼ同じ方法で行
われる。（65,69）

ある年に地域大会を|附くことが適当か

どうかは、大会出席地域内の要望、他の
Ｈ１活動を考えたうえでの大会の適否、
大会開催にＩＨＩする他の状況を考え合わせ
たうえで決められる（65,69）ＲＩ理l}「
会は、地域大会を開催する決定は、開催
予定期日の３年から５年Iiijまでに行うよ

うにすべきであるとの怠兄である。従っ
て、Ｒｌ理事会は、今後UH(1Mされる地域大
会の予定表を作成するようなことはしな
い。（74）
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るに当たって、ホスト・クラブの協力を

要献｛し、ホスト・クラブの手腕や能力を

できる限り活用するものとする。事務

総災は、また、プログラムおよびその関

述nlIF項に関して、大会委日会に協力し、

大会の運営については、ＲＩ理１F会に対

し、第１の画任を負うものである。ＲI地

域大会事務lji長は、JIF務総長の代理人

であって、'11F務総長が第１の責征をもつ

迎撤上の多くの業務を代行する。

地域大会組織の手続規則

(RulesofProcedureforOrganizing 

RegionalConference） 

組織

RIHI1Ill:会は、大会を1Ⅲ(１MすべきlilIUlT
および日時について決定を行い、大会

開催の通知を発し、地域大会委貝会を

設撹し、かつその委員長を指名する。ＲＩ
理事会は、できれば地域大会のllMijUI

日より少なくとも１カ年Iiiiに大会１１M(１Ｍ

の通知を発することになっている。会

長は、大会の雛此（主宰すべき役、）と

なる｡獅務総長は､地域大会および地域
大会委日会の幹TIFとなるものであるが、

RImlF務局の職口を指名してその任務を

代行させてもよい。

地域大会出席のロータリアンが、立

法機関を構成することはない。従って、

RIまたはロータリー・クラブを拘束す

るような決雛を行うことはできない。

ホスト・クラブ

ホスト・クラブは､来iujロータリアン

１kびに来賓を歓待する責任がある。歓

待叶画は十ぺてＲＩ地域大会委Ｉ１会の承

鰡を受けなければならない。ホスト・ク

ラブは､１Ｆ務総長と協力して、１F務総長

が第１の武任を負っている連衡業務の

多くを遂行する。

ホスト・クラブよりの大会招致

地域大会を招致したいクラブは、希

詔する大会の開催予定期日の少なくと

も３６カ月以iiiに、１F務総長の下ii7まで

大会の招致状を提出しなければならな

い。このＨ１致状に添付する説明11fに含

まれるべき'１F項は次の通りである：

１）地域大会開怖予定の会場並びに

収奪能力。但しＲＩまたはロータ

リー・クラブへ負担をかけずに

使)Ⅱできるか否かを明紀のこ

と。

２）利川できる－級および二級ホテ

ルの室数およびその宿袖料の範

囲。

３）地域大会のIlHIlM月に関する希望

とその理由を述べた諜状。ＲＩと

しては１０月ないしlIHを希望

しているが、少なくとも９ｊｌｌ５

ＩＬＩから１月１５mのあいだに開催

しなければならない。（81）

また、地域大会をホストしようとい

うクラブ・グループ、地区、地Ⅸグルー

プからの地域大会招致も奨励されてい

る。但し、地区の場合、ガバナーが、地

区向クラブの過半数の承認を1\て、招

地域大会委員会

地域大会委rl会を識(趾するに当たっ
ては、ＲＩ理乎会は、地域内に含まれる
各国の特異性を弩慮に入れる。大会委

員会は、ＲＩ理FIF会に対し、他のiMkにも
委嘱されていない部面すべてにＩＨＩし責

任を負うものであり、大会の特別方針
を定め、大会のプログラムを起草して
ＲＩ理JIF会の承鰡を受けるものとする。

大会委員会は、本会議、部会、余興弾を

含む承認済みのプログラムの細目の実
施、並びに他の椎にも委咽されていな
いその他すべての平頓に対する貨任を

もつものとする。ホスト・クラブ実行委

員会として知られているホスト・クラ

ブの地元準燗委口会の艦'1W(管理のjli任

は、大会委員会が負うものとする。

駆務総長

Ⅱl｢務総長は、腹報、財傍、会場の泄定

と設備、出席の推進、遜録、ホスト・ク

ラブとの協力連懲上のあらゆる任務に

対し第１の責任を負うものである。’１F務
総氏は、運徴上の多くの任務を遂行す
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致状を出すものとする。（87）
クラブまたは地区からの地域大会開

催の申込苔の受理については、添付す
べき契約書も含めて、すべて国際大会
招致に関して定められた規則、手続と
同一のものが適用される。この諸規則
には、次のような明確な方針が含まれ
ている：

１）ＲI理事会は、ホスト・クラブ地

域が地域大会を支援すると明記
した招致状を優先する。地区の
決議またはその他によって、地
域大会直前の１月現在のホスト・

クラブ地域のロータリアン総数

に等しい同地域からの整録に

よって支援を表明した招致状を
優先する；

２）ＲI理事会が、ホスト・クラブの

区域を含む地域を定め、これが

ホスト地域とみなされる；
３）ホスト地域のクラブに所属する
ロータリアンは、大会をホスト

することに関迎して、特別な出
費を招くことを考慮して、ＲＩ理
虫会は、ホスト地域の特別荏録
料を定めることになっている。
その額は、他のロータリアンの

登録料より約25パーセント低く
なると思われる；

４）登録誓約を報告する地区大会そ
の他の決繊は、ホスト・クラブ

招致を継続審議するためにも開

催日の36カ月前までに事務総長
に受理されなければならない；

５）ホスト地域のクラブまたは地区
大会の決定でこのような登録支
援が徹lp1された場合、ＲＩ理亦会
が、その地域大会開催地の継続
審雛を行うかどうか決めるもの
とする。（80）

余興(Entertainment）

余興は地域大会開催国または地域の

郷土色豊かなものであるべきである。
趣味がよく、経費をあまりかけないも
ので、プロである必要はない。（81）

地域大会に関する広報

(ＰｕｂｌｉｃＲｅｌａｔｉｏｎｓｆｏｒＲｅｇｉｏｎａＩ 
Conference） 

ＲI理事会は、地域大会のプログラム

を立案するに当たって、プログラムの

広報面に力を入れるべきであると考え
ている。そうすれば､はっきりとした広

報目標がその地域で達成できるし、そ
のうえ、ロータリーの全体的知名度を
高めることができる。

地域大会

(RegionalConference） 
今までに開催された地域大会は次の

通りである。

太平洋地域開催時期登録者数
ホノルル、ハワイ

1926年５月４３３

束京、日本１９２８年1０月５６８
シドニー、オーストラリア

１９３０年3月736

ホノノレル、ハワイ

１９３２年６月３３５

マニラ、フィリピン

１９３５年２月２２O

ウェリントン、ニュージーランド

１９３７年３月３１２

シドニー、オーストラリア

1956年1１月1,94O
メルボルン、オーストラリア

1981年１１月４，４６１
アデレード、オーストラリア

1986年１１月1,006

出席(Attendance）

世界のどの地域のロータリアンも地
域大会に参加できるが、地域外のクラ
ブからの出席を得るために特に努力す
る必要はない。

欧州、北アフリカおよび東地中海地域
ハーグ、オランダ

1930年9月763

ローザンヌ、スイス

1933年８月７００
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ベニス、イタリア

1935年９月1,5Ｍ

ストックホルム、スウェーデン

1938年９月１，５１３

オステンド、ベルギー

１９５４年９月１，５７６

アムステルダム、オランダ
1956年10月２，４２ｌ

カンヌ、フランス

1959年9月2,26`l

ローマ、イタリア

1970年1１月３，１８７

イェーテボルイ、スウェーデン

1980年８月５８５

カリブ海一メキシコ湾

ハバナ、キューバ

1937年３月

サンフアン、プエルトリコ

１９６６年11月

カラカス、ベネズエラ

１９８５イドｌｌノ１

５００ 

１，６６６ 

１，９８０ 

中央アジア

ベナン、海峡械民地

1938年４月 1７０ 

アジア

デリー、インド
１９５８年１１ﾉﾘ２，９ｌ３

ソウル、靴図1979年，ﾉﾘ９，O96

マニラ、フィリピン

1981年１Ｍ１2,885

ニューデリー、インド
】98741二10月10,501

バンコク、タイ

１９９６ｲ'二１０）１２６１１－２８日
１０．３３７ 

南アメリカ

バルパライソ、チリ

1936年3月331

サンチャゴ、チリ

1960年1１月1,655

モンテビデオ、ウルグアイ

1969年1２月2,667

プエノスアイレス、アルゼンチン

1983年9月2,900

（概数）

モンテビデオ、ウルグアイ
1993年11月1.705
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Conference） 第１１章会長主催会議(Presidentia

レーダー、グループ討論指

導者、鋼交委【lを務める人
を会長に推蝿する；

。）予想される経費を賄うため

会議の推奨予算と犠録料を

考え、会奨の承鍛を得る；

ｅ）推奨広報JfIIlIiを練り、会長

の承認を１１}る。

3）委員会は､次のことを実施して、
各甑施設と支援の確保を援助す

る§

ａ）開催予定地域のロータリア

ンで、公式参加者の交通の

便を回るための卓、コン

ピュータ機器、複写機など

を使わせてくれる人を見つ

けること；

ｂ）ホーム・ホスビタリティー

の手配（会雛のプログラム

に含まれている場合）；

ｃ）公式参加者を空港で出迎え、

会議場まで送りAliける手配；

。）資金、物illj、サービスの法人

協賛をとりつけること；

ｅ）娯楽や文化プログラムにつ

いての助Lｉ（プログラムに

含まれている場合）

4）１１F務総長から任命されたRI事務

局職員が会雛委ｕ会と協力し

て、会長のﾉk蝿した通りのプロ

グラムを実施する。（92）

’'1際ロータリー会l之主催会議は、会

災就任年度中の各会此の総合的プログ
ラムの一部となっている。そのため､時

期、開催数、開樅地、プログラムは年度

によってそれぞれ異なる。プログラム

の内容は､全般として、会長の奉仕プロ

グラムの所期の目標を助長することを

|]的としている。対象とする出席者は、

所定の会議開催地城の現ロータリー指

導省ではあるが、十ぺてのロータリア

ンが出席できる。会雌はＲＩＰ算の下に

!)１．-'二されるが、その１１棟がロータリー

財団平和プログラムの避難を満たして

いるなら、財団に補助金を１１１論できる。

会長羊催会議の指針

(ＧｕｉｄｅｌｉｎｅｓｆｏｒＰｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌ 

Conference） 

ｌ）ＲＩ会長は、所定の会雛開催地

の６人のロータリー指導者から

成る会議委ｕ会を設置する。こ

の会議の委口腿は、できれば、

現または元IlIIIj央役貝でなけ

ればならない。他の２名の委瓜

は、現または元地区ガバナーで

なければならない。残りの３名

の委員は、ｌｌＨＩ１Ｍ椰市のロータリ

アンでなければならない。

２）会議委且会は、ⅡH催予定日の少

なくとも６力llIiiiまでに、EII勝

総長任命の職L1と、開催都市で

会合をもち：

ａ）推奨会雛プログラム（会長

の意図する会鍍の目的としＩ

標に坐づく）を作成し、会艮

の承認を1斗る；

ｂ）会議に参力作)-る基調講演荷

とパネリストを会長に推崎

する；

ｃ）会鍍1111怖地のロータリー桁

尊者で会,蝋の紹介者、モデ

1２９ 第３部一国際的会合



会長主催親燕会鍍

南極とアルゼンチン

１月９－１２日２８５

エジプトカイロ

２ﾉ1２２－２４１１６１２ 

口シア、セントペテルスブルグ

１０月2-5日642

エチオビア、アジスアベバ

１１月Ｍ－１５日２４７

プラジル、リオデジャネイロ
３月２０－２１日１，４００

最近のＲｌ会長主催会醗
(RecentRIPresidentiaIConference） 

]９９７ 

１９９７ 

１９９７ 

１９９７ 

１９９８ 

年度
1９９５ 

都市Ｉ１ＩｌｍｌＩ:Ｉ登録者数
アラスカ、アンカレッジ

１０月５－７日３０１

ニューヨーク、ニューヨーク

10月１２－Ｍ日４１０

チェコ共和国、プラハ

ｌ１Ｈｌ５－１７Ｈ５５５ 

アルゼンチン､ブエノスアイレス

1９９５ 

１９９６ 

１９９６ 

I２ｊ１ＩＯ－ＩＩｕ 989 
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第１２章協議会(Assemblies）

定するその他の哲から成る。Ifl際協鍍

会は特別の目的をもった会合なので、

出席者はiiii紀参ｶUfl.とその近観者に限

定されている。(71）協Jlll会への児Hirの

国際惚迩会

(InternationalAssembIy） 

［Kl際協雛会は、毎年ＲＩ細則第１９．

010.2.項に従って決定した時と場所で

側怖される。国際協雛会は、ＲＩ管理に

不'『欠な国際会雛である。協議会は、ガ

バナー・エレクトの数と居住地を考慮

して、便利がよく経済的な場所で開か

れる。Ｆ１際協議会の開催地を選ぶに当

たり、ＲＩ理1Ｆ会は、ロータリアンが国

箙だけを理111として参加できないこと

のないようあらゆる努力を払わなけれ

ばならない｡（19.010.2.）

の「に、児iirの{{l席がｉＥ当化されるよ

に苫IIiiでiiTnJを求めなければならない．

児版の出席は、会趾の蚊１１tのみによっ

て許可される。（90）

配偶者の会職

(SpouseSession） 

る活動的プログラムが含張れている目的

１１１際協`般会の目的は、ガバナー･エレ

クトに対して、ロータリー教育と管理

｣名の任務に側する指導を行い､かつ､エ
レク｝Ｚと他の川席者に、来る年度の

ロータリーのプログラムと活動の実施

方法を,付雛・iil･面する機会を与えるも

のである。（19.020.1.）

とりわけ、国際協縦会は次のことを

行う：

Ｉ）ガバナー･エレクトを励まし､や

それは、ロータリー+''１報プログラムと

雛を含む。（95）

経費支弁条件

国際協雛会にIMiljする参川1行と他の

者の経費は、協雛会への企ｌＵＩｌｌｌ席を果

たした人に対してのみ文払われる`，但

し、やむを得ぬ`I1FlI1l(ｲ<`0J抗ﾉﾉの旅行遅

延、病女(など)がある場介は、会及が一

般規定の例外として文払をil:､｢できる。る気を起こす；

2）会奨エレクトが発表したＲＩの

テーマとＲＩの新プログラムの説

明と実施；

3）ガバナーがＲＩの継続中のプログ

ラムと活動を実施する効果的な

方法；

I）クラブと地区の指導者に情報を

伝え、訓練し、意欲を与える実

際的技術。

文献の配布

(DistributionofLiterature） 

国際協雛会の参川1行にIVMjされる文

献その他の資料は、ＲＩによって１１１版さ

れまたは配ｲijされるものに限られてい

る。その他による文IWL資料のiiMiは`il：

､'されていない｡（63）

資余柳出の懇餉（Ｓｏｌｉｃｉｔａｔｉｏｎｏｆ

Ｆｕｎｄｓ） 

ＲＩ理１Ｆ会の'1ﾄﾞﾙiiのlﾘ'''１なノハ鰹なしに

国際協鍍会で蜜金拠川の狐`ｉＩｌｌをするこ

とは認められない。ロータリーⅡ１１１１に

対して補助金を1奥Ｉｌ１ｌＩすることも、これ

に含まれる。（94）

参加者

協雛会は、ＲＩの会長、理事、会長ノ

ミニー、理JIFエレクト、４１F務総長、ガバ

ナー・エレクト､RIBI役貝ノミニー、ＲＩ

fHbii委口会委ｎ反およびI<l理ｲﾄﾞ会が指

第３部一国際的会合 1３１ 



協鍍会

国際協醗会におけるＲ|理事会の役割
（RoleoftheRlBoardatthe 

lnternationalAssembly） 
国際協雛会におけるＲI理事会と個々

の理１Fの役削は狄の通りである：指定

されたときは、本会縦や他の行11Fにお

いて識波者､モデレーター､パネリスト

として参加すること；ガバナー･エレク

ー上の出席する行JIFで公式ホストの役割

を務めること；ガバナー･エレクトの研

修と教育の内容をよく知っておくこ
と；RIHI11F会の注意を引くと思われる

ロータリーの問題または傾向を見極め

ること；協雛会中に1111かれるＲＩＨＨ１Ｆ会

の会合に出席すること；会長､会長エレ

クトまたはRI理平会が指定した他の尚

務を遂行すること。（94）

1998年手続要覧1３２ 



第１３章研究会(Institutes）

わなければならない｡国際研究会は､会

長の許可を得れば、民間または法人の

協織者への財政支援を要謝してもよい

し、受領することもできる。（94）

ロータリー国際研究会

(RotaryInternationallnstitute） 
ＲI理事会の判断で、Ｒｌの元役貝と現

役１１のための研究会をIIIIMiできる。研
究会は毎年開かれるのが一般的である。

この研究会は、国際協離会および国際

大会と同時期に開催されるのが煩例で

あり、できれば、同一の糊所、設備、条
件の下で開催される。

ロータリー研究会

(RotaryInstitutes） 
ロータリー研究会は、研究会の対象

範囲の地域に居住しているＲＩの元､現、

次期役貝の出席と参加を目的とする会

合である。会長とＲＩ理事会と1F務総長
は、この人たちの理解ある完全な支援
と協力を必要としている。ＲＩ理zlF会は、

このような支援、協力､理解のための改

要で有益な伝途手段としてロータリー

研究会の意義を大いに認めている。

(74,94）ローシリー研究会は、管理

目的

［副際研究会により、現役１１と元役11
は、ロータリー什画とプログラムを深

く知り、その結果、所属クラブと地区の

有益な顧問として自分を,､iめる機会に

忠まれる。研究会は、また、国際レベル

の元役員と現役、の意見を聴く機会を

指導者に提供し、ロータリーの現在お
よび次期指導ﾄﾞ１１【に役立つ。

面の

のための会合である。（9７提

ＲＩ理1F会は、ロータリー１Ｍ:界のさま
ざまなゾーンで、または､複数のゾーン

合同で、研究会を開くことをﾉ1k認して

いる。特別な事IPIがあれば､一つのゾー

ン内で二つ以上の研究会をＩｌＨ(髄できる。

開催予定地は、出席を希望する全ロー

タリアンが国府、人甑または宗教にか
かわりなく出席できる場所になければ

ならない｡（19.020.1.）

参加者

国際研究会は、ＲＩの現役口と元役１１

およびその近親者のすべてが参加でき

る。場所の都合により、出廠を制限しな
ければならない場合もある。ＲＩ理１F会

は、出席者数を薄虚して、現および元役

員の中で優先すべき人を定めることが

できる。その他の場合は、１１】込順に錨蝉

する。

目的

研究会の目的は：

１）財団も含め、ＲＩの方針やプログ

ラムを現および元RI役貝に正確

に報告する；

２）こうした方針やプログラムにつ

いての－１１Ｖiの支援を奨励し、li1

時に改神や刷新について意見を

求める；

３）ゾーン・レベルで成功を収めた

プログラムで、ＲＩＨＩｌ１Ｆ会がより

発展させたいと考えるようなプ

国際協溌会との関係

国際協議会と同時期にIIiI際研究会を

IIll(瓶することにより、研究会参加者は、

教育的で感銘深い特別の機会に恵まれ

る。場所の都合がつけば、{１１際研究会参

加行は、本会雌の催しに１１１席できる。

経費

Ｍ際研究会は、完全に独立採算性の

下に運営される。すなわち、参加者の雅

録料で、職貝の援助も含め全費用をｌｌＩｉ

1３３ 第３部一国際的会合



研究会

ログラムの進展をRI理本会に報．
告する；

4）ガバナーが指導力を発抑できる

ように励まし､やる気を起こし、
１W報を伝える；

5）学び、討論し、功気づけられる

ような場を提供する。このこと
によって、すべての参加者に親

睦の心とチームの一員という意
識が芽生える。（97）

長の指名した招禦者が指導、監督する。
招集者は､通常理耶または直圓ij型｡ＩＦで、
研究会における会長の代理という役割
を果たす｡招集者は､研究会を組織する
人たちを任命する。この人たちが､iMfilu
傭や時llI1W1を作成し、招典者の承露を
得る。

招集者は､研究会の時11M割､プログラ

ム､財務を完全に鑓握したうえで､委員
長と会計を任命する｡委員長は､研究会
の会合の組織づくりの寅任を負う。会
計は元、役員でなければならない。会
計は、研究会予算の作成と資金の使途、
支出について招集者とゾーンに対して
責任を負う。地元のガバナーは､招典者
の要訓に応じて招梨者を補佐する以外
の役割をもたない。
手頃な経費で最大の出席と参加を推

進するために、ゾーン四つを超える地

域で研究会を計画してはならない。
(97） 

参加者

各研究会に出席できるのは、元、現、
次期RI役興とそのゲストに限られてい

る｡但し､他の人が招集者から招待され

る場合もあるし、会長または平務総長

の要謂で出席することもある。ホスト
を務めるロータリアンや他の地元の人

が、招集者の研究会運営を補佐できる。
さらに、会長または会長エレクトの獅
菰など、研究会の特別行]IFのオブザー

バーとして地元のロータリアンを招待

することもできる。

会長と会是エレクトは、ロータリー

IluWLの知職と経験を深め、ゾーン・レベ

ルのロータリー指導者がロータリーの

現在および将来の動向を理解し、考察
できるようにできるだけ多くの研究会

に参加することが奨励されている。し
かし､周知のように､会長または会艮エ

レクトは数々の任務を負い、拘束され

ていることを考慮すると、限られた数

の研究会にしか出席できそうもない、
と思われる。

ロータリー財団代表I緒（現または元

管理委員が望ましい)が､財団の目標を
達成し､元､現または次jUl役員の知臓を

高めａために出席するものとする。こ
のような出席について、研究会その他

の資金から経饗が支給されない場合、
宿泊費､食費､その他現地での経費など

は、財団の負担とする。（９７；管理委、
会92）

RI理JIF会は

者がソ ン内で 盟守されている主要な

宗教イ １Fとかち合211ｺLない日にローダ

究会を開腋するよう全力を尽リー

ことを奨励している谷（98-226:9８

プログラム
研究会は、別の会鍍またはセミナー

の時Ⅱ１１を含めないで､i､術､会期２日か
ら３日で､比較的若い参加者にも便利と

思われる時に開催しなければならない。
ゾーン内に居住している元ＲＩ理｡ＩＦに

は、識１１K者、パネリスト、討論指導者、
研究会実行委員会の委貝長と委員とし

てプログラムに参加する機会を用意し

なければならない。ロータリー財団代

表には、財団について主要な講演をし、
財団プログラム、目標､財務、問題につ
いて参力Ⅱ者に最新の１W報を提供し、参

加者の質1111に答える機会を用意しなけ
ればならない。

ＲＩ理JIF会は、各研究会で審議する瞼

題を毎年提起する。但し､研究会はゾー

ンのニーズや要望に合わせて、論題を

削除したり追加したりすることができ

組織

各研究会の組織とプログラムは、会
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研究会

る。111災者は、ＲＩ理型ＩＦ会に提出された

前年度の研究会報告書（決雛も含む）Ｉ

部を、前年皮の報告書にＩＲＩするＲＩ理]ＩＦ

会決定I部とともに､各研究会のプログ

ラムに含めなければならない。招染者
は､都合がつけば､研究会参加者と地元

のロータリアンの都市述合会の予定を

組むものとする。JIF務総災は、ＲＩ職１１

を桁だし、研究会プログラムに参川】さ

せ､鞭告させる。招集者は､適切であれ

ば､この職員を使うことができる。（97）

招梨者は、手頃な価格の会場と宿柚
施設を確保し､社交行１Fの数と澱用､講

演者の澱用、ロータリーまたはゾーン
以外からの来賓をｈＭ､限にすることに

より、ＭＩＩ用をできる限り抑える努力を

しなければならない。ItIは、捌災者宝
たはその代理が作成した契約祥すべて

リーにＲＩと保険係ｲｧ者に保険IAU容の群

紬を提出することに全面協力するとい

う条件の下に、各研究会のために十；

な金額の責任保険に加入する‘ すべて

前後の会合

研究会の主要なプログラムは主とし

て元ＲＩ役員を対象としている。ガバ

ナー、ガバナー・ユレクヒ、ロータリー

の経費を支払った後､残額があれば､次

期研究会の招典巷および会;|･と協力し

て、次期研究会に繰り越すものとする。
(97） 

財団地区委貝腿のための別1Mの会織ま

たはセミナーは非術に有益であるので、
朴ljL者の許可を１１ﾄて､研究会と同じ（ま

たは近くの）時期と場所で|Ⅲくことが

できる。このような会搬またはセミ

ナーは、招集者の指示の下に１１Mかれる。
別MHの会議またはセミナーは、研究会

の主要プログラムまたは国際協議会の

プログラム座抵触したり、１K複したり
してはならない；ＲＩの方針およびRIの
llIl発した情報に沿ったものでなければ

ならない；研究会そのものと別に推進

しなければならない。ガバナー・エレク

トのセミナーまたはロータリー財団セ

ミナー､余興などの催しは､研究会iiiの

行１F、または研究会後の行１Fというこ
とをWl砿にしたうえで実施しなければ

ならない。研究会出席者と別の人が参

加する場合もあるからである。（97）

報告

すべての招集者は、各研究会凶含後
辺日以内にZlF務総氏に正硫な要約報告
を提出しなければならない。慨告普は、

別個のセミナーや会議を含めないで、

研究会だけを対象とする。別個の会合

の報告は後日別に送付しても雑し支え

ない｡研究会会ｉＩＩは､収支報錦11:に署名

のうえ､すべての参加者に、これを配布

するものとする。（97）
各扣典者は、研究会の収支を詳述し

た財務慨告を｡ＩＦ栃総長とゾーン内の各

ガバナーに送付しなければならない。
rliF務総災は、毎年第３回または第４回の

理ﾐﾙ会会合で券磯するために、適切な

所見と勧告を加え、すべての研究会の

報告をまとめるものとする。（94）

財務

各mf発会は、搬録料または自発的寄
付によって、経済的に自立していなけ

ればならない｡地区は､研究会の費用を

支払うよう期待されていないが、ロー
タリー研究会の会ill･に自発的寄付をす

ることはできる。但し、地区大会（また

は他の会合）がりFIilIにその具体的金額
を承認し、その寄付が研究会の運低ＭＩＩ

にだけ使われる場合に限られる。
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第１４章規定審議会(CouncilonLegislation）

規定審鍍会はRIの立法機関で、ＲＩの

組織規定を改正する権限を有する。こ

の権限のよりどころは、ＲI定款の第１０

条およびRI細則第７条と第８条にある。

いること。

2）この任務と責任をリlき受け、そ
れを繊実に咽行するための資枯

婆作、怠思および能ﾉﾉをもって

いる二と。さらに、

3）瀞,砿会の会砿に、その会期の全

部をj、じ、ⅡI席すること｡

（8.050.2.） 

審職会の会継

(MeetingsoftheCouncil） 

規定審雛会は３年にl1QiRI理事会

の定める時と場所で開催される。審鍍
会は、止月、且月または６ハ、できれ 代表識貝の選挙

各地区内のクラブは、瀞議会で地区

内クラブを代表するロータリアンを１

名選ぶ。二の代表議貝は群議会の投螺

権を有する鍍貝である。代表議且の選

挙は、審雛会が開かれるロータリー年

度のIlIiiiIロータリー年度に開かれる地

区大会で行われるのが?'ＩＬｊｍである。代

炎議員が勝めを果たせない場合に備え

て、補欠雛ｎもそのとき選ぶ。
いかなるロータリー・クラブも、地

に内のクラブを代表する、資格をＭiえ

た候補哲を会日の中から1名指瑞でき

る。地区大会に出席する各選挙人は、

代表識ｌ１の選染に】螺を投じる権利を

与えられるものとする。岐商票数を11｝

た候補背をその地区内クラブの藤離合
代表識貝とする。第２化の票数を11}た

候補者を補欠議員とする。クラブの選
んだ代炎雛【1も補欠雛ｕも務めを果た

せない場合、ガバナーは、地区内のＹｆ

格を備えたロータリアンをもうｌｆｉ(［
命して、その務めを果たさせることが
できる。（8.050.）

各地区は、ロータリーの現在の方針、
手続、プログラムに梢通していて、規定

11Ｆ鍍会に１１１席できる蛤も適格のロータ

リアンを、群雛会代表ilNtllに選ぶよう

奨励されている。ＲＩ理pIF会は、地区内
クラブがその感恩で代炎鍍貝を選ぶこ

とができる、という二とを認識しては

ぱＩ且に１V{災されるものとする（RＩ
定款第１０条節２節)。また、規定審雌
会は、ある凶で１度開催されると、少
なくとも２in1別の囚でＩＮＩ(１Mされない限
り、同一図でⅢ1催することばできな

ｑし、ＦｌｌＪｌｆ会は、財政的その他のい。

Er2を得ざる理由があれば、理事会余

体の３分の２の賛成票_で、別段の決定
をするものとする。 (RＩ定款第１０条

第２節）審離会の開催地を遊ぶに当た

り、ＲＩ理PIF会は、ロータリアンが１劃
鯖だけを理111として参加できないこと

のないようあらゆる努力を払わなけれ

ばならない（8.140.）

審繊会の榊成

(MembershipoftheCouncil） 

代表議員の資格条件

各地区は、1名のロータリアンで代

炎されるものとする。このロータリア

ンは、Ｒｌ役ｕを全期務めた人（または
特別な1Ｗ/の1ぐに現ガバナーかガバ

ナー・エレク｝二）で、Ｆ１分が代表する
地区内のロータリー・クラブの会口で
なければならない。（8.020.）

群議会代炎ilMiilを務めるためには、
次のことをしたためた芥、をﾘﾄﾞ務総長

に提出しなければならない：

１）審llIH会代炎議員の海格要件、任
務および責任をはっきり心得て 批鑓会代表雛L1は、代友議口のいるが、
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規定審議会

内クラブの意向を理解することである。

(38）このような討砿は､辮繊会代表識

ｕにとって資砿であるが、代表議員を

拘束するものではない｡代炎雛貝が､豊

櫛なhUf報を得て、各案件に偏見をもた

ず瀞議会に到蒲し、すべての見解を考
脳し、自主的､客観的に投票することが

jK要である。

明確な任務を遂行しうるかどうかに

よって選ぶのであって、地区内の個人

としての評判で週ぷのではない、とい＿、

ことを強調している。代表議員の役

べきであり、１１１にガバナー経験者であ

れぱよいというわけでなし'。（87,96）

代表瓢員の任務

代表議員の任務は淡の通りである 投票権を有しない澱員

投東権を有する鍍貝のほかに、投票

樅を有しない審議会鍍瓜もいる。審雛
会は、副議長と識JlFjUli徴手続の専門家

の援助を得て議長が司会する。三者と
も、瀞識会開催の年に会奨が任命する。
可否同数の場合、鍍及席にある議長ま
たはＨ１]議長が採否を決するｌ票を投じ

ることができる。

審鍍会が開かれる年のRI定款細則委

1） 

と・－， 

２）地区大会およびその他の地区の

会合で､立法案を対識すること；

3）地区内のロータリアンの意向を

よく知っておくこと。

4）審議会に提出された立法案のす
べてに批判的な考察を加え、審
議会に自分の見解を的確に伝え

ること；

5）ＲＩの公正な立法当務者として行
動すること

6）審議会の会雛に、会期の全部を
通じて出席すること；

7）審議会終了後、審鍍会で行われ
た審識について地区内のクラブ
に報告すること；さらに、

皿会委員は、

会はまた、立法案の趣旨、者 芒に

ついて、また､案件の欠点や欠陥につLｌ

褥雛会の投票権をｲﾘ,しない議員で、燕

雌会運営委員を務める。その任務は
肥の通りである。群鍍会Ｑ投璽fiEと壬Ｉ

地区内クラブが今後の規定辮馴8） 

会へ提M1する立法案を作成する
雁務を遂行する。この特別離貝は､立のを援助するために、いつでも

地区内クラブの相談に乗るこ

と１
(8.030.） 

8.090.） ８．０１０．７ 代表殿員の準備

代表議員が辮雛会のilI1傭をし、それ

によって、立法過程を強固なものにす
るように、ＲＩ理]ＩＦ会は、審議会直1iilの
地区大会の本会砿のうち１回は立法案

の討議を含めることを勧めている。立

法案の審議と討雛のために地区の特別
会合を開傭し、クラブ役員をこうした

会合に招かなければならない。その目
的は、クラブ役L1が立法案を明確に理

解し、同時に、稀雛会代表雛貝が、地区

8.010.3 

投票権を有しない稀離会雛貝には次
の人が含まれる：会災、他のＲI理事
会のメンバー、元会及、噸務総長を

１０年以上務めた人、ＴＩＧ理委貝会の選
んだロータリー財団ＩＩＴ理委貝１名が、

投票権を有しない審砿会代表議員であ
る。（8.010.4．；8.010.5；8.010.6.）

１１F務総長も投票権を有しない議員で、

辮砿会幹事を務める。または、会長の
承認を得て、幹ﾘﾄﾞを務める適格のロ－
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規定審議会

タリアンを任命することができる。
(8.040.4.） 

制定案

ＲＩ定紋細則または標準ロータリー・

クラブ定款を改正する意図をもつ立法
案が制定案である。制定案は､組織規定
の関係条項の全文を明記して提出しな

ければならない。Iill除する文iirには削

除のしるしをつけ、新しく文厳を付け

加える場合はその全文を明確に示さな
ければならない。

制定案は次のような様式で１１F務総長
に提出しなければならない。

審凝会運當委員会
審鍍会運営委１１会は､審鍍会難民､ｈｉ１ｌ

議長、定款細NII委員によって構成され
る。この委貝会は：

１）審議会の会鍍運営手続規則を推
奨する；

２）審議を求めている案件の審議順
序を審鍍会に推奨する；

３）立法案またはその修正案のI'１

に、委員会または稀拙会が、△
点または欠陥を見つけた場合、

制定案

(iii潔に提案の要旨を書く）の件
提案者一できれば、それを画す-ために必

要な修正を審議会のために起餓
する；

4）審議会から指定された立法案の
書き直し作業に当たる；

5）審議会の採択する制定案が十分
効果を発椰できるように、必要
に応じて、ＲI細則と標轆ロータ

リー・クラブ定款のＩＭＩ係箇所の

修正文案を作成する；

6）審議会の報告書を作成する。さ
らに、関連個所を修正する必要

がある場合、その修正をする。
（8.120.,8.120.1.） 

(規定名、第条、第節）を次

のように改正するとＲＩは制定する：

(改正を示す個所にしるしを付け、条

項の関係個所を挿入）

PROPOSEDENACTMENT 

To（stateconciselythepurpose 
ofproposaD 

Proposedby 

ITISIiNACTEI）ｂｙＲＩｔｈａｔｔｈｅ 

（Document，ＡｒｔｉｃＩｅ 
Ｓｅｃｔｉｏｎ ）,ｂｅａｎｄｈｅｒｃｂｙ 
ｉｓａｍｅｎｄｅｄｔｏｒｅａｄａｓＴｏｌｌｏｗｓ： 

（insertaf｢cctedportionof 

documentwithmarkingsto 

showchanges） 

立法案(ProposedLegislation）
立法案を提出しうるのは、クラブ､地

区大会、ＲＩ理邪会、審議会、グレート・

プリテンおよびアイルランド内ＲＩの審
議会もしくは大会である。立法案は､制
定案または決議案という形で審鍍会に
提出することができる。

適正に作成された制定案の一例：
制定案

名誉会員の再選挙に関する規定を改正
する件

提案行ガバナーは、ロータリアンから成る

標蛾ロータリー・クラブ定款第10条第
２節第(c)項を次のように改正すると国
際ロータリーは制定する。
(c）お誉会員の会員身分は、卵砺会

れている。このローダ リアンは 地区内

から提出される立法案を検討し、この

タリアンの力とｵ印、報告するために

審議会に出席したことのある人が望主 し、クラブが３分の２の多数でこ
しい゜（96） の終結を票決するまで木大が選

引田gｦMH三P型Lgｦ-6戸トト30-Ｅ

イァョニ自動的に終結筐Ｉ=ろ←しか
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規定審識会

可能な技術を使って、住まいから比較

的近い場所で人々に安全な水を供給す

る力になることを、すべての地区やク

ラブに対して奨励する。

９－召咄彊ぞ黒子己潭Ｅ－毎竿■二F9９

突きFf田

継続することができる｡

（本文終わり）
クラブと地区の提案

ロータリー・クラブが立法案を提出

する場合､その案件は､クラブの理辨会

から会員に提出され、正式に採択され

たものでなければならない。それから、

その案件は採択されたことを証明する

クラブの会長と幹]IFの瀞名した書iWiを

添えてガバナーに送付されなければな

らない。地区が立法案を提出する場合、

その案件は、地区大会かクラブの郵便

投粟を通じて採択されたものでなけれ

ばならない。

正式に立法案を提出したとみなされ

注：削除する文瀧には、抹iI1の線を引くが、

政IITされた本文に戦ることはない｡改！｢され

る文章にはアンダーラインを引く。

決職案

決雛案は、ＲＩの組織規定を改正した

り、抵触したりすることなく、意見を表
明したり、方針や手続を推奨したりす

る案件である。決議案は次のような様
式で平務総長に提出しなければならな

い。

決騒案

（簡潔に要旨を勝く）の件

提案者

るためには、

タリー年度のiii1年度の６月３０日までに

Ⅲ理事会が次のことを考雌するようＲＩ

は決議する

または(年度)規定審鍍会の次のよう

な意見でRIは決離する

（以下決離文を記峨）

ない。さらに、クラブの提出する立法案

(7.030.1.） 

規定審議会の審雛に付されるために、

立法案を適切な様式で作成することは、

提案者の責任である。しかしRI理1F会
は、クラブおよび地区の典iMlがあれば、
制定案を提出する前に、Ｍ定款細則委

員会が､制定案の案文の起草､訂正およ
び修正をできる限り援助することを認

可している。（79）

PROPOSEDRESOLUTION 

To(stateconciselyLhCpurposo 

proposal） 
Proposedby 

of 

ＩＴＩＳＲＥＳＯＬＶＥＤｂｙＲＩｔｈａｔｔｈｅ 
ＢｏａｒｄｏｆDirectorsofRI 

consider.．． 

〈ｏｒＩＴＩＳＲＥＳＯＬＶＥＤＢＹＲｌｔｈａｔ，

ｉｎｔｈｅｏｐｉｎｉｎｏｎｏｆｔｈｅ（year） 
CouncilonLegisl81tion.．． 

（ａｎｄｔｈｃｎｇｉｖｅｔｌｌｅｗｏｒｄｓｏｆ 
ｔｈｅｒｅｓｏIution)． 

地区の承璽

クラブの立法案は必ず地区大会（グ
レート・ブリテンおよびアイルランド

内地区審議会)に提出のうえ、この立法
案に対する賛否について票決を受けな

ければならない｡但し､時ⅢＩ的余裕がな

い勘合、ガバナーの実施する郵便投襲
を通じて地区内クラブに立法案を提出

することもできる。クラブから事務総
長に提出される立法案は、正規の手続
で辮鍍されたこと、さらに票決による

枇否を明記したガバナーの証明書を添

適正に作成された決臓案の一例

決搬案

安全な水の供給を援助している団体の

支援を奨励する件
提案者

ＲＩ理叩会は安全な水の亜要性を組織
して､次のことを決議する｡容易で持続

1998年手続要覧1４０ 



規定審議会

付するものとする。クラブは､賛否にか

かわりなく、審雛された立法案を事務

総長に送付しても差し支えない。
(7.030.） 

理事会の決定を、辮鍍会繊貝の３分の２
の投票で覆すことを審鍍会に求める機
会を与えられる。（7.050.3.）

出版

立法案鎚出締切後、ＪＩＦ務総長は、適
法に提案されたすべての立法案の写し
を、規定審鍍会がM1かれるロータリー

締切日

制定案と決雛案は、審鍍会の０Mかれ
るロータリー年度の前年度の§_’１３０日
までに事務総促の手許に｣!f皿で提出さ
れなければならない。クラブが提出す

るilill定案と決雛案は､_地区内の他クラ
ブがその立法案を審議したという証明
番も添付しなければならない。群議会

部､希望したクラブの幹｡IFに1部郵送し

なければならない。､立法案は、ローダ
リー・ワールドワイド・ウエプのホーム

ページからも入手できるようにしな’

辮雛会が閉会する_までこれを受理し れぱならない。立法案の財政面への彫

(7.035.） クラブに透ttするものとする。 (RI定款

第１６条第３節；7.050.5．；標準定款第
１７条第３節；９７)。理事会の検討

ＲI細則の規定によると、定款細則委
貝会がRl理｡1F会に代わって、すべての
立法案の全文を調べ、明らかに提案を
無効、不適切にするような不備な個所
につき、提案者に勧告する。そして、で
きれば、修正か代案を推奨する。
(7.040.） 

修正

提出者は、既に提出した立法案の修
正案を､審鍍会の開催予定日の2カ月前

までに､耶務総長に提出できる｡事務総

会に回付する－１>のとする｡(7.050.4. そ

にのほかには、「会議遮営手続規則」に
従って、審鍍会の議場でのみ修正が認

められる。（第１５章を参照のこと）1り＿滴切な改正尭撒

したが､受け入れられなかった場合､RI
jql1vF会は原案を審議会にl直]付しないよ

う指示できる。このような鰯合､提出者
にこの旨連絡し、提出者は、ＲＩ理轆会

の決定を、審雛会鍍員の3分の２の投票
で覆すことを辮繊会に求める機会を与
えられる。（7.0502）実質的に同菰の
立法案が拠出されている場合、ＲＩ理1Ｆ
会は折衷案を勧告できる。提出者たち
が折衷案に同意しない場合、ＲI理事会
は同種の提案の趣旨を殿もよく表現で
きるような代案を審継会に回付するよ

う指示できる。（7.050.1.）

決離案が「ＲＩのプログラムの範囲内
にない」とＲＩ理1F会が決定した場合は、
審織会へ回付されない。このような場
合、提出者にこの旨連絡し、提出者は、

趣旨および効果

立法案件そのものが坪１１１用語を使う
ため、その趣旨と効果があまり明砿で

ない場合がしばしばある。出版時に各

案件の後に戦っている脱明によって、
立法案の提出理由が明硫になり、どう
いった変DIIが生じるかを示すことがで

きる。

賛成および反対の声明
クラブ、地区大会、RIBIの審議会ま

たは大会､規定審議会､ＲＩ理'11:会は､辮
鍍会に提出された立法案（制定案も決
鍍案も含む）について声明を出すこと

ができる。この声明は､立法案に対して

礎成、反対または見解を述べるもので
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規定審議会

ある。この声明は､通常の苫簡菱の片面

1頁以内に限られている。このようなjRf

明は、審議会が開かれる少なくとも６０

１]Iiiiまでに１F務総長に受理されなけれ

ばならない。この声明はすべての瀞鍍

会鍍貝へ回付される。（94）

活するものとする。（8.130.）

規則制定と決瓢の現在(Statusof

EnactmentsandResolutions） 

審鍍会で採択した制定案の結果は、

現行の組織規定に記栽されることに

なっている。決離は､審鍍会の決定報告

に記録され、それぞれの所期の目的を

果たすまで効力を保ち続ける。ＲＩ理嚇

会は、一定のjU1III1のみ施行される決離

または後の決雛によって補足された決

雛を勘案しながら、どの決鍍が現に効

力を有するかを随時決定する権限を有

する。このような決定は､決定がなされ

た年の国際大会で会長から、または]ＩＦ

務総1を報告で1F務総長からクラブに伝

えられる。

手続(Procedure）

各審議会は、議事の迦営に必要と考

える手続規則を採択する権限を有する。

しかし、ＲＩ珊堺会は、適切な手続脱Hll

を推奨し、これが採択されてきた。これ

で、通例の審鍍会手続と民主的乎統が

保たれている｡審議会代我鍍員は､符鍍

会で効果的に行動できるように、本手

続要覧の第15章の｢会雛巡営手続ijll(１１」
を入念に研究しなければならない。各

案件は、たとえ出版物で公表されてい

たとしても、審鍍会で稀雛するために

は審鍍会議１１によってInlj,lHtが提出され、

賛成が得られなければならないという

ことに、クラブと地区は特に注意を払

わなければならない。

財務(Finances）

規定審議会のＩＮＩ催される年には、各

クラブは規定瀞鍍会の費用を賄うため

に会Llひとりひとりにつき、米貨１ドル

の追加金を支払う。規定稀雛会に出席

するクラブ代炎鍍貝のための費用を支

払った後､残額があれば､稀雛会の運猷

費に使うことができる｡RlHl1vjNF会は､稀

雛会1111係の収支についてクラブに報告

するものとする。（17.030.2.）

報告および承麗

(ReportandRatification） 

審議会後、採択された案件すぺてに
I1Mする決定の報告書が各クラブに送付

される。その時点で、各クラブは、立

法案採択における審議会の決定に反対

の意思を１栗投じる機会を与えられ

る。７５名を超す会員数を右するクラ

ブは、直前の７月１日現在の会員数に
基づいて２票以上の投票権を有する。

投票権を有する総投票数のうち１０

パーセント以上が反対の意思表示をし

理事会に対する建職案

(MemorialstotheBoard） 

聯雛会に決鍍案を提出する代わりに、

クラブまたは地区は、RIFlPllF会に建鍍

案を提出することを考慮しなければな

らない。組織規定の改正が必要でない

多くの場合､捉川者の目的は､建議案に
よって、より効果的に、より速やかに逆

成することができる。しかし、ロータ

リー・クラブもしくは地区が組織規定

の改正を必要もしくは望ましいと考え

る場合、このような立法案は、ＲＩ理邪

会でなく当該クラブまたは地区から提

雛されるべきである。

た場合、
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第１５章会議運営手続規則(RulesofProcedure）

1．規定審鍛会の会織運営手続規則
(RulesofProcedure--Councilon 

Legislation） 

ＲＩ理]IF会は、次の会鍍運営手続現Hll

を推奨している。この規則は、ＲＩの組

織規定をＭｉ足することを目的としたも

ので､規定審雛会で用いるものである。

焔(Defective)－－次のような立

を意味する且
その採択が法令に反する立法

垂Ｌ
ii）決議の形式でありながら、ＲＩ

遡織規定の文言と精神に抵触す
こ＠会鍍運鴬手続規則は、１９９８年Ml1定

型ＬRＩ細則またはＲＩ定款に抵触す
るような方法で標瀧ローダ

のである。この手続規則は､理事会、定
リー・クラブ定款を改正する立

迭案、またはＲＩ定款に抵触す討によっては、2001年群議会で改`汀さ
るような方法でＲＩ細則を改正れる場合もある。
する立法案；混定辮雛会の会雌jmL貸手続規1111は

Rl-の会合で討議、決定をする際、必婆
な立法案。

規則制定(Ｅｎａｃｔｍｅｎｔ）－－ＲＩ細則第

に応じて修正しながら使うことがで

7.010.節に明記されている組織規定を

改正しようという稀離会決定をいう

第１節定壌(Definitions）

アルファベット順に記戦してある次の

語や字句は、それが使われている文中
で別段の指示がない限り、次のような

意味をもつものとする

または3分の２の投票｡必要とされる通｢織長」（chairman）－－杯議会の会離を
進行させる役員。審鍍会の議長または

副議長のいずれでもよい。 LＬ 填純多数決とは、出席投票議員

組織規定_(CQnstitutionaldocuments

ユ言ＲＩ細則に明記されている３麺類の資 ３分の２の投票とは、川席投票

科。すなわち、ＲＩ定紋、ＲＩ細則、標 離日の提案の反対票の２僻以上

準ロータリー・クラブ定款 の賛成票を必要とする

出席投票鍛員(MembersPresentand

Voting)－－賛成または反対の投票を行

う織L｣｡投票を乗樅する議員は､出席投
票する者とは認めない。

欠点（Deficient）－－次のような立法

案を意味する：

離味の矛盾しているところがi） 

二つ以上ある立法案
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会議運営手続規則

動譲(Motion)一議貝が審議会に決定を
求める提案。動議には本動議と会議運
営手続の2種類があり、以下にその説明
をする。

む：

1）審鍍会の信任状委員会が事前に
行う、定足数を満たす出席の確
認に関する報告。

2）ＲI細則第8.110.1項に規定する
手続規則の採択。

3）ＲＩ細H1'第7.050.4.項に規定す
るように、審議会の審議を求め
て正式に提出された立法案の審

議会への回付。

4）ＲＩ細則第7.050.2項と７.Ｏ５ｑ

３項の規定に基づき，ＲＩ理ﾕllf会
が、審議会に回付しないと決定
した立法案の追加動議に対する

日程(Orderoftheday)--審離会に

是案者(Propc

決定。審議のため立法案を追加節と第7.030.節に規定するように審議
しようという動議は討議も修正会で審議する立法案を1件または勢
#)できない。しかし、定款細則提出したクラブその他の提案資格の迄
委貝会は、その案件を審議会1二旦宣全
回付しなかった理由について節

ⅡＨⅡ寵８１０Ｃ

ilIlFl。９ 

があれば、それについて簡潔にのl+I庶力ＨｊｌＸ唾

する議員数。
雛はＲＩ細則第7.0050.2.Ⅱ

7.05ｑ３．項に規定するようＤＩＩ： 

。宍三コEヂロ咄

意」を得なければならない。しない審議会決定。
5）その日の審議順序と他の必要な
順序の採択。

RＩ細則第7.-050.6.項に規定マ6） 

るように正規の手続で提出され
た立法案

修正案の審議と決定。
信任状委貝会からの簸終報告。
審議会の散会。

エＪ１両I-p）､\羊屏 h 

１
１
 

７
８
 

篭貝は､正規の信任状手続を路めは､棚
第４節議員による動議(Motionsby
Members） 

審鍍会の決定を求める動議は、投票権
を有すると有しないにかかわりなく、
各審議会繊貝が提出できる。動議には
本動離と会議運営手続に関する動議の
２樋類がある。本手続規則の次の２項で
それを概説する。

Ａ、優先。本動議の討論または討議中、
この提案に関する会離運営手続に側

雛会の会期中議員を１２２世
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会議連衡手続規則

弓)~る動議を提出し、稀鍍会の審議を

求めることができる。鍍及が、会雛

述衝手続にＩＨＩする動議を受理したな

ら、この動雛は、審雛１１１の本動,磯に

催先し、本動雛をさらに瀞雛するIiii

に審議会の決定に付されなければな

らない。

離災が、本離案について-1.分に討議

されたと判断したならば、この討議

終結の動議を受理し、衣決にかけ

る。

ilgされた場合には、討鍍は打ihljりら

B、

をする時間をjuj術通り与えられる。I土、組織規定または他の蜆ｌｌｌＩによっ

純多数決を必嬰とするにすぎない

C、審蝿延期。

この動鍍は、一定の日時まで上程さ

れている鍍案の稀雛を廷lU1するもの

である。二のような動鍍は、討議お

よび修正を行うことができる｡延遡
の1,1雛が採択されたなら、ＩＭＩ係離案

たは突際的な限り指定n時に近いと

は水下続規則の節９節に現ijrするよう きに再開される。

D・再審殿。

審雛会の先の決定を再審雛する動離

で、本動議による決定の再審銭のみ

に利用できる。このような11ﾘl雛は、

本J]Iに定める場合のみＩ付雌できる

が、修正はできない。決定のＷ審議

に側する動離は、Ｉ１ｌＨまたは翌日の

稀雌会に提出されなければならな

い】先の決定のIKh雛提llMUfには、ど
い－

ProcBdualMotions 

いろいろな目的に利用できる会鍍巡憐

て適切な形でimDiI]しなければならな

い｡この動離は、多数側に立って投

票した鍍貝が次のような形で提出す

る二とを要する。「議長、私は多数

側の１人としてlliIl定案（決鍍案）番

-Ｗ)決定についてそれをiIlM1hl艇する

1lUj雌を提出いたしますし、１１雛につ

いての発言は､1lul雛に賛成の折2妬、

反対の者２名に限り許されるものと

し、これらの発耐が終わった後直ち

に採決を行うものとする。４人の苑

I-j｢打の.営見の陳述には２分１１１１の時間

がjj､えられる。この動議の成立には

3分の2の賛成投艸(が必要である。再

審雌というlHMltが支持された場合、

ベット順に以下に掲げる｡

A、修正。

二れは、審雌il1の議案に修【I{を加え

ようとする、l雛である。二のような

勤雛は討議できる。本規111'第８節に

規定する場合にのみ修1Kできる。

Ｂ肘澱終結。

二れは、審鍍il1の議案の`１１銭を終結

させる動離である。この1IDI雛につい

ては討雛も修正もできない。議案に

ついて既に発し『をしている離日はこ

の動離を提lⅡすることができない。
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会議運営手続規則

その本動議の審議は､雛長から別段

の指示がない限り、承認済み審議順
序の妓後に置かれるものとする｡王

0審識保留。

この動議は､審離会が審議中の議案
の審議を不特定の後日まで延期しよ

うという動議である。後日の時期を

特定したなら、審議保留の資格はな

い。この動議については討議できる

が、修正できない。このような動議
が採択されると、延期された議案

は、再開の動議が提出され、採択さ
れない限り、審議会で再審議できな
い｡会識運営手続に関する動議が保

留とされたなら、その対象である木
動雛もまた保留とされる。但し、議

長が例外を決定した場合を除く。

H・審議再開。

この動議は､先に審議保留とした案
件を採り上げて審議を再開するもの

である。この励鍍については討議で
きるが修正できない。

規則が適用される。

E・理事会への付託。

これは、立法案にさらに検討を加え
るために、理事会に付託し、よって

動

雛である。この動議は討議できるが
修正できない。

F・手続規則の一時停止。
この動議は､特定の場合または審議

会会期中、本手続規則の一つまたは

いくつかの特定の規定を一時停止し

ようという動議である。この動鍍に
ついては、討議も修正もできない。

審議中でない場合に限り、このよう
な動議を提出できる。採択には、３

分の２の承認を必要とする。

会議運営手続に関する動識のチャート(ChartforProceduralMotions）

動議討議修正採決

A、修正可可単純多数決
（条件付き）

B･討議終結不可不可３分の２

Ｃ審議延期可可単純多数決

D・再審雛可不可３分の２
（条件付き）

E・理事会に付託可不可単純多数決

Ｌ手続規則の一時停止

不可不可３分の２

G．審織保留可不可単純多数決

H･審議再開可不可単純多数決
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会繊運営手続規MI1

第４節助甑の提出(Offeringof
Motion） 

審議会において案件の雛ＩＦに入るには、

まず議員から、「動議」を提出する。二

ムュ
Ｂ他の制約

次のような状況では、他の動議を修

正しようという動離は適切でない

し、雛及は受理しない。

１）M1AlHiIPの動議と裕接な関係のか

いもの。運営手続規則に関する

助鍍なら、蕊捌となる本動雛の

’三l的に関連がなければならな

い。すなわち、修正に名を俗り

て別な新しいllllMLjを持ち込むよ

うなことをしてはならない；

２）否定の形をとっている原案をＩＩｊ

定の形をするなど辮謎中の⑩磯

の趣旨を逆枢させるもの；

３）群ilIIi会が既に決定した問題と'01

-内存のもの；

ある。動離を提出するには､離日が起立

して議長から発言の許しを得る。苑iこ『

の許し得た後、 自分の氏名、投票権を

を述べたう

えで、「難民、私はこれこれの動議を提

出いたします」と言う。本動鍍を除くす

ぺての動鍍に対してはもう1名の雛ｕ

の｢賛成(セカンド)」が必嘆である。犠
成者は起立して雛長から苑i-iFの許しを

将る゜許しを1\てから、ｌ:１分の氏名、役

蟆権を有する雛貝であれば地区番号を

述べたうえで、「議長、私はこの動議に

賛成いたします」と言う。このような苑
ijrが直ちに稀雛会から我W]されなかっ

た場合には、離反のほうから賛成者を

求めることができる。繊幽から動離の

4） 実質的な

内容に変更のないもの；

５）制定案から「制定する」という

文画を、また決雌案から「決雌

する」という文ｉｊを削除するだ

けのもの；

６）何ら意味のある修正を提案した

こととならないような文寓を遜
鍍中の離案'三i`iﾘ除または挿入す
るもの。

７）取るに足らないもの、またはＡｌｉ

鹿げたもの。

C）修正案の修正。

別の､11縦を修正しようというＩＤＩ雛

Motions） 

他の動雛を催正しようという動雛は

１k･条件に従わなければならない

Ａ書面による修正。

他の動拙に修正を加えようとする１１１ｊ

雛は議佳に盤面で平ii1に提出するも

のとする。但し、修正案が口頭でＷ１

確に理解できるという根拠があれ

ば、識長はこの規定を無視できる．

議長は、１１「ilHでこの動鍍を受け取っ

た後、このような動雛がIE式に提出

されたことを述べる前に、群議会述

営委員会によって趣旨を明確にし、
さらに審鍍会のために、このような
修正案を襖写し配布するのに、もっ
と時間が必婆か否かを決めることが

雛及が別個の修正ﾘﾘj識として後I土、

二画IF鍍士ろために修IF案を後回しに

したほうが便利だし、理解しやすい

る･他の助鑛を修正しようという１１醤

正動議案は、議長が受理したなら

D）修正の採決。

原案に対する修正が拠案されたとき
は、まずその修正案の採決を行う。

修正案に対する修正が提案された場

合には、審離会はまずその修正案に

対する修正案を採決してから、ｌｉ(案
に対する修正案の採決を行う｡

できる。

定L、ときまで延期することができ
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第９節本助織の表決

(ActiononPrincipaIMotions） 

本動議の炎決は、次の形のいずれかに

よるものとする。

A）原案または修正された形。

事務総焚から審雛会に適正に''11付

された立法案件の承,１８を求める本1,ｊ

識は、次の形式のいずれかでなけれ

ばならない：

１）立法案集に当初発炎された1H(梁

の通り採択する。

れ、雛１１から動雛が提出されなかっ

た娚介、そのとき、二の案件は撤回

とみなされ、その後、本動議の対象

となることはない。１mし、提案荷の

』』ｕ’ 

2） Rl細則第7.050.`１．項に従って(I醤

正の正文を書面で公表していた

（土汚決とみなされる。

第10節肘錨(Debate）

の江法案を採択する。

法案件を修正したい提案者の代

FMは、そのような修正の書iiiiに

に従って提 されていない場合、
討離に参加できない。

Ａ発言者の確認。

鍍奨が助鍍の正式提出があったこと

を鰍(!｢するまでは、その動議にIHIす

る,汁縦を始めることはできない。雛

llは、雛長から発薗の許しを１１ﾄたう

え、１１分の身分を,iI1FIﾘＩした後に初め

て苑ｊをすることができる。

Ｂ冒頭と結びの鯰述。

本１１１１雛の提出者には、難題に1111して

l71jmと結びの論述を行う権利がi蝿め

られる゜日程に別段の取り決めかな

じて初めて修脈することができ

ろ。その場合､鯵Iulih識をＩＦ,｛す

ろに当たって、提案者の代測1が

られる時間の一部とみなされる＝

Ｂ提案者の代理。

るとみなされる。（ｑし、提出行がそ

い限りｗ提案理１１】の説明に３分ｌｌｌＩの
時1111が与えられるものとする。その

後、火質的な楡ilvFIﾐたは反対・imILが

あった場合、本iilj雛の提出者は、ｆｌ

雛の結びに２分INIの時間を与えられ

るものとする。提11|省が特別許､｢を

を務めることに同j画していた場合は

この限りでない｡-審雛順序によって

こおいて発言することはできない

Ｇ肘蝿の制約。

本動雛の提出者以外の雛貝は、Iil:IＩＪゑこ
を求め、鑑長からmFij｢を得た場合を

除き、動議の討雛について１回に限

り発山が認められるものとする。そ

C、

吹の立法案件の縦1Fに入ると発犬さ
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の問題についてまだ発茜をしていな

い議員で発酋を求めている者がいる

限り、２回目の発言をすることはで

きない｡誰雛中の議案に側する雛ロ

動議の提出はできないことになる。異

議の申し立ての助駿については、討議

できるが修正はできない｡誠長が､異議
の申し立ての問題について苑筒する場

合には､鍍長席に粉いたままで、自分の

行った決定についてその理由を説明す

ることができる。理由の説明には3分Ｎｉｌ

が与えられる。典搬の申し立ての討議
において､議員の発言はいずれも１回限

りとする。但し、ｉ付議が終わったとき

に、決定に対する反対意見に答える場

合の識長についてはこの限りでない。

各錨質の1,1談にＩ１０する発言は２分間と

し、鍍長が決定に対する反対意見に答

えるために2分1111が与えられる。問題は

｢雛長の決定を支持されますか」という

言莱で辮鍍会にIMIいかけられる。鐘』童

日秘に別段の取り決めがの発言は、

ない限り､_1回に２分を超えないも

のとする。但し、前述の本動議の提

出者､出席投粟議員の』i純多数決の
同意のある場合は、この限りでな

い。

D、肘躯のバランス。

鍍長は､賛成者と反対者に等しく意

見を表明する機会を与えるよう努め

るものとする。

第１１節採決(Voting）
、術の採決方法は、発声投票か挙手

である。議長は極ちにその結果を発表

する。もし議長の発表結果の正確さに

ついて疑念を抱く鍍員があれば、その

離貝は、他の雛｡IFに進むiifIに、直ちに
｢撒否分離方法による採決」を要求すべ

きである。この方法による採決の要求

があった場合または議長が縫否分離方

法を望んだときは､議長はまず､賛成側

の起立を求め､珊席させる。同じ手続を

反対側にも使う。般長が、まだ､確信を
もてない場合、または、議瓜が２回目の

賛否分離方法による採決を要求した吻

合､今度は､雛焚が、直ちにi汁算係を任

命したうえ、再び採決を行わなければ

ならない。この場合には､賛成側の起立

を求めてこれを数え､識席させる。同じ

手続を反対側にも使う。計算係が梨計

し、難民がこの鰍告を発表する。

数決が必要である。投票の結果が可否

同数となった場合には、議長の決定が

支持されたことになる。

魁率進'￣る、皿

ParIiamentarvPoints 

問を投げかけたりすることができる

定が必要とされる。

A、特樋事項：これは、審識会と審議会
鍍貝に認められている椛利および特

典にＭＩＩする識貝の発言である。次の

１F項が特権に属すが、これだけに限

られない：

１）辮雛会の榊成に閲するもの；

２）会錨濁のluii房、採光、換気とか

雛員のための好適な環境の保持

に関するもの；

３）騒音その他会鍍の妨げとなるよ

うなものの防止など、；
４）会議に出ている役員や継貝の行
動に関するもの；

５）雛貝の規則違反その他の非行に

対する慾llllに11Mするもの；

第１２節異躯の申し立て(AppeaIofa
RuIing） 

議長の行った決定に対して異鍍の申し
立ての動離を促出することができる。
災難の申し立てはセカンドを必要とし

ないが､異議の申し立ては､鍍長の裁定

が行われた唾Lにのみ提出しうるもの
とする。もし何かほかの対雛や識１Fが

あいだに入ってしまうと、もはやこの
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関係地区すべての提案者代理が審議会
幹IlIEに書面で、審議会に提出された提
案を撤回すると通告することができる。

このような代理は、議長がその趣旨を
認めた場合、立法案を鍍場で撤回する
こともできる。提案が本動議の対象に

なっている場合、審議会の許可を得て、

本動議の提出者によって初めて撤回で

きる。

６）傍聴人や訪問者の行動に関する
もの；

７）公表された報告苫または議事録
の正確性に関するもの。

審議会の特権事項は､議員の特権111Ｆ
項に優先する。

Ｂ進行手続に関する率項

これは議員が組織規定または本細則
の違反に対して、注意を喚起した

り、抗議をしたりするものである。
第１６節審議会によって提出される立

法（LegislationProposedbythe
Council） 

審離会そのものもＲＩ細則第７．０２０．

節に規定するように、決議案を提出で
きる。決議という形式で次の審議会で

審議する制定案を提出できる。議員が
審議会に代わってこのような立法案の
提出を希望する場合､まず､所定の期限
内に離長に提案を書面で提出し、謹選

会運営委員会の点検を受けなければな
らない。審議会運営委員会が、点検後、
必要であれば提案の本文を明確に作成

する｡議長は､その決議案が審鍍会で審
離される時間か、または審議会で審議
する資格のない理由を発表する。１２鐘！

蘭切な措楢

曇１
０情報の要諦
討議中の問題にだけ関係のある事実
または手続についての情報を要請す

るものである。議長がその件が適切

かどうか決定する｡議長がその要請
】硬]〕、よ、重きIjlq

きる。辨務総長がそのような要請に

案が審雛会で審議することを欺認され上上
塾舎一り

第１４節休憩(Recesses）
審議会は、議長によって、休憩したり、
議事の合間に休憩をはさむことができ
る。あるいは議員が休憩を入れたり、日
程の議事を終えたりする動畿を提出で
きる。このiliI識については討議も修正
もできない。

錘を1足ｍＴ－Ｃ貧硲を牛

な動遡土他の本動識と同じように討議
することも修正することもできる｡

第１７節資料の配布(Distributionof
Materials） 

審議会の投票権を有する雛員が開催都
市に到着後、立法案の賛否に影騨を及第１５節立法案の撤回

(WithdrawalofLegislation） 
立法案は、本動議の対象になっていな

い場合､次のような方法で､審鍍会の審
議から除くことができる。提案で、１人
または複数の立法案提案者の代理が、
審議会幹事に書面で、審鍍会に提出さ
れた提案を撤回すると通告することが
できる。審議会に提出された提案が二
つ以上の地区から提出されている場合、

分湘ＩＺｷｸＥ

ることはできない｡但し､そのような配

票議員の単純多数決によって承認され

提供された賛成または反対資料、ある
いはRI理事会の提供する情報には適用
されない。本節に違反して配布された
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代表する代鍍貝および委任状による

代理者をもって、国際大会の本会砿

の定足数とする。（9.080.1.）。

－‐１１１際大会手続規則には、「全凹差貝

会」の規定が含まれる。

－－行緬委貝会の報告および「ii5l`蝋でき

ない」という鍍事迦徴手続を除くす

ぺての動鍍は、国際大会の議場にお

いて付雛することができる。（Ⅱ､し、

｜iＩ際大会が、その時の出席投票選挙

人の投票の3分の2の多数をもって、
ｉｉｉ|雛をＨ１いないでこれらを処jJl1すべ

き二とを決定した場介はこの限りで

ない。

国際大会下続規'''１は次のような

投票手続を定めている：

ｌ）国際人会における投票は、本手
続規則またはRI細l(Ⅱに別段の定

めある場合を除き、口頭による

ものとする。雛及が投票結果を

発表するものとする。あるいは、

「賛否分離方法による採決」を指
示することができる。

２）議口が発表結果の正確さについ

て疑念を抱いた場合、その鍍貝
は直ちに「賛否分離方法による

採決」または起立投票を典求で

きる。起立した避難人をＩ票と

数えるものとする。

会尺または雌長は、必ずしも文際に
数を数えることを要しないで起立投票
の結果を宣することができるものとす

る。そして実数を数えることとする要

求が迎滞なく行われ、２ｏ名に連する他
の避挙人が苑`iの機会を与えられてそ
の要求に同調しない限り、そのiri才を
もって最終決定とする。

要求があり、２０名がIiil1UMした｣bMi合､会
長または議災は直ちに１１１．節係を低命し
たうえ、再び採決を行わなければなら
ない。今回は、擬成側の起立を求めて二

れを数え、次に、賛成(川が糟席してから
反対側を起立させてこれを数える、と
いう方法による。議長は『汁算係の報告
を苑炎するものとし、この発表をもっ
て雌終とする。

費料は､稀鍍会離仏が無視し､議長がそ

の対策を識じても推し支えれい，

１８節日程の修正(Amendmentof

OrderoftheDay） 

日程はその目_的_で適正に提出された'111

雛によって修正できる。この動議はii、

雛も鯵１１{もできる

第１９節手続規則の修正(A11endmentof

Ru｣且塾
手続規ｌｌＩは、出席投票鍍且の単純多魁
決による当初のjmhMR後型そのために滴

正に提出された助雛によって修正でき

る。この動議は討雛も修正もできる．そ

の承認には、出席投票議日の3分の２の
賛成が必要とされる。

第２０節その他の手続事項
(MattersofProcedureNotCovered） 
この岨Ⅱ'1について、矛研する点、はっ

きりしない点、あるいは疑1''1の点が縄

められた場合は、Ｉ(’組織規定にその解
決を求めるものとする。本規lIlIと組織
規定に定められていないIlFJn〔について

は、離及が公正を基本とした判断に

よってこれを決定するものとし、雛11
は審鍍会に対して異議の'１'し立てをリー
ることができる。

11．国際大会手続規則

(RulesofProcedure--Convention） 
Rllll際大会の雛１F運営手続は、１９７７

年規定瀞鍍会で採択された（77-105)。
以後、１９８０年（80-97)、1983年（83-
193)、1986年（86-226）の審鍍会で改
正された。この手続は、ＲＩＨＭﾘﾄﾞ会が聯
鍍会で使うよう推奨した手続規則と似
ているが、次の点が異なる。
－－代雛11は、正式な資格のあるクラブ
代議11、委任状による代理哲、国際
大会特別代雛11で、それぞれが同際
大会で投票椎を行使できる。（RＩ定
款第９条第５節）

－－国際大会の全クラブ数の10分の１を
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役、の指名・選挙の場合は、選挙人
は、圃分の所持する代雛員の信任状の
数と委任状の数だけ投蕊する資格があ

るものとする。但し、特別代議員は、将

別代雛員としての資格においては、国

際大会全体に対して提出された案件に

ついてのみ投票することができる。
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第４部

ロータリー財団

(TheRotaryFoundation） 





第１６章組織および目的(OrganizationandPurpose）

ＲI定款第１２条とＲｌ細則第２１条に規

定されているＲＩのロータリー財団は、

1917年に基金として発足し、1928年国
際大会でロータリー財用と名付けられ

た。1931年に信託組織となり、1983年

に米国イリノイ州の法令の下に非営利

財団法人となった。本手続要覧の黄色

の頁に、ロータリー財団細則が救って

いる。

ロータリー財団事務総長

(GeneralSecretaryofTheRotary 

Foundation） 

財団LIjF務総長は、ＲI理事会によって

選ばれた同一ロータリー年度のＲＩ事務

総長と同一人とする。事務総長は管理

委員会と委員長の指示の下にロータ

リー財団の管理と財務を担当する最高

責任者とする。また､管理委員会の方針
を実行し、財団の全般的運営と管理の

責任を負う。（ロータリー財団細則第５

条第5.8節）事務総長は、財団のこれ

らの任務のいずれをも、ＲI事務局にお

いて事務総長の監督下にある管理役職
者に委任できる。（93）

財団の目標

(TheObejctiveoftheFoundation） 

ロータリー財団の目標は、博愛、慈

灘、教育または人道的という特質をも
つ明確かつ効果的なプログラムの促進

を通じて、さまざまな国の国民のあい

だに理解と友好的関係を助長すること
である。

ロータリー財団の使命は、国際レベ
ルの人道的､教育的､文化交流プログラ
ムを通じて世界理解と平和を達成しよ

うとする国際ロータリーの努力を支援
することである。

ロータリー財団地区委員会

(ＲｏｔａｒｙＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＤｉｓｔｒｉｃｔ 

Ｃｏｍｍｉｔtees） 

ＲI理事会と管理委員会は次のことを

決定した｡各ガバナーは､就任のかなり

前に、地区ロータリー財団委員会
(ＤｉｓｔｒｉｃｔＲｏｔａｒｙＦｏｕｎｄａｔｉｏｎ 
Ｃｏｍｍｉｔtee--DRFC）を設置するものとす

る。MFCは、１人の委員長と８人の小委

員会委員長によって栂成される。地区
委員会と小委員会の全委員は、ガバ

ナーが任命する。できれば、ＤRFC委員
長と小委員会委貝長はバスト・ガバ

ナーでなければならない。委員の任期

は3年とし､任期をずらして委員の継続
性を図り、毎年委員全員が入れ替わる
ようなことは避けなければならない。

小委貝会は、担当する活動分野にお
いて経験豊かなロータリアンをできる

限り委員としなければならない。次の
ような小委貝会を識膣することを勧奨
する：

１）年次寄付

２）計画的寄付／大口寄付または恒
久基金

管理委員の任命と組織

(AppointmentandOrganizationof 
Trustees） 

ＲI細則第２１条の規定によると、会長
が、ＲI理事会の承認を得て、１３名の管
理委員を任命する。財団細則の規定に

よると、管理委員会は､管理委貝が構成
メンバーとなる委員会とそれぞれの任
務を決定する。管理委員会委貝長が、そ
の委員会と小委貝会の委員と委貝長を
任命する。その委員会の名称と委貝の

氏名は公式名簿に記救されている。
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3）財団情報一－

４）奨学金
5）研究グループ交換

８）ポリオ・プラス

Ⅷ､委員会それぞれの任務は、「ロータ

リー財団要覧｣(300-JA)に記較されてい
6）補助金

7）学友
る。
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第１７章ロータリー財団のプログラム

（ProgramsoftheRotaryFoundation） 

ＲＩ理１１Ｆ会と１Ｍ団管理委口会は、ロー

タリー財団のＨ標を助長１－る明確かつ

効果的な手段として、次のプログラム
を承認した：

ロータリー国際親静奨学金

大学教ｎのためのロータリー補助金
研究グループ交換

人道的な国際プロジェクトのための

同額補助金

へルピング・グラント

常９カ月）勉学するものである。

マルチ・イヤー国際親善奨学金

マルチ･イヤー国際親艀奨学金は､他

国で学位取得を目指し、２年または３年
間勉学するもので、その奨学金の額は、
1年につき一律である。

文化研修のための国際親善奨学金

文化研修のための国際親蕃奨学金は、
3カ月または６カ月間、他国で集中的に

語学強化研修を受け、他国の文化に溶
け込むためのものである。

災害救援補助金

保健、飢餓追放および人間性尊航
（3-Ⅱ）補助金

3-Ⅱ計iiiIiilIi備助成金

ロータリー・ボランティア補助金

世界社会猴仕カール・ミラー助成金 ジャパン国際親善奨学金は、日本の
今ﾗ雇十f･、

地区のみが利用できる試験的プログラ
金

薮人道的補助金

平和プログラム

ポリオ・プラス

ポリオ・プラス・パートナー

ムで、ロ本譜研修と日本文化に触れる

機会を提供するものである。（管理

童22Ｌ

騒菜研修奨学金
すべてのロータリー財団プログラム
。i5Ｆ

ための試験的プログラムである。（符卵
脱されている。 委員会95）

ロータリー国際親善奨学金

(RotarWUnbassadoriaIScholarships） 
5郁類の同際親善奨髪金すべての目

的は、次のようなプログラム目標をjｉ
司際親稗奨学金プログラムは、民Ⅲ じて国際理解と世晃平和を助長しよう

の留学プログラムとしては、世界最大 というロータリー財団の全体的使命を
のものである。ロータリー・クラブの所 笈することである

際理解を深めるために親義

Ｑ
Ｑ
 

節を派遣すること；

ロータリーの象徴する高度のＦ１！
処の範囲内においてすべての奨

◎ 

え付けること；
1学年度国際親善奨学金

１学年皮奨学金は､他国で1学年度(皿
Ｑ '】

生に、必要な技術を身に付けさ
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ロータリー財団のプログラム

を立証しなければならない。申論者はせること；

Ｑ 

1ならではの問題や課題につい
を卒業しているか、一般に認められたて学ばせること｡

ロータリアンは、財団寄付だけでな
ければならない。

たりすることも実施して、国際親善襖
選考

申諭書の締切日は個々のクラブが設
定する。しかし、財団締切日の10月1
日より以前の３月から７月１５日までで

なければならない。地区確認の申訓譜
は、奨学金支給年度iiiの１０月１日まで
に必ずロータリー財団に届いていなけ

占一フ■

切言と指導があればこそ、人類の二一

壮氏1局~Ｔらので』

地区で受領できる奨学金
地区財団活動資金(Distlrict

DesignatedFund-DDF)の額、また、

れぱならない。

貝会が承認したllWI者には、毎年1２月

Xによる教育的プログラム分野への
される。

プログラムの実施

シェア配分額に応じて、クラブや地区
が国際親善奨学金を利用できる件数が
決まる。

寄贈奨学金 ラムの成功O2iilは、奨学金の1劃際親善

得の高い国々の地区は、自ら力旦選 'Ｗョ》》》 削にある＆ガバナーは､地区後援の下に
海外へ行く奨学生のひとりひとりにつ
いてスポンサー地区顧11ルータリアン

を任命し、また、自分の地区に慨学して
くる海外の奨学生のホスト地区顧問
ロータリアンを任命しなければならな

い。

縮

やさないようにしながら、ロータリー
基隈H、

を負う｡

国際親善という職務を遂行するため
に、奨学生は、奨学金)011111中、ロータ
リー・クラブ、ローターアクト・クラブ、
ロータリー以外のグループを肪問、ｉｉｉ

演しなければならない;地区大会､財団
晩喪会、ロータリー・クラブとローター
アクト・クラブのプログラムと奉仕プ
ロジェクトに参加しなければならない。

帰国後は､奨学生は、クラブ例会や地
区大会､財団晩鍵会､学友のiililliljに参加

牙理委員会９２

資格

Zｌ 
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ロータリー財団のプログラム

城っている。し、これから海外に旅立つか、スポン

サー地区で勉学する奨学生のオリエン

テーションを援助しなければならない。 研究グループ交換

(GroupStudyExchange-GSE） 
ロータリー財団研究グループ交換はｉｆ活動に糊極的に参加する機会や綱

の義務を果たせるようにするのは、ス 文化と職業のまた_とない交流の場を槌

災する。それは、組織的な旅行、価
タリアンのTki務である。 (管理委員会
93） 

国際親善奨学金プログラムの詳細、
候補者の資格条件､申講手続は､最新版
の「ロータリー財団国際親善奨学金」
(132-JA)、「ロータリアンのための国際
親善奨学金と大学教員のためのプログ

ラム指針｣(O12-JA)、「国際親善奨学金
要覧｣（133-JA)に城っている。

准進する機会であ-251゜このプログラム
|土、専門職務に携わる若い男女チーム

力i異なる国に属す地域への肪問を交按
するものである。ロータリアンのチ

ム・リーダーが各チームを率いる。瀧佃

者は、チームに同行できない。（管】H1委
瓜会96）

このプログラムの目的は、専門職職
H験の浅い若い人々に対して、その専

大学教員のための補助金

(GrantsforUniversityTeachers） 
０１繊務の技最と指導力を磨きｕ地域社

０
 

二一

国際化の進む職場@

大学教員のための補助金プログラム ズに対処できるようにすることである。
Doriｶﾞﾏ､正【聖 剣のIＦ

殉プロジェクトを確立するための世冊
1:会奉仕の機会を提供する。そのプロ

２２エクトを通じて、健康管理､教育、ま
コグ車フエュＣＤＺｎ丘引醒、

得国での高等教育を強化しながら たは他の人道的諸IMI題の具体的ニーズ
に取り組むことができる。４－６週llIIの

ｍＵｍＨｄ。＋ＴＩ。

研究グループ交換の体験には次の活⑩
、力旧 が含まれる：

画以外）０
廠菜活動。他国での職業の実践を兄

〃】ら「囚

得の国とは、１人当たりのGNPによって

定挺される。こうした補助金の受領者
を推薦するのは、シェア・システムの下
に大学教貝のための補助金を特に避ん
だロータリー地区で、補助金はロータ

リー財団が特理する。太学教貝の奉仕
であるから、ロータリアンもロータリ

アンでない人も、この補助金を受額で
きる。申識者は、３年以上、常勤で大学
に奉職していなければならない（引退
している場合、奉職していたことがな

ければならない)。このプログラムにＩＨＩ
する洋紙は「大学教11のためのロータ
リー補助金」（193-JA)と「ロータリア
ンのための図際親紳奨学金と大学教１１
のためのプログラム指針｣(OI2-JA)に

ことは､蛾終的には､関係地域社会すべ

てのためになるｑ

硯睦の樋会。チーム・メンバーとホス

、参加。聯１０１鞭漉

上期にある若い人，

世li1と異文化の中で、その職業につい

Lしながら同時に、研究チームを派ｉｆ
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ロータリー財団のプログラム

リアンにこの指導的役割に就く機会と受け入れ、その教育を共に経験するＢｉ！

提供したが、鰯学､職業、その他のニー会をロータリアンに拠供±ろ。こう
ズなど交換の特別条件のた_ｌｄｌＬ元地区コーーダｕｊ－－ｐ

ガバナーが砧適任の候補者として選ぱを高める。
れた鳩合に限られる。（管理委貝会且Ｚ

究グ｣ブ交換
選考

地区は､性別にかかわりなく、最も適

格の候補者から成るチームを進ぱなけ

補助金を受ける資格を取得するには、

地区は、地区大会もしくは地低協議会
における決議によって、あるいは郵便

投票によって、地区内クラブの３分の２
が、このプログラムへの参加llliliを承
諾･支持することを表リル、さらに要請
されれば妨問チームのホストになるこ

とに同意したことを証明しなければな
らない。

れぱならない。

とチーム・メンバー全員を選巻する｡_1lb

区ガバナーが選考の資格条件を確かめ

申鮒聾に確認をする。

プログラムの実施を記入した申諭瞥を１１月１日までに財
従来のGSEは､異なる職種の人lこよつ各地区用に提出しなければならない。

I土、希望する相手地区または地域を表
明できるが、組み合わせの最終決定は、
管]理委員会が行う。管理委員会は､地区

のI亜mulm

列えば、医学、敬育、薬物濫'１１

ンセリング､農業など）に従ＩIFする会ｒ

の単一職業チームなら､_他国で実践さ回正しノこノド泥

れている特定の職業をじっくり考察で

きる。文化チームには趣受入地区のロ_

タリアンに才能を披露し合える芸術家96） 
言調学者が含ま』lLる。プロジエ音楽

クトの開発を支援する交換には、受入資格条件
チーム・メンバーは、一般に認められ

町1ｍ二‘

て帰国するチーム・メンバーが参加す

る。ポリオ・プラュＧＳＥチームのメン

の撲滅を実現する。隣国や新ローダ

リー国との交換も可能だし、管理番【
ﾆｾﾞﾖ購口干診ロ

(管理委日会96）
研究チームは、到満時点から出発時

点までホスト地区の管理下にあるのが

普通である。旅行計画に他地区が含ま
れる場合ですら、ホスト地区が､研究計
阿DII案、日程作成、地元の交通手配、

チームの受入､活動の用意､できる限り
のホーム・ホスピタリティーを引き受

け、その責務を負う。研究旅行は大菱疲

言語にある程I正解

ﾋユ
チーム・リーダーは､特に同際奉仕に

おいて経験豊かなロータリアンであつ
て、自国とロータリーに精加していな

ければならない。リーダーはホスト侭

地区ガバナーはチーム・リーダーをＦ
｡1．ＵｘＵハＵ［」
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ロータリー財団のプログラム

れるものである、ということを認識し‘ 元その他の力ではかなえられな

いような援助をするもの；
２）かなりのロータリアンが参加

し、ロータリーの活動というこ

とが一般の人から見て分かるも

の；

３）地域全体のためになるもの；
。）少なくとも２カ国のクラブまた

は地区のロータリアンが参加

し、監視するもの｡一つの国は、

プロジェクト国（プロジェクト

が実施される国）で､一つは､海

外の援助国である。補助金の申
舗者は、奉仕プロジェクトの

パートナーで、プロジェクト完

了のため緊嘘に協力しなければ

ならない。このような協力がで

きるように、各参加クラブまた

は地区は､少なくとも3人のロー

タリアンから成る委員会を殻１ｍ
し、プロジェクトの進展状況と
完了について６カ月ごとに互い

に報告し、さらにロータリー財

．団に報告しなければならない。

５）過去５ロータリー年度内に、申
鋼者と援助受領者を同じくする

プロジェクトについて既に同額
補助金を受けたことがある場

合、そのプロジェクトと明確に

違うもの。

補助金プロジェクトは次のことを目

的としてはならない：個人が学位や昇
進を力､ち得るためのもの；個人がセミ
ナー､会議､または国際交流に出席する
ためのもの;恒久的な財団､信託または
恒久的利益をもたらす預金口座を11M設
するもの｡同額補助金の資金(財団補助

金のほかにクラブや地区が綱達した資

金を含む）は､土地または述物､堅固な
建物の建設、給与、人件費（１回限りの
契約の専門家を必要とする場合はこの

限りでない)、団体の運営饗の補助に使
うことはできない。

競争制の同額補助金の支給前に、提
唱クラブまたは地区は、次のことを十
分に実鉦する計画を提示しなければな

１k要である。

｢研究グループ交換｣(16O-JA1J研究グ
1６５－ 

き」（164-JA)_に記赦されている。

人道的な国際プロジェクトのための

同額補助金

(MatchingGrantsforlnternational 

HumanitarianProjects） 

同額補助金プログラムの目標は、
ロータリー財団の目標の推巡に寄与す
る方法として、ロータリー・クラブと地

区が他国のロータリアンと協力して人

道的な世界社会奉仕プロジェクトを遂
行するのを援助することである。（符理
委員会92）財団は、承認された国際奉
仕プロジェクトに、クラブと地区の寄

付額の同額を、股闘米貨50,000ドルま
で授与する。
このプログラムは：

１）クラブと地区の国際規模の棚互
交流によって国際性を推進す
る；

２）クラブがよりよい社会奉仕がで
きるようにする；

３）個人の澗極的参加を含むクラブ
および地区の小規模で１回限り

の人道的奉仕プロジェクトに資
金を提供する；

４）クラブと地区の世界社会奉仕の
遊具となる；

５）恵まれない人々の生活の蔵を高
める；

６）他の財団またはRIプログラムに

よって支援されていないような
プロジェクトを支援する（TIF理
委員会92）

次のプロジェクトが考慮される：

１）人道的ニーズに応え、経済的に

、lまれない人々の役に立ち、地
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ロータリー財団のプログラム

らない。すなわち財団の補助金の授与

額と性質に応じてロータリー財団と国
際ロータリーが広く恒久的に認められ

るようにする計両である。（締理委仏会
94） 

保健、飢餓追放および人間性尊重補助

金(Health，HungerandHumanity
Grants） 

保健、飢餓追放および人間性尊重(３－

H)補助金プログラムの目的は、国際間
の理解、親善および平和を促進するた

めの方法として人々の雌康状態を改善

し、飢餓を救済し、人ＩＮＩ的､社会的向上

発展を図ることである。この目的は、ク

ラブや地区の資力と人材だけでは大き

すぎて扱いきれないような大規模なプ

ロジェクトによって推進される。（78）
下記の基地に合致するプロジェクト

を老感する。プロジェクトは､次のよう

な条件を伽えていなければならない：

Ｉ）国際間の理解、親善および平和

を促進するための方法として、

人々の健康状態を改善し、飢餓

を救済し、人間的、社会的向上

発展を図ることを目的とするも

のであること；

２）相当数のロータリアンが進んで

参加するものであること；

３）ロータリアン、ロータリー・ク

ラブおよび／または地区から支

援が得られるものであること；

４）国際奉仕的プロジェクトである

こと；

５）一つのクラブまたは地区、ある

いは、クラブ・グループまたは

地憧グループでは大きすぎるこ

と；

６）長期的に自立していけるという

利点のあること；
７）ロータリー財団とＲＩの双方また

はいずれかの手を離れてから

も、引き続き適当な支援が確保

されるものであること；

８）土地の賊入、または、堅固な建

物の職入または建設を含まない

こと；

９）ロータリー財団またはRIにＭｉ助

金の支給以外の責任を負わせる

ものでないこと。（79）

ヘルビンゲ・ゲラント

ヘルピング・グラントは、ローダ

リー・クラブがない地域､あるいは地元

ロータリー・クラブがプロジェクト実

理由で、かなりの人数のロータリアン

音プロジェクトを実施できるように

するためのものである。ヘルピング・グ

が授与するということを除いて、同離

ものである。

災害救援補助金
同額補助金プログラム内の活動とし

て、ロータリー財団は､少額の災害救援

補助金(上限：米貨5,000ドル)を授与

している。この金額は､主として思いや

りを具体的な形で表すもので、災害の

結果、現実に必要とされるものをかな

りの程度満たすというものではない。

災害救援補助金は、被災地のガバナー
がRIに提出した災害救援要Aflに応えて

会長が授与できる。この補助金は、ＲＩ

災害急報制度を補足するものであり、

また世界中のロータリアンの経済的援

助を補足するものである。この補助金

は、１カ国の１件の災轡につき１回のみ

授与するものである。

童_ゑ１
（第７竃の「災害救援」も参照のこと）
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賃20,000ドルを授与するものであ

旦二

世界社会奉仕カール・ミラー助成金と

クトとロータリアンのプロジェクト参

ジエクーヒ予算を添付する。それが3-Ⅱプ 区財団会
ログラムの条件をかなえているなら 助成金

(CａｒＩＰＭｉｌｌｅｒａｎｄＤｉｓｔｒｉｃｔ 

DesignatedfundPiscoveryGrant） 
この助成金は、当初､元会長のカールを受ける。

変の寄付により設立されたP、ミラー

もので､２カ国以上のクラブと地区の参

加する大規模な協同奉仕活勤になる可

能性をもつ国際奉仕プロジェクトを推

進するものである。世界社会奉仕カー

ル・ミラー助成金は､国際奉仕プロジェ

クトの開発段階に必要な旅費と関係経

費を支援する。

米貨3,000ドルまでの補助金が競争

制の下にクラブまたは地区に年２度授

与される。ロータリー財団に申し込め

ば､申鋼書が入手できる。ＷＩ諭書受理の

締切日は７月１日と１月１nである（管
理委員会９１，９２）

クラブまたは地区がプロジェクトを開

従わなければならない。

3-Ｈ計画準備助成金

ロータリー・クラブや地区がかなり

の規模と影響力のある３－Ｈプロジェク

h_を2計画するに当たってのりF前準伽に

成金を授与するのが３－Ｈ計画鋤

ドルで、競争制の下で授与される

ロータリー・ボランティア補助金

(GrantsforRotaryVoIunteers） 

ＲＩロータリー・ボランティア・プロ

グラムに登録しているロータリアン、

財団学友、ローターアクターが､他国で
奉仕する場を見つけ、４週間から８週１１１１
奉仕する計画を立てたなら、ロータ
リー・ボランティア補助金を受ける資
格を有する｡ＲIロータリー･ボランティ
ア・プログラムに関する詳細について

は､第５厳の｢職業奉仕」を参照のこと。

)できる。このDDFによる助成金は、鮪

争制ではないので、１年を通じて承認さ

型j旦二

所人道的補助金（NewOpportunities
Grants） 

所人道的補助金は、地区財団活動資
金をi、じて調juiされるので､DDFを配

した地区に授与する。嫉当地区は、ロ_

タリー財団の使命とロータリーの理想

ロータリアン以外の人もローダ

リー・ボランティア補助金を受ける資

を企画、着手する。
ロータリーと分かるプロジェクトある

いは承認されている3-11または同額ｈ 平和プログラム(PeacePrograms）
功金プロジェクトに奉仕するもので ロータリー平和プログラムの目的は

をｲ1.していなければならない．１年Ⅲ

の長期ボランティアは地区財団活動資
金を通じて１人のボランティアに付き
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的ポリオ･プラス委員会に指示し、方針

Ⅱにあふれる卵解を培い、経済的お

よび人間性開発を推進する'汁画につい 勧告する．ポリオ撲滅活動を遂行して

lLlZi-各1重L_各地域は、ポリオ・プラス委

の指導者、政策立案者の理解を深める 曰会にこうした活動を監督させるす

ことである。（悴理委ｕ会９６

平和プログラムのために財団に補助

金を申諭したいロータリー・クラブや

地区は、その地域に雌も近ﾚﾕ管理委貝
または理ＪＩＦに申鋼書を提出しなければ

ならない。（管理委貝会９１）

いては、ＲＩ事務)向)から入手できる

ポリオ撲滅活libを支援しようという

補助金案は適切な合iiil調整委員会（例

えば､保健省､ユニセフ､世界保健機関）

と正式に協議をしてIⅢ発する。イン

ターナショナル･ポリオ･プラス委瓜会

が、ポリオ･プラスの方針と資金提供優

先順位に沿って提案を審査し、補助金

ポリオ・プラス(PolioPlus）

ポリオの撲滅、西1滕2005年までにそ

のiHE明をすることが、国際ロータリー

の蚊優先ﾘﾄﾞ項である。ポリオ・プラス．

プログラムは、ポリオ１１M係の活動に数

年'１１１参加した後、1985年に発足した｡援

助を希望する1W1発途-k国にポリオ・ワ

クチンを供給するために、米貨１億

2,000万ドルを集めることを約束した。

1988年までに、ロータリアンは米貨２

億4,000万ドル以上を集め、多数のボ

ランティアをＩＲＩ貝して世界ＵＩｊの大規模

な予防接種キャンペーンとポリオ撲滅

活動を援助した。世界保健協議会が西

暦2000年までに世界からポリオを撲滅

しようという目標を採択するに当たっ

てロータリーが大きな役割を来たした。

をする。

ロータリー財団管理委日会は、１１上界が

が来るまでポリオ撲滅が依然として同
慨ニローー巧

の目標であり、目標でなければならな
司今０F

ポリオ・プラス・パートナー

ポリオ・プラス・パートナー・ブログ

ラムは、特定の一般社会動瓜や監視活

ワクチンを供給し、届けることを文

参加できるようにしたものである。こ

のようなわけであるから、ポリオ撲滅ス・プログラムにl主_ポリオの換滅を殖
を完了するために必要な資金も補足す

卜の詳細やリストについては、ＲＩｐｌ鰯ること、監視制度を通じ工のウイルス

局に照会されたい。

ポリオ・プラス・プログラムの詳細に111の資
ついては、「ロータリー財団嬰覧」（300-

A)、ポリオ・プラス・プログラム運営芽金の投入の緊急性､必要性､効果1こつ

新の活動]ＩＦ例を注文できるれる。

インターナショナル･７１２－リオーニプラス

財団補助金プロジェクトの監視

(FoundationGrantProject 

Monitoring） 

委貝会(InternationalPolioPlus

Committee-IPPC)がポリオ・プラス撲

減達成のために、ポリオ・プラスのすべ
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タリアンと職員の配偶者；直系卑屈(血

縁による子または孫、入濡している養
子)；直系卑属の配(ｌＩｌ者;尊属(血縁によ
る両親または祖父冊)。（93）
財団への寄付者は、直接または間接、
財団プログラムの受益者となってはな
らないと現実に定めている方針によっ

て、奉仕の理想は雌もよく突i1iEされる。
ロータリーの標餓「超我の奉仕」は、

ロータリアンでもロータリアンの親族
でもない人で、それを受けるにふさわ

しい人への利他の奉仕に韮づく人道的、

教育的プログラムによって、最もよく
実証されるのである。この方針の下に

無資桁の人は、当該ロータリアンが所
属クラブを退会しても３６カ月Ⅲ、無資
格のままである。（符理委員会93）

ランテイアカミli監視し、プロジェクトの

の効果を評価する。財団が通常の補助

金プロジェクトの監視または介入に援
助を必要とする場合､ガバナー(または

指墹された人)が､その援助をしてくれ
るものと考えている。財団から要舗さ
れたとき、ガバナー(または指名された

人)が､地区内の問題の援助に全力投球
する。例えば､プロジェクト提唱者に説
明を求めたり、悩報を入手したり、所定
の報告を要鋼すること；プロジェクト
の現況を判断すること；財団の指針を

繰り返すこと；地元の不和を処理する
こと。

ガバナーは、財団補助金を授与され
ているプロジェクトを妨１冊し、地元の
クラブの活動を称慨し、ilIl題を見極め、
解決し、問題の発生を阻止するよう奨

財団学友(FoundationAlumni）
元ロータリー奨学生、元研究グルー

プ交換参加者、元大学教員補助金受領
者､ロータリー･ボランティア補助金受励されている。

ため 領者は、 Ｉ上界社会奉仕助成金や新人iii

奨励されている。（管理委員会92）さら
に､ガバナーは､地区提唱の同額補助金
および3-H補jllj金プロジェクトのプロ

ジェクト委員会の職権上の委貝である。
クラブ会長は、クラブ提IVjの同額補助
金または3-11補助金プロジェクトのプ

ロジェクト委員会の職椛上の委員とな
る。補助金の処理に不都合なことのな
いようにするためである。（櫛理委貝会
93） 

財団補助金受領無涜格者
（ＩｎｅＩｉｇｉｂｉｌｉｔｙｆｏｒＦｏｕｎｄａｔｉｏｎ 
Ａｗａｒds） 

ＲI理事会と符理委員会は吹の点に同

意した。奉仕の理想を実証するために、
ロータリー財団プログラムの補助金は
次の者には授与されない：ロータリア
ン､但し､管理委風会の明記しているす
べてのボランティア奉仕については例
外とする；クラブと地区と他のロータ
リーUll係の組織とＲＩの職且；前記ロ_

(〕に､すべて、ロータリー財団の学友と

みなされている。ロータリー財団は､学
友が世界中のロータリアンと他の財団
学友と継続的に捉挽をはぐくめるよう
援助するために努力している。学友は、
元財団プログラム参加者として、世界
社会への献身の念をはぐくみ、世界の
人々のあいだに理解あふれる平和な関
係を推進するというロータリーの夢を
引き続き分かち合っている。
派避地区は、地区内の財団学友との

関係をiiiiめ、学友の参加したプログラ
ムの所jv1の目標を達成するために淡の

措趾を繩じることを考愈するよう奨励
されている：

Ｉ）帰国次第すぺての奨学生を正式
に迎える；

２）柵国した奨学生が主として派遣
地区で瀧務づけられている講演
を完了できるようにする。すな
わち：

ａ）州}国後股初の１年にローダ
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リー行事で少なくとも５回

縄演する

ｂ）帰国後ロータリー以外の人

を前にして少なくとも３回

講演する

３）大学その他の1111係出版物に学友
の活動についての記JIFを手配す

る；

４）学友を地区大会に招待する；
５）年次財団晩餐会または他の行事

に学友を招待する；

６）地区内学友の定期的懇親会を組

織する；

７）地区の学友記録を最新のものに

する；

８）有望なロータリー・クラブ会員

候補者とみなす；
９）適切であれば学友に財団寄付を

依頼する；

10）これから海外に旅立つプログラ

ム参加者のためのオリエンテー

ション・プログラムに参加する

よう学友に要制する；

11）特別な地区およびクラブ行YHへ

の出席または織演を学友に依頼
するよう奨励する。（符理委、会

９３） 

さらに、地区の全学友の現在の名簿
を玻新のものにし、地区内の学友の住
所／電話番号／ファクス番号の変更を

ロータリー財団に知らせ、地区名練の
責任者に後任への引き継ぎを行わせる
のは地区の責務である。

ロータリー財団元奨学生に対する

学友賞

２種類の学友微が元奨学生である学

友に毎年授与される｡業績賞は､専門職

雛 国へ０

患仕を通じて世界理Ａ型と平和に直接貢

献した人に贈られる。

ロータリー財団月間

(TheRotaryFoundationMonth） 

ＲＩ理ﾘﾄﾞ会と管理委貝会は、次のこと
を決定した：毎年11月中、「ロータリー

財団月間」を遵守すること；月間中、ク
ラブは少なくとも一つのクラブ・プロ

グラムを財団に充てること。

(６４、８１）
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財務に関する事項、財団支援、寄付者表彰

第１８章財務に関する事項、財団支援、寄付者表彰

(FiscalMatters,FoundationSupportandDonorRecognition） 

財団資金の支出目的

(PurposesforWhichFundsofthe 

FoundationShaIIbeExpended） 
ＲＩのロータリー財団の1983年法人illt

立定款（本要覧の黄色の頁の財団細則
のすぐ前に救っている）には、ロータ
リー財団の「目的」と「収入と資産の用
途」に関する具体的情報が紀較されて
いる。

たは流用しないよう絶えず守
り、所期の目的を厳密に解釈し、
その目的だけに補助金を使うこ
と；

２）ロータリアンまたは一般の人々
を問わず、雄から見てもロータ

リー財団の資金が不正に使われ
ていると思われることすらない

ように細心の注意を払うこと。
民|Ⅲまたは法人の資金使用にま

さる注意を払うものと期待され
ている；

３）宜務を明確に説明し、プロジェ
クトを十分かつ完璽に監督する
こと；

４）少なくとも標準的なJ1｢業慣行の
水碓で、いつも「ロータリアン

の職業宣喬」に沿って、さらに

四つのテストの精神を十分発揮
して、補助金に関するすべての

財務処理とプロジェクトの活動
を運営すること；

5）ロータリー財団の補助金関係の
活動に不正があれば、Ｈ１ちに報
街すること；

6）符理委員会の承認したプロジェ

クトをその柵助金支給額におい
て実施すること。合意１F項から
の逸脱またはプロジェクト実施
に際しての変史は、聯iiiにロー
タリー財団から書面による承認

を得なければならない；
7）現在の管理委員会の方針と指針
に従って、プロジェクトと無関
係の第３者による財務・実績調
在と監査のlILi力またはいずれか
の手配をすること；

8）プログラムと財務について適宜
排細に報告すること。（93）

クラブと地区によるロータリー財団資
金の管理責任に関する方針

（PoliciesRegardingStewardshipof 
RotaryFoundationFundsbyC1ubs 
andDistricts） 

笹理委員会は、世界中のロータリア
ンや他の寄付者から受け取った資金が
ロータリアンの熱意と献身的支援によ
る自発的寄付と蝿識している。この寄
付者たちは、寄付金が寄付の趣旨に
沿って効果的に使われるものと理解し、
信頼し、ロータリー財団にVIf付金をゆ
だねたのである。

従って､管理委山会は、これらの資金
の管理資任者として、ロータリー財団
プログラムに関迎のある活動において
適正な財務運営が行われることの重要
性を強調している。資金が目的に沿っ
て効果的に使われるようにするために、
管理委員会は、プロジェクト実施に槐
わるクラブやロータリアンの真心を当
てにしている。何か不当なことが耳に

入れば、管理委口会は速やかに調査し、
適切な処世を識じるものである。
補助金の受領者､補助金提IVl者､その

他すべてのプロジェクト関係者は、次
のことを期待されている：

ｌ）ロータリー財団補助金を神聖な
偏託として扱い、浪費、誤用ま
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ロータリー財団の人道的補助金につい

ての第３者による年次財務鯛査

(AnnuallndependentFinancial 
ReviewsforHumanitarianGrantsof 

TheRotaryFoundation） 

ロータリー財岡の人道的プログラム

補助金のすべての受領者は、プロジェ

クトに関係のない第３背による年次財

務調査を受けるよう奨励されている。

米貨15,001ドル以上の補助金について

は、この財務調査が義務づけられてい

る。

推進する資務を負っているのである。

シェア・システム(ShareSystem）
財団プログラムに参加することは、

財団を成功させる重要な一塊を担うこ

とである。符理委貝会は､寄付の使途に

ついて地区に発１１椎を与え、地区が岐
人限プログラムに参加できるように、
掛金の配分に関するシェア・システム

を開発した。（管理委且会90）すべての

地区の年次プログラム基金への寄付は

二つの活動資金に分けられる。地区の

年次プログラム基金への寄付の60パー

セントは、地区財団活動資金(District

I)osigIuatodFund)となる。ガバナーは、

地区にふさわしい方法で、直iiiガバ

ナー、ガバナー・ノミニー、その吹の年

のガバナー・ノミニー、地区財団委貝

ﾉﾐ、地区内の他のロータリアンと協識

して、地区財団活動資金の配分を事務
総長に報告する。（管理委且会９１）

残りの40パーセントの国際財団活動

溢金(WorldFund)は、他の財団プログ

ラムの資金となる。例えば､各地区が申

硝できる年次研究グループ交換補助金、

3-Ⅱ補助金、同額補助金、ロータリー・

ボランティア補助金、ロータリー平和
プログラム、新しい拭験的プログラム

などである。（符理委員会９３）

シェア・システムの詳細については、

毎年出版される「ロータリー財団要覧」

税制上の優遇措魍と寄付金

(TaxAdvantagesandContributions） 

国によっては所得税申告を行う場合

ロータリー財団または'19係組織への寄

付金が控除されている。あるいは、他の

税制上の優遇措fitを受けることができ

る。クラブ並びに各綱人はそれぞれの

図において財団寄付金が税制上の優遇

拙置を受けることができるかどうかを

関係当局に確かめてほしい。

米国では､ＲＩのロータリー財団は､１１４

内歳入法第501項(c)(3)のＦに、非課
税の人道的組織と認められてきた。さ

らに、米国の国内歳入Hiは、財団を「国

内歳入法第509項(a)に定義されている

民間財団には該当しない財団」として

分類してきた(1986年９月121］付11F簡)。

現在､オーストラリア､カナダ、ドイツ、

インド､日本、韓国Ⅵ英国における寄付
については、税金控除または優遇措慨

が受けられる。

(300-JA)と

戦っている。

に

財団への寄付

(ContributionstotheFoundation） 

ロータリー財団がIiI発的寄付の基礎

のうえに発展してきた事実にかんがみ、

財団への２１ｉｆ付を会員資格の条件とする

とか、あるいはそのような意味のこと

を入会申込香に苫き入れてはならない。
ロータリー財団に寄付することを会且
資格の条件とするようロータリー・ク

ラブ細則を改正したり、ロータリー会

貝証にこのようなことを書き入れるこ

とは蝿められていない。

財団のための募金

(RaisingFundsfortheFoundation） 
ＲI理事会並びに管理委貝会は、ロー

タリー財団の資金の岐大限度に11Mして

は制限をおかないという二とに意見が

一致した。ガバナーは、ＲＩの役１１とし

て地区内でロータリー財団を推進する

ill接の責任者である。世界理解と平ｷﾞⅡ

を助怪している財団の目的がより知ら

れ、支援されることを目指して財団を
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ガバナーは、地区ロータリー財囲委

ｌｌ会､地区協織会､地区とクラブの財団

セミナーおよびクラブ妨問などの正規

の経路を通じて、ロータリー・クラブ並

びにロータリアンによるロータリー財

用への継続的寄付の重要性を強調する

よう示唆されている。ＲＩ理11F会並びに

補理委貝会は、全クラブそして全ロー

タリアンがロータリー財団への寄付者

であるべきだということに意見が一致

した｡行ロータリアン､特に新会員に財

団へ毎年寄付し、遺言または他の資産

計画に１１W与の旨杏き記すことを考Mi〔す

るよう奨励しなければならない。

次の三つの基金に寄付することがで

きる：

年次プログラム基金は、年次プログ

ラム用の寄付金を入れておくもので、

元金で財団の奨学金や補助金を支払う。

寄付金は、寄付の約３年後に使われる。

寄付の3年1111の収益は、ロータリー財団

のプログラムの運鴬、寄付増進、一般運

満費に使われる。

恒久基金は、収益だけを財団プログ

ラムの支援に使う雑金である。その目

標は、岐低限度のプログラム活動を継
続し、将来の新プログラムまたはプロ

グラムの拡投を容易にしようとするも

のである。ＲＩは、来るロータリー１００

周年祝賀として、また幾世紀にもわた

るロータリー運動および国際奉仕の世

界の指騨者としてロータリーへの献身

を実証するものとして、恒久基金を特

に支援することを考慮するようロータ

リアンに奨励している。（95-184）

ポリオ・プラス基金は、ポリオ・プラ
ス・プログラムとその目標を支援して

授与される補助金１－べてを支払うもの

である。西暦2000年までにポリオを世

界から撲滅し、ロータリー100周年の西

暦2005年までに撲滅の証明をすること

が目標である。ロータリー財団はもう

ポリオ・プラスへの寄付を懇鋼してい

ない。しかし、寄付者はポリオ・プラス

と指定して寄付することができる。

寄付表彰方針(Contribution

RecognitionPolicies） 
寄付者は、ロータリー財団のプログ

ラムを支援するためにロータリー財卜Ⅱ

に寄付するのである。財川寄(､Ｍｒとし

て腿定するために、符理委貝会はさま

ざまな表彰方式を用意している。すべ

ての寄付は、寄付者の指定したロータ

リー・クラブの寄付に加えられて、その

クラブがより商いｌ人当たりの寄付と

寄付累計に進むのに貢献することにな

る。

恒久基金への寄付

Ｉ）金額を１１１１わず、いくらでも恒久

基金に寄付できる。

２）寄付の収益を特定の用途（また

は限定された目的）に充てなけ

ればならない寄付よりも、年次

寄付の場合と同じように、使途

を指定しないMf付を奨励するも

のである。

３）恒久基金への寄付を資産,}+面に

書き記した人、または、避金に

米貨1,000ドル以上無条件寄付

をした人は、推でもベネファク

ターとみなされる。寄付者が特

に別の指定をしない限り、財閉

に有利なように資jWzを処分した

場合、その資金は恒久基金の下

にinかれ、ここからの毎年の収

益は、国際財団活動資金によっ

て資金の調達されるプログラム

の支援に直接使われ、寄付者は

ベネファクターとみなされる。

４）ベネファクターには､ポール･ハ

リス・フェロー・ピンまたは他

の適切なピンと共に着用できる

バッジと認証状を剛る。

５）地区のベネファクター名輝は、

ガバナーに毎年送付され、各稲

ロータリー出版物に適宜公表さ

れる。

６）恒久基金寄付は、一般の財団大

口寄付表彰（累計米貨10,Ｃｏｏド
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ル以上）の資格を有する。贈与

の取梢をしないと約束した、生
存中収入を確保する寄付と生命

保険による寄付も表彩資格を有
する。

付の時点で､_送金明細書を提出して

田は、fluフェローに対して、特別の表彰

利的な方法を見つけるようローダ

リー・クラブに奨励するものである。
遺贈

財団への贈与を希望する寄付者は、
遺言状に、その受益人として、米国、イ

リノイ州、エバンストンに本部をおく、

非営利財団法人であるロータリー財団

を指名することができる。遺言状に財

団について苫いたと符理委１１会に通知

した人は、管理婆貝会からベネファク

ターとして表彰される。

冠名プログラム活動

個人または団体は、１学年度'１１１の留学

弾用全額を寄付することによって、自
己の氏名を冠した奨学金を授与するこ

とができる。その金額は、９カＪlの国際
親善奨学金

動貸金と同額である。米貨150,000ド
ル以上寄付すると、冠名奨学俗基金に

該当し、元金の収益で、1学年度間の何
学費用全額を賄えるようになった年に

冠紹奨学金を授与できる。少なくとも

米貨150,000ドル以上を個人で寄付し
た場合、他の特定のプログラム活動を

指定して基金を設立できる。詳細は、世

界本部または地区ロータリー財団委員
会に照会してもらいたい。

ポール・ハリス・フェロー

少なくとも米貨1,000ドルを寄付し
た個人、または､ある人の船義でその寄

付が行われた場合その名鑑人は、申込

をすれば、ロータリー財団ポール・ハリ

ス・フェローになったことを認めた証

明聾、メダル、襟章をMn呈される。ボー

ル･ハリス・フェローとして鰡定される

没も一般的な寄付は、年次プログラム 奉仕賞（ServiceAwards）

符理委員会は、ロータリー財団に対
して多大の功労のあったロータリアン

に財団功労表彰状(TheRotary
FoundationCitationfbrMeritorious 

Scrvice)を授与して、これを斐彰して
いる。征明啓は受賞者各人に剛られ

る゜ロータリー財団に対する本人の功

紙が大きくて、地区の範囲を超えてい

たり、また長期にわたっていたりする

期合は、管理委員会はロータリー財田

特別功労賞(TI】cRotaryFoundation
DistinguishedServicoAwards)に

よってこれを友彰しており、二れに対

してはプラークがI11iられる゜Iilli賞に１１９

騰金への寄付である。しかし、次の使途

して認定される資格がある：国際財卜

ラス・パートナー､承認された災11；救

プロジェクト、承認された同額hIi助金

の提唱者側負担分、承認された３－１１

梢助命や承認されたヘルピング・グラ

ン卜の提咄者側負担ク

ポール．ハリス・フュローになった後

さらに米貨1,000ドルを寄付した個人、

ポール・ハリス・フェロー 誹細となる

'よＲＩ事務局に照会してもらいたい。

米貨1,000ドルに逸するまでMf付を

続ける意図を明らかにして、最初に米

貨100ドルを寄付したIMM人、または、あ

る人のためにその寄付が行われた場合

はその名挺人は、申込をすれば、ボー

ル･ハリス準フェローと認められる｡逝

300-JA)に収められている。洋細

i格基地、指名書式は世界本部のロ_

211＝財団またはサービス・センター

から入手できる。
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第１９章ロータリーの名称と徽章

（RotaryNameandEmblem） 

ロータリーとロータリアンという

名称の使用

(ＵｓｅｏｆｔｈｅＮａｍｅ“Rotary”ａｎｄ 
"Rotarian,，） 

ロータリーという言葉そのものだけ

で使う場合、j､常、組織全体、国際ロー

タリーを指す。また組織の理想や１１１〔則
をな味する場合もある。ロータリーと

いう言葉を単独で使用することは、ＲＩ
の組織規定で承認されている使用方法

か、H1理蛎会が認iilした使用方法に限
定されている。クラブまたはクラブ・グ

ループは、ロータリー以外の釉称を採

択してはならないし、ロータリー以外

のﾉｾﾞi称の下で迎営されてはならない。
ロータリーという瑞称のＦで、クラブ

またはクラブ・グループはＲＩ定款また

は細則に従って結成されたのである』
「ロータリアン」は、ロータリー・ク

ラブの会11を指す名何として、また、機
関雑錨ロータリアン鰭という墹称にお
いてのみ使われる。

国際ロータリーによる

名称および徽章の保護
(ProtectionoftheNameandEmbIem 

byRotarylnternationaD 

l副際ロータリーの名称と徽章は、３０

カ国以上で幾録されている。この数は

年々珊えている。ＲＩが知的所有樅をも

つマークを笠録することによって、連

合体の専用使用椎は強化され、他の個
人および組織の誤用を阻止するＲＩの立

場も強くなる。登録に力Ⅱえて、各fli図法

や判決により、ＲＩのマークはより保護
されるようになっている。

ロータリー地区による

名称と徽章の使用

（ＵｓｅｏｆｔｈｅＮａｍｅａｎｄＥｍｂｌｅｍｂｙ 
ＲｏｔａｒｙInternational） 

ロータリー地区は、地区プロジェク

トまたはプログラムに妬称と徽章を使

用する椛限を与えられている。但し、ＲＩ
理１F会の指導の下にガバナーからil8可
されなければならない｡地区は、一つの
地Iえまたは多地区合同プロジェクトま

たはプログラムを「ロータリー・プログ

ラム」と呼ぶことを縄められていない。
但し、「ロータリー第0000地区植樹プ
ログラム」などの｣し体的限定を付け加

えるなら認められる。（96）その活動

は、その地区に直接閲述させなければ
ならない。

クラブまたはクラブ・グループの全

面的管理Ｆにない活動の名称の一部と
して、または､その瑞称とともに、「ロー

タリー」という語を使う二とは承鰡さ

れていない。また、ロータリアン以外の

人または団体を会11とする団体の躬称

の一部として、または､その躬称ととも
に、「ロータリー」という鍋を使う二と
は欣偲されていない。（60）

国際ロータリーによる

名称と徽章の使用

(ＵｓｅｏｆｔｈｅＮａｍｅａｎｄＥｍｂｌｅｍｂｙ 
ＲｏｔａｒｙInternational） 

脚際ロータリーの細則は、ＲＩ理ﾘﾄﾞ会
が徽章の使用を監将すると明にしてい

る。細則第18.010.節は、次のように
規定している：「ＲＩの知的所有椎の保

全理ZlF会はＲＩの徽危、バッジその他
の記iiTをもっぱら全ロータリアンのみ

の使用と、その利益のために砿保し保
全するものとする｣。従って、ＲＩ理ﾆﾘIF会

はＲＩの知的所ｲ｢権であるマークの使用
を確保､保全､保護する絶対的樅限をゆ
だねられている。
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ロータリーの妬称と徽厳

ロータリー・クラブによる

名称と徽章の使用

(ＵｓｅｏｆｔｈｅＮａｍｅａｎｄＥｍｂｌｅｍｂｙ 

ＲｏｔａｒｙＣIubs） 

Ｉ(I細H1'第18.020.節は、クラブによ

る牝称と徽章の使用に関して次のよう

に規定している：｢RIの知的所有樅の使

Ⅱlの制限。ＩｌＩ並びにクラブの名称、微
jif､バッジその他の記瀧を、クラブまた
はクラブの会貝が商品の商標または特
別銘柄として使川しあるいはその他iWi

難上の目的のために使用することは一

切できない｣。ロータリー・クラブも個

人も、商品の販充マークとしてロータ

リーの徽承を使うことはできない。

他の徽章によって象徴されるグルー

プや団体とＲＩのあいだに何か関係があ

る、と見た人が思いかねないような形

で、ロータリーの徽瀧と他の徽葹を一

緒に使ってはならない。ロータリー・ク
ラブが､営利その他のI：Ｉ的で､地元の他

団体の協力を得るとき、別の徽飛また

は意匠と一緒にロータリーの徽瀧を使
いたいとの要望がよく寄せられる。Ｒ］

組織jjl定はこのような使川を認めない

し、Ｒ[理]ＩＦ会は、どのように価値ある
Ｈ的であっても、他の徽瀧と一緒に

ロータリーの徽荒を使うことを杵可し

ない。（３９）クラブが他の組織とプロ
ジェクトで協力する場合、徽牽を使う

対象物の全体的デザインが、細み合わ

された一つのものに)しえないようにし

なければならない。このような状況下

では、プロジェクトの実体とW11Ⅲが明
確にされる二とが趙涛の方法である。

参加ロータリー・クラブの瑞称が、もち

ろん、明砿に表示されていなければな
らない。
クラブまたはクラブ・グループの活

肋の名称の一部として、または､その妬

称とともに、「ロータリー」という語を

使う場合、その活動は、このようなクラ

ブまたはクラブ・グループにilI[接閲述

させるべきであり、、!〔接にも1111接にも
I(IにＩＨＩ述させてはならない。クラブは、
一つのクラブまたは合同クラブ・プロ

地区の財団活､１１とともに「ロータリー」
というお称を地区が使うことに反対す

るものではない。但し、

１）このような使い方は、活1lijlを、

ＩｌＩでなく１N係地区に11M述させる

ものでなければならない；

２）「国際」という識は、地区のl休日１
活動の名称の一部として、また

は、その妬称とともに、使って

はならない；

３）地区の財団活IⅡjの名称は、地区

稀号から始まらなければならな

い；

‘1）地区の財団活imlとともに、「ロー

タリー」および「財団」という

譜を使うとき、活動の名称とし

ては、「ロータリー」と「財団」

という諾を離して使わなければ

ならない。（63）

すべてのガバナーは、ロータリーの

徽章入り商品をＲ】の被免許業者からだ

け雌入するよう奨励されている。（9`l）

ロータリアンが持定の行｡I｢または目的

のために、特注のロータリー徽埖入り

商品を製作しなければならない場合の
あることは鰡識されている。すべての

ロータリアンは、まず必ずロータリー

被免iii:業者に、特注のロータリー徽瀧
入り商品を瀧文し、被免許業者からそ
のような商品を11｝るのが非合理的と埒

えられる場合に限り、被免許業撒以外

から、そのような商,liljを求めるよう要
i;ｉされている。いずれの場合も、彼免許
業者以外の業者は、徽章の使用につい
てＲＩのLiccnsingSocLionの具体的承
認を１１ﾄなければならない。（94）

lUllIllに限腫が設けらjlLてい地区は、

る地区プロジェクトを推進していると

き、免許なしに徽牽入り商品を販売で

きる。このような特別プロジェクトに

合わせて販売されるiWi品には、地区lfi：
号､募金プロジェクトの内容､プロジェ

クトのjUlllI1とjUlI｣をIﾘl記しなければな

らない。（93）この基iluを満たさないiNi
品はＲｌの紹可を受けられない。
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ジェクトまたはプログラムを「ローダ そのような商,品を求めるよう要諦され

ている。いずれの場合も、被免許業者
以外の業者は、徽章の使用についてＲＩ

のLiccnsingScctionの具体的承縄

を得なければならない。（94）

ロータリー・クラブはJulilIIに限度が

設けられているクラブ・プロジェクト
を推進しているとき、免約Zなしに徽庶

入り商品を販光できる。このような特

別プロジェクトとともに販売された商
品は、クラブの妬称､募金プロジェクト

の内容、プロジェクトのjU1ilIlと〃１１１を

Ull記しなければならない。（93）この基
ilUを満たさないiWi品はＲＩの認可を受け

られない。

加盟クラブは、地元のクラブの111版

物の潴称の一部に「ロータリアン」とい

う緒を使うのを控えなければならない。
(80-102） 

１－.プログラム」と呼ぶことは認めら

リー・クラフビ植樹プログラム」などの具

E的限定を付け加えるなら認められる｡

(96）クラブまたはクラブ・グループの
全面的管理下にない活動の瀦称の一部

として、または、その細称とともに、
｢ロータリー」という譜を使うことは承

ＩＩＢされていない。また、ロータリアン以
外の人または団体を会、とする団体の

渦称の一部として、または､その紹称と

ともに、「ロータリー」という鵬を使う
ことは承認されていない。（60）
クラブの財団活動とともに「ロータ

リー」という妬称をクラブまたはクラ

ブ・グループが使うことに反対するも
のではない。但し、

１）このような使い方は、活ilUlを、

ＲＩでなくＩＨＩ係クラブに関逃させ

るものでなければならない；

２）「国際」という,藩は、クラブの財

団活1Kﾉﾘの名称の一部として、ま

たは、その名称とともに、使っ

てはならない；

３）クラブの財団活動の名称は、ク
ラブの翁称から始まらなければ

ならない；

４）クラブの財団活､iとともに、
「ロータリー」およびｍｌ団」と
いう鵬を使うとき、活ilil】の船称

としては、「ロータリー」と「財
岡」という語を離して使わなけ

ればならない。（63）

クラブは、ロータリーの徽蹴入り商
品をＲＩの被免許業者からだけＩＩＮｉ入す
るよう奨励されている。いI）ロータ
リアンが特定の行1Ｆまたは目的のため

に、特沈のロータリー徽載入り商,Ｈ１を

製作しなければならない場合のあるこ

とは認織されている。十ぺてのロータ

リアンは、まず必ずロータリー被免iiT
業者に、特注のロータリー徽載入り商

品を注文し、被免許業呑からそのよう

な商品を得るのが非合理的と考えられ

る場合に限り、被免杵業者以外から、

ロータリアンによる名称と徽章の使用

(UseoftheNameandEmbIemby 
Rotarians） 

ＲI定紋第１３条は「クラブの各会貝は
ロータリアンとして認められ、ＩＲＩの徽

章、バッジまたはその他の記牽を新用

する権利を与えられるものとする」と
像征している。しかし、ロータリアン

は、その商用便菱またはiWi用瑞jiiIに徽
章を使川できない。（80-102）

ロータリアンがそのロータリーにお

ける役職を示すために特殊のバッジ、
宝打あるいはリボンなどを使用するこ

とは、職業人の団体にはふさわしくな

い｡従って、二のような等級別徽章は承

認されない。但し、地元の悩習がこれと
異なるl則を除く。（ロータリーの国際大

会や地区大会蝉で使川されるiii索な一

時的なお札あるいはリボンはこの対象

外とする)。（28,55）

ロータリアンが、政治述!ＩＭＩ促進のた

めにロータリーの名称と徽瀧、ロータ

リー・クラブ会１１名糠または他のロー

タリアン名iiiを使う二とはできない。

政治的利益を得る手段としてロータ

リーの親睦を使うことは、ロータリー
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ロータリーの名称と徽京

びに印刷物、ＲＩおよび加盟クラ

ブの備,品並びに設備；

４）加IM1クラブの道標に使用する場
，△、、
にＵｏ

５）ロータリアンとその家族の矛;用

する襟iWtに使用する場合；

６）ロータリアンおよびその家族の

個人的に使用する物品および季

節の挨拶状。

直接間接にＲＩへの波及を避けるため

に、いかなるロータリアン・グループ、

ロータリー・クラブ・グループ､地区も、

家屋その他の他物の趣,没、１M$入に当

たって、「倒際ロータリー」という名称
を使Ⅱ1すべきではない。このような事

業のために会ｕに資金を割り当てて募

金することには賛成できない。（44）（建

物にIMIしてロータリーという名称、ま

たはロータリー徽瀧を使うことを希望

するクラブ、地区または多地区合同グ

ループは、ＲI理事会に杣談しなければ

ならない）

精神に反することである。（82）

RI役員および特別の役職用として

名称および徽章の使用

(ＵｓｅｏｆｔｈｅＮａｍｅａｎｄＥｍｂｌｅｍｂｙＲＩ 

ＯｆｆｉｃersandSpecialAppointees） 

ＲＩのいかなる役凸も、他の団体の役

職または一員であることと関連させて、

RI役貝としての地位を公表してはなら

ない。但し、ＲＩ理PIF会の同感ある場合
を除く。（80-102）

Ｍの次期役員、現役１１，元役１１およ

び会長またはIlI理]ＩＦ会から各樋役職に

任命されたロータリアンのみがＲｌのレ

ターヘッドを使うものとする。但し、役

職を記職する場合、その年度を明確に

記戦しなければならない。（82）

ロータリー関係のプログラムにおける

名称と徽章の使用

(ＵｓｅｏｆｔｈｅＮａｍｅａｎｄＥｍｂｌｅｍｉｎ 

Ｒotary-relatedPrograms） 
ロータリー関係のプログラムを物語

る名称または他の徽章を含むデザイン

にロータリーの徽章を組み入れること

はできる。但し、二のデザインは、ＲI理

事会の符理下に慨かれ、ロータリーの

徽竜は修正または改造してはならない。

さらに、何らかの形でロータリー徽市
を組み入れたラベル・ピンは、どのよう

な場合であっても、展示することも使

用することもできない。（84）

名称および徽軍の使用の禁止

(ProhibitionsforUseoftheName 

andEmbIem） 

他のマークとの組み合わせ

Ｒｌ細則第18.020.節は次のように規

定している：「これらの名称､徽章､バッ

ジその他の記厳を他の名称または徽章

と細み合わせて便川することはRIの承

認しないと二ろである。この１MJ定は、上

述のロータリー関係のプログラムには

適用されない。

多くのロータリー・クラブは、長い

ＩＭｌｉ\少年クラブに関心をもっており、

巾には直接ロータリー・クラブが後援

しているものもある｡if少年ｸﾗﾌﾞと

その会口が、ロータリーと１１１１係のある

ことを示すような徽章や記瀧の使用を

希瓠するケースもよくある。すべての

ロータリアンは、ロータリーという模

範を見習おうとしている剛体に思いや

りある援助と激励を与えてほしい。し

ロータリー徽章の他の使用盟可

(OtherAuthorizedUsesofthe 

RotaryEmblem） 

次のような名称および徽厳の使用は

認められている：

ｌ）ＲＩもしくはその加盟クラブより

文給、発行される十ぺての用紙

および印刷物；

２）公式のロータリー成；

３）ロータリー国際大会その他のす

べてのロータリー公式行'１１Fに用

いる徽章、パナー、装飾用品１ｔ
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ロータリーの名称と徽章

かし、このような川体またはグループ

の目的がどんなに価値があっても、ＲＩ
はロータリーの名称または徽章を使川
させることを認めない。このような見
解を抱いているからといって、各柧剛
体またはグループがロータリー・クラ
ブを範とすることに賛成しないという
のではない。このような団体およびグ
ループが、ロータリーの粘称と記蔽を
艮1Fすることなく適切な名称および紀
蔽を考案するものと考えているのであ
る。（39）

鍋を使い、ロータリー・クラブまたは
ロータリー・クラブかRIの関係団体で
あるかのように述ぺたり、示唆するこ
とは認められていないし、また、許され
ていない。（17,62）

提拠クレジット・カード

ＲＩは、「ロータリー｣、「ロータリア
ン｣、「国際ロータリー｣、「ロータリー地
区」などの文字または徽章などのＲＩの
マークを使ったクレジット・カードの

使用を認めない。（８７，８９，９０，９１，９３，
９１，聖、９６，９７，９８）

マークの営利的使用

徽章は、奉仕とinj度の道鮒的水畑の
象徴である。だからこそ、桝利目的に
ロータリー徽意を使いたい人にとって、
大変魅力があるわけである。徽章を桝
利I｣的にbＭ１することは、徽章入り商
品の品質の断さを示唆するかのように
思われるからである。徽章は、クラブと
その奉仕活助の象徴であり、クラブと
会１１を示すことのほかに使う二とはで
きない。

ロータリーのマークはＲＩの免許制の
下に鰡可された場合を除き、商業上の
目的のために使用することは一切でき
ない。商業｣二の目的の例には次のもの
が含まれる：

１）商品の商標、碓仕のマーク、剛
体マークあるいは特別銘柄とし
て使用する場合；

２）ロータリーINI係のプログラムで
挙げた場合を除き、他の徽章あ
るいは名称と組み合わせて使川
する場合；

３）ロータリアン１１A１人のiWijil便護あ
るいは商用名lliIIに使１１Ｉする場
〆ヘ
ロ◎

ロータリアンの１１F務所のノイや窓に徽
章を使用することは認められない。
(80-102） 

テレフォン・カード

左どの文字または徽章などのＲＩの

便Ⅱ1を認めない。（９４，９５，９６､）

ＲＩが知的所有権を有するマークの

次のような使用は禁止されている
徽章はその商標として、いかなる人、

商社または企業体によっても使用され
てはならないし、また「ロータリー」ま
たは「ロータリアン」という‘集はいか
なる人、商社または企業体によっても、
その製造または販光する商品の商用名
または商標として、あるいはその記述
にⅢいられてはならない。（55）

定款および細則またＲＩ理]IF会の決定
によって認められたものでなければ、
｢ロータリー・クラブ｣、「国際ロータ

リー｣、「ロータリー｣、「ロータリアン」
等の文字の使用は禁止されている。
(80-102） 

国際ロータリーが知的所有桶を有する
マークの使用箆可

ＲＩに対しロータリーの徽筬を付した

物品の製造販売を出願する個人や商社
は多数にのぼっている。これらの物Ａｈ
には､襟章､バッジ､装飾用[M,､マグカッ
Ｚ、道路標識などが含まれる。ＲＩ徽庶
を全ロータリアンのためにのみ使うた

他のグループの名称の使用

仮ロータリー・クラブにINIする場合
を除き、他の1511体が、ロータリーという
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らそのような商品を得るのが非合理的
と埒えられる場合に限り、被免;T業者
以外から、そのような商品を求めるよ
う婆諭されている。いずれの場合も、被
免杵業者以外の業者は、徽章の使用に
ついてＲＩｌｌＩ:界本部のＬｉｃｅｎｓｉｎｇ

ＳｅｒｔｉｏｎのLL体的承偲を得なければな

らない。（95）

めにRIの徽章を保持保存するというＲＩ

の責務に照らして、また法的面から
マークの保護を強化するという観点で、

RI理１F会は、認可制度を定めた。現在
200以上の個人、ロータリー・クラブ、

旦一タリー地区､_法人が多くの製il1の
被免許業者となっている。
このマークは、ＲＩの考えで、不道徳、

ごまかしまたは不面目なものから成り
または含んでいると思われる製品に使
用、併用されてはならない。さらに人
間､公共団体､伯仰または国家の象徴を
傷つけたり、不当に示唆したり、あるい
は侮蝉ﾎﾟまたは悪11\に導くような製１Ｍに
使用、併用されてはならない。

被免iiT業者は、ポール･ハリスのi`i像
または「ポール・ハリス・フェロー｣、
「ポール・ハリス準フェロー｣、「ベネ

ファクター」などの文字を使う炎彫品
を販光することは認められていない。
（92） 

ロータリアン雄または地域雑誌への
広告を通じて商品を販売しようとする

業者は、ロータリー徽鞭を含む特注の
商品を製作しようとしている場合、ＲＩ
の公式の被免inF瀧者にならなければな

らない。

法人のスポンサーシップ

(CoporateSponsorship） 
H1理事会は、ＲＩのスポンサーの機会

をlfnlIにｉｌＨ発することを確約してきた。
二れには、ゾーン、地区、クラブが使用
するための桁針の開発も含まれる。（詳

細についてはＲＩ事務肺jに照会のこと）

ロータリー徽章の複製

(ReproductionofRotaryEmblem 

Specification） 

ロータリー徽章の仕様

ＲＩの公式徽章は、６本の輻と２１の輪

附および一つの喫穴のある歯11〔である。
l側の輪歯が各輻の中心線上にあり、輻
と幅との中ＩＨＩには3個の輪歯がある。歯
１１〔は次表に示す寸法の比例で造られて

いる。“Rotarylnternational”の二
つの文字は輪縁の窪んだ所にある。袷
を縁で立てて見ると、“Rotary.，の文字
は上部の瓶みに輪歯５個分の及さを占
め、“Intornationar，の文字は卜部の
縦みに輪簡約9個半の及さを占める。こ
の二つの擁みのあいだに位慨して文字
のない二つの窪みがliliIIU1にある『，これ

ら四つの窪みのうち、どの二つの間隔

も下記比例に従って２単位であり、ま
た､窪みと内外の輪線との間１１Mは1.5単
位である。棚は先細で断面は柵１１形で
ある。輪が“Rotary”の文字を上にし
て立っているときは、向かい合った二

つの幅の【''心線は輪の縦のuI篠を形造
り、回転」11[Ini所に逸した裡穴をIjbj断す
ることになる。輪歯の両側面は外側に
ややふくれている。従って輪柑と輪歯

地区、クラブ、ロータリアンヘの

販売促進の禁止
(ProhibitionofSolicitationof 
DistricLClubandRotarians） 
ロータリー徽章入り商品を販売する

被免INF業者だけが、免肝協約にIﾘMuさ
れている具体的条件の下に地区、クラ

ブ、ロータリアンにロータリー徽蔽入
り商品の販売を促進できる。被免,nF業
者以外はこのようなことはii干されてい
ない。

ロータリアンが特定の行蛎または目

的のために、特注のロータリー徽疏入
り商品を製作しなければならない場合
のあることは蝿識されている。すべて
のロータリアンは、まず必ずロータ

リー被免許業打に、特注のロータリー
徽撤入り商品を注文し、被免許巣祈か
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のあいだの空Ⅲlはほぼ機械的に正確で
ある。正確な設計の比例は次の通りで
ある。

単位

全体のI[従……………６１
中心から輪lMjの酷部まで…２６

輪術の妬（内端）から輪歯
の基部まで….……８１/２

こしきの110〔径…………．ｌ２

１Ｉｉｌｌｌの直径….……..……７
４Ｍ 

輪縁と接する点における幅．－５
軸の中心における幅．……．７
槐穴の垂iii[断面

幅…………..…１３/４
深さ………．.……７/８

輪耐

韮部の幅．………．`１１/４
先端の幅….….…２１/ｌ
長さ……………４１/２

文字の刷り込み

擁みの幅…….…．５１/２
文字の促さ….………４

輪が辮仕を－厨象徴するように、Ｉｉｌｌ

名称、徽章や他のマークはどのよう
な方法であろうとも、改造、修正､変形
してはならない。また所定の形以外の
ものを複製してはならない。二つ以上
の色で印刷される場合の徽章は、ロー
タリーの公式色でのみ印刷しなければ
ならない。

ロータリーの色(RotaryColorS）
ＲＩの公式Ｑ色はロイヤルブルーおよ

び金色である（80-102）

ＥＩ－'5J 

ロータリー頗(RotaryFlag）
ロータリーの公式族は、白地でその

中心に組織の公式徽章を飾ったもので
ある。拾全体は金色、線の窪んだ四つ

の部分はロイヤルプルーでなければな
らない。縦みの``Rotary”および
"IllLernationar，の文字は金色、中
心と換穴は白色である。（80-102）
クラブ､(としてこのM(を掲げるクラ

ブは、大きな青色の文字で輪の上部に
"|(otaryCIub，，の文字をまた、輪の下
部に都市､州､櫛あるいは国家の名称を
肥入することができる。（80-102）

≦ここ－さらに、稀の位慨を定めた。
ロータリーの色は徽竜の中に次のよ
うに取り入れられなければならない。
すなわち輪全体として金色でなければ
ならないが、輪縁の四つの繊みの部分
はロイヤルプルーとする。樫みの
"IloLary，，と“lnternilLional，，の文字 ロータリーの標語(RotaryMottoes）

「超我の奉仕」“ServiceAboveSelr，，
と「jIAもよく泰Ⅱ:する者､雄も多く報い
られる」‘小Pro｢itsllostWhoScrve3
Il“し，，が、ロータリーの公式標i１冊であ
る。前者がロータリーの第１標鍋であ
る。(50-11,51-9,89-145）

lま､金色で、

と＝ヱェ中心と槐穴は空白とする｡（80￣
102） 

名称と徽章の改造、修正または変形
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定款細則の番号の付け方

ＲＩ定紋と標illロータリー・クラブ定款においては、規定の従瓜llll係を次のよう
に定める：

第４条

第２節

（a)(サプセクシヨン）

（１）（サプサブセクション）

、６（パラグラフ）

（Ｗ)（サプパラグラフ）

従ＩＨＩする文節は、それぞれ文東全体を下げ、全体の位腫付けを分かりやすくし
た。

文蔵が直接パラグラフやサプパラグラフに分けられている場合もある。例えば、
RI定款第６条第３節第１パラグラフ、標準ロータリー・クラブ定紋第５条第３節第
１パラグラフ(i)サプパラグラフというようになっている。

国際ロータリー定款

頁
師
邸
鋼
邸
郎
飢
顕
妬
開
舶
舶
ｗ
ｗ
ｗ
晩
飯

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
 

題目

定義．…….……………..…………………………

名称および性格…………………..……･……………

目的…．…………．…………・…・……・……・…・…

綱領………….……………………･……･……･…

会員….….…………………………･…………･…

理平会………….……………･………･…･………・

役員….…….…….…………………･……………

管理．…………………･･………………………･…

国際大会．……………………………………･…･…

規定審扱会………….……･…………･……･………
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RI定款１条、２条、３条、４条、５条

国際ロータリー定款

第１条定義

本条の語句は、国際ロータリー定款細則で使われる場合、他に明確に規定されない
限り、次の意味をもつものとする．
１．理事会：国際ロータリー理事会
２．クラブ：ロータリー・クラブ

３．会員：名誉会員以外のロータリー・クラブ会貝
４．年度：７月１日に始まる１２カ月間
５．ＲＩ：国際ロータリー

６．ガバナー：ロータリー地区ガバナー

第２条名称および性格

本組織体の名称は国際ロータリーとする。ＲＩは全世界のロータリー・クラブの連
合体である。

第３条目的

ＲＩの目的は：

（ｉ）全世界にわたって、ロータリーを奨励し、助長し、拡大し、そし
て管理すること；

（ii）ＲＩの活動を鯛整し、全般的にこれを指導すること。

第４条綱領

ロータリーの綱領は、有益な１１F業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成
し、特に次の各項を鼓吹、育成することにある：

第１奉仕の機会として知り合いを広めること；
第２事業および専門職務の道徳的水１１mを商めること；あらゆる有用な業務は尊
重されるぺきであるという認識を深めること；そしてロータリアン各自が業務を通
じて社会に奉仕するためにその業務を品位あらしめること；
範３ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活および社会生活に常に奉仕
の理想を適用すること；

第４奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に挽わる人の世界的親交によって
国際間の理解と親善と平和を推進すること。

第５条会員

第１節榊成

ＲＩの会員は、本定款および細則に定められた義務をたゆまず遂行するクラブを
もって梢成されるものとする。
第２節所在

細則の別段の規定によるほか、１市、１行政区または１市政区域から一つのロータ
リー・クラブを加盟させるものとする。

第３節クラブの棡成

（a)クラブは聾良な成人であって、職業上良い世評を受けている正会員によって
榊成されるものとする。
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RI定款５条、６条

（ｉ）一般に蝿められた有益な1「業または専門職務の持主、共同経営者
（パートナー)、法人役員または支配人であるか；または

（ｕ）一般に鵠められた有益な工佛業または専門職務あるいはその地方代理
店または支店において､裁肚の権限ある管理職の砿要な地位にある
こと；

そして

以上いずれの場合も、その11F業場、またはその住居がそのクラブの区域限界
内、もしくはクラブの存在する市の行政区域内、または直接に隣接するクラ
ブの区域限界内、または既存ロータリー・クラブの区域に含まれない肛接に
隣接する地域社会内にあることを要する。クラブの区域限界外へ移転する正
会員は、理耶会が承認し、さらに同会且が同一の職業分類において依然とし
て活動している場合、その会且身分を保持できる。

（b)報道機関、宗教、外交官の職業分類、および、細則に定められているアデイ
ショナル正会員の規定を除き、各職業分類ごとに１名より多くの正会貝が
あってはならない。

（c)RI細則は、ロータリー・クラブの正会１１以外の会員種類をシニア・アクチブ
会員、バスト・サービス会１１および名撚会、と呼ぶと規定している。そして
ＲＩ細則は、その各々に対する資格条件を定めるものとする。

（｡)本定紋もしくはH1細則の諸規定または標辿クラブ定款にもかかわらず、クラ
ブはその所在する区域を管轄する法律に反しないならば、会貝の性別を一つ
に限定しても差し支えない。

（e)｢クラブ」という語が不穏当な意味をもつ国々のクラブは、Ｒｌ理１F会の承認
を得て、名称にクラブという語を使うには及ばない。

第４節定款および細則の承麗

ＲＩ加盟認証状を与えられ、これを受理したクラブは、すべて、それによってＲＩの
本定紋および細則並びにその改正規定を受描し、承認し、そして、法律に反しな
い限り、万１Ｆこれによって拘束され、それらの規定を忠実に遵守することを承諾
するものとする。

第６条理事会

第１節横成

理事会の定貝を１９名とする。ＲＩの会災は理珈会のメンバーであって、その雛長
となるものとする。ＲＩの会長エレクトは、理事会のメンバーとする。１７名の理事
は細則の規定に従って指名され選毅されるものとする。

第２節権限

本定款および細則、1986年イリノイ州非営利財団法およびその後の改正に従って
ＲＩの業務並びに資金は理耶会の指示と符理の下に行うものとする。ＲＩの資金に関
する指示と管理を執行するに当たり、理耶会は、細則の規定によって定められた
予算に従って、１会計年度中にその経術収入と一般剰余金から、ＲＩの目的達成の
ために必要な額を支出することができる。理ﾘﾄﾞ会は、剰余金からの支出を必要と

した特別邸悩について次の国際大会に報告しなければならない。理ｴIF会は、いか
なる場合にも、その時点におけるＲＩの純資産を超える負価を生ぜしめてはならな
い。

第３節幹事

ＲＩの事務総長は理PIF会の幹事を務めるが、理rIF会の識11Fについて投票権をもたな
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RＩ定款６条、７条、８条、９条

いものとする。

第７条役員

第１節名称

ＲＩの役貝は、会長、会長エレクト、副会長、財務災、その他の理事、事務総長、
地区ガバナー、および、グレート・プリテンおよびアイルランド内ＲＩの会長、直
前会長、lillI会長および名誉会計とする。

第２節選挙の方法

ＲＩの役貝は細則の定めるところに従って指名され、適挙されるものとする。

第８条管理

第１節

グレート・プリテン、アイルランド、チャンネル諸島およびマン勘に所在するク
ラブは、IlIの管理上の地域単位を形成するものとし、これを“グレート・プリテ
ンおよびアイルランド内国際ロータリー，,と呼ぶものとする。グレート・プリテ
ンおよびアイルランド内ＲＩの椛限、目的および職務は、ＲI規定審艤会によって
承認されたグレート・プリテンおよびアイルランド内ＲＩの定歌の条項並びにＲＩ

の定款および細則に定められているところに従うものとする。

第２節

クラブの糠理は理事会の総括的符理の下にあるものとし、次に示す直接管理の諸
形式の中のいずれかの形式を併せ用いるものとする。これら直接符理の諸形式は
常に本定款および細則の規定に適合するものでなければならない：

（ｉ）理事会によるクラブのIHF理。

（ii）地区に緬成されている地区では、ガバナーによるクラブの管理。
（hi）理事会が適切と考えかつ規定審離会が承認した方式による管理。
（iv）グレート・プリテンおよびアイルランド内RIによる、グレート

プリテン、アイルランド､チャンネル諸島およびマン曲にあるク
ラブの管理。

第９条国際大会

第１節時期および渦所

ＲＩの国際大会は、理1F会の決定する時と場所において会計年度の岐後の３カ月中
にIlIIlMlされるものとする。但し、十分な理由があるときは、理蛎会はこれを変更
することができる。

第２節臨時国際大会

非総事態発生の場合、会奨は理駆会総員過半数の同意の下に臨時国際大会を招集
することができる。

第３節代表

（a)すぺての国際大会において、各クラブは少なくとも1名の代議員をもってク
ラブを代表させる権利をもつ。会員数が50名を超えるクラブは、５０名ごとに
１名または端数が26名以上の場合さらに１名の追加代議員をもって代表させ
る権利をもつ。この目的のために、代識員数は、国際大会直前の１２月３１日
現在におけるそのクラブの会貝数を基礎として決定すぺきものとする。クラ
ブはそのクラブのもつ１または２以上の投票を行使する権限を１名の代議貝
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RI定款９条、１０条、１１条

にゆだねることができる。
（b)各クラブは、ＲＩの国際大会に代鵡貝たるそのクラブの会貝または委任状によ
る代理者を送り、国際大会の決定に付せられた各提案に対して投票する鍵務
を負う。

第４節特別代職員
ＲI役員および元会長で、現在も会員としてクラブに鯖を有する者は、特別代鍍員
とする。

第５節選挙人および投票
正規の信任状をもつ代議貝、委任状による代理者、および特別代議貝が国際大会
の選準体を梢成し、これを選挙人と称する。投螺は細則の定めるところに従って
行われなければならない。

第１０条規定審鼬会

館１節目的

規定審鍍会がＲＩの立法機関を成すものとする。
竃２筋時期および鰯「

羅醗会は４腹

のH等IIJ

ｎＬ－ｊＷ－定覇
副］石且。[＝

鯉IF会全体の３分の２の賛成票で、別段０ＤＩｍ０ 

第３節手続
審識会は、正規の手続によって提出されたすぺての立法案の審鍍および決定に当
たるものとし、その決定は、ＲI細則の規定によるクラブの決定にのみ従うものと
する。

第４節殿風

審議会の雛貝については細則に規定するところによる。
臨時会合第５節制定案と決鰯案を採択す｡ため22鴎埼壺百

理事会は､全理事の90パーセントの投蕊で､二21鐘速迅のために規定審鍍会の臨
時会合をilIl催しなければならない非常ＩＦ態が存在する、との判断を下す二とがで
きる。理事会は、このような会合の時と場所を決め、その趣旨を明らかにするも
のとする。このような会合は、棚集目的の非術時に関する理事会提出の立法案に
ついてだけ審雛､決定することができる。このような会合で審離される二iとまは、
ＲI組織規定の各所で明記されている提出締切１１や手続に拘束されない。但し、時
間の許す限り、こうした手続を守るものとする。審雛会の臨時会合の決定は、以
後、本条第３節に規定するようにクラブの審磯に付されるものとする。

第１１条会費

各クラブは半年ごとに、細則に定める人頭分担金を、ＲＩに納付するものとする。
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IlI定秋１２条、１３条、１４条、１５条、１６条

第１２条財団

第１節

ＲＩの財団は、Ｍ細則の規定に従って設立、運営されるものとする。
第２節

ＲＩが受領したすぺての贈与、不動産jflIWlまたは金銭または財産の遺贈、
ら生じる収入の遺囎、および、Ｒｌの余剰資金は、国際大会の認可を受け、
財産となるものとする。

財産か

財団の

第１３条会員の名称と徽章

クラブの各会員はロータリアンとして認められ、ＲＩの微意、バッジまたはその他
の記章を着用する権利を与えられるものとする。

第１４条細則

規定審離会は、ＲI管理のために、本定款のほかに、本定紋に反しない細則規定を
採択し、また、改正することができるものとする。

第１５条解釈の仕方

RI定紋および細則、標ilUクラブ定款の全部にわたって男性代名詞(he，his，him）
または女性代名詞（she，her，her)のいずれも他の性をも含むものとする。

第１６条改正

第１節状況

本定軟は､規定審雛会において、出席しかつ投票を行う者の投票の3分の2によっ
て改正できる。

第２節提案者

本定款の改正はクラブ、地区大会、グレート・プリテンおよびアイルランド内ＲＩ
の審鍍会または大会、規定審鍍会、または理事会によってのみ提案されるものと
する。

第３節手続

・１本定款を改正しようとする提案はすべて、規定審議会の開かれるロー
タリー年度の前年度の型辺_且までに事務総長の手許に提出されなけ
ればならない。

、２

会がIｊＭｉ

郡、規定審離会の全榊成員に１部、希革

MII除や追加の詳細凶

･３規定審繊会は、適法に提出された改正案、並びにその修正案をひとつ
ひとつ審議して、これに対する採否の決定を行わなければならない。
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細則の番号の付け方
細則の本文は、条、節、項の三つから成る。本文は次の通りとなる：

第２条

2.020（節）

2.020.2（項）

Iiii述の例では2.020.2というアラビア数字は、細則第２条節２節第２攻を葱味し、
IMLに第2020.2項と嵩う二とができる。アラビア数字の蛾初は細'１Ｉの条である。次
の３桁の数字（股初の小数点の右の数字）は、当該条中の節を示し、２瀞目の小数
点右の数字は、節の中に項があるなら、その項を示すものである。
本文中、条と節はゴシック体にしてあるので、兄つけやすくなっている。

国際ロータリー細則
題目

定繼……….……..…………………………….…
国際ロータリーの力ⅡM1会11…….……………….………
RI脱会またはﾉⅡ】艶の終結………………………………
クラブの会、身分………….…….……………..……

理酬IF会.…………………….………………………

役員……….………………………………………

立法手続…………………………….……..………

規定審雛会………………….…....…..……………
国際大会…………………….….….………………

役貝の指名と迦挙一一一般規定..……..…………………．
会長の折名と逝挙.…….……………………….….…
理１Fの指翁と選挙………….….…..…..….…………
ガバナーの指私と避難……………………..…….……

符理上の集団と管理｣二の区域111位.…….…………..….…
地区……………………………………．…………

委員会…….………………………………………．

財務JllF項……………………………………………
名称と徽章……………………….…………………

その他の会合…．……………．………………………
機関雑誌………….….…..……….……….………
ロータリー財団…………………….…….…….……

補償…………….………………….…..…………
改正………………．．．……．………………．．…．．．．

条
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７

１
１
１
１
１
１
１
Ｉ
 

頁
”
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蛇
”
”
皿
噸
旧
而
肥
溺
釦
妬
妬
仙
佃
化
灯
佃
、
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刷

ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
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９
０
１
２
３
 

１
１
２
２
２
２
 

1８８ 1998年手練要覧



R]細則1条、２条

国際ロータリー細則

第１条定譲

本条の語句は、本細則で使われる糊合、他に明確な規定がない限り、次の意味をも
つものとする。

１）理事会：国際ロータリー理ﾘﾄﾞ会
２）クラブ：ロータリー・クラブ

３）組織規定：国際ロータリー定款・細則と標敢ロータリー・クラブ定款
４）ガバナー：ロータリー地区のガバナー

５）会員：名答会員以外のロータリー・クラブ会風
６）ＲＩ：国際ロータリー

７）RIBＩ：グレート・プリテンおよびアイルランド内国際ロータリーという符
理上の地域単位

８）年度：７月１日に始まる１２カ月間

第２条

2.010. 

2.020. 

2.030. 

国際ロータリーの加盟会Ｅｌ
ＲＩへの加盟申lガ

クラプの区域

クラブによる標準ロータリー・クラブ定款の採択

2.010．ＲＩへの加盟申鯛

クラブのＲＩへの加盟申i)１１聾は理事会に提出するものとする。加盟申鋼香には、理
１１J会が定める加盟金を添付しなければならない。加盟金は、米貨またはクラブの所
在する国の通貨によるその相当額とする。加盟は、理事会が申鋼を承認した日を
もってその効力を生ずる。

2.020．クラブの区域

明確に区画することのできる地域が存在し、新クラブの結成に必要な岐低数の職
業分類が含まれている場合、一つのクラブを結成することができる。

2.020.1．区域の共有

ITI 

、期勧告

､半数0

２０２０．２．区域の割餓

新クラブ結成のために地域内の既存クラブの過半数が区域の割繊をする場合も､一
つの地域に－つのクラブを結成することができる。この割披をしたクラブは、割鍍
区域の人を自己のクラブに入会させる権利を留保できる。
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RI細則2条

2.0203．区域の共有または副iiIの承麗

クラブは、前述の通り、例会における出席会員の過半数の償成投粟によって、その

区域の二遭Lを割i髄けるかまたは区墜12ゴニニェ藝些f[ｺﾞｰこ_ﾆｰと-,1五重-2h.区域の割翻｡区域の割顛

会貝に郵送または共有に関する鍍案の通知は、iii記例会の少なくとも１０日前に、

されていなければならない。

2020.4．区域の共有または割鯉の否決および再審錨

ガバナーによる新クラブ結成案が､新クラブの結成が予定されている地域内に区域

を有するクラブによって、または複数のクラブの場合そのクラブの一つによって、
否決された期合、ＲI理事会は、ガバナーの要望を受け、_結成に反対しているクラ

プに、この件を、再審雌するよう指示できる。反対しているクラブは、避翻郵便に
よって再審砿の遅Z1を受け取ってから6j圏iU以内にその反対を再確認しなければな
らない。再度反対するには、週例会で出席し投票する会貝の３分の２の投票を必要
とする。 そのためには、当該例会の少なく_とも１０日前の消印のある書簡を全会仁

ければならないL蟆決には定足数の会側が出席していなければなら
ない。 寺一ＺⅢ

理部会またはガバナーがこの

この区域の共有または割砿をような再確認書を受け取っていない場合、理事会は、

承認して差し支えない。

で、この票決理由について説明する1 Ｑと_する。

2.020.5．区域の共有または割ＩＭＩを承鹿する理事会の椛限

第2.020.4項の他の規定にもかかわらず、

新クラブ結成のための客観的なL理由があるな
ら、理事会は、既存クラブの承認を得ることなく、区域の割鎮または共有を承認で

きる。ガバナーは、その豊望に当たって
t)に地域社会調査苫を提出するものとする。

2.020.6．区域の共有に対する理耶会の承哩

それぞれ区域限界を異にする、二つ以上のクラブが－つの明確に区画できる地域に

結成されている場合、理CIF会は、関係クラブすべての申諭があれば、同一の区域限
界を共有するよう指示することができる。

2.030．クラブによる欄準ロータリー・クラブ定欽の採択

標馳クラブ定款は、すべての加盟クラブによって採択されなければならない。

2.030.1．標準クラブ定飲の改正

標汕クラブ定款は、組織規定に述べられている方法で改正することができる。かか

る改正は、自助的に、各クラブの定款の一部となるものとする。

2.030.2.1922年６月６日よりも前に加盟したクラブ

1922年６月６日よりも前に加盟したすべてのクラブも、標耶クラブ定款を採択する

ものとする。しかし、標flqクラブ定紋と異なる規定を含む定款をもつ、このような
クラブは、その異なる規定の下に迎営する賢補を有するものとする。但し、異なる
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規定の正碗な全文を1989年12月３１日までに理JIF会に送付し、理事会の砿認を受け

ていなければならない。それぞれのクラブ特有の規定は、そのクラブの標鵡クラブ

定款の補遺規定であり、時折､改正される標準クラブ定款に近づけるため以外には

クラブで改正することはできない。

2.030.3．理率会による標準クラブ定款の例外承麗

理班会は、ＲＩ定款・細則と矛盾しない限り、標地クラブ定款と一致しないクラブ
定款の規定を承認できる。このような承認は､その土地の法令およびiX晋、または特

殊な率１Wに従うために必要な場合に限られ、また出席している理耶P会メンバーの３分

の２の賛成を必要とする。

R|脱会または加盟の終結

クラブのＲＩ脱会

クラブの再結成

クラブを懲戒または除名する理事会の椛限

加盟が終結したクラブの権利の引き渡し

第３条
3.010. 

3.020. 

3.030. 

3.040. 

3.010．クラブのＲＩ脱会

いずれのクラブも、ＲＩに対する金銭上その他の義務を完済している限り、加盟か

ら離脱することができる。理事会が離脱通告を受理したときは、その離脱は直ちに
効力を生ずるものとし､そのクラブの加盟認征状は事務総長に返還されなければな
らない。

3.020．クラブの再結成

加盟を終結させられたクラブが再結成を求めた場合､または同じ土地に新クラブが

結成される場合、理事会は、加盟の条件として、このような元クラブに加盟金の支

払を求めるか否か、または、ＲＩに対する元のクラブの負債の支払を求めるか否か
を、決定することができる。

3.030．クラブを懲戒または除名する理事会の権限

3.030.1．不払による終結

会費またはＲＩに対するその他の金銭的悩務または承認されている地区資金負担金

の支払を怠るクラブの加盟は、理邪会においてこれを終結させることができる。

3.030.2．機能の喪失による終結

何らかの理由により、クラブが解体し、または例会を定期的に開かず、その他機能

を遂行することができなくなった場合は、理JIF会が、そのクラブの加盟を終結させ

ることができる。

3.030.3．然るべき理由による懲戒

理期会は、然るべき理由がある場合には、クラブを懲戒処分にすることができる。

但し、問責書およびこれに関する聴聞の時と場所の通知が、かかる聴聞の行われる
少なくとも３０日前に、そのクラブの会長および幹覗に郵送されていなければなら
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ない｡そのクラブには、弁護士をその聴聞における自己の代理人とする楠利が与え

られるものとする。聴聞を行った後、理JIF会全員の多数決をもって、クラブを懲戒

もしくは会員資格停止処分に付し、または、全会一致をもって、クラブを除名する
ことができる。

3.040．加盟が終結したクラブの椛利の引き渡し

RIの名称、徽章その他の記章を使用する特典は、そのクラブの加盟会員鰯が終結

したときに消滅するものとする。加盟が終結したときは、そのクラブは、ＲＩの財

産に対する所有桶を失うものとする。事務総長は、このような元クラブの加盟響lJiF

状を回収するための描世をとるものとする。

クラブの会員身分

クラブ会員の祇類

正会口

シニア・アクチブ会員

パストサーピス会員

二重会員

名誉会員

宗教、報道機関および外交官

公職

会員身分の制約

ＲＩの職且

出席報告

他クラブへの出席

第４条

4.010. 

4.020 

4.030. 

4.040. 

4.050． 

4.060. 

4.070. 

4.080. 

4.090. 

4.100． 

4.110. 

4.120. 

4.010．クラブ会員の柧類

クラブの会員の祇類は、ＲI定款に規定する通り４柧類とする。

4.020．正会員

RI定款第５条第３節に定められた資格条件を有する者は、これをロータリー・クラ

ブの正会貝に選ぶことができる。正会員としての資格条件を有するが、そのクラブ

の正会員の事業または専門職務と同一の職業分類の者は､これを本節の規定の下に

アディショナル正会貝に選ぶことができる。このようなアデイショナル正会員は、
正会員としてのすべての特典を有する。但し、アディショナル正会貝は、職業分類

の保持者でなく、自らの職業分類の下に他のアディショナル正会員を推測すること

はできない。

4.020.1．アデイショナル正会員のカテゴリー

クラブは３柧類のアデイショナル正会ロを過ぶことができる。クラブはその３菰類
のそれぞれから職業分類を同じくするアディショナル正会員を１人迦ぶことができ
る。

4.02ｑ1.1．第１カテゴリー--推薗者と同じ職粟分類

正会貝は自分と同じ職業分類に現実に従ＩＩＦしている者をアディショナル正会員に椎
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卿することができる。

4.020.1.2．第２カテゴリー一元ロータリアン

正会員は、元クラブ会貝をアデイショナル正会員に推薦することができるが、この
元クラブ会貝の職猶分類を保持する正会口の承鰡を得なければならない。さらに、
この元クラブ会員がかつて屈していたクラブを退会した理由は､本人がそのクラブ
の区域限界内でそのクラブにおいて本人が分類されていた職業分類の下に現実に職
業活動に従Ⅲ１Fしなくなったということでなければならない。

4.020.1.3．第３カテゴリー一元ローターアクタ一

正会員は、ローターアクト・クラブ元会貝をアデイショナル正会員に推薦すること
ができるが、この元ローターアクト・クラブ会貝の職業分類を保持する正会貝の承
諾を得なければならない。さらに、二の元ローターアクターは、クラブの区域限界
内に住居または事業所があり、少なくとも４年'１１１－つまたはいくつかのローターア
クト・クラブの会貝であったことがあり、退会した理由が、ローターアクト・ク
ラブ会風の年齢の上限に達したか、そのクラブの区域限界外に移帳したというこ
とでなければならない。

4.020.2.職粟分類保持者の変更

すべてのアデイショナル正会貝は、クラブの正会員の１人と同じ職業分類をもたな
ければならない。正会員が職業分類の保持者である。職業分類の保持者である正会
員が、シニア・アクチブ会員またはパストサーピス会員になるなど、何らかの理
由で､職業分類を保持しなくなった場合、同じ職業分類をもつアディショナル正会
員の１人が職業分類の保持者になる。このような職業分類を有するアディショナル
正会員が１名しかいない場合、このアデイショナル正会員が自動的に職業分類の保
持者となる。このような職業分類を有するアデイショナル正会貝が２名または３名
いる場合、クラブはそのうち１名を逝挙して、職業分類の保持者とするものとし、
他のアデイショナル正会風の地位は元のままとする。

4.030．シニア・アクチブ会員

4.030.1．一般的資格条件

正会員またはバスト・サービス会員で、その－つまたはいくつかのクラブにおける
正会員およびバスト・サービス会員としての経歴が次の各号に定める要件のいずれ
かに合致している者は、自動的にシニア・アクチブ会L1となるものとする：通算１５
年以上会ロであった省、あるいは現在60歳以上で通算１０年以上会員であった者、
現在65歳以上で通算５年以上会員であった者、現または元ＲＩ役、。

4.030.2．元会員

クラブは、かってどこかのクラブの会員であった者で、会員身分が終結した時点に
おいてシニア・アクチブ会員であった者またはシニア・アクチブ会員になりうる条
件を備えていた者を、そのクラブのシニア・アクチブ会員に迦ぶことができる。
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4.030.3．権利と特典一シニア・アクチブ会員身分の制約

シニア・アクチブ会員は、すべて正会員と同一の椛利、特典および責任をもつもの

とする。但し、シニア・アクチブ会風はllUi業分類を保持せず、また、アデイショナ

ル正会風を椎IMIする梅利をもたない。

4.030.4．シニア・アクチブ会員の職巣分類を充填する者

クラブは、シニア・アクチブ会員の保持していた職業分類の下に、有資格者を入会

させることができる。

4.040．バスト・サービス会員

バスト･サービス会員は、職業分類を代表しないこと、および第4.020.節による

アディショナル正会貝を椎H:Ｉする梅利をもたないことを除き､正会員のもつすべて

の梅利、特典および責任を有するものとする。

4.040.1．バスト・サービス会員の資格条件

次の者は、バスト・サービス会貝に鱗当する。

4.040.1.1．バスト・サービス会員一一引退

現職から引退したが、その他の点では、適格の地位にあったことなど、ＲI定款第

5条第３節の下にロータリー・クラブ会ロの資格を伽えている人は、これをバスト・
サービス会員に過拳することができる。

4.040.1.2．バスト・サービス会員一職業分類の喪失

本人に落度がないのに他の耶情により職業分類を失ってしまう正会員は､クラブ理

事会の決定によって、これをパストサーピス会員に選挙することができる。

4.040.2．入会金の免除

現または元会員が、その所風クラブまたは元の所凪クラブのバスト・サービス会員

に過ばれた場合、２度目の入会金の支払を要しないものとする。

4.050．二m会圓

同時に、いくつかのクラブにおいて、正会風、シニア・アクチブ会員またはバスト．

サービス会員になることはできない。さらに、いかなる人も同一のクラブにおい

て、会員であると同時に名幣会員の資格を保持することはできない。

4.060．名誉会員

4.060.1．名誉会員の資格条件

ロータリーの理想推進のために称賛に値する奉仕をした人を名誉会員に選挙するこ

とができる。その人は、二つ以上のクラブで名替会貝身分を保持できる。

4.0602椛利および特典

名誉会員は、入会金および会費の納入を免除されるが、投票梅をもたないし、クラ

ブのいかなる役職にもつくことができない。名誉会風は、職業分類を保持しない。
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しかし、本人が会11となっているクラブのあらゆる会合に出席することができ、そ
の他クラブのあらゆる特典を享受することができる。名番会員は、他のクラブにお
いては、いかなる権利または特典も認められないものとする。

4.070．宗教．報道樫関および外交官

複数の宗派の各代表者､複数の新聞社またはその他の報道機関の各代表者および複
数の国の各国政府代表外交官は､これらの職業分類の下に正会員となる資格を有す

るものとする。但し、これらの代表者が組織規定に定められた資格条件を側えてい
ることを要する。

4.080．公職

一定の任期のあいだ選挙または任命によって公職にある者は､当麟公職の職業分類

の下にクラブの正会員となる資格を有しないものとする。この制約は、学校、大学
その他の教育施設に奉職する者または裁判官に選挙もしくは任命された者には適用
されない。クラブの正会員で一定の任期をもった公職に遺挙または任命された者

は、その公職に在任中、以前の職業分類の下に、引き続き正会員としての身分を保

持することができる。

4.090．会員身分の制約

細則第2.030.節に規定されてはいるが、いかなるクラブも、ＲI加盟年月日に関係

なく、定款その他の規定によって、人菰、皮膚の色、伯条または国籍に基づき会員
身分を制約すること、もしくはRI定款または細則に明白に規定されていない会員
身分の条件を課すことはできない｡本細則本節の規定に反するクラブ定款のいかな

る規定、あるいは、その他のいかなる条件も無効とし効力はないものとする。

4.100．ＲＩの職員

クラブは、ＲＩに凧用されている会員の会貝身分を保持せしめることができる。

4.110．出席報告

各クラブは、各月の鹸終例会後１５日以四に、そのクラブの例会における月次出席

報告をガバナーに提出するものとする｡無地区クラブの場合には１F務総長に提出し
なければならない。

4.120．他クラブへの出席

各会員は、いつでも他クラブの例会に出席する特典をもつものとする。

第５条理率会

5.010．理珈会の任務

5.020．理１F会決定に対する提蹄

5.030．理嚇会の椛限

5.040．理珈会の会合

5.050．通俗による投票

5.060．執行委員会

5.070＝選挙から任期の第１年目を終わるときまでのあいだの空席
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5.080．任期の1年目終了後の空席
一

5.010．理率会の任務

理事会は、Ｒｌの管理主体であり、ＲＩの目的の推進、ロータリーの綱領の達成、ロー
タリーの基本原則の研究と教育、ロータリーのnM想、倫理および狐HI1的組織の保
全､並びにロータリーを全世界に拡大する目的のために必要なあらゆることを行う
綻務を負うものとする。

5.020理駆会決定に対する提訴
理事会の決定は、定時または臨時の国際大会にクラブが提訴する以外に、これを覆
すことができないものとする。かかる提訴は、クラブが、少なくとも２４の他クラ
ブの同意を得て、正式に耶務総長に提出しなければならない。２４クラブのうち少
なくとも半数は別の地区内のクラブでなければならない｡提訴も同意も、pIl1F会の
決定後６カ月以内で、当該ＩＲＩ際大会のljlIIMiの少なくとも９０日IifIまでに受理されな
ければならない。このような提訴は、クラブ例会で正式に採択された決議許にクラ
ブの会長と幹1膳が証明して行うものとする。提排の決定に当たって、代鍍風が審議
するのは、理ＩＦ会の決定を文持するかどうかということだけである。

5.030．理事会の栃限

理事会は、次の方法によってＲＩの業務を指示・管理する。
（a)組織の方針を投定すること；

（b)JIF務総奨による方針英施を評価すること；
（c)定紋、細則、1986年イリノイ州非徴利財団法およびその後の改正によって与
えられた権限を行使すること。

理事会は、ＲＩの役11、役ｕエレクト、役且ノミニー、委員の全部に対する総括的
管理および監督を行うものとする。然るべき理111がある場合には､聡IliIを行ったう
え、役員、役ロエレクト、役員ノミニー、委貝を罷免することができる。IlMyH響を
含む通知は、聴聞の行われる少なくとも６０Hiillに、罷免される人に届けられてい
なければならない。このような通知には、聴聞の日時と場所を明記し、郵便もしく
は他の迅速な通信手段によって直接配逮されるものとする。罷免される人は、聡１１M
において、弁捜士を代理人とすることができる。役、、役ロエレクト、役員ノミ
ニー、委員を罷免するには、理？}｢会全jlの３分の２の投票を必要とする。また、理
事会は、第6.100.節に規定する椛限をも持つものとする。

5040．理耶会の会合

5.040.1．期日、墹所および通知

理事会は、理TIF会が決定する時および鋤所において開くか、もしくは会是の招集に
よって開くものとする○会合は、j､知を必要としない場合を除き、llH会ロの少なく
とも３０日前までに、事務総長から、理11F会の全風に通知されなければならない。理
ﾘｷﾞ会は、各年度に少なくとも２１inⅡlIIかなければならない。

5.040.2．定足数

RI定款または細則によってより多くの投票を必要とされる案件を除き、理事会の
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メンバーの過半数をもってすべての耶項を処理するための定足数とする。

5.040.3.年度の最初の会合

次の理蛎会のメンバーとなる者の会合が､年次国際大会の終了直後に開仙されるも
のとする。次期会長がこのような会合の時と場所を定めるものとする。このような
会合における決定事項は、７）１１日以後に、理耶会で、または本条第5.050.節に述
べられている方法のうちのいずれかによって承認されなければならない。承認後
に、その決定は、初めて効力を発するものとする。

5.050.通慣による投票

5.050.1．非公式の会合

理班会は､会合に参加している全員が互いに意見を交換できるような過話または他
の通信手段を使って、その会合で発言し、決定することができる。このような会合
への参加は、参加している人または人たちが会合に直接出席しているものとみなされ
る。

5.050.2．非公式の決定

理事会は、会合をＩＭＩかないで、理事全員の一致した岱面による同意を得て砿IＩＦを処
理することができる。

5.060．執行委員会

理事会は、職椛上の委員を含め５名以上７名以下のメンバーにより柵成される執行
委員会を任命することができる。理事会は、この執行委瓜会に、理事会の会合と会
合との中Ⅲ1期Ili中､理１F会に代わって決定を行う椛限の行使を委任することができ
る。このような椛限は、既にＲＩの方針が砿立されている事或に限られる。執行委
貝会は、理事会によって定められ、本節の規定に背馳しない職務梅限によってその
任務を遂行するものとする。

ユQZL選挙から任期の第１年目を終わるときまでのあいだの空席

5.070.1-クラブによるノミニーの選出

理事に選挙された時期と任期の第１年月を終わるときとのあいだに、理事に空席が
生じた場合には、その理事を指名したゾーン内のクラブは、空席となった理事の残
存任期を務める後任の理事ノミニーを過出して､理邸会による選挙に伽えるものと
する。このような避出は、可能な限り、理事ノミニー避出手続に従って行うものと
する。このような選出手続は会長の定めるところによる。

5.070.2既股の指名委員会による選出

理事に空席の生じた年度に当該ゾーンに理事指名委且会が設けられていたときは、
その委員会が、その任務のほかに、空席となった理事の残存期1111を任期とする理事
ノミニーの選出に関する任務を行うものとする。
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5.070.3．元の指名委員会による選出

このような指名委員会が設けられていない場合には､空席となった理ＺＩＰの選出に関
する任務に当たった指名委員会が､その空席を埋める理事ノミニーの適出に関する
任務を行うためだけに、会長によって再招集されるものとする。

5.0704.＿理率の選挙
残存任期を務める理Jルノミニーを選出した後、理11F会が、会長の決定するところに
従い、次の理ＩＩＰ会において、もしくは通伯による投票によって、ノミニーを選挙す
るものとする。

5.080．任期の１年目終了後の空席

理事の空席が、その理事の就任第１年度終了以後に生じた場合は、残余の理耶が、
空席の生じた当該ゾーン（またはゾーン内のセクション）から理邪を選挙するもの
とする。選挙は、会長の決定に従って、次の理事会において、もしくは通伯による
投票によって行うものとする。

役員

国際大会における役員の過於

副会長と財務長の迦出

事務総長の選挙と任期

理JIFは再過されない

役貝の資格条件

任期

会丑の空席

会長エレクトの空席

副会長または財務災の空席

事務総長の空席

理珈の任務遂行不能

ガバナーの空席

役貝の報酬

役員の任務

第６条

6.010. 

6.020 

6.030. 

6.040. 

6.050． 

6.060. 

6.070. 

6.080. 

6.090. 

6.100. 

6.110. 

6.120. 

6.130 

6.140. 

6.010．国際大会における役員の遡挙

年次国際大会において選挙される役皿は、ＲＩの会長、理.１F、ガバナーとRIBIの会
長、副会長、名誉会計である。

6.020．副会長と財務長の選出

6.020.1．副会長の選出

副会長は、次期会艮が理事会の第１回会合で遡任するものとする。

6.020.2．財務長の選出

毎年、次期会長が、次期理JIF会哲定会識で、２年目の任期を務めることになる理１F
の中から財務長を避任するものとする。この財務長は、７月１ｐより１カ年ＩＨＩその
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職を務めるものとする。

6.030．事務総長の避挙と任期

事務総長は理事会が選任し、その任期は、５カ年を超えないものとする。その選挙
は、珈務総長の任期の股終年の３月３１日までに行われ、選挙後の７月１日に新しい
任期が始まるものとする。事務総長は再選される資格を有する。

6０４０理事は再選されない

理躯として、細則の定める全期間または理１F会の定める期間務めた人は、会長また
は会長エレクトを務める場合を除いて、再度理事職に就くことはできない。

6.050．役員の資格条件

6.050.1．クラブ会員

RIの各役員は、クラブの瑠疵なき会員でなければならない。

6.050.2．会長

RIの会長候補者は、かかる候補者として推鮒される以前にＲＩの理１Fとしてその任
期の全部を務めたことのある者でなければならない。但し、任期の全部に足りない
在職であっても､理ﾘ｢会がこの規定の趣旨に照らして差し支えないものと認めた場
合はこの限りでない。

6.050.3．理事

RIの理事候補者は、かかる候補者として推lMjされる以前にＲＩのガバナーとしてそ
の任期の全部を務めたことのある者でなければならない。但し、任期の全部に足り
ない在職であっても､理１Ｆ会がこの規定の趣旨に照らして差し支えないものと認め
た場合はこの限りでない。

6.060．任期

６０６０．１．役員

会長、理馴、ガバナーを除き、各役員の任期は、選挙後の７月１日に始まるものと
する。理事を除き、すべての役員は、１カ年またはその後継者が迦挙されるまで在
任するものとする。理事はすべて２カ年、またはその後継者が避難されるまで在任
するものとする。

6.060.2．会長エレクト

会長に適挙された者は、次の年度の７月１ｐから会長エレクトと理事会のメンバー
を務める。会長エレクトは副会長に週ばれる資格はない。会長エレクトは、会長エ
レクトとして、その任期を１年間務めた翌年会曇を傍めるものとする。

6.0603．理事

各理蛎の任期は、選挙された年の次の年の７月１日に始まるものとする。
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6.070．会長の空席

会長が空席となった場合は、副会焚が会及の地位を継ぎ、そして、その他の理事会
のメンバーの中から新たにＩＨＩ会長を逃任するものとする。理１Fの欠員は、本細則第

5.070-節と第竺U旦些節に従って補充する。

6.070.1．会長職と副会長の両役職が同時に空席

会長職と副会長の両役j1iUiが1司時に空席となった場合、理事会は、そのメンバー（会
長エレクト以外のメンバー）の中から新会長を避挙し、次に新会長が新副会長を週
出するものとする。新会長と新lHll会長の選挙により欠貝となった理璽ＩＦは、本細則第

5.070邑節と第旦二匹Ｌ節に従って埋めるものとする。

6.080．会長エレクトの空席

6.080.1．次期国際大会前の空席

次の国際大会の閉会前に会長エレクトに空席を生じた場合は、会長指名委員会は、
かかる会長エレクトが会長を務めるはずであったロータリー年度の会長ノミニーを

改めて選出しなければならない。このような選出は、できるだけ早く、定例委貝会

か緊急委員会において行わなければならない｡このような会識を開くことができな
い場合は、郵便または屯伯による投票によって選出を行うことができる。

6.080.2．指名委員会手続による空席の補充

指名委員会は、第11.060.節と第11.070.節に従って既に選出した会長ノミニーを

雛り上げて会長ノミニーに指名できる。このような場合、委貝会は、会長エレクト
の役職のために改めてノミニーを選出しなければならない。

6.080.3．空席を補充するに当たっての会長の任務

会長が、会長エレクトに生じた空席を補充するための指名手続を決定する。その手

続には､クラブに送付すべき委員会の報告およびクラブによる指名に関する規定が
含まれていなければならない。その規定は、時間的に可能な限り、第11.06ｑ節、
第11.070.節、第11.080.節に従ったものでなければならない。空席の生じた時期
が国際大会に近すぎて、大会に先立ち、委貝会の報告を全クラブに郵送し、クラブ
が対抗候補者を指名する時間的余裕がない場合、１F務総長は、可能な範囲内で委口
会の報告に閲する通知を行うものとし、また国際大会の鎚場におけるクラブ代鍍貝
による対抗候補者の指名が許されるものとする。

6.080.4．就任直前の空席

国際大会の閉会後から会長就任の直前のあいだに、会長エレクトに生じた空席は、７

月１日に空位になっているものとみなし､第6.070.節に従って補充するものとする。

6.080.5．空席に関する不測の率態

本節に規定されていないような不測のリド態が起こった場合、会促が、とるべき手続

を決定するものとする。
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6.090．副会長または財務長の空席

副会長または財務長の職が空席になった場合、会是は、２年目の理１Fを趣び、未了
の任期を務めさせるものとする。

6.100．耶務縫長の空席

邪務総長に空席が生じた場合、理ﾘﾄﾞ会は岐高5年を任期とするロータリアンを選挙
するものとする。その任期は理邪会が決定した日をもって効力を発する。

6.110．理駆の任務遂行不能

理事会のメンバーがその任務を遂行できないほどの身体的状態になったと理事会の
４分の３の投票で決定した場合、そのメンバーは、その決定後、直ちにその職を失
い、本細則の規定に従って後任が迦出されるものとする。

6.120ガバナーの空席

6.120.1．理率と会長の櫓限

理事会は、残存任期中ガバナーの空席を埋めるために、資格条件をMHえたロータリ
アンを選挙する橘限を有するものとする。会長は､理事会によってその空席が補充
されるまで資格条件を側えたロータリアンを、アクティング・ガバナーとして任命
することができる。

6.120.2．ガバナーの一時的任務遂行不能

ガバナーが一時的にその任務を執り行うことができない場合､会長は資格条件を術
えたロータリアンをアクティング・ガバナーに任命することができる。

6.120.3.7月１日にガバナーが地区に不在

ガバナーが年次国際大会において避挙された後地区外にあって７月１日までに地区
に戻ることのできない場合、直前ガバナーは、ガバナーが地区に冊って来るまで、
引き続きガバナーの職務を執り行うものとする。

6.130．役員の報酬

事務総奨は報酬を受ける唯一の役員とする｡理ﾘﾄﾞ会がその報酬額を定めるものとす
る。

6.140 役員の任務

6.140.1．会長

会長は、ＲＩの岐高役員とする。会長は：
（a)ＲＩの第１の代弁者とする；

（b)すぺての国際大会およびすべての理小会の会合を主宰する；
（c)事務総長の仕１Fを見守り、事務総長に助首する；
（d)事務総奨と事務局の業績の評価を少なくとも年１度理ＪＩＦ会に報告する；
（e)その職資に属するその他の任務を執行する。
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6.140.2．会長エレクト

会長エレクトは、理?IF会のメンバーとして、

のみをもつものとする。但し、会艮または貝

とができる。

任務および樋限

但し、会艮または理JlF会はこれにその他の任務を与えるこ

6.140.3．事務総長

事務総長は､理事会の指示監督の下に業務を遂行するＲＩの股間管理役員とする。事
務総長は、ＲＩの財務運営を含め、方針の実施、運徴、管理について会長と理ZlF会

に武任を負うものとする。蛎務総長は、理１F会に対して年次報告を行うものとし、
その報告は、理]IF会の承認を総たうえ、年吹国際大会に提出しなければならない。

事務総長は、理｡ＩＦ会の要求する金額と保i}IlE人を、誠実な任務遂行の保征として提供

しなければならない。

6.1404．財務長

財務健は、リド務総長から定期的に財携関連ｌｌｖ報を受け取り、ＲＩの財務運営につい

てＩＩＰ務総長と協鍍するものとする。財務腿は、理事会に財務報告をし、また年吹国

際大会で報告するものとする。財携長は、理蛎の職IHIに属する任務と梅限のみ有す

るが、会長または理事会から、さらに、任務を操される場合もある。

立法手続

立法案の種類

立法案の提出者

第７条

7.010. 

7.020. 

7.030. 

7.035. 

7.037. 

7.040. 

7.050. 

7.060. 

立法案の審議

理事会での立法案の審在

非常工IF態における立法案の審継

7.010．立法案の柧類

組織規定を改正しようとする提案は､制定案と称する。組織規定を改正することを

目的としていない提案は、決駿案と称する。

7.020．立法案の提出者

立法は、クラブ、地区大会、RIB1審鐡会または大会、規定審議会、および理事会

が提案できる｡_理ﾘﾄﾞ会は、管理委員会の事前の承諾なしには、ロータリー財団に111Ｉ
する立法案を提出できない。

7.030．クラブ提出の立法案を地区で審識

クラブの立法案は必ず地区大会またはRIBI地区審鍍会に提出のうえ、この立法案
に対する賛否について票決を受けなければならない。地区大会またはRIBI地区審

賎会に立法案を提出する時Ⅲl的余裕がない場合､ガバナーの実施する郵便投票を通

じて地区内クラブの票決を求めることもできる。この郵便投票は、第13.040.節

の手続にできるだけ沿った形で行うものとする。躯務総長に送達される立法案は、
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地区大会またはMBI地区審鍍会で審鍍されたことと、その票決による按否とを明
記したガバナーの征明書を添付するものとする。クラブは、地区大会の賛否にかか

わりなく、審砿された立法案をﾕIF務総長に送付しても差し支えない。

7.035．制定案と決蹴案の締切日
fL堕墾と_迭鎚室｣生､すべて規定審砿会の開かれるロータリー年度の前年度の６月３０
日までに、RIP1F務総災に提出されなければならない。護鍍会または理]ＩＦ会の提出

ができる。

現の手ロロ 欠点欠陥の】

ＬＬＬ れぞれ、細則第7.035.節、定欽第-16条第３節、標ｆｌｕロータリー.

送付されていること⑪
｜
型

立法案の提出者に関する細則の第7.020.節の規定に合致しているこ

と_Ｌ

定を満たしていること。

欠点のあるウ法室

竺
些

沮織規定の関係箇所をすべて改正していない場合。

欠陥のある守霊丞

次の場合、立法案は欠陥があると見なされる：些
些
型 を義務づける場合：

RI細則またはRI定款に抵触す=る_よう_な方法で標､uロータリー・クラ

則を改正する場合：

｣上LＬ

7.040．立法案の審査

定款・細則委員会は、FIF務総長に提出されたすべての立法案を点検し、審議会に
回付する。

7.040.1．理事会に代わって、

切な修正を提案者に勧告する。

訂正するために適
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7.040.2．理事会に代わって、実質的には同軸の立法案の提出者に、その提案に代

わる折衷案を勧告する。

7.040.3．提案者たちが折衷案に同意しない場合､'１１狐の提案の趣旨を11kもよく表

現するような代案を事務総長から審離会に回付するよう理嚇会に勧告する。

7.040.4．委員会が次のような立法案であると決定した場合､珈務総長が審鍍会に

回付しないよう理邪会に勧告する。

ＬＬＬ正規の手続で提出されていない立法案

（ii）欠点、欠陥があ苞立法案、提案者に
適切な改正を勧告したが、受け入れ適切な改正を勧告したが、受け入れられなかった立法案も含む。

7.040.5．第8.120.2.項に定義する他の任務を遂行する。

7050．理事会での立法案の審査

理事会（理鞭会に代わって定紋細則委風会によって）は立法案本文の全部を点検

し、欠点、欠陥があれば、提案者にその旨通告し、できれば修正を勧告するもの
とする。

7.050.1．同秘の.立法案

実質的にはliil粗の立法案が提出されている場合、理ﾘﾄﾞ会（理事会に代わって定
款・細則委貝会によって）は、從案者たちに折衷案を勧告できる。提案者たちが

折衷案に同意しない場合、］qM蛎会は、定款・細則委貝会の勧告に基づき、蛎務総
長に対し、同菰の提案の趣旨を鮫もよく表現するような代案を審雛会に回付する

よう指示できる。このような折衷案と代案の立法竃は、
｣=←所定の締切日に拘束されない。

その旨指定されるものと

7.050.2.審識会に回付されない立法案

理事会が、定紋・細則委瓜会の助言に基づき、制定案が旦)正規の手続で提出さ
れていない、あるいは､(ii)欠陥があ葱と決定し、

したが受け入れられなかった場合、理PIF会は、そのユ造塞を審砿のため審鍍会に
回付しない旨指示できる。理事会がこのような決定をした場合は、事務総長が提

案者にこの旨通告するものとする。この鯛合、審鍍会でこの立法案を審議するに
は、その提案者は、審鍍会雛貝の３分の２の同意を得なければならない。

7.050.3．プログラムの範囲内にない決殿案

理馴ＩＦ会（理PIF会に代わって定紋・細則委員会によって）は、すべての決鍍案の本文
を点検し、理TIF会で定款・細則委貝会の勧告に基づきＲ】のプログラムの範囲内と

決定した決鍍案を審議会に回付するよう事務総長に指示しなければならない｡理１F
会が定款・細則委員会の勧告に基づいて、決雛案がI(Ｉのプログラムの範囲内にな

いと決定した期合、理事会は、稀離のため審鍍会に回付しない旨、指示できる。理
【ＩＦ会がこのように決定した鯛合､提案者に稀識会の開会に先立ってその旨通告しな

ければならない。この場合、辮賎会でこの決砿案を稀雛するには、その提案者は、
藤議会鍍貝の３分の２の同意を得なければならない。
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7.0回ＬＬ審鰯会に立法案と修正案を回付

邪務総長は、適法に提出された立法案を審鍍会に回付しなければならない。また、
審識会開会の少なくとも２カ月前までに提案者から事務総長に提出された、立法案
の修正案もすべて審拙会に回付しなければならない。

7.050.5．立法案の公表

7.匹ＬＬ審騒会における立法案の審識

審鍍会は､正規の手続で提案された立法案並びにそれらに対する修正案を審鎚して
これに対する決定を行わなければならない。

7.0507.．決鍛案の採択

決鍍案という形式の立法案は、審議会における審鍍、採決に当たって、審議会に出
席し、投票する代表離貝の少なくとも過半数の賛成投票で、採択することができ
る。

7.060．非常事態における立法案の審甑

理ＪＩＦ会は、理耶の３分の２の多数によって、非常１１F態の存在することを宣言し、次
のように立法案を瀞識する椛限を有する：

7.060.1.審繊会で審躯される非常時立法案
臨時審離会に提出され迄立法案は、
ても審議会で審賎できる。但し、鵬
いる手続に従うものとする。

肛識規定に定､b_られている提出締切日を過ぎ

時IlIl的に可能な限り、これらの規定に定められて

7.060.2．立法案の採択

非常事態下にこれらの規定に基づいて規定審鐘会で立法案を採択するには､出席者
の投票の３分の２の賛成票を要するものとする。

第８条

8.010. 

8.020. 

8.030. 

8.040. 

8.050． 

8.060. 

8.070. 

8.080. 

規定審鰹会

審議会雄員

審鍍会鍍員の資格条件
審鍍会代表錨風の任務
役員とその任務

逝挙人による代表鍍皿の選雅

郵便投票による代表雛貝の避挙
通知

伯任状委員会
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特別雛貝

稀鍍会の定足数

稀謎会手続

8.090. 

8.100. 

8110. 

8.120. 

8.130. 

8.140. 

8.150. 

審議会の決定

iHIMi地の選定

Mf議会の臨時会合

8.010.審誕会溌員

審錨会は､以下に述べる投票樅を有する議員と投粟椎を有しない砿員によって榊成
される。

8.010.1．代表識貝

第8.050.節および8.060.節の規定により、各地区ごとに１名の代表雛１１が地区内
クラブから選験される。無地区クラブは、それぞれ、自分に好都合と思う地区を選

び、その地区の代友議員に、１３クラブを代表させるものとする。代表鍍貝は投票権
を有する離日とする。

8.010.2．翻長、副騒長、識駆運営手続の専門家

審鍍会鍍艮、MII識長、砿１１F運徴手続の専門家は、次期会氏が審議会の直前年度に選

出するものとする。雌長およびMII鍍長は、織長席にあって可否同数の場合、これ

を決定する投票を行うことができるが、それ以外の場合には、投粟梅を有しない
議員とする。

8010.3．崖款細則委員会

RI定紋・細則委貝会の委員は、藤鍍会の投粟柿を有しない鍍貝で、審鍍会運営

負うものとする。

8.010.4．会長、理取および事務総長

会長、他の理事および事務総長は、審議会の投票橘を有しない錨、とする。

8.010.5．元会長および元噸務総長

元RI会長全ＬＬおよび１F務総長を10年以上の期間にわたり務めた肴は審鍍会の投
票権を有しない鍍貝とする。

8.010.6．管理委員

管理委員会の選んだロータリー財団衙理委員は審鍍会の投票梅を有しない識員とす
る。

8.010.7．特別職員

3.090.にろ任務_と_〕§f務を負い、会長が任命するリ気は…～
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8.020.審殿会職員の資格条件

8.020.1．クラブ会員

審織会の鍍貝は、いずれも、クラブの会員でなければならない。

8.020.2．元役員

各代表議貝は、避挙時に、ＲＩ役員として全期、務めたことがある者でなければな
らない。しかし、元役員が地区内で1\られないということを当咳ガバナーが証明
し、ＲI会長の同意が得られたときは、ガバナーとして全期務めていないロータリ
アンやガバナー・エレクヒを選んでも差し支えない。

8020.3．被選資格がない

ＲＩもしくは地区またはクラブの常勤、有給の職
貝は、審鍍会の投票梅を有する議員となることができない。

8.030.審職会代表殿員の任務
代表鍍員は、次の任務を有するものとする且

⑪
’
＠
㈹

栞を提出する場合そ０

の他の地怪の会信 こと；

(2)地区内のロータリアンの意向をよく知っておくこと；
(」)審鍍会に提出された立法案のすべてに批判的な検討を加え、審議会に、立法
案に対する見解を的砿に伝える二と；

(e）ＲＩの公正な立法当務者として行肋すること；
(ｎ審鍍会の会議に､会期の全部を通じ､出席すること;
(且）審議会終了後、地区内の各クラブに、審鍍会の審鍍に関する報告をすること。
さらに

｣ＬＬ 

8.040．役員とその任務

審鍍会の役貝は、議是、副鍍長、識１F運営手続の専門家(parliamentarian)およ
び幹事から成る。

8.040.1．騒長

議長は、審鍍会の会鍍の司会者となり、この細則および会鎚迎営手続規則の関係規
定に掲げられているlIiii務、並びに通術そのjIIiijXiに属する任務を行うものとする。

8.040.2． 

副鍍長は、

副醗長は、

副迩長

鍍長の決定または他の事梢によって、司会を務めるものとする。また、
鍍長の決定により砿長を補佐するものとする。

8.040.3．蝿車運営手纏の専門家

幾11F迎営手続の専門家は、雛JIF運営手続に関する件で醗長と審駿会に勧告、助召
するものとする。
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8.040.4．幹事

事務総長は、審鍍会幹ﾘﾄﾞとなる。但し、会長の承蝿を得て、自分に代わって幹１F
を務める者を任命することができる。

8.050．選挙人による代表職員の選挙

8.050.1．選挙

第8.060.節に定める場合を除き、代表議員および補欠鍍貝は、審識会の開かれる
ロータリー年度の前のロータリー年度のその地区の年次大会において逝挙される

ものとする。RIBＩにおいては、クラブ代表鍍貝および補欠鍍貝は、審砿会の開か
れる年度の前の１０）１２１]以後に１１Mかれる地区審鍛会において迦挙されるものとす
る。

8.050.2．資格要件

ロータリアンが、審雛会における代我識旦となることを認められるためには、審
議会におけるクラブ代表駿貝としての資格要件をよく調べたうえ、次のことをし
たため、これに署名した書面を、事務総長に提出しなければならない。

8.050.21代表鵡員の資格要件、任務および責任をはっきり心１９ていること。

8.050.2.2．前記の任務と貞任を引き受け、それを誠実に履行するための資格要
件、熱意および能力をもっていること。

8.050.2.3.審雛会の会議に、その会期の全部を通じ、出席すること。

8.050.3．指名

地区内のクラブは、選ばれたうえは、進んでその任務に服する用意のあることを
表示している者で､審議会識員となる資格のあるクラブ会１１を代表鍍貝に指名する

ことができる。クラブは、その指名を文JIFで行うものとする。その文書にはクラブ

会長と幹事の磐名がなければならない。この指名文書は、ガバナーに提出され、地

区大会においてクラブの選挙人に提示されるものとする。地区大会の選挙人は、代
表鍍貝の避挙に１栗を投じる樋利を与えられるものとする。

8.050.4．代表職員と補欠継貝

飲商票数を得た候補者を審繼会代表雌員とする。第２位の票数を得た候補者を補
欠鍍貝とし、鍍員が務めを果たし得ない場合にのみその任につくものとする。

8.050.5.代袈騒員の候補者が１名のみ

地区で候補者に指鍋された者が１名のみであった場合は、投票を行わないものとす
る。ガバナーはその被指名者を審雛会における代表識貝として公災するものとす
る。

8.050.6．代表識員も補欠職員も務めを果たせない娚合

代表識貝およびその補欠議此が務めを果たし得ない場合は、ガバナーは、地区内ク
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ラブの他の適格の会員を審鍍会における代表砿員に指名することができる。

8.060郵便投票による代表錨員の避挙

8.060.1．理事会による郵便投票の承盟

事１Wによりその必要のある場合は､理蛎会は､地区に対しその地区の審砿会代表鍍
貝または補欠議員を郵便投票によって避ぶことを認めている。その場合ガバナー
は､その代我鍍貝の指名に関し公式の要調書を作成してこれをその地区内各クラブ
の枠鞭にもれなく郵送させなければならない。指名は、すべて苫面により、そのク
ラブの会長および幹ﾘﾄﾞがこれに署名することを要する。これらの指名響はガバナー
の定める期日までにガバナーの許に届くことを要する。ガバナーは､推測された有
資格被指名者をアルファベット順に戦せた投蕊用紙をつくらせこれを各クラブに郵
送させたうえ、郵便投票を実施すべきものとする。ガバナーの定めた期日までに、
自分の氏名を投票用紙から除外することを諜而で要鋼した候補者は除くものとす
る。各クラブは、会口数の25名ごとに１票または端数が１３名以上の場合さらに１
票の割合で投票権を有するものとする。クラブの投票柄の数は、遡出の行われる月
の直前の半期人頭分担金支払時現在における会員数に韮づくものとする｡各クラブ
は少なくとも１票の投票権を有するものとする。ガバナーは、本項に規定する郵便
投票手続を実施することを目的とした委員会を任命することができる。

8.060.2．郵便投票による遡挙

地区大会に出席し投票する遡挙人の多数決をもって､審鍍会代表離員および補欠鍍
貝を郵便投蕊によって選出することができる。郵便投票は、年次地区大会が開かれ
た月の翌月に、実施されるものとする。この郵便投票は、第8.060.1.項に掲げら
れている規定に従って実施されなければならない。

8.070．通知

8.0701．代表鼬員を事務総長に報告

審鍍会の代表般員および補欠扱員の氏名は、避出後直ちに、ガバナーから醜務総長
に報告されなければならない。

8.070.2.審騒会代表職員の氏名の公表

審鍍会の少なくとも３０日前までに、邪務総長は、ガバナーから報告を受けている
審鍍会代表鍍貝の氏名と、審継会の時と場所を知らせる通知を代表醗貝に発行しな
ければならない。

8.070.3．溌長、副繊長および職駆運営手続の専門家の氏名の公表
議長、副議長および雛]ＩＦ運営手続の専門家の氏名は、事務総長からすべてのクラブ
に、これを発表する。

8.080．信任状委員会

会長は、信任状委員会を任命しなければならない。信任状委員会は、審鍍会の開か
れる前に審識会の開悩される場所において会合するものとする。この委員会は信任
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状を審査し、その査征をしなければならない。委且会の決定はいかなる場合でも、
審鍍会がこれを瀞在することができる。

8.090．特別鰯員

立法案の発表直後に、審離会雛焚は、直ちに、一定の立法案件を指定して、これを
各特別鍍貝に付託するものとする。各特別鍍風は、削り当てられた立法案件すべて
を検討し、各案件について、 の採

択に対する賛否の意見について審砿会に１W報を提供する用意をしていなければなら
ない。

8.100.審騒会の定足数

投票椎を有する審鍍会雛貝の２分の1を定足数とする。投票権を有する各議且は投
票に付せられた各案件につき１螺のみを投じる梅利を有する。審議会においては、
委任状による代理者の投票を認めないものとする。

8.110.審職会手続

8.110.1．会鰹運営手続規則

第8.120.節の規定に従って、審砿会はその都度、縦１Fの迦営に必要と考える手統
規Illlを採用するものとする。かかる規則は本細則に沿ったものでなければならな
い。

8.1102．異醗の申し立て

雛長のいかなる裁定にも異雛を'1'し立てることができる｡雌長の決定を紐すために
は審雛会の過半数の投螺が必要とされる。

8.120. 

離長およびlHII離長、定紋細IIII委11会をもって榊成する審離会ju蟷委員会をi没け
る。審離会鍍茂は、祷雛会jui営委貝会の委貝災となる。

8.1201.審職会璽嘗委員会の任務
群議会運賛委１１会は審鍍会の会鍍迦営乎続規IlIlと立法案の審議順17を推奨する。

また、審離会遮営委貝会は、委口会または謙鍍会が、立法案またはその修正案の

｢|】に、欠点楽欠陥を見つけた場合、できれば、それを直すために必要な修正を稀

錨会のために起草、改I汀する。捗議会迎道委員会は、審鍍会の採択する制定案が
1-分効果を発抑できるように、細則と標唯クラブ定紋の１０係箇所の修｣E文案を作

成する。さらに、｜Ｈ１係簡所の修正を明示した審搬会報告１１Fを作成する。

定款細則委員会は、立怯案の発炎前にすぺての立法案の趣旨と効果

を認可するものとする。立法案の発炎直後に、審雌会難民は、立法

;を検対し、これ

案件を定款細則

辰られた立

去案をすべて研究し の各案件の趣旨、背段、効果について、また、案女 牛の
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8.130.審識会の決定

8.130.1．溌長の報告

審鍍会繊長は、稀議会終了後10日以内に、審鍍会の決定に関する詳細な報告を事

務総長に提出しなければならない。

8.1302.頭務総長の報告

事務総長は、各クラブの幹事に対し、審砿会が採択した立法案のすべてについ

て、審鍍会の行った決定に関する報告書を 送付するも

のとする。報告iIiには、審磯会の行った決定に対し、反対の意思を表示しようと

するクラブのために、その表示に用いる欝式を添付しなければならない。

8.130.3．蕃鍵会の決定に関する反対

立法案の採択に関する審鍍会の決定に対して反対の意思を表示したクラブからの

普式は、クラブ会長の認証を要するものとし、かつ

ている期日までに事勝総長の許に届くように、提出！ている期日までに事勝総長の許に届くように、提出されなければならない。212瞳
建長は、辮雛会qlij陪定に対して反対の意思を表示したクラブからのすべての許式

を検査して、これにI1Mする計算表をつくるものとする。

１３会の決定の－

るクラブが

旦二

るクフプの■■ た
う
｜

れ津

1粟の投票椀を有するもＱと士る゜会11数50名以上のクラブは、５０鍋ごとに

1票または端数が２６名以上の場合、さらに’栗の割合で投票権を有するものとす

る。会且数は、直前0,7-月Ｌ日のクラブ会員数に基づくものとする。クラブの役

票は 型務総長の報告に明犯されて

ぱならない？

｝
」

の期

ロはェ投票用紙郵送後少なくとも２カ月後とする。

会長は､_遡挙祷理委口会を任命するものとする。選躯管理委員会は、会長の決定

貝会の
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8.130.7．投票結果

・に…今・は－の日より無Ｉとさるしかしそのの

するものとする。

8.13ｑ８審騒会決定の発効曰

各立法案について審鍍会の行った決定は

審議会1週含直後の７月１日にその効力を生じるも時保留と

のとする。

8.140．開催地の選定

RI定款第１０条第２節の規定に従って、審雛会開催地を週ぶに当たり、理斗｢会は、

ロータリアンが国輔だけを理由として参加できないことのないようあらゆる努力を
払わなければならない。

8.150.審錨会の臨時会合

8.150.1．通知

審般会の臨時会合はRI定紋第10条第５節に従い、理本会が招災することができる。
臨時会合とそこで審雛する立法案の通知は、lllIIMi予定日の６０日前までにガバナー

に郵送されるものとする。ガバナーは、直ちに地区内クラブに知らせたうえ、地区

の代表者として審鍍会に派週するロータリアンの氏名をできるだけ早く111Ｆ務総是に
報告するものとする。

8.150.2．代表鰯員

臨時会合で地区内クラブを代表するのは、－稀妓近の審鍍会代表鍍員である。この
人が代表磯貝を務めることができず、その意思もない場合､地区は一番蛾近の規定

審鍍会補欠鍍員を地区の代表者とするものとする。この人もまた代表磯貝を務める

ことができず、その意思もない場合、ガバナー、あるいは、ガバナーから指名され

た別の人が、本細則の下に地区内クラブを代表するものとする。

8.150.3．制定案の採択

審鍍会の臨時会合で制定案を採択するには、出席し、投票する人の３分の２の賛成
投票が必要とされるものとする。

8.1504．手続

通常の審議会のために定められた手続が、臨時会合にも適用される。但し、次の二
つは例外とされる：

8.150.4.1．決定の報告

第8.130.2.項に規定される決定の報告は、臨時会合終了後１５日以内に、各クラブ
に送付するものとする。
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8.150.4.2．決定に対する反対の意思表示

クラブが審識会臨時会合の決定に反対するには、報告がクラブに送付されてから、
２カノI以内にその`意思炎示をしなければならない。

8.150.5．決定の発効日

奇のZ】 Ｚ 

岳した鯛
寺一毛字０

第９条国際大会

9.010．国際大会の時期および場所
9.020．国際大会の招典
9.030．国際大会役ロ
9.040．国際大会代鍍ロ
9.050．代議員の信任状
9.060．特別代議員
9.070．琵録料

9.080．国際大会の定足数
9.090．信任状委員会
9.100．選挙人

9.110．選挙管理委員会
9.120．役員の選挙
9.130.1画際大会プログラム
9.140.代砿貝の座席
９１５０．特別協離会

9.010．国際大会の時期および増所

理躯会は、国際大会が１１M他される年の旦年前までに年次国際大会の健in日および
空且止墜場所を決定し､その国際大会のI111I1Mのためにあらゆる地備手配を行うこと
ができる。国際大会１１１１(Mi地を過ぶに当たり、理ｻﾄﾞ会は、ロータリアンが国輔だけを
理由として参加できないことのないようあらゆる努力を払わなければならない。

9.020．国際大会の招築

国際大会の少なくとも６カ月前に、会奨は年次国際大会の公式招待状を発表し、事
務総奨がこれを各クラブに郵送しなければならない。臨時国際大会の招待状は、開
催日の少なくとも６０日前に発せられ、郵送されなければならない。

9.030．国際大会役員

国際大会の役員は、会長、会長エレクト、副会長、財務長、ＪＩＦ務総長並びに国際大
会委風長と会場監督とする。会長が会場監仔を任命するものとする。

第６部一組織規定
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9.040．国際大会代鰹員

9.040.1.代灘員

各代鍍貝およびその補欠者は、委任状による代雛貝を除き、本人の所属クラブの会

員でなければならない。

9.040.2．補欠代謡風

クラブは、その代議員を遡任する扮合に、各代搬貝ごとに１名の補欠代議員を選ぶ

ことができる。さらにそのMi欠代繊員が必要な場合の任務を行うことができなく

なったときには、第２の補欠代雛凸を選ぶことができる。補欠者は、自分がその補

欠者となっている代雛員が欠席した場合にのみ投票を行うことができる。第２補欠

者は、自分のクラブのどの代離員のためにも、その代議員の補欠者が欠席した場

合、その代議風の代わりを務めることができる。補欠者が代畿員に代わる場合に

は、国際大会に提出された案件に対し、自分がその補欠者となっている代議員が投

票しうる票数と同数の投票を行うことができる。

9040.3.代躯員の交替手続

補欠者が代議貝に代わる場合は伯任状委風会に通知しなければならない。このよう

にして、補欠者が代砿貝に代わった場合、その補欠者は、その大会が終了するまで

引き続き代議貝として務めるものとする。大会Ｈ１I催地のクラブの代議貝について

は、信任状委員会は、補欠者が代砿員に代わる場合を－つまたはいくつかの会砿に

ついて認めることができる。但し、その代鍍員が大会の運営に関する仕rH:に挽わっ

ていて、大会の会鍍に出席することが不可能な場合に限られる。信任状委員会は、
事前にこのような交秤の仕方について正式に通知を受け､それを承知していなけれ

ばならない。

9.040.4．委任状による代理者

国際大会にクラブを代表する代拙貝またはその補欠者をもたないクラブは、ＲＩ定

款第９条第３節(a)項に基づく数の投票楠の行使を代理者に委任することができる。
その委任状による代理者は､同一地区内のどのクラブの会貝であっても差し支えな
い。無地区クラブの場合は、いずれかのクラブの会員を委任状による代理者に指定
することができる。

9.050.代識貝の慣任状

すべての代議貝、補欠者、委任状による代理者の椛限は、自分が代表することにな
るクラブの会長および幹事の署名した証明書によって証明されるものとする｡代議

貝、補欠者、および委任状による代理者が投票するにはこれらの疵明譜は、すべて
その国際大会の信任状委凰会に提出されなければならない。

9.060．特別代騒員

RIの各役員および現在もクラブで会員身分を有するＲＩの各元会長は、これを特別

代雛員とし、国際大会の投栗に付せられた各案件に対してｌ票を投じる権利を有す

る。
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9.070．登録料

国際大会に出席する１６歳以上の者は、すべて登録して登録料を支払わなければな
らない。疑録料は理11F会が定めるものとする。代鍍貝または委任状による代理者
は、その登録料を支払うまでは、国際大会において投票する梅利を有しないものと
する。

9.080．国際大会の定足数

9.080.1．定足数

全クラブ数の12分の１を代表する代鍍員および委任状による代理者をもって、国
際大会における定足数とする。

9.080.2．定足数の不足

本会錨において定足数の有無が問題となった場合、鍍長の定めた時間内において
は、票決を要する決定を行うことができない。この時ⅡUは半日を超えないものとす
る。この時iIilが過ぎたときは、定足数にかかわりなく、正当に上程された場合と同
機に、その案件の決定を行うことができる。

9.090．信任状委員会

会長は、国際大会閉会前までに信任状委員会を設置するものとする。同委員会は、
少なくとも５名の委貝から成るものとする。

9.100．選挙人

正規の信任状を有する代議且、委任状による代理者､および特別代議員が国際大会
の選挙体を榊成するものとし、これらを選挙人と称す。

9.110．選挙管理委員会

9.110.1．任命と任務

会長は､国際大会において過挙人の中から選挙箭理委員会を任命しなければならな
い。この委貝会は、投票用紙の配布、典計を含め、その国際大会におけるすべての
投票を司るものとする。この委員会は、会長の定める５名以上の選挙人から成るも
のとする。蛎務総長は、すぺての投票用紙印刷の責任を負うものとする。

9.110.2役員の選挙の通知

会艮は役員の指名および週準を行う場所および時間について避挙人に通知しなけれ
ばならない。このような通知は国際大会の第１回本会雛で行うものとする。

9.110.3．委員会の報告

週挙管理委貝会は、投票の結果を遅滞なく大会に報告しなければならない。その報
告は委員会の過半数によって磐名されなければならない｡委員会委員長は全投票用
紙を保管しなければならない。委員会の報告が採用された後、委員会委員長は全投
票用紙を破棄しなければならない｡但し大会が別段の指図を行った場合はこの限り
でない。
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9.120．役員の週挙

9.120.1．投票権を有する選挙人

選挙人は各役員に対し１栗の投票権を有する。

9.120.2．投票

すべての役貝の迦挙は無紀名投票によるものとし、３名以上の候.補者がある場合の

投票は単一移鍍式投票の方法によるものとする｡一つの役職に対してノミニーがた

だ１名の場合は、選挙人は、口頭による投票によって、HlNF務総長に意思表示してそ

のノミニーに対する遡挙人の統一投票を行うことができる。

9.120.3．過半数の投票

前述各役職ごとに投じられた粟のうち､過半数の票を得たノミニーがそれぞれ当該

役職の当選者と宣言されるものとする。必要な場合には第２選択以下全迦択投票を

も計算に入れるものとする。

9.120.4．国際大会へのノミニー名の提出。

正規の手統を経てＲＩ会長、理事、ガバナー、RIBI会長、副会是、名誉会Hfに指渦

されたノミニーの氏名は11F務総長に証明され､リド務総長から選挙のため国際大会に

提出されるものとする。

9.130．国際大会プログラム

国際大会委貝会が報告し、理ＰＩＦ会によって敢認され、そして国際大会が採択したプ

ログラムが全会砿の日程となるものとする。プログラムは、出席代識員および委任

状による代理者の３分の２の投票によって随時変虹することができる。

9.140.代職員の座席

信任状委員会に対し正式に資格を征明した代雛員の数に等しい数の座席が、これら

代磯貝専用のために各本会議場に確保されるものとする。

9.15ｑ特別慢鰯会

国際大会においては、その都度、クラブの結成されている国または国のグループの
ロータリアンが典まって、特別協披会をＭ１催することができる。理１１F会または国際

大会は、いずれの国または国々のために、このような特別協識会が開催されるかを

随時決定して大会委員会にそのために必要な指示をしなければならない。二の協鍍

会においては、特に関係の国または国々に属する問題を協職することができる。会

長は協砿会の招集者を柑名し､その協鍍会運営のためにできるだけ国際大会に準じ
る手続規則を定めて発表しなければならない。協鍍会を開いた時は、その鍍及およ

び幹事を逸出しなければならない。

役員の指名と避挙一一般規定

役員の指名

資格条件

指名される資格がない人

第１０条

10.010. 

10.020. 

10030. 
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Rl細則１０条

10.040. 

10.050. 

役員の避挙

逝挙運動、投票依頼、当選を図るための活動

10.010． 

ＲＩ会長、

とする。

役員の指名

理TIF、ガバナーの指名は、指名委員会とクラブによって、行われるもの

10020．資格条件

RI役職の候補者または被指名者は、すべて、暇疵なきクラブの会員でなければな
らない。

10030．指名される資格がない人

10.0301．指名委員

指名委員会の委貝、その補欠者、現実に指名委員に選ばれる逝ばれないにかかわり

なく指名委貝候補者、また１度避ばれて、その後辞退した指名委員候補者は、その
指名委員会が選ぶはずだった年度の役職に指名される資格はない。

10.030.2．ロータリー職員

クラブ、地区またはＲＩの常勤、有給の職瓜は、事務総長の役職を除き、すべて選
挙によることを要するＲＩの役職につくことができない。

10.040．役員の選挙

RIの役員は、本細則第6.010.節と第9.120.節に規定するように年次国際大会で
遇挙されるものとする。

１００５０選挙運動、投票依頼、当週を図るための活動

10.050.1．禁止されている活動

ロータリアンは、選準によって任命されるＲＩの役職につくために選挙運動、投票
依頼、当逝を図るための活動を行ってはならないし、代わりの人にこのような活動
をさせてもならない。理斗F会が特に蝿めたもの以外に、パンフレット、印刷物、替
状その他を、クラブまたはクラブ会風に、ロータリアン自身あるいはこれに代わる
他の人々が配布もしくは回覧してはならない。候補者が、自分に代わって、このよ
うな禁止されている活動が実施されているのに気付いたなら、直ちに、その関係者
に非難の意を衣明し、このような活動を中止するよう指示しなければならない。

10.050.2．申し立て

本節に違反している疑いがある、という申し立ては、クラブが替面で申し立てない
限り考慮されないものとする。このＩＩＬ立ては、少なくとも他の五つのクラブまた

はRI現役貝の同意を得なければならない。すべての申し立ては、投票結果の発表
後４５日以内に征拠書類を添えて獅務総奨に提出するものとする.違反したとの十
分な証拠が存在する場合、地区、ゾーン、地域の会合における会長代理も申し立て
をUII始できる。この代理はその証拠を耶務総長に回付するものとする。１１F務総長
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RI細則１０条、１１条

は、公表されている理Ylr会手続に従って、申し立てについて決定を下すものとす
る。

10.050.3．理駆会の審瓢

理IH会は、このような申し立てを十分に瀞錨するものとする。理ﾕIF会は、申し立て
を却下するか、当該被選役職または将来のＲＩ役職、あるいは、その両方に対し候
補者を失格とするか、または、理1F会が公正かつ正当とみなす他の措世を鋼じるも
のとする。候補者を失格させるには３分の２の投票を必要とするが、その失格は、
理事会の定めるＲＩ役職に一定期Ｍ１適用される。理事会の決定は速やかに、全関係
者に通知される。本細則第5.020.節の規定にもかかわらず、この決定に対する提
訴は、国際大会1ｌＭ会の少なくとも５日前に事務総長に正式に提出されなければなら
ない。但し、理TIF会が、その日以降の提出期限を承認している場合はこの限りでな
い。

10.0504．選挙運動禁止規定に対する候補者の申告
選挙による役職に候補者を推薦するために使う所定の蓄式がある鵬合､このような
書式には、候補者が本細則の規定を読み、理解し、受け入れ、本細則の規定に拘束
されることに同意したと署名する申告棚が含まれていなければならない。

10.050.5．選挙審査手綴の完了
ロータリアンとクラブは､過挙によって役職に選任される椛利を主張し、またはＲＩ
適挙結果に異議を唱える唯一の方法として､細則に定める迩挙審在手続に従う凝務
がある。候補者たるロータリアン、またはこのような候補者を代弁するクラブが、
遡挙審在手織に従わず、また選挙審査手続の完了を待たず、ロータリー以外の機関
または他の紛争調停機関の介入を要諭した場合、この候補者は、当該役職に避挙さ
れる資格を失うものとする。

第１１条会長の指名と避挙
11.010．会長の指名

11.020．会長指名委員会

11.030．会長指名委員の選挙
11.040．委瓜会のWii務遂行手続
11.050．委口会による指名

11.060．委側会報告

11.070．クラブによる追加指名
１１０８０第11.07ｑ節に規定されていない不測の躯態
11.090．国際大会への指名の拠出
11.100．郵便投票

11.010．会長の指名

元会長または理事会の現メンバーは、これを会長に指鍋することはできない。
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11.020．会長指名委員会

11.020.1組織方法

会長指名委員会は、ＲＩ理１F指名のために設けられた34のゾーンから適挙された１７
名の委員によって榊成されるものとする。その委且は次のようにして選挙されるも
のとする：

（a)偶数年には、各奇数ゾーンから委員が選挙されるものとする；
（b)奇数年には、各偶数ゾーンから委貝が過挙されるものとする。

11.0202．ＲＩＢIからの委員

RIBIのゾーン内の委員１妬は、RIBI年次大会において、またはMBI審繊会の定め
る方法および時j0lによる郵便投票によって、選挙されるものとする。このような委
員の氏名はRIBＩの幹事から邪務総長に苫式証首するものとする。

11.020.3．ゾーン内のクラブの会員

各委凰は本人が迦挙されるゾーン内にあるクラブの会員でなければならない。

11.0204．指名される資格がない

会長､会長エレクトおよび元会長は､いずれも指名委貝となる資格がないものとする。

11.0205．資格条件

この指名委員会の委員はいずれもＲＩの元理蛎でなければならない。また、委員会
委貝の候補者は、趣挙の時点において、元理覗でなければならない。但し、指名委
員会の委員として週挙または任命することのできる元理事がゾーン内から得られな
い場合は、この限りでない。このような場合、元ガバナーであっても、本細則第
16.010.節、第16.02ｑ節および第１6.030.節に規定する委貝会の委員またはロー
タリー財団管理委員として少なくとも1年以上務めたことのある者であれば､選挙
または任命することができるものとする。

11.030．会長指名委員の選挙

11.030.1．資格のある候補者への通知

事務総長は､次年度に会長指名委員を務める資格のある元理ＰＩＦひとりひとりに書簡
を郵送するものとする。その醤簡は１０月１５日から３０日までに郵送されるものと
する．mFiiiiで､元理事に対して､指名委貝として考慮されるのを望むかどうか尋ね、
指名委員を務める懲思と能力があるなら自分の氏名をリストに戦せてI正しいと１２
月３１日までに耶務総長に通知するように要i1Wする。12月３１ｐまでに何の応答もな
い理１Fは、会長指名委員を務める意思がないものとみなされる。

11.030.2．ゾーン内に適格の理事が１人のみの墹合
指名委員を務める意思と能力のある適格の元理]ＩＦがゾーンから1人しかいない場
合、会是は、その元理事を、ゾーンの折名委員と江富するものとする。
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11.030.3．ゾーン内に適格の理駆が２人以上いる増合

指名委貝を務める意思と能力のある適格の元理JIFが２人またはそれ以上いる鯛合、
指名委員と補欠委Liが郵便投票で選ばれるものとする｡郵便投蝋の手続は吹の通り
である：

11.030.3.1．投累用紙の準備

事務総長は、投票用紙を地伽する。該当する場合は、単一委譲式投票の投票用紙を
準術する｡投票用紙には適格の元理事全員の指名をアルファベット順に記戦するも
のとする。

11.030.3.2．投票用紙の醤式

事務総長は、２月１日までにゾーン内の各クラブに投票用紙を郵送させなければな

らない。投票用紙に、元理1Fひとりひとりの写真と珊歴聾を添える。linl謄書には、
氏名、所属クラブ、これまでのＲＩ役IiMiと就任した国際レベルの委只会の紹称並び

に就任年度を明記するものとする。この投鯛用紙は、記入のうえ４月１５１Jまでに

RIlIt界本部の事務総長に必杵するよう返送されなければならない旨指示して郵送
するものとする。

11.030.4．クラブの投票

各クラブは、少なくとも１粟を投じる権利を有する。会口数５０名を超えるクラブ

は、５０粕ごとに１票、端数が26名以上の期合、さらに１粟を投じる権利を有する
ものとする。会員数は直前の７月１日のクラブ会員数に基づく。

11030.5.週拳管理委員会

会長が適挙管理委凶会を任命するものとする。週挙播理委員会は、会長の決定する

時と場所に会合して、投禦用紙を審査し、これを数えるものとする。この会合は４

月25日までに開かれるものとする。避挙管理委且会は、その投票結果の報告を、そ
の後５１I以内に１F務総長に対して書式証画しなければならない。

11.030.6．委員と補欠委凰の公表

過半数の投票を狸得した候補者が、指名委貝会委員として公表されるものとする。

ゾーンで第２順位の票数を得た者は、会長楯名委員会の補欠委凰として公表される

ものとする。委貝と補欠委貝の投票手続では、必要であれば第２遇択以下の遡択票
を加算するものとする。補欠委口は、本人がその補欠者として逝出された委瓜がそ
の任務に当たることができない溺合にのみ、その任務を行う。いずれかのゾーンに

おいて、最商投票が同数となった場合、理YH会が同数となった候補者の１人を指名

委此会委員または補欠委貝に任命するものとする。

11.030.7．欠員

ゾーンから出た委員に欠員を生じた鋤合は、１月１１:l現在そのゾーンの委員を務め
る資格を備えている元理事で、肢も新しい元理Tlrが、そのゾーンからの指名委員会
の委員となるものとする。
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11.030.8=任期
委貝の任期は、委貝の遡準が行われた暦年の７月１日に始まるものとする。委員の

任期は１年間とする。委貝の補欠者が委１１会委員に変わったＭｌ合は、その補欠者

は委貝会の残存任期中その委１１を務めるものとする。

11.030.9-細則に規定されていない欠員
前述の規定に定められていない場合の委１１の欠員については、理事会が、その欠員

を補充する委貝を任命するものとする。委員は、なるべく欠員を生じたそのゾーン

内のクラブから任命されるものとする。

11040．委員会の職務遂行手続

11.040.1．委員の氏名の通知

事務総長は、委員会委員の氏名を理Wy会およびクラブに皿知しなければならない。

11.040.2．委員長の選出

委員の中から委員長を遇準しなければならない｡その選出は委瓜会を開いたときに

行う。

11.040.3．指名委員会への提案

事務総長は、委員会の名で、会長の指名に関し委し1会に提案するようクラブに促

すものとする。提案は、理事会の定めた１１ﾄﾞ式によって、１F務総長を通じて、９月１

日までに、指紹委貝会に提出されるものとする。クラブは、理ＩＦ会の定めた手続と

準伽の下に、希望すれば、事務総長またはガバナーから111;式を入手できる。

11050委員会による指名

11.050.1.畳適任のロータリアン

委員会は、会合を開き、職務に当たるべき人物として求め得る段適任のロータリ

アンを指名するものとし、そして、ノミニーがその指名を受搬したこと、および

就任の意思があり、また就任が可能であることを砿かめなければならない。

11.050.2．委員会

委員会は､10月１日までに､理１F会の定める時と場所において開かれるものとする。

11.050.3．定足数と投票

委員会の委員１２名をもって定足数とする。委瓜会のすぺての雌調の処理は多数決

によるものとする。但し、委員会の行う会長ノミニーの選出については、委員会委

員のうち、少なくとも９名の投票がそのノミニーを支持する票であることを要す

る。

11.050.4．会長ノミニーの辞任と新ノミニー選出手続

会長ノミニーが、就任することができなく祓った場合、または会長に辞表を提出し

た場合には、以後そのノミニーをその年度の会長に指名または遇準することIまで
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きないものとする。会奨はこれを委口会の委員災に通知するものとし、委員会は被
避資格を有する他のロータリアンを会長ノミニーとして過出しなければならない。
このような期合、次の手続を使うものとする。

11.0504.1．委員会手続

委貝会は、このような不測の事態が生じた場合に伽えて、委貝長に、委Li会に代わ
り、直ちに手続を開始する権限を与えるものとする。

11.050.4.2．委員会の投票手続

このような手続には、郵便もしくは他の速やかな通信手段、または会茂が理事会に
代わって定める時と場所における緊急委員会の１１１１催などがありうる。

11.050.4.3．対抗候補者

前述の､指名委員会が改めて会長ノミニーを逝出しなければならないような場合に
は、クラブは、理事会の決定により、対抗する会長ノミニーを選ぶための期間とし
てできる限り十分な日数が与えられるものとする．対抗候補者の指名については、
岱類の提出)９１限に関するものを除き、第11.070.節の規定に従うものとする。

11.050.4.4細則に規定されていない不測の駆態

委員会があらかじめ取り決めておかなかったような不測のﾘﾄﾞ態が生じた場合には、
理事会が、とるべき措股を決定するものとする。

11.060．委員会報告。

11.060.1．すべてのクラブに郵送

クラブ宛の委員会報告は、委員会のＩ別会後101】以内に、委貝長からⅢ｢務総長に､1ド
式征言されなければならないdrlv勝総長はこの慨告を受けてから１０ロ以内に、そ
の報告書を各クラブに郵送しなければならない。

11.060.2．候補者のリスト

委員会は、会合の閉会後、第１Ｌ040.3.項の下にクラブから正式に推鱒された全
候補者のリストを事務総長に替式HIE目するものとする。

11.070．クラブによる追加指名

指名委員会によって行われる指名のほかに、対抗という形で指名することができる。

11.070.1．以前審殿され、同遼を得た候補者

クラブは、先に指名委口会に正式に推繭された適格のロータリアンの氏名を対抗
候補者として提案できる。対抗候補者の氏名は、例会において正式に採択された決
鍍に従って提出されるものとする。その決鍍は、地区大会または郵(Ⅲ投票によっ
て、地区内クラブの少なくとも過半数の同意を得なければならない。同意は、地
区ガバナーから事務総長に書式征曰されなければならない。このような決議には、
被推薦ロータリアンがクラブの承腿を得るために自己の氏名がクラブに提出されて
もよい旨したためた対抗候補者のulmkiを添付しなければならない｡前述の条件は当
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該年度の１２月１日までに完了しなければならない。

11.0702．対抗候補者をクラブに通知

靭務総長は、このように推薦された対抗候補者の氏名をクラブに通知し、このよう
な対抗候補者を支持したいクラブが使う公認の瞥式を用意するものとする｡事務総
長は、このような通知と書式を１２月１日直後に用意するものとする。

11.070.3．対抗候補者がいない場合

対抗候補者がいない場合､会長は､指名委員会選出のノミニーを会長ノミニーと宣
言するものとする。

11.070.4．対抗候補者が支持された場合

１月１５日の時点において、このような対抗候補者が、前年の７月１日現在RＩに加
盟しているクラブの少なくとも１パーセントの支持（支持の少なくとも半分は対抗
候補者の所属ゾーンのクラブ以外から寄せられなければならない）を受けたなら、
このような対抗候補者および指名委員会選出のノミニーは、第11.10o,節の規定に
従って投票に付されるものとする。１月１５日の時点において、対抗候補者が、所定
の支持を受けていなければ､会長は、指名委員会選出のノミニーを会長ノミニーと
宣言するものとする。

11.070.5．支持の有効性

第11.110.1.項に規定されている選挙管理委員会は、返送されてきた支持番が正
当なものかどうか調べ、数え、証明し、会長に報告する。この選挙管理委員会は、
対抗候補者に対する支持書が十分集まったものの､その支持書の正当性に疑義を抱
く然るべき理由があると思ったなら、その旨、会長に報告しなければならない。会
長は、何らかの発表をする前に、ＲI選挙審査委員会を招集し、この支持書の有効
性を決定させるものとする｡その決定後に選挙管理委員会が会長に報告するものと
する。

11080．第11.070節に規定されていない不測の車態
第11.070.節の規定に定められていないような不測の事態が生じた場合には、理事
会が委員会のとるべき措樋を決定するものとする。

11.090国際大会への指名の提出

11.090.1．会長ノミニーの氏名を選挙のため国際大会へ提出
事務総長は、指名委員会によって正式に指名された者の氏名を、選挙のため、国際
大会に提出するものとする。このようなノミニーは、郵便投票が行われていない場
合、選挙後、次の暦年の７月１日に就任するものとする。

11.090.2．会長エレクトの空席

会長エレクトに空席を生じた場合、事務総長は、その空席を埋めるためにノミニー
の氏名を選挙のため国際大会に提出するものとする。ノミニーには、指名委員会が
指名した者およびクラブが正式に指名した対抗候補者が含まれる。事情により必要
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な場合は、第11.080.節の定めるところにより、国際大会の離場においてクラブ代
離貝が対抗候補者を指名することができる。

11.100．郵便投票

会長遡準が第11.070.節で規定されるように郵便投票で行われることになった場
合、その手続は次のように行われる。

11.100.1．選挙管理委員会

会長は、投票用紙の辿側を監督するために、また、クラブの行った投票を受理し、
これを数えるために選挙管理委此会を任命するものとする。

11.100.2．投票用紙の掛式

迩挙管理委員会は投票用紙を用意する。単一移誠式投票による場合には、その様式
の投票用紙を地伽する。投票用紙には、正式に推IMIされた全候補者の氏名を列記す
る。指名委員会選出の候補者の氏名に次いで、他の候補者の氏名をアルファベッ
ト順に投票用紙に列記する。指名委員会選出の候補者の氏名には､指名委員会選出
と投票用紙に明記する。

11.100.3．投票用紙の郵送

選挙管理委員会は、次の２月１５Hまでに、投票用紙を各クラブに郵送させなけれ
ばならない。この投票用紙は、投票を記入して４月１５日までにRI世界本部内の選
挙管理委員会に必着するよう返送する旨指示して郵送されなければならない｡投票
用紙に候補者の写真と１，歴書を添えるものとする。

11100.4．クラブの投票

各クラブは、少なくとも１票を投じる椛利を有する。会負数が50名を超えるクラ
ブは、５０名ごとに１票、端数が26名以上の場合、さらに’螺を投じる権利を有す
る。投票数は、直前の半期人頭分担金支払時現在の会員数に基づくものとする。

11.100.5．選挙管理委員会の会合

選挙管理委員会は、会焚の決定する時と場所に会合を開くものとする。委貝会は、
投票用紙を瀞在し、これを数える。会合は４月２０日までに、開かなければならな
い。避難管理委側会は、その投票の結果の報告を、その後５日以内に躯務総及に対
して書式証言しなければならない。

11.100.6．投票の集計

過半数の投票を笈得した候補者が会長エレクトとして公表されるものとする｡必要
であれば、第２迦択票および第３以下の迦択粟をすべて算入するものとする。

11.100.7．会長エレクトの発表

会長は、４月２５日までに会長エレクトの氏名を発表しなければならない。
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11.1008．同数のM1合

郵便投票が同数となった場合、次の手続を使うものとする。同数となった候補者の
1人が指名委貝会選出の人であった場合､この人が会長エレクトとして公表される。
同数となった候補者のいずれも指名委日会迦出の人でない場合は、理事会が、そ
の１人を会長エレクトに選ぶものとする。

第１２条
12.010. 

12.020. 

12.030. 

12.040． 

理駆の指名と選挙

ゾーン制の理事の指釉

指名委員会手続による理リドノミニーと補欠の選出
郵便投票一一手続

ＲＩＢI役員の指名

12010．ゾーン制の理事の指名

理事の桁名は、以下に定めるところにより、ゾーンによってこれを行う

12.0101．ゾーンの数

世界を34のゾーンに分割し、ゾーン内のロータリアン数が等しくなるようにする．

12.010.2指名日程

各ゾーンは、理事会の定める日程に従って、４年おきにゾーン内のクラブ会風から
1名の理事を指名するものとする。

12.010.3．ゾーンの境界

ゾーンの当初の境界は、規定審議会の決議によって承認されるものとする。

12.0104．ゾーンの境界の定期的見直し

理事会は、少なくとも１２年に１度、ゾーン内のロータリアン数をほぼ等しくする
ために、ゾーンの榊成を総合的に見I､〔すものとする。理事会はまた必要に応じて同
じ目的のために臨時に見直すことができる。

12.010.5.審職会によるゾーンの再縄成

ゾーンの櫛成の改正は、審離会の決砿による承認を得て、理ＥＩＦ会のみがこれを行
うことができる。

12.010.6．新設地区の指定

新設された地区は、審砿会の承認を総ずに理４F会が適切なゾーンに指定するもの
とする。

12010.7．ゾーン内のセクション

ゾーン内で公平に理｡IFを指名するために、理RIF会は、ゾーン内にセクションを新
投、変史、廃止することができる。セクション内のロータリアン数はほぼ同数とな
るようにし、理事会の定める１J程に基づいてＲＩ理螂を指名するものとする。ゾー
ン内クラブの過半数の反対を押して、このようなセクションが新投、変史、廃止
されることはない。
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12.010.8．RIBIのゾーンからの理駆

RIBIのゾーン内の理事1名は、RIBI年次大会において、またはRIBI審議会の定
める方法および時期による郵便投票によって、迦挙されるものとする。このような
ノミニーの氏名はRIBＩの幹事から事務総奨にUIF式証言するものとする。

12.010.9．第12.010.節に関する暫定規定

１２０１０９．１．新ゾーンの実施

1995年７月１日後のできるだけ早い時期に第12.010.節の規定を実行に移す椛限を
理事会に与える。

12.010.9.2．ゾーン内の当初のセクション

ゾーン内の当初のセクションは理撫会が作成し、1995年審議会で配布された資料
に掲げられている通りとする。

12.010.9.3．理率の指名

1999年６月３０日まで、新ゾーンには含まれていないが、再編成前の旧ゾーンに含
まれていたクラブは､新ゾーンにおける理蜥F指名委貝会に適格のロータリアンを提
案することができる。

12.010.9.4．ゾーン内で地区を移動させる理事会の樋限
1996年６月３０日までに、新ゾーン内の地区内クラブの過半数の採択した地区決鎚
によって申3Nすれば、理事会は、当該地区を別の地区に移すことができる。但し、
その変史は､本制定案の意図する公平で平等な再緬成を持続できるものでなければ
ならない。

12.020．指名委員会手続による理事ノミニーと補欠の選出.

12020.1．指名委員会手続の一般規定

理事ノミニーと補躯は、RIBIを除き、指名委１１会手統によって選出されるものと
する｡理ﾘ[指名委貝候補者を指名できるゾーン内の区域を限定できるという細則の
規定や非公式の了解耶項があるが、指名委員は、ゾーン全域から集めるものとす
る。

した決繊によって､_セクションからの通 ｣に同

昼Ei委員を選出するも０

量＆

の過半数Ｃ

続けるものである。
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12.020.2．指名委員会の楢成

囚の研究会と１回の国際大会にH1牌

卜、元会長、理瓢、元理事は、指名委員会の委員となることはできない。この委員
を２回務めたロータリアンは、再びこの委員を務めることはできない。各委貝はそ
れぞれ１粟の投票髄を有するものとする。

12.020.3．選挙

12.020.4．指名

会のIIU

12.0205．指名委員と補欠委員

HW欠姿貝は、委員が務ｂ

12.020.6．指名委員として公表された候補者

12.020.8. 

の必要のある場合は、理事会は、地

の蝿信

の地I2L内争

７〕＝
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鐸ぐオ、Ｕ

司り

痴圦】

目的とした委貝会を鼓慨することができる

12020.9．郵便投票による選挙

1２．０２０１０． 

桁３１/i委員会の委員およびNi欠委員の氏名は、遡１１１後直ちに、咳当年度の６ﾉ１１日ま
でにガバナーから事務総災に報告されなければならない。

12.020.ＬＬ第12.020.節に定められていない不測の事態
鯛決に当たって、本節のIii述の規定に定められていない不1Mﾘの事態が発生した鵬
合、理事会が、従うべき手続を決定するものとする。

12.020.12．招集者、会合の日時と墹所、鍛長の選挙

E脾ｌｆと補欠が指名される年度の前の年度の６)１１５日までに、理事会は委口会委貝
の中から指名委貝会の捌災者を指‘iﾉＩしなければならない。理ZIJ会は、会合を開くべ
き場所を指定しなければならない。このような会合は、次の９月１５１１から３０日ま

でのあいだにllNかなければならない。委員会はその会合の際委員の１人を鍍長に選
ばなければならない。

12.020.辺．委員会へクラブの提案

7）１１日までに、事務総民は当該ゾーンまたはセクショヱ内のクラブに指名委員会
の柵成について報告しなければならない。１F務総長は、そのゾーンまたはセクショ

ン内のクラブに対して､そのゾーンからの理111Ｆにllllしてクラブとしての提案を委[ｉ
会の稀議に('すために提出することを促すものとする。訓『務総長は、提案苫の送付

先である招梨行の住所をクラブに提供しなければならない。この提案は、理事会が
定めた書式を用いて指名幾口会に提出されなければならない｡そしてその提案書に

は､候補者のロータリーその他における活動にＩＨＩするあらゆる背景|櫛靭および最近
の写真を含めなければならない。その提案書が９月１日までに招集者気付指名委瓜
会に到達することを要する。

12.020.辺．指名委員会の会合

委貝会は、翌９月中に、理PIF会によって定められる時と場所において会合するもの
とする。 の澗半盤
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賦曰今:症恒

12.020匹．委員会の指名

委貝会は当該ゾーンまたはセクション内のクラブの会員で､クラブからその氏名が
提出された人の中から理事と_hHエを指名するものとする｡このように提出された氏
名が３名未満の場合、理JIF指名委貝会は、ゾーンまたはセクション内の他の適格の
ロータリアンも選考対象として春雛することもできる。委員会は、求め得る岐も有
能な人を指名する資任を有する。

12.020.1回一委員会の選出報告

委貝会がゾーンから理工Iﾄﾞﾑﾆhli2Eを指名するに当たっては、委凰会会合後loH以内
にv｢務総長にその報告を提出しなければならない。１０月１５日までに、リド務総長は
指名委員会の選出についてｿﾞｰﾝまたはｾｸｼｮ芝内の全クラブに通知したiﾁれぽ
ならない。

12.020.17．ノミニーが任に就くことができない鰯合一

委口会の会合においてiｕ出された理事ノミニーが任につく ことができない場合は、
委貝会は

12020.辺．対抗候補者の推薗

既に楕楽季目今

阿者の日ご罪H1士一伽l今了らＴ音如Ｃ
駅ご団虹I￣似

Ｈ半数の『ＪｑワョアーフIＵ

、湖半数@

虹A理刀Ｗｐ〕「ノーイーＵ

忠表示．経歴（理駆皇 誼ⅢTの二莪凰の漁

12.020辺．理率ノミニーの公表、郵便投票による選出
覗務総長が１２月１日までに所定の報告書を受け取ることができなかった場合、会
長は､指名委員会選出のノミニーをそのゾーンからの理馴ノミニーとして公表する
ものとする。その公表は、１２月１５日までに行わなければならない。１２月１日まで
に、１１F務総長が対抗候補者の推脇と同意刊I；を受理した場合、この対抗候補者と指名
委員会の週出した候補者の中から１名の理事ノミニーを遇ぷことは、第１２型2.節
に従って郵便投票で行われるものとする。

12.030．郵便投票手続

第12.929.節の規定によって、郵便投票によって理JIFノミニーの選出をする場合、
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その手続は次に規定する通りとする

】再I~ろvＷ

するものとする且

'2.03ｑ２．週拳管理委員会
会長は、投票を審査し、これを数えるために選雅管理委且会を任命するものとする。

12.030.3．投票用紙の轡式
事務総長は投票用紙（単一移鎮式投票による場合には、その様式の投票用紙）を準
備する．各投票1N紙には、推薦クラブから提供された各候補者に関する経歴資料
を公平に要約して記入したものを添える｡その要約は理､ＩＦ会が定めた書式に記城す
るものとする。投票用紙には、クラブが正規の手続を経て推繍した対抗候補者全員
の氏名を記戦するものとする。指名委員会逝出の候補者の氏名に次いで、他の候補
者の氏名をアルファベット順に投票用紙に列記する。捕名委員会選出の候補者の
氏名には、指妬委員会遡川と投票用紙に明記するものとする。

12030.4．投票用紙の受理締切日
事務総長は、投票用紙に写真と凧雁ilfを添えて、次の12月３１日までに、当砿ゾー
ジ銭鮭”望丙の鰯ラブ鑓Ｉこ郵送醐述PvikP勢ﾋﾆ:!?』饗?!jiilif：
投票を記入して３月１日までに世界本部の事務総長に必Ｊ１ifするよう返送する旨の指
図とともに郵送されなければならない。

12.030.5．クラブの投票

各クラブは、会凰数50名ごとにｌ鯛またはその端数が26名以上の場合は、さらに
1票を投じる櫛利を有するものとする。その数は、直前の半期人頭分担金支払時現
なければならない。各クラブは少なくとも１票を投じる資格を有する。

12.0306．選挙管理委員会と報告
選挙播理委回会は、会艮の決定する時と場所に会合して、投票用紙を審査し、これ
を数えるものとする。二の会合は３月５日までにIlHI1iHしなければならない。選挙管
理委且会は、その投票の結果の報告を、その後５日以内に事務総長に対して征明し
なければならない。

12.03ｑ７．投票の集計

過半数を得た理砺候補者が ノミニーとして公友されるものとする｡集計に当たって
第２遡択粟および第３以下の選択票をすべて算入するも欠を選出するため'二I土、

のとする。

12.030.8．理率ノミニーの発表
会災は、３ハ１０日までにこのような郵便投票によって選出された理事ノミニーの
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氏名を発表しなければならない。

12.030.9．同数の鰯合

理班ノミニーの郵便投票の結果､最商得票が間数の場合、再度の郵便投票が必要と
される。事務総長は投票用紙の地備と郵送を監督する。投票用紙には、第１次郵便
投票で峻高得票を得た候補者たちの氏名を記職する。投票用紙に、候補者の写真と
履歴譜を添付する。投票用紙その他の資料は、３月１５日までに当該ゾーンまたはセ
ニニーニ内の各クラブに郵送しなければならない。このような投票用紙は、記入
のうえ、次の５月１日までに世界本部内の事務総長に必軒するよう返送する旨の指
図とともに郵送されなければならない。選挙櫛理委員会は、会長の決定する時と場
所において会合して、投票を審査し、これを数える。そのような会合は５月５日ま
でに開くものとする。迦挙管理委員会はその投票の結果の報告を、その後５ｐ以内
に事務総長に対して証明しなければならない。会長は、５月１０日までに当該ゾーン
内の全クラブに対して、理事ノミニーを通知しなければならない。

12.030.10．期間の延長

特別なりf梢がある場合、理事会は、ゾーン内のクラブに適用する本節の期日を変更
できる権限を有するものとする。

12.040．ＲＩＢl役員の指名

RIBＩの会長、Ｈ１ﾘ会長および名憐会計のノミニーは、RIBＩの細則に従って選ばれ、
推鱒され、そして指名されるものとする。

第１３条
13.010. 

13.020. 

1ａ030. 

13.040. 

13.050. 

13.060． 

13.070. 

13.080. 

ガバナーの指名と選挙
ガバナー・ノミニーの選出
ガバナーの折名手純

例外：郵便投票によってガバナーを趣出
郵便投票の神式

ガバナー・ノミニーの証明
有効な指名がないとき

ガバナー・ノミニーを拒否または一時保留
特別避挙

1３．０１０ガバナー・ノミニーの選出
賑IIHF【7ＤＩＩ三

Ｄは、膣I除協鑛会で研修を受けろ値

RII到際大会である-戸、

凶にHIK仕するもり

13.020．ガバナーの指名手続

13.020.1．ガバナー指名委員会
RlBI内の地区を除き 各地区は、指名委員会手統によってガバナー・ノミニーを
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週ぶものとする。但し、地区の規模、財政的理由、その他やむを得ない理由等の例
外的事傭のため、ＲI理事会から特に免除された場合はこの限りでない。ガバナー
指名委員会は、ガバナー・ノミニーとして求め得る岐上の候補者を探し出し、椎IMI
する任務を負うものとする。指名委貝過出方法を含む指名委貝会の職務椛限は､地
区大会に出席し、役粟するクラブ選挙人が採択した決雌により決定される゜但し、
このような職務椎限は、本細則と矛厨してはならない。

13.020.2．指名委員会手綴を採択できなかった渦合
指名委員遡出方法を第13.020.1.項に定める通りに採択できなった地区は、現在も
当咳地区内のクラブ会員である、最近の５人の元ガバナーを指名委員として活用す
るものとする。このように椣成された委員会は、第13.020.節に従ってその務めを
果たすものとする。このような元ガバナーが５名いない場合、ＲI会長が、委員の数
を５人とするために、その地区の適任者を柑名委員に任命するものとする。

13.020.3．クラブからガバナー・ノミニーを提案
ガバナーは、クラブに対して、指名委員会にガバナー指名案を提出するよう要調す
るものとする。この提案は、ガバナーの定め、通知する期日までに指名委員会に受
理されたなら、審鍍されるものとする。この通知は、提案が指名委員会に受理され
る期日の少なくとも２カ月前に地区内クラブに送付されていなければならない。そ
の通知には、提案の送付先が記救されていなければならない。この提案は、候補者
を椎鱒するクラブの例会で採択された決議という形式で提出されなければならな
い。この決議は、クラブ幹ⅢFによって正式に正明されなければならない。クラブは、
別のクラブの会員であっても、所肌クラブの同意をあらかじめ得てあれば、この人
をガバナー・ノミニーに推脇できる。

13.020.4．委員会は最適任のロータリアンを指名
ガバナー指名委瓜会がその週択を行うに当たっては､その遡択の範囲は地区内クラ
ブによって提案された氏名に限定されるものではない。しかし、ガバナー職の任務
を遂行するのに得られる限りの最適任の候補者を指名するものとする。

13.020.5．指名の公表

指名委員会は、趣出した候補者をガバナーに報告する。ガバナーは、次に、そのノ
ミニーの氏名と所属クラブを地区内クラブに公表するものとする。

13.020.6．委員会がノミニーを避出できなかった墹合
指名委員会が候補者選出において合意に達することができない場合、第13.040.節
に規定されているように、郵便投票でガバナー・ノミニーを過準するものとする。
あるいは、指名委員会に推H:ｉされている候補者の中から第15.050.節に従って地区
大会でガバナー・ノミニーを選ぶものとする。

13.020.7．対抗候補者

地区内クラブは、ガバナー・ノミニーの対抗候補者を椎蘭することができる。対抗
候補者は、既に指名委員会に正式に推鱒されていたことがなければならない。対抗
候補者の氏名は、クラブ例会で採択され決雌に従って提出しなければならない。ク
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ラブは、ガバナーの定める期日までに、決議をガバナーに提出しなければならな
い。その期日は、指名委員会によるガバナー・ノミニー選出公表から少なくとも２
週間後とする。

13.020.8．対抗候補者への同意

前記のように対抗候補者が提案された場合、ガバナーは、ＲI所定の書式によって
全クラブに対抗候補者の氏名を通知する。ガバナーは、この対抗に同意するかどう
かクラブに尋ねるものとする。対抗者に同意する場合、クラブは、例会で採択した
クラブ決議を提出しなければならない。この決議書は、ガバナーの定める日まで
に、ガバナーに提出しなければならない。地区内の少なくとも他の五つのクラブに
よって同意された対抗だけが有効とみなされる。

13.020.9．対抗候補者がいない場合

定められた期限までにそのような対抗候補者の指名を受理しなかった場合には､ガ
バナーは地区指名委員会の選んだ候補者をガバナー・ノミニーと宣言するものと
し、締切期限より１５日以内に地区内全クラブにその旨宣言しなければならない。

13.020.10．対抗候補者の指名

定められた期限までに対抗候補者の指名を地区内のクラブからガバナーが受け取っ
ており、そして対抗候補者指名がその期限当日を含み期限当日から１５日の期間が
満了するまで有効である場合､ガバナーは地区内の全クラブにその旨を通達しなけ
ればならない。この通達には、各対抗候補者の氏名とその資格条件が含まれ、候補
者について郵便投票または地区大会で選ばれる旨明記されていなければならない。

13.020.11．対抗候補者の指名が有効でない場合
上述の１５日が経過したときに、対抗候補者の指名が全部効力を失っていたならば、
､ガバナーは地区指名委員会の選んだ候補者をガバナー・ノミニーと宣言する。ガバ
ナーは、１５日以内にこのノミニーを地区内全クラブに通達しなければならない。

13.020.12．地区大会において投票でガバナー．ノミニーを選ぶ場合
地区大会における投票は、できるだけ郵便投票の規定に沿うことになる。

13:030.例外:郵便投票によってｶﾞﾊﾞﾅｰを選出
事情がそれを必要とし、理事会の許可を得た場合は、地区は、指名委員会の力を借
りずに、ガバナー・ノミニーを郵便投票によって選ぶことができる。

13.030.1．手続

ガバナーは、地区内クラブの幹事に対して、ガバナー指名の公式要請を郵送しなけ
ればならない。すべて指名は書面によることとし、クラブの会長および幹事の署名
がなければならない｡いずれかのクラブから推聴された候補者がそのクラブの会員
でない場合は、その候補者が所属するクラブの同意をあらかじめ得るものとする。
その謹面は、ガバナーの定める期限までにガバナーに受理されることを要する。但
しその期限は公式要譜発行日より少なくとも１カ月後でなければならない。クラブ
から推薦された候補者が１名のみの場合は投票を要しないものとし、ガバナーはそ
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の候補者をガバナー・ノミニーとして公表するものとする。

13.030.2.2人以上の候補者がクラブから指名された増合
候補者が２名以上ある場合、ガバナーは、このような候補者ひとりひとりの氏名と
溢絡条件を地区内の全クラブに通知し、ガバナー・ノミニー候補者全瓜が郵便投票
において票決に付されることになる。

13.040．郵便投票の書式

ガバナーは、理zlF会の定める書式の投票用紙を池iiiする。投蝋剛紙には、地区指名
委貝会の選出した候補者がいる場合はその候補者名を犯す。次にクラブからガバ
ナーが受け取った候補者の氏名をアルファベット順に列記する。険Mi者が３名以上
ある場合、投票は単一移識式投票方式によるものとする。ガバナーは、その際、投
粟用紙にクラブの投票を記入したうえ､ガバナーの評に届くよう返送することを要
する旨の指図を添付して各クラブに対して１部郵送しなければならない。投票用紙
は、ガバナーの定める期限までに返送しなければならない。その期限は、ガバナー
が各クラブに投票用紙を発送した日から151]以上３０日以内のあいだに定めること
を要する。

13.040.1．クラブの投票

各クラブは、会員数25名ごとに１栗またはその端数が13名以上の鯛合は、さらに
]頚を投じる椛利を有するものとする。会負数は、遡出の行われる月の血Ｉｉｉ１の半期
人頭分担金支払時現在におけるクラブの会員数とする。但し、遡出の行われるiiI、
６カ月以上にわたり、ＲＩ室上｣主型匡に対する支払を怠っていた場合を除く。

13.040.2．選挙管理委員会
ガバナーが、投票集計の場所、期日、時間を決定、発表し、避躯符理委瓜会を任命
するものとする。委員会は３人の委員によって桐成され、投娯期の手配をし、その
他、投票用紙の有効性の有無と集計の責任を負う。投蕊Ⅱ1紙の有効性の確鰡は、投
螺jll紙の災計とは別個に行うものとする。選挙管理委貝会は、投票)１１級の守秘等、
必要とされる他の手配をする。また、候補者またはその代理人が、投票の典計に立
ち合えるよう手配するものとする。

13.040.3．過半数の投票
投票の過半数を得た候補者が、その地区のガバナー・ノミニーとrfLjrされるものと
する。

13.040.4．選挙管理委員会の報告
迦挙符理委員会は、候補者の１人が過半数の票を獲得すると、『[ちに、この投票結
果を、ガバナーに報告しなければならない。報告香には、各候補者の得票数も記戦
されなければならない｡ガバナーは投票結果を各候補者に速やかに迎絡するものと
する。趣挙祷理委員会は、ガバナーから候補者に投票結果が告げられてから１５日
’１１１、投じられた投票すべてを保管するものとする。その１１Ⅱ、クラブ代衣者がいつで
も点検できるようにするものとする。その後、lil委員会の委n挺が、この投票用紙
を破莱するものとする。
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13.050．ガバナー・ノミニーの胚明

ガバナーは、ノミニーの宣固後1Ｃｌ】以内にガバナー・ノミニーの氏名を事務総長
に醤式証臼するものとする。

13.060．有効な指名がないとき

国際協醗会の３カ月前までのあいだに、有効な指名が一つもない場合、
ガバナーは、第13.030.1項以下の手続を再度踏むものとする。

そのとき、

13.070．ガバナー・ノミニーを拒否または一時保留

13.070.1．資格条件に欠ける

所定の資格条件に欠けるガバナー・ノミニーの指名は拒否されるものとし、班務総
長はこれを選挙のため国際大会に提出しないものとする。

13.070.2．指名の一時保留

ガバナー・ノミニーから署名ある声明盤を受理したにもかかわらず、理邪会に、そ
のノミニーが細則に定める任務と画任を十分に果たすことができないと信じる理由
があれば､理事会はその指名を一時保留することができる。保留の旨ガバナーとそ
のノミニーに通告しなければならない。そしてノミニーは、ガバナーおよび靭務総
長を経由して、ガバナーとしての任務と責任を取り、忠実にこれを遂行することが
できることについての再度の申し立てを理事会に提出する機会を与えられるものと
する。かかる申し立てを含め、すべての間巡りF情を瀞離したうえで、理珈会は３分
の２の多数をもってそのノミニーの指名を拒否するか、あるいは保留を解除するも
のとする。

13070.3．ノミニーを拒否

ノミニーの指名が理BIF会によって拒否された場合は、事務総長は関係地区のガバ
ナーにその旨通告しなければならない。事務総長は、その拒否の理由を述べ、ガバ
ナーはこれを当咳ノミニーに通告しなければならない。そこで時間が許すならば、
ガバナーは、細則の規定に従い、ガバナー・ノミニーをもう１度選ぶために郵便投
票を実施しなければならない。地区がガバナー・ノミニーとして理事会の満足する
ような適任者を選出することができなかった場合は、ノミニーは第13.080.節の規
定に従って選出されるものとする。

13.080．特別選挙

地区がガバナー・ノミニーを避出できなかった場合、もしくはガバナー・ノミニー
が週挙される資格を喪失した場合、そして国際大会における役貝の年次選挙に先
立って、その地区が別のノミニーを過出しなかった場合、理１F会が、第15.070.節
の資格条件を備えたロータリアンをガバナーに選挙するものとする。その票決に
は、理事会のメンバーの過半数の栗を必要とする。
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第１４条

14.010. 

14.020. 

14.030. 

管理上の集団と管理上の区域単位
理事会の椛限
監督

管理上の区域単位（RIBI）

14.010．理事会の椛限

地区に編成されている地区において､クラブがガバナーの直接監督の下に管理され
る場合､理邪会は理JIF会が必要かつ得策と考える委員会、審議会またはその他のガ
バナー補佐を認可することができる。

14.020．監督

地理的に隣接する二つ以上の地区から成る区域内のクラブについて､ガバナーの管
理のほかに、他の管理方法を理事会が追加設定することができる。理事会は、その

ような管理の設定に当たって、理互ＩＦ会が適切と考える手統規則を定めなければなら

ない。この手続規則は、関係地区内クラブと国際大会の承認を得なければならない。

14.030．管理上の区域単位（RlBI）

RIBIに所在するクラブは、ＲＩの管理上の区域単位として組織、運営されるものと
する。RIBIは、ＲＩの規定審鍍会によって承認された定款の定めるところに従って

運営するものとする。RIBＩはまた、RIBI内において、理事会に代わって、クラブ

の加盟を承認し、ＲI地区編成委員会としての役を務め、さらに細則の規定に従い、

かつまた理事会の委咽によって、ＲＩの財務IIJ項を処理するものとする。

14030.1．RIBIの定款

RIBIの定款は、常にＲI定款・細則の鞘神および規定に合致しなければならない。

RIとRIBIの定款・細則は､域内管理に関する特定の規定を含まなければならない。

14.030.2．ＲＩＢIの定款の改正

地域単位がその権限、目的および機能を遂行するについての域内管理を規定する
RIBI定款の規定は、規定辮離会の承認を得てRIBI年次大会の決定によってのみ改

正することができる。域内管理に関する事項を除き、ＲＩの規定審鍍会がＲＩ組織規

定を改正したときは、RIBIの定款および細則をＲＩ組織規定と一致させるために必

要な改正は、RIBIの定紋および細則において、事実上自動的に発効するものとす

る。

14,030.3．ＲＩＢIの細則の改正

RIBIの細則は、RIBIの定款またはRIの組iii規定に定める通り、これを改正するこ

とができる。このような改正は、RIBIの定紋およびRIの組織規定と矛盾してはな
らないものとする。

第１５条
15.010. 

15.020. 

15.030. 

15.0４０． 

地区

創設

地区協離会

会長エレクト研修セミナー(PETS）

地区大会
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地区大会の投票

地区の財務
ガバナー・ノミニーの資格条件

ガバナーの資格条件

ガバナーの任務

RIBＩのガバナーの任務

解任

地区の郵便投票

15.050. 

15.060. 

15.070． 

15.080. 

15.090. 

15.100. 

15．110. 

15.120. 

15.010．創設

理Ilr会はクラブの所在する地域を地区に分割する権限を有する｡会長は地区の一覧

表をそれら地区の各境界とともに公表するものとする。このような決定は理事会の
指示によるものとする。細則の後段にこれと異なる規定のある場合を除き、関係地

区内クラブの過半数の反対ある場合は既存地区の境界を変史してはならない。

15.010.1．同一地域内のクラブ

同一の市、区、自治体地域または都市部に数クラブが存在する場合、この数クラブ

の過半数の承認なしに、これらのクラブが異なる地区に編入されることばないもの

とする。同一地域にあるクラブは、同一地区に綱入される権利を有する。このよう

な権利は、前述のクラブの過半数が理事会に申鋪することによって、行使できる。

理耶会は、このような申舗を受理後、この共存するクラブを２年以内に同一地区に
編入するものとする。

15.020．地区惣鰹今

地区協議会は、ロータリー教育とロータリー情報を供与し、地区の活動を統括する

ために、３月１日から７月１日までのあいだに、毎年１１N催されるものとする。地区

協識会は、ガバナーと協力してガバナー・エレクトが立案・実施するものとする。
ガバナーは、地区協鍍会参加者がＲＩ国際大会に出席できなくなるような時と場所

を避けなければならない｡特別のりIF傭があれば理IIF会は、ニニに定める時期以外の

時期に地区協議会を開(M1する二とをilg可できる｡地区協鍍会に出席を要訓されるの
は、地区内全クラブの次期会長と次期幹郡並びにガバナー・エレクヒおよび理1F会
の指定する者である。

15.030．会長エレクト研修セミナー（PETS）

理JIF会が決定した通り地区内クラブ会長エレクトを指導・訓練するために、毎年
PETSを開くものとする。ＰETSは、国際協離会終了後１カ月以内に１１N<ものとする。
PETSは、ガバナーと協力してガバナー・エレクトが計nIli・実施する。さらに、Pl1TS

は、地区協鍍会と同時に開いてはならない。距離、気候、費用の点で別個に予定を

組むことが実際的でない地区は､地[X協離会と研修セミナーを同一の場所で続けて
開催することができる。

15.040．地区大会

15.040.1.時と墹所

ガバナーと地区内クラブ過半数の会及の合慮によって定められる時および場所にお
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いて、地区内ロータリアンの大会を毎年１１Ⅲ1Mするものとする。地区大会のl)Ⅲ11i時期
は、地区協識会、Hil際協拙会、規定辮拙会または国際大会の時期と同じであっては
ならない｡理事会は二つ以上の地区が合ｌｒｊｌして関係地区の境界内で連合大会をIlNく
ことを鰡可できる。例外的な場合に、当瞭地区の境界外で地区大会をl附くことも認
可できる。

15.040.2．開催地の選択
ガバナー．ノミニーが選出され、１１P務総災にこれがiiiHIﾘlされたならば、そのガバ
ナー．ノミニーが、ガバナーを務める年唆のその地区の大会をあらかじめi１１.iiHiする
ことができる。その''110M地は、そのガバナー・ノミニーと地区内クラブのその時点
における会長の過半数との合意によって決定することができる｡理邪会の承認を得
て、地区は、ガバナー・ノミニーと、同年にクラブ会長を務める者の過半数との投
票によって、当該ガバナー・ノミニーがガバナーを務める年度の地区大会の1M催地
を逃走し、合意することができる。クラブがかかる会奨を巡出していない鯛合は、
そのクラブの現在の会及がかかる大会l1lllM地の投票を行うものとする。

15.040.3．地区大会の決定

地区大会はその地区内の】１１要な事柄について勧告を採択することができる。但しこ
のような勧告は、定款および本細則と一致し、ロータリーの梢神と本質に沿うもの
でなければならない。各地区大会は、Hl11F会が当該大会の稀雛に付したすべての型１１：
項を将鍍、決定するものとし、また、これに関する決雛を採択することができる。

15.040.4．地区大会幹駆

ホスト・クラブの会奨と相談のうえ、ガバナーは大会枠'1Fを任命しなければならな
い。大会幹事の任務は、大会の計画を簸定し、大会記録の作成についてガバナーに
協力することである。

15.040.5．地区大会報告

地区大会終了後３０日以内にガバナーまたは議長代行者は、大会幹那とともに、書
面によって、大会記録の報告を行わなければならない。そしてこの報告聾は３部を
11F務総長に、１部をその地区の各クラブ幹１１Fに送らなければならない。

15.050．地区大会の投票

15.050.1．選挙人

地区内の各クラブは、会員数25名ごとに１名またはその端数が13名以上の場合は、
さらに、１名の選準人を週び、それを征明し、そしてこれをその地区の年次大会に
送るものとする。会回数は、地区大会の側催される月のimilの半期人頭分担金支払
時曳在のそのクラブの会口数とする。地区内各クラブは、その大会の11Nかれる月の
I)１１ﾉ1までの６カ月を超える)VlWljにわたりRIZ堂上山主型旦に対する支払を怠っていた
ものでない限り、少なくとも1名の週雅人を送る樋利をｲ｢する。各選挙人はそのク
ラブの会員でなければならない。遇雅人が１票を投じるためには地区大会に出席し
なければならない。
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15.050.2．地区大会の投票

地区大会に出席しているクラブの暇疵なき会貝は、 の斗描H１聾

ガバナー指名委貝会の榊成および職務権限並びに
を除き、地区
とする⑤しか

規定審鍍会の地区クラブ代炎薙貝の避験、
大会に提出されたその他の案件のすべてについて投票ｷiiを有するものとする。しか
し、選挙人は、誰でも大会に提出されたいかなる案件についても票決を求めること
ができるものとし、この場合の投票は迦挙人に限りこれを行うことができるものと

する。

15.050.3．委任状による代理者

所風地区の大会が開催される国と異なる国に所在するクラブは､そのクラブの欠席
選挙人の委任状による代理者を指定することができる。このようなクラブは、この
ような委任状による代理者についてガバナーの承諾を得なければならない｡委任状
による代理者には自分のクラブの会口もしくはクラブの所在する地区の他のクラブ
の会員が含まれる。その代理は、当砿クラブの会長および幹事によって証明されな
ければならない。その委任状による代理者は、既にもっている投票樅のほかに、自
分が委任状による代理者となっている欠席選挙人に代わってその投蝋権も行使する
ことができるものとする。

15.060．地区の財務

15.060.1．地区遥金

各地区は、「地区資金」という基金をi没けても差し支えない。その目的は、地区提
唱プロジェクトおよび地区内におけるロータリーの管理･11{１発の資金を鋼途するこ

とである。地区資金は地区大会の決鍍によってi没けるものとする。

15.060.2．地区賢金の承肥

地区資金は、地区内クラブの会員に均一の賦裸金を割り当てるという方式Iこよつ
次のいずれかによって決て、調達されるものとする。１人当たりの賦課金の額は、

定するものとする。

上上地区協鍍会に出席した次期クラブ会長の４分の３の承認。但し、会長エレク
トが標準クラブ定款の第８条第４節第３パラグラフに従ってガバナー・エレ

クトによって地区協般会出席を免除されている場合は､会長エレクトの指定

した代理が､会長エレクトに代わって投票する権利を有するものとする。あ
るいは

15.060.3．地区資金負担令

地区資金負担金の支払は、地区内全クラブの義務である。この負担金未払が６カ月
以上に及ぶという征明書類をガバナーから受理した理邸会は、直ちに、未納中のク

ラブへのＲＩ事務局のサービスを停止するものとする。

15.060.4．地区財務の監査報告

ガバナーは、ガバナーとしての年度終了後３カ月以内に地区内全クラブに対し、地
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区財務の年次監査報告を行わなければならない。この監査報告書は、次の地区大会
に提出され、必要であれば討識に付され、正式に採択されなければならない。

15.070．ガバナー・ノミニーの資格条件

理班会によって特に許されない限り、選出の時点で、次の資格条件に達していなけ
ればガバナー・ノミニーに選ばれることはない。

15.070.1．暇疵なきロータリアン

本人が指名を受ける地区内のクラブの暇疵なき会員であることを要する。

15.070.2．完全に会員資格を有する者

会員規定の雄格な適用に照らして、完全に会員資格を有する者でなければならな
い。そしてその職業分類の正当性が疑問の余地のないものでなければならない。

15.070.3．瑁疵なきクラブに所屈していること

本人がガバナー･ノミニーの候補者として推醐される年の前の年度の最終日におい
て、ＲＩまたは地区に対して負債残高を持たない、義務機能を果たしている理疵な
きクラブの有資格会員でなければならない。

15.070.4．クラブの元会長であること

クラブ会長を全期務めたことのある者でなければならない。

15.070.5．ガバナーの任務を遂行できる能力

第15.090.節に規定するガバナーの任務と責任を果たす意思があり、身体的にもそ
の他の意味においてもこれを果たすことができる者でなければならない。

15.070.6．資格条件を満たしていることを証明
ロータリアンは､細則に定められているガバナーの資格条件､任務および責任を熟
知していることを示し、事務総長を通じてＲＩに、細則に列記されたガバナーの資
格条件､任務および責任を明確に理解している旨の声明書に署名して提出しなけれ
ばならない。この声明響には、ガバナーとしての資格条件を備えており、ガバナー
の任務と責任を引き受け、これを忠実に果たす意思をもち、それができる状態にあ
るということを明記するものとする。

15.080ガバナーの資格条件

理事会によって特に許可されない限り、ガバナーは、就任の時点で、国際協議会に
全期間を通して出席していて、一つまたはいくつかのロータリー・クラブで通算７
年以上会員であり、さらに、前述の第15.070.節に述べる資格条件を、引き続き保
持していなければならない。

15.O9qガバナーの任務

ガバナーは理事会の一般的な指揮、監督の下に職務を行うその地区におけるＲＩの

役員である。ガバナーは､担当地区のクラブに対する直接監督の資任を果たすに当
たってＲＩの綱領を推進する特別の任務を課せられている。ガバナーは、自ら次の
諸項の責務を負うものとする。
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(a)新クラブ結成。

(b)既存クラブの強化助成。

(c)クラブ相互間の友好I1U係およびクラブとＲＩ間の友好関係の増進。
(｡)地区大会を計画・主宰すること。会長エレクト研修セミナーと地区惚鍍会の計

画・迦術に当たるガバナー・エレク上に協力すること。

(e)できるだけ年度の早い時期、なるぺく前半6カ月間に各クラブを自ら訪問する

こと。

(『)地区内の各クラブの会長、幹事に月ハiを発行すること。

(9)会茂または理班会の製鋼があれば、速やかにＲＩに報告を提出すること。

(h)ガバナー･ニレクヒに対して､国際協鍍会の前にクラブの状況について詳細な
｜W報を提供し、併せてクラブ強化策の勧告案を提供する二と。

(i)地区で保存すべき文替をガバナー・エレクトに引き継ぐこと。
(j)役風としての職資に腕するその他の任務を遂行すること。

15.100．RIBIのガバナーの任務

RIBIのガバナーの任務は、審離会の指図の下に、RIBI定紋および細則と一致する
この地域の伝統的Ifl行に従って、遂行されるものとする。また会長または理J1[会の
要請があれば速やかにRIに鰯告を提出しなければならない。また、ガバナーは、地
区におけるRI役員としての職責に属するその他の任務を遂行しなければならない。

15.110．解任

ガバナーがその任務とiHi任を忠実に遂行しなかったと会長が伯じる十分な理由があ
るときには、会長は、ガバナーをその職から解任することができる。このような場
合、会焚は当該ガバナーにその旨通告し当砿ガバナーに対して、解任を不当と思う
なら、３０日以内に釈明するよう勧告するものとする。３０日以内に、当該ガバナー
が、会長を納得させるだけの十分な理由を提出できなかったときは、会長がガバ
ナーを解任できる。本節の下に解任されたガバナーは、バスト・ガバナーとみなさ
れない。

15.120．地区の郵便投票

細則に明記する諸決定や避挙は地区大会または地区協繊会で行うものではあるが、
地区内のクラブが郵便投票を通じて行うこともできる。その郵便投票は、第
13.040.節の手続にできる限り沿った方式で行うものとする。

第１６条

１６．０１０． 

１６．０２０． 

１６.030. 

16.040. 

16.050. 

16.060. 

16.070. 

16.080. 

16.090. 

委員会

定数と任期
委員

会合

i麹』委員会
任期

委員会の幹11Ｆ
定足数

通信による砿ﾘﾄﾞの処理

梅限
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RI細則１６条

16.010．定数と任期
理事会はコミュニケーション、定款・細則、｛到際大会、地区編成、財務に'11Ｉする常

鵠宅トヌ、正､⑰ワ〕勃鷺［１窯

ｍｐｌｌ－－３名の客

畷大会－６堀の垂§膣

藤-た豊＝‘ 噸hX,－－ｐ己ｂｗ安凹

勝一6名の婆l霊l力
DZYhO 

ETz記ごＢ＝凸刮E」、二一

貝の継続性を回る。

16.020．委員
、会鎚が、委瓜および小委員会委員を任命する
貝会の委側焚を指名するものとする。会長は、

礎の規定ある場合を除いマ
A-主だ＿冬季日会と小尋

すべてのＲＩ委典会の職櫛上の委員である。

16.030．会合
、会と小委11会は、会長の決めたⅡ＃と珊所
委口の過半数で定足数を榊成する。定足数
の過半数の決定を､委員会または小委L1会の出席している会合に出席している委貝の過半数の決定を、

の決定とする。

16.040．特別委員会

第16.010.節から第16.030.節までの規定は桁渦委貝会または細則第17.075.節の
には適用されない．

16.050．任期

何人も３カ年を超えてＲＩの同一委員会の菱L1を務めることは許されない。但し本
細則によって別段の定めある場合はこの限りでない。ある委員会に既に３カ年務め
た者は､TIFぴその同じ委員会に任命される資絡をもたないものとする。本節の規定
は、IIiUi揃上の蚕11およびアド・ホック委瓜会の袋、には適用されない。iiii述のjjl定
にかかわりなく、会焚は、国際大会委L1会の委し1を２１ﾄﾞ1111務めたことがあるが委瓜
長を務めたことのないロータリアンを､国際大会委瓜会の委員長に任命することが
できる。

16.060．委員会の幹事

本細則によって、あるいは委員会識樋に当たって、理１F会の別段の定めのある場合
のほか、リド務総腿がすべての委貝会の幹Ｗとなる。１F務総長は自分を代行する枠〕ＩＦ
を指妬することができる。

16.070．定足数

委貝会委11の過半数をもってその委L1会のあらゆる会合における定足数とする｡似
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H1細則１６条，１７条

し、木細則に別の規定のある場合、または、委員会設慨に当たって、理''1F会でこれ
● 

と異なる決定のあったりJ合は、この'11Ｗでない。

16.080．通信による搬率の処理

委員会は錨ﾕＩＦの処理を、理､ＩＦ会の定める手続規則に従って、適切な通信方法によっ
て処理することができる。但し、本細則によって別段の定めのある場合はこの限り

でない。

16.090．権限

会長指名委員会の決定を除き､すべての委皿会決定は理１１i会の承認によって初めて

効力を生じるものとする。

第１７条

17.010. 

17.020. 

17.030． 

17.040. 

17.050. 

17.060. 

17.0７０． 

１７．０７５． 

１７．０８０． 

財務事項

会計年皮
ｸﾗﾌﾞ報告

会費

支払時期

予算

財務見通し５カ年計画

監査

監査j匝営委し1会

報告

17.010.会計年度

RＩの会i１１．年度は７jl11:lに始まり６）１３０１]に終わるものとする。

17.020クラブ報告

毎年７ｊｌｌＨおよび１ノｌｌｎに各クラブは同日におけるそのクラブの会員数を理ZlF

会に証明しなければならない。この証明11Fはクラブ会長とクラブ幹瓢によって将名
されて１F務総長に送付されなければならない。

17.030．会費

17.030.1．人頭分担金

各クラブは、そのクラブの会員のおのおのにつき、次のように人頭分担金を支払う
ものとする。1995-96年度より半力年米貨１７ドル50セント。人頭分担金は、規定

審鍍会によって改正されるまで変史されないものとする。

17.030.2．追加会費

規定審鍍会が開催される予定の年には、あるいは、群議会臨時会合後のできるだけ

早い時期には必ず、各クラブは、会貝それぞれにつき、さらに米貨１ドルをＲＩに

支払わなければならない。この追加会澱は、規定審議会に出席するクラブ代災難貝
のための1llln1に充てるものとする。その方法についてはHl1p1F会が定めるものとす

る。さらに、Iiil述の費川を全額支払った後、残金があれば、稀織会の述営fIIﾊIを１桁
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RI細則１７条

うものとする。理事会は、この収支についてクラブに報告するものとする。

17.030.3．会費の返還

理１１F会は、会費の中の適正と思われる部分をクラブに返遮することができる。

17.030.4．ＲＩＢIの支払う会費

RIBI内の各クラブは、ＲＩの代行者としての、RIBIを通じて第17.030.1．JIiの規定
する人頭分担金をＲＩに支払わなければならない。各半期に、RIBI内のクラブから、

第17.030.1.項の規定に従ってＲＩに支払われる人頭分担金のうち、ＲＩによって保
有される部分の総額は、ＲＩが年間RIBI内のクラブのために支出する金額の半分を
下回ってはならない。クラブが支払った人頭分担金の残りは、RIBIに配分され、保
有されるものとする。

17.030.5．ＲＩの保有するパーセンテージ

半年ごとにRIBI内クラブによって支払われる、第17.030.4.項の規定する人頭分
担金のうちＲIによって保有される額は、毎年理嚇会によって決定され、次年度ク
ラブによって支払われる人頭分担金に適用されるものとする。理邪会は、RIBＩ内
のクラブに代わってＲＩが前年度支出した金額に基づいて、ＲＩの保有額を決定する
ものとする。この金額には、ロータリーのプログラムを世界的に推巡するためのＲＩ
の一般運営費の比例分担額が含まれる。このように決定された金額に、ＲＩの未充
当基金残簡への拠出金として米貨50セント（＄.50）を加えるものとする。この加
算額は、直前の年度の経験、現況、予測しうる将来の１W勢を考Mi(して少なくとも６
年ごとに検討を加え、増額、現状維持、減額を決めるものとする。

17.030.6．支払額の鯛整

ある国の通貨の平価が切り下げられて、その国のクラブが、ＲＩに対する価務を支
弁するために、自国通貨を過剰に支払わなければならなくなった場合､理11F会はそ
の国のクラブが支払う金額を調整することができる。

17.040．支払時期

17.040.1．人頭分担金の支払期日

毎年７月１日および１月１日を会費支払期日とし、第17.030.1項に定められた基
融に選づいて支払われるものとする。但し、第17.030.2.項の下に支払う会費は、
７月１日を支払期日とし、支払うものとする。

17.040.2．四半期人頭分担金

会費を支払う半期の７月１日もしくは１月１日より後にクラブ会ロに過ばれた会員
のおのおのにつき、各クラブは、比例人頭分担金を次のように支払うものとする。
1995-96年度より米貨８ドル75セント。４半期人頭分担金は１０月１日と４月１日に
支払うものとする。その金額は、規定審議会だけが変史できる。

17.040.3．通貨

会llliは米国通貨をもってＲＩに支払われるものとする。しかしながら、米lmjm貨を
もって会費を支払うことが不可能であるか、実際的でない場合は、ロ11,lF会は、他の
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RI細則１７条

通貨による支払を鰡可することができる。理11$会はまた、非常事態のためそうする

ことが適切である場合は、会費支払時期の繰り延べを許容することができる。

17.040.4．新クラブ

クラプは､加盟が承認された日付後の半期まで会費支払の雑務を課せられないもの
とする。

17.050．予算

17.050.1．理事会の採択

毎年、理ZIP会は、次の会計年度に対するRIの収支予算を採択しなければならない。
総支出の予算額は、総収入見積額を上回ってはならないものとする。

17.050.2．予算の改訂

このような予算は、理事会がいつでも改訂できる。但し、総支出見祇額は、総収入
見荊額を上回ってはならない。

17.050.3．事務総長の支払承翌

事務総長は､理事会承認の予算の範囲内においてだけ、支払を認める椛限を有する。

17.050.4．収入見祇額を超える支出

理事会は、非常]IF態と不測のPIF態に限り、全理JIFの４分の３の投票により、収入見
積額を上回る支出を認める権限を有する。但し、理事会は、ＲＩの純資産を上回る
負債を生じるような支出を招いてはならない。超過支出とそこに至るまでの経過
は、会長が６０日以内に全RI役員に報告したうえ次の国際大会で報告するものとす
る。

刀年瓦の公

隼l1rのｇｊＥＩ３０Ｅ

17.060．財務見通し５カ年計画

17.060.1.5カ年計画を毎年見直す

毎年、理ＪＩＦ会は、財務見通し５カ年計ljWiを密磯するものとする。その見通しには、
RIの総収入と総支出の予測を記城するものとする。その見通しには、ＲＩの資産と
負債と幾両の予測をも記戦するものとする。

17.060.2.5カ年計画を規定誘鎚今に提出

財務見通し５カ年i}+画は、財務に関する立法案の背jiHW報として理ﾘﾄﾞ会から規定審
鍍会に提出されるものとする。

17060.3.5カ年針画の最初の年は規定審識会ｌｌｌｌ催年

財務見通し５カ年叶画の第１年目は、規定審議会が開かれている年度とする。
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RI細則17条、１８条

17.070．監査

理事会は、少なくとも年１回ＲＩの監査を行う。このような監査は、免許をもつ会
計士、公認会計士または税理士、もしくは監査の行われる国、州または県において
一般にその権威を認められている監査人が実施する｡事務総長は理事会の要求があ
ればいつでも帳輝類と伝票類を提出しなければならない。

lii1i蕊蕊:
理事会総会に直接報告するも０

nF務総長は、監査済みの年次報芒

雲i篝蕊蕊i議議篝
の垂の剰lfE

翻定審議会の直前の年の監盃報芒

賎総長から群議今議員に郵だ
羅謎会開会Ｕ

とする。

名称と徽章
ＲＩの知的所有権の保全
ＲＩの知的所有権の使用の制限

第１８条
１８．０１０． 

１８．０２０． 

18.010．ＲＩの知的所有権の保全
理事会はR1の徽章、バッジその他の記章をもっぱら全ロータリアンのみの使用と、
その利益のために確保し保全するものとする。

18.02ｑＲＩの知的所有権の使用の制限
RI並びにクラブの名称、徽章、バッジその他の記章を、クラブまたはクラブの会
員が商品の商標または特別銘柄として使用しあるいはその他商業上の目的のために
使用することは一切できない。これらの名称、徽章、バッジその他の記章を他の名
称または徽章と組み合わせて使用することはＲＩの承認しないところである。
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RＩ細則１９条

第１９条

19.010. 

19.020. 

19.030. 

19.０４０． 

則

』》唯一》
麺
国
Ⅵ
元
会

19.010．国際協遜会

19.010.1．目的

毎年国際協議会を開催するものとする。その目的は、ガバナー・ニレク上に、ロー
タリー教育を行い、運営上の任務を指導し、鼓郷激励し、さらに、出席しているエ
｣二２－Lや他の人に、次年度のロータリー・プログラムや活勤の実施方法を討議・計
画する機会を与えることである。

19.010.2.時と墹所

里JIF会は国際協醗今の会合する時と場所を狭

議騨雲i雲i驫薑窯篝簔篝騨鑿ii1j
籍だけを理由として参加できないことのないようあらゆる努力を払わなければなら
ない。

ｆｎＨ藤

上上

19.010.3．参加者

国際協議会に出席する椛限のある参加者には次の人が含まれる：会長、理蛎、会長
Ｚミニー､理甑エレクト、理耶ノミニー、蛎務総長、ガバナー･ニレクヒ､RIBI役
員ノミニー、ＲI各種委貝会委員長、およびその他理蛎会の指定する者。

19.010.4．特別、または局地的、慨溌令

非常那態または特別の１F梢に対応するために､理珈会は二つまたはそれ以上のこの
ような特別協議会もしくは局地的協鐘会を開催する手配をすることができる。

19.020．ＲＩの地域大会・

理事会は、クラブ会員の地域大会を招集することができる。理事会は、地域大会に
参加するクラブを指定するものとする。理JIF会はまた大会の招集方法、その組織と
運営およびその手続規則を含むその他の詳細について定めなければならない。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

＊地域大会は理ｴIF会の指定する地域でiI1I11iされる。
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RI細則１９条

19.0201．開催地

RIのilllIiiする地域大会または研究会は、全ロータリアンが、国鰯、人柧または宗
教にかかわりなく、その開催予定地に現実に行くことができる、という渉面による
保証を理事会が、ホスト国の政府または他の関係当局から得られなかったなら、開
他されないものとする。

19.020.2．目的

地域大会の目的は､地域内のクラブ会nIlI1の知り合いと理解を育成･推進し、また、
ロータリーの綱領の範囲内の議題について意見を交換し､話し合う場を提供するこ
とである。

19.020.3．理躯会への決職

ロータリーの目的に合致する範囲内で､地域大会は理ﾘﾄﾞ会に対する勧告として決議
を採択することができる。

19.030．元全長癖鰹会

19.030.1．柵成

クラブの会員輔を有する元会長をもって榊成される元会長審醗会を常設するものと
する。会長は本瀞鍍会の職権上のメンバーとなるものとし、その会離に出席し、議
事に参加する特典を有するものとする。しかしながら、蝋耶に関する投票樋はもた
ないものとする。

19.030.2．役員

画前会長の前の元会長を審議会の難民とし、さらにその前の元会長をそのHII醗長と
する。邸務総長は元会長辮識会の幹]IFとなるが審雛会のメンバーではない。

19.030.3．任務

元会長審識会は､会及または理事会から付託された事項を通信によって考察するも
のとし、これについて理事会に進言し勧告することができる。

19.030.4．会合

会長または理事会は、元会長審継会の合鍍とその進言を必要と考える鯛合、元会長
審鍍会を招集することができる。このように招集された場合、会長または理躯会が
付托した事項を議題として審議するものとする。審餓会砿長は、会合後、必ず理事
会に報告するものとする。理事会が報告の一部または全部を発表しない限り、この
報告を公表してはならない。

19.030.4.1．国際大会での会合

審砿会は、国際大会において、その大会に出席している審鍍会メンバーの非公式会
合をⅢ<ものとする。

19.040．会竣皿営手続規則

あらゆるロータリーの会合、協議会、大会または国際大会において、定紋、細則、
もしくはＲＩ採用の特別醗事規則によって特に定められていない手続上の問題は、
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RI細則１９条、２０条、２１条

当該会合の鍍艮が決定するものとする。このような手続上の問題については、公正
さを基本として配慮する。但し、提訴は認められるものとする。

第20条

20.010. 

20.020. 

20.030. 

樋関雑麓

機関雑誌出版の権限
IMI銃料

雑誌の脳髄

20.010．機関雑麓出版の板限

理事会は、ＲＩの機関雑誌発行の責任を負うものとする。機関雑誌は、理事会が認
可するいくつかの異なった版で出版されるものとする。そのうち、基本的な版は英
語で出版されるものとし、これをロータリアン雄と称する。機関雑誌の目的は、ＲＩ
の目的とロータリーの綱領の推進について理IIr会を助ける仲介役を務めることであ
る。

20020．剛競料

20.020.1．鯛醜料

各機関雑誌の1W批料は、すべて理事会がこれを定めるものとする。

20.02ｑ２．鯛醜職務

米国およびカナダ内の各クラブ会員は、会員輔にある限り、すべて機関雑誌の有料
聯読者とならなければならない。かかるIMI疵料は、クラブが会員から徴収し、会員
に代わってＲＩに送金しなければならない。

20.020.3．雑麓収入

年度内の雑誌収入は､その一部分といえども雑誌の発行およびその改善以外の目的
のために充当させてはならない。支出を上回る収入剰余金は、理事会による別段の
規定がある場合を除き、年度末にＲＩの一般剰余金に織り入れられるものとする。

20.030．雑随の麟齪

20030.1．鯛麟議務

米国およびカナダ以外のクラブの各会員が、ＲＩの機関雑誌またはRIの理琳会が承
認し､当該クラブに対して指定したロータリーの雑鎗の有料賊読者とならなければ
ならない。本人が会貝となっている限り、その職晄を純けなければならない。

20.030.2．剛職種務免除

会員が機関雑誌およびクラブ用に定められた理蛎会承趨の公式雑誌に用いられてい
る言語を謎めない場合は、理事会によって、そのクラブに対する本節の規定の適用
が免除される。

第２１条
２１．０１０． 

２１．０２０． 

ロータリー財団

財団の目的

管理委貝会
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RI細則２１条

管理委員の任期

第21.020.節と第21.030.節に関する暫定規定
管理委員の報酬

管理委員会の経費

管理委員会の報告

21.030. 

21.040. 

21.050. 

21.060. 

21.070. 

21.010．財団の目的

RIのロータリー財団は、財団の法人役立定歌および細則に従って、ロータリー財団
管理委貝会が人道的、教育的目的のためにのみ皿営するものとする。法人設立定款
と細則は､管理委員会が理那会の同意を得て改正できるが、そのほかの方法はない。

21.020．管理委員会

会長が､理駆会の承縄を得て、任命した13名の管理委員がいなければならない｡管
理委員のうち４名は、ＲＩの元会長とする。すべての管理委員は、財団細則に挙げた
資格条件を滴たさなければならない。

21.030．管理委員の任期

管理委員の任期は４年とする。管理委員は再選されることができる。

21.040．第21.020.節と21.030.節に関する暫定規定

21.040.11994年７月１日現在の管理委員

輔21.020.節にもかかわらず、1994年７月１日現在管理委員を務めている者はすぺ
て任命された任期を全うするものとする。

21.040.2．暫定期間中に管理委員を務める元会長

暫定期間中の元RI会長の数が一時的に４人を超えるとしても、できるだけ速やか、
かつ、公平に第21.020.節と第21.030.節を実施する椛限をＲＩ理IIF会に与えるも

のとする。

21.050管理委員会の報酬

管理委員は無報酬でその任を務めるものとする。

21.060管理委員会の経盟

管理委貝会は、理事会の承紹があった場合にのみ、財団資産から支出する。但し、

淡の２稲類の支出は、管理委員会の承認だけで差し支えない｡(1)財団の管理運営に
必要な経費｡(2)贈与または辿贈という条件で指示された財団寄付の収益または元金
からの支出。

21.070．管理委員会の報告

管理委員会は、財団のプログラムと財務について少なくとも年１度Ｍに報告する
ものとする。
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RI細則２２条、２３条

第22条補償

理那会は、Ｍ理1F､役貝、従業員、代行者の補償方針を設定、実施することができる。

第23条目

本細則は、

過半数I学

改正

議会に出席し投票した人の
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1983年５月３１日申謂の

国際ロータリーのロータリー財団

法人股立定軟抜粋

名称。当法人の名称は：国際ロータリーのロータリー財団である。

目的。本法人は、人道的かつ教育的目的、または'954年国内歳入法第501項(c）

（３）もしくは以後の迎邦租税法の関連規定に定められ、かつ、法人会員の承認し

た他の目的と目標のためにのみ組織され、常に運営されるものとする。この目的

の中には次のものが含まれるが、これに限定されるものではない：博愛、慈善、

教育または人道的という特質をもつ明砿かつ効果的なプログラムの促進を通じて、

さまざまな国の国民のあいだに理解と友好関係を助長すること。

収入と資産の用途

（a)当法人の資産または純収益の一部といえども当法人の理珈､管理委員または役

員、私人の利益に帰してはならないものとする。但し、当法人は、なされた奉

仕の適正な報酬の支払を含め､前述の目的を助長する場合は､支払と分配を行

うことができる。当法人は、本条の他の規定にもかかわらず､(i)1954年国内

歳入法501項(c)(3)（または将来の米国国内歳入法の関係規定）の下に、迎

邦所得税を免除された法人によって､(ii)1954年国内歳入法第170項(c)(2)

（または将来の米国国内歳入法の関係規定）の下に、寄付金を控除できる法人

によって､遂行することが認められていないような他の活動を遂行しないもの

とする。

（b)当法人は活励の一部といえども立法に影響を及ぼそうとする宣伝その他を行う

ものではない。当法人は、公職の候補者に代わって政治的キャンペーン（声明

の発表、配布も含まれる）に参加してはならない。

（c)当法人が解散、終結すると直ちに、その借金および負債を支払うか､支払うflu

傭をしたあと、その資産のすべて（当法人が解散するような場合、返還、鍼

与、繊波を条件として本財団に縦波された資産を除く）は、1954年国内歳入

法501項(c)(3)または以後の連邦租税法の関連規定に述べる単一または複数

の団体を律する法律に従って､当法人の法人会員が決めた前述の一つまたはそ

れ以上の目的のために鎮与、滅渡されるものとする。

法人会員。当法人の綱成は１菰類とし、これは、「法人会員」として指定された唯

一の柵成員から成るものとする｡法人会風の選出方法は細則に定めるものとする。

法人会貝は、規則によって必要とされる１１｢頓に加えて、当法人の理邪（笹理委員

を指す）を任命するという楢限を有する。法人役立定欲および細則は、法人会員

の承認なしに変更されないものとする。法人会風の承認を得るために提出しなけ

ればならない他の珈項については細則に定められている。
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国際ロータリーのロータリー財団細則
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ロータリー財団細則１条、２条

国際ロータリーの

ロータリー財団細則

第１条当法人の目的

第１．１項目的。当法人の目的は、法人設立定款に記救されている通りとする。

第２条楢成員

第２１項櫛成員。当法人の櫛成員は１種類とし、これは「法人会員」として指定
された唯一の柳成員から成るものとする。初めの法人会員は、イリノイ州の非営
利法人の国際ロータリー、または、合併、商号変更によるその後継者とする。何
らかの理由で、法人会員の地位に欠員が生じた場合は、当法人の管理委員会が新
たに法人会員を選ぶものとする。

第２２項選挙と任命。毎年：法人会風は、任期の満了した管理委員の後任委員と、
欠員が生じた場合それを埋める管理委員を任命するものとする｡法人会員による、
このような決定は、年次会合において行われるものとする。

第2.3項決醗方法。法人会員は、本項に二れと異なる規定のある場合を除き、そ
の理事会の過半数の投票によって決鎚を行うものとする。法人会員の１名の役員
により署名された、投票事項が明記された谷面を法人の委員長または11F務総長に
通達して行う。

第2.4項法人会員の承麗を必要とする事項。法人会員は符理委貝会の次のような
決定を承認しなければならない：

（a)財団の財産の全支出。但し、次のものを除く：
（ｉ）財団の管理運営に必要な経費

（ii）剛与または過'1Wという条件で指示されている財団寄付の収益または
元金の支出、両者とも管理委員会の承認のみで十分とする；

（b)法人設立定款または細則の改正または修正；

（c)当法人の実質上あらゆる資産の合併、解散、充却、リース、交換、抵当、質
入れ；

（｡)設立定款に掲げた目的のため、提案された当法人のプログラム、プロジェク
ト、活動のすべてについて、その発表または資金拠出前に。

第2.5項法人会員の賀務。法人会貝は次の責務を負うものとする：

（a)国際ロータリーの役員とすべてのロータリアンに、直接参加と財政的貢献
を通じて、財団のプログラム、プロジェクト、活動を支援するよう奨励する
こと。さらに、クラブ、地区、国際レベルの会合、指導力養成、教育プログラ

ム、出版物を通じて､財団のプログラム、プロジェクト、活動を推迩すること；
（b)財団の新プログラム、プロジェクト、活動を符理委貝会に提案すること。
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ロータリー財団細則３条

第３条管理委員会

第3.1項総括的権限。当法人の理邪は、管理委瓜とする。当法人の全業務は、管

理委員会によって処理される。但し、特定の事項は、第２条第2.4項に述べられ

ているように法人会員の承認を受けなければならない。当法人の業務を処理する

に当たっては、管理委貝会は、1986年のイリノイ州の一般的非営利財団法または

米国イリノイ州の採択する継承法によって現在、または以後認められるすべての

櫛限を行使することが認められている；但し、この権限は、法人定款に述べられ

ている法人の目的を遂行する場合において、また、1986年の米国国内歳入法の第

501項(c)(3)とその改正において記述される法人の身分に合致したうえで、初め

て行使することができる。管理委貝会は、次の具体的任務を負うものとする：

（a)財団のあらゆる資金と財産を保笹し、投資し、迦用し、管理すること。この責

務の遂行に当たって､法令または本細則によって別に認められている椛能のほ

かに管理委貝会は、次のことをする権限を有する：

（ｉ）これら財産の全部または－部を、管理委員会が最善と考える価格お

よび条件で売却し、擬貸し、繊渡し、もしくは交換すること；

（ii）管理委員会が必要または適切と考える、そして法律上許される、委

任状の発行、代理楠の賦与、または契約の締結を行うこと；

（iii)管理委員会が財囲資金の投資として適当と考える貸付、証券、また

は不動産に投資、再投資すること；

（iv）符理委員会によって受け入れられる金銭または財産が財団の全般的

目的を達成するための、使途を指定されていない資金として保管さ

れるべきか、または、特定の目的を達成するための、使途を指定さ

れた資金または基金資金として保管されるべきかを決定し、支出ま

たは柧失を管理委貝会が正当かつ公正と考えるところに従って使途

の指定された、または指定されていない資金に負わせ割り当てるこ

と；

（ｖ）適当な代理人を週ぴこれを凧用すること－これには当法人の資金の

管理と投資について瀞理委員会が適切と考えかつ管轄の法が許容す

る権限を委任される投資マネージャーが含まれる。そして、それに

対して適正な手当および報酬を支払うこと；

（vi）財団のプログラム、プロジェクト、活動の予算、削当額を採択する

こと；

（vii)法人会員の理蛎会から経費を支給されない場合、符理委員会の費用

を含む、財団運営に必要とされる全経費を財団の資金から支出する

こと；

（b)被侶託者として設定されたとしても、法人に代わってその地位を評価、受諾、

拒否すること；州法または国法において、かつ、またその下に、法律上有効な

被伯託者としての権限を行使すること､その際イリノイ州信託および被伯託人

法および他の関係イリノイ州法の下に被信死人に与えられた､すべての権限が
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ロータリー財団細則３条

無条件に含まれる；法律上の権限を有するか､被信託者その他の法人その他に

代わって決定する場合､財産､資金または他の配当や法定利子の識渡またはそ

れらに関して拒否、許可、保留すること；

（c)共同出資金などの投資の提挽を創設、管理、運営あるいは参加すること；

（｡)財団のあらゆるプログラム、プロジェクトまたは活動を、管理すること。但

し、袴理委貝会と法人会口が、財団の特定のプログラム、プロジェクトまたは

活動を、管理委員会の代行者としての法人会貝によって、または、両者の協力

によって、管理すると合意した場合を除く；

（e)財団が資金を調達しているプログラム、プロジェクト、活動をすべて継続的基

地で評価すること。財団が授与する奨学金と補助金すぺてについて年１回法人

会員に報告すること；

（f)ロータリー財団を推進し､それに関する情報を配布すること。財団を支援した

個人、ロータリー・クラブ、その他に対して、適切な形で表彰すること；

(9)財団の新プログラム、プロジェクトまたは活動を開発･創始する一次的なiHi任

を負うこと；

（h)世界のいかなる国または地域においても、関係下部組織、他の慈善法人、財

団、信託または同菰の組織を設立または提携すること；

（i)法人会員理馴｢会の提出した、財団に111IするＲI定款細則の改正案と財団に関す

る決議案を、法人会員の規定審議会で密雛する前に、審議、承認すること。他

の関係者がこのような改正案と決識案を提出したならば､法人会員理躯会と管

理委貝会は、ＲI規定審鍍会の審鍍に先立って、このような改正について合同

で審議するものとする。

（j)管理委員会が必要または適切と考える財団符理の追加規定と規則を採択､改正

すること。但し、このような規定と規則は、ＲＩの定款細則または法人設立定

款および本細則に矛盾してはならないものとする。

第3.2項人数、任命、任期。管理委員の数は１３名とする。管理委凰は、法人会

員の理事会の同意を得て、法人会員の会長が任命するものとする。管理委員のう

ち４名は、法人会員の元会長とする。管理委員の任期は４年とする。管理委員は、

管理委員として任期満了後再任命されることができる。但し、本条本項および第

３．３項に掲げた、管理委員の資格条件を満たしていなければならない。死亡、辞

任、解任、資格欠如を除き、各管理委員は、自分が選ばれた任期中または後任の

人が週ばれ、適格となるまで在任するものとする。

第3.3項資格条件。管理委員は、ロータリー．クラブの名誉会員以外の会貝でな

ければならない。各管理委員は、豊嵐なロータリー経験を有し、特に財務と財団

の支援している活動分野において管理職および方針決定の経験あるロータリアン

でなければならない。軒理委貝は、世界各地から過ばれなければならない。

第3.4項辞任。管理委員は、符理委貝会の会合で口頭で辞任してもよいし、当法

人の1F務総長宛に辞表を提出してもよい。その辞任は、正式に受理されなくとも

意思表示したときに発効するものとする。
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第3.5項解任。本条第3.3項に掲げる資格を満たすことのできなかった管理委員
は、その時点で自己の地位を失うものとする。そして、その失格を発効させるた
めに、法人会員または残りの管理委貝の決雛をさらに必要としない。本項に従っ
て自己の地位を失った管理委員は、本条第3.6項により後任者と交代する。管理

委員会と法人会口の判断で、管理委瓜がその任務を十分遂行できないとされたと
き、その判断を下した時点で、その管理委員は、管理委員としての役職を失い、
本条第3.6項に規定されるように後任が任命されるものとする。然るべき十分な
理由がある場合、全締理委員と当該簡理委口（聴聞の機会を与えられるものとす

る）に通知後、法人会員理zlF会の４分の３の票によって、管理委員を罷免できる。
このような罷免は、ＲＩの次期国際大会における過半数の投蕊によって理事会決定
が承認された後、効力を発する。

第3.6項欠員。死亡、辞任、資格欠如、任務遂行不能、罷免により管理委貝に欠
員が生じた場合は、本条第3.2項に明記された手続により、法人会員が残存任期
を務める人を任命する。後任の管理委員は、すべての権限と自由裁吐を有し、前
任者に与えられている任務と同一の任務を負うものとする。

第3.7項委員長。管理委貝会は、毎年、管理委風の１人を次年度の委貝長に選ぶ。
委員長の死亡、辞任、任務遂行不能、罷免の場合は、管理委員会が戎存任期を務
める委員長を週ぶものとする。

第3.8項報酬。管理委員は無報酬でその任を務めるものとする。

第４条管理委員会の会合

第4.1項年次会合。財団櫛理委貝会の年次会合は、特理委員会の定める、イリノ
イ州内外の場所と時で開かれるものとする。管理委貝会と法人会員理事会は、必

要かつ望ましければ、相互に都合のよい時と場所で、合同会合を開いてもよい。

第4.2項他の会合。管理委員会の委貝長によって、または管理委員の過半数が残
りの管理委員に瞥面で通知することによって、随時、管理委員会の会合を招集す
るものとする。

第4.3項会合の通知。杏面によって放棄しない限り、管理委貝会のすべての定例
会合の時（期日と時刻）と場所の書面によるまたは印刷された通知岱は、会合の
日付の少なくとも３０日前までに、各管理委員の住居または通補の事業所に郵送さ

れるか、会合の日付の少なくとも２０日前までに、直接配達、地信、また趣話の方
法によって伝えられるものとする。臨時会合の通知は、会合の日付の少なくとも
１０日前までに郵送するか、会合の少なくとも６日前までに、直接配達、池信、電
話によって伝えられるものとする。会合に管理委員が出席することは、通知の放

棄に相当する。但し、会合が合法的に招梨、洲催されていないという理由で獅務
処理に反対するという明示した目的のために特に出席した堀｢合はこの限りでない。

第4.4項定足数と決騒方法。その時点において資格を燗え活動している管理委員
の過半数が、管理委員会のどの会合においても業務処理の定足数となる。管理委

員会の決鍍を必要とする躯項は、出席する管理委員の過半数の投票で決定するこ
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とができる。但し、規則や本細則にこれと異なる規定がある場合はこの限りでな

い。定足数に不足している場合、出席している管理委員の過半数で、さらに通知

することなく、定足数が出席するまで会合を延会することができる。延会の場合、
会合の通知を出すには及ばない。

第４５項非公式な決鍛。管理委員会の会合でどのような決議をすることもできる

が、決議は、その件について投票資格のある管理委員全興が、そのIIJ項が記戟さ

れている香面による同意書に署名したならば、会合がなくても決定することがで

きる。事務総長は、主題が既存の方針の範噸に属すときは郵便投票の書式を送る

権限を有するものとする。主題が既存の方針以外のものの場合、管理委員会の委

員長は、その件を郵便投票で処理するか、次の管理委員会の会合まで持ち越すか

決定する栖限を有するものとする。

第4.6項通話による会合。符理委員会は、会合に参加している全員が互いに意見

を交換できるような電話または他の通伯手段を使って、その会合で発言し、決定

することができる。このような会合への参加は、参加している人または人たちが

会合に直接出席しているものとみなされる。

第4.7項躯長。管理委貝会の委員長は、管理委員会のすぺての会合の織長を務め

る。委員長または副委員長が不在の場合は、符理委貝会は、管理委貝の中から卿

定委貝長を選ぶことになる。

第５条当法人の役員

第5.1項役職。当法人の役貝は、符理委員会の委員長（｢委員長｣)、MII委員長、那

務総長とする。

第5.2項週挙、任期、報酬。委員長とlHII委員長は、１年を任期として毎年管理委

員会によって選ばれるものとする。事務総長は、法人会風の理JIF会によって過ば

れ、法人会員の班務総長と同一人とする。死亡、辞任、任務遂行不能、資格欠如、

解任を除き、各役員は、自己の任期または後任の人が週ばれ、適格となるまで在

職する。委貝長と副委員長は無報酬とし、事務総長の報酬は法人会員が決めるも

のとする。

第5.3項辞任。役員は、委貝長宛の書面で辞任することができる。その辞任は、

正式に受理されなくとも意思表示したときに発効するものとする。

第5.4項解任。黍日長または剛委Ｈ１長は、管理委員会の会合で管理委員によって

理由の有無にかかわりなく解任できる。砺務総長は、法人会員の理事会によって

解任できる。

第5.5項欠圓。いずれかの役職に欠員があった場合、このような役員を遡出また

は任命する権限のある人が後任者を選出または任命し、この後任者が残存任期を

務めるものとする。

節5.6項委員長。委員長は、当法人の最高の役員であり、管理委員会に代わって

当法人のあらゆる運営と活勁を定期的に監督、指揮しなければならない。委員長

は、自己の梅限の一部を当法人の他の管理委瓜または役貝に委任することができ
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第8.4項保証書。管理委員会は、財団の活動に従事する人に対する保証書の必

要性と金額を決め、このような保証轡の費用について、財団の運営予算の中で

配慮しておかなければならない。

第8.5項会計年度。当法人の会計年度は、法人会員の会計年度と同一とする。

第8.6項予算。毎年、管理委員会は、次の会計年度の予算を採択するものとす

る。管理委員会は、その予算を必要に応じて、次の会計年度において改訂する

ことができる。

第8.7項法人会員による菓務に対する支払。財団は、管理委員会が法人会貝に

要綱したすぺての運営および他の業務に要した費用を法人会貝に支弁する.管

理委員会が財団の年ⅡⅡ予算を採択したとき、嚇務総長は、このような業務の費

用見積轡を提出する。管理委員会は、この見積番に従って、会計年度中、随時、

その費用を前払いする。余剰または不足のいずれにせよ、見荊と、業務遂行に

よって生じた実費とのあいだに差のあることが判明した場合、会計年度末にお

ける財団と法人会員の会計監査と検査の後に、適宜調整する。

第９条雑則

第9.1項補償。1986年イリノイ州一般的非営利財団法、または米国イリノイ州

の採択する継承法があれば、その法律、すなわち、同法の関係補俄規定により認

められた限度まで、財団は現および元管理委員と役員のすべてに補償するものと

する。さらに、財団は、管理委員会の承認を得て、上記の一般的非営利財団法の

下に認められた限度まで、財団の委員会委員または代理人にも補償できる。財団

は、財団管理委員会の随時定める限度まで、その役員と管理委員の補償をするた

めに保険にも加入するものとする。

第9.2項印章。当法人の印章は、管理委貝会が随時採択するような形をとるもの

とする。

第9.3項補助金授与の方針。次の人は、財団からいかなる奨学金も補助金も授与
される資格はない：

（a)ロータリアン､但し、管理委員会の認める全ボランティア奉仕についてはこの

限りでない；

（b)クラブと地区と他のロータリー関係の組織と国際ロータリーの繊口；

（c)前記(a)項と(b)頓の配偶者、直系卑瓜（血縁による子または孫、入筋してい

る養子)、尊風（血縁による両親または祖父母)。

第9.4項細則改正。本細則は、管理委員会が必要に応じて、タイムリーに改正で
きるように随時検討することができる。智理委員会によるこのような改正の承認

を得ると、法人会員理事会の承認を得るために同理事会に提出するものとする。
細則の改正は､法人会員理事会の承認を得吹第効力を発するものとする。しかし、

法人会員の定款または細則の規定と矛盾する細則は、ＲＩの規定審鍍会から承認さ

れるまで効力を発しないものとする。
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定款細則の番号の付け方
ＲＩ定款と標遡ロータリー・クラブ定款においては、規定の従凧関係を次のよう

に定める：

第４条

第２節

（a)(サプセクション）

（１）（サプサプセクション）

、６（パラグラフ）

（iv)（サプパラグラフ）

従凪する文節は、それぞれ文章全体を下げ、全体の位魁付けを分かりやすくし

た。

文章が直接パラグラフやサプパラグラフに分けられている場合もある。例えば、

RI定款１６条第３節第１パラグラフ、標準ロータリー・クラブ定款第５条第３節第
１パラグラフ(i)サプパラグラフというようになっている。

標準ロータリー・クラブ定款

条
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７

１
１
１
１
１
１
１
Ｉ
 

題目

名称………………………………………….……

区域限界…………….………….…………………．

綱領………………………….……………………

会合…………………….……….……….….……

会員身分………………….…………………….…．

職業分類……………………………………………

出席………….……………………………………

理螂および役員………………………………………

入会金および会費………………….…………………

会員身分の存続………………………………………

地域社会、国家および国際問題………………….………
ロータリーの雑誌……………………………………．

綱領の受諾と定款・細則の遵守………………….………
仲介．……………………..………………….……

細則……………………………………．…………

解釈の仕方…………………………………….……
改正………………………………….……………

頁
髄
閑
錨
“
髄
閖
的
、
打
犯
別
別
朽
而
布
布
布

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
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＊ 

ロータリー・クラブ定款
第1条名称

本会の名称は､．
ロータリー加盟会員）

ロータリー・クラブとする。（国際

第2条区域限界

本クラブの区域限界は、次の通りとする

第3条綱領

ロータリーの綱領は、有益なJIF業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成
し、特に吹の各項を鼓吹育成することにある：

第１奉仕の機会として知り合いを広めること；

第２事業および専門IIHf務の道徳的水迦を商めること；あらゆる有用な業務は尊

重されるべきであるという翻識を深めること；そしてロータリアン各自が、業務を

通じて社会に奉仕するために、その業務を品位あらしめること；

第３ロータリアンすぺてが、その個人生活、蠣業生活および社会生活に常に奉
仕の理想を適用すること；

第４奉仕の理想に結ばれた､事業と専門職務に挑わる人の世界的親交によって、
国際間の理解と親善と平和を推進すること。

第４条会合

第１節

・１本クラブは、毎週１回、細則に定められた日および時間に、定期の会
合をINIかなければならない。

、２但し、非常の蝿合または正当な理由ある場合は、本クラブ理事会は、

例会を、前回の例会の翌日から次の例会の前日までのあいだのいずれ

かの日または定例日の他の時I1ilまたは他の場所に変更することができ
る。

、３また、例会日が法定休日に当たる場合、または本クラブ会長が死亡し

￣ 

＊国際ロータリー細NIIは、ＲＩに加盟したロータリー・クラブが所定の撚畑ロータリー・クラ
ブ定款を採択することと規定している。
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た鳩合、または全地域社会にわたって流行病もしくは災害が発生した
鯛合、理事会は、例会を取りやめることができる。本クラブの理事会
は、本項に明記されていない理由であっても、その裁fitで、ｌロータ
リー年度に２回まで例会を取りやめることができる。但し、クラブが
３回以上続けて例会を開かないようなことがあってはならない。

第２節

本クラブの役員を選挙するための年次総会は、本クラブ細則の定めるところに従
い、毎年１２月３１日までに開催されなければならない。

第5条会員身分

第１節全般的資格条件

本クラブは、善良な成人であって、職業上良い世評を受けている者によって柵成
されるものとする。

第２節租類

本ロータリー・クラブの会貝の柧類は次の４緬類、すなわち、正会員、シニア・
アクチブ会貝、パストサーピス会只および名誉会員とする。
第

壽i鱗鱗篝i篭霊菫謹
ニルｂＫアヨHｆ

藷壼オモ|震辮墨鼈蓋

錦議議i鍔l露|譜駕篭
の反j1r;11日邪ＰＶで｣「０遡由l式－本人力１毛Ｃ

７】〒ロ

痔する正会員の承諾を得なIラ

ターI土木クラブの区域限珊
７】ローーぷ
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あり、退会した理由が、ローターアクト・クラブ会員の年齢の上限に達し
たか、そのクラブの区域限界外に移転したということでなければならな
上上
栗分類保持者の図

ﾘｰﾍﾟてのアディショナル正会員は、本クラブの正会員の１人と同じ職業う

じ職業分類をもつアディショナル正会員の１人が職業分類の保持者になる。

のアディショナル正会貝の地位は元のままとする。

第５節シニア・アクチブ会員
（a)一般的資格条件

＝回しｌ＿ての窪I藤hSJ従□

となるものとする：通算１５年以上会員であった看、あるいは現在60歳2
上で通範１０年以上会員であった者、現在６５歳以上で通算５年以上会員で

(b)元会員
７、＝

c)権利と特典一一シニア・アクチブ会員身分の制約

d)シニア・アクチブ会員の職粟分類を充填する箸

第６節バスト・サービス会員

＝図@

‐ス会資格条14

｡ 

バスト・サービス会員一引退ＬＬＬ 

型職から引退したが、その他の点では、適桜Ｑ地位にあったこ

となど、ＲＩ定款第５条第３節の下にロータリー・クラブ会員の

ることができる。
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クラブ定款５条、６条

サーヒス会

(b)入会金の免除

｡ 

第７節二亜会員

同時に、本クラブと別のクラブにおいて、正会員、シニア・アクチブ会員また

はﾊﾞｽﾄ･ｻｰﾋﾞｽ会員になることはできない｡さらに､いかなる人も本ｸﾗ
。

第８節名誉会員

）名替会ロの固格集Ｉ一》
貝は、他のクラブにおいては、いかなる撚利または特典も認められない

のとする。

第９節宗教、報道機関および外交官

第１０節公職に就いている人

ることができる 。

第１１節ＲＩの職員

本クラブは、ＲＩに服用されている会凰の会員身分を保持せしめることができ

る。

第６条職業分類

第１節職業分類

（a)本クラブの各正会員は､そのIlf業または専門職務に従って分類されるものとす

る。

（b)本クラブの各正会員の職業分類は本人の所腿する商社､会社または団体の主要
かつ一般世Ⅲlがそのように認めている11｢業活動を示すものか、または､本人の

主たるかつまた一般世iIlがそのように認めている邸業または尊'Ⅱl職務を示すも
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クラブ定款６条、７条

のでなければならない。

（c)修正。理､IF会は、もし鞭１Wがこれを必要とする場合は、その裁吐によって、在
鰯中の会員の職業分類を是正または修正することができる｡かかる是正または
修正の提案については当該会員に対して然るべき予告を与えなければならな
い｡そしてその会員には、これに対して聴聞の機会が与えられなければならな
い。

第２節制限

正会員は、各職業分類から1名ずつとする。但し、２名以上の正会員が認められ
ている３種の職業分類、すなわち、宗教、報道機関および外交官の職業分類並び
にアデイショナル正会員については、この限りでない。

第7条出席

第１節

本クラブの各会員はクラブ例会に出席しなければならない。会員が、本クラブの

例会に出席したものとみなされるには、例会に充当された時Ⅲ1の少なくとも６０

パーセントに出席するか、または、孜のような方法で欠席をメークアップしなけ

ればならない。

（３）本クラブの例会の定例の時の前１４日または後１４日以内に、

（ｉ）他のロータリー・クラブまたは仮クラブの例会に充当された時間
の少なくとも６０パーセントに出席すること、または、

（ii）本クラブの指示によって、ローターアクト、インターアクト・

クラブ、またはロータリー村落共同隊、仮ローターアクト、仮イ
ンターアクトクラプまたは仮ロータリー村落共同隊の例会に出
席すること、または、

（iii>ＲＩ国際大会、規定審鍍会、国際協鍍会、Ｍ元並びに現役貝のた
めのロータリー研究会、ＲI理事会を代行するＲI会長の承趨を得
て招集されたＲＩ元、現並びに次期役員のためのロータリー研究
会または（ＲＩ理EIF会の承認を得た）他の会合、ロータリー合同
ゾーン大会、ＲＩ委貝会会合、ロータリー地区大会、ロータリー
地区協議会、ＲＩ理事会の指示の下に開催された地区会合、地区
ガバナーの指示の下に開催された地区委員会､または正式に公表
されたロータリー・クラブの都市迎合会に出席すること。

（iv)他クラブの例会に出席の目的をもってそのクラブの例会定刻に定
例会場に赴いたとき、当繊クラブが、定例の時１１１１と場所に例会を
llHいていなかった協合。

（ｖ）会員が１４日以上にわたり海外で旅行している場合。会員が旅行
中他国で例会に出席するならば、本項で決められているメーク
アップ期ＩＨＩに拘束されない。このような出席は、会員の海外旅行
中本クラブに欠席した例会のメークアップとして有効とみなされ
る。

上型
と△

(b）例会のときに、
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クラブ定款７条

(ｉ）本節(a)項の(iii）に挙げた会合の一つに出席のため､適切な直行
日程による柾復の途次にある場合。

(ii）ＲＩの役員､委員、ロータリー財団管理委員がロータリーの用務に
挑わっている場合。

(、）地区ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中､ロータリーの
用務に携わっている場合。

(iv）ＲＩに)iii用されている者が、ロータリーの用務にljI；わっている場
合。

（ｖ）メークアップする機会が全く得られないような僻遠の地で、地
区、ＲＩまたはロータリー財団の提喝する奉仕事業にUB[接かつ現
実に従事している場合。

(vi）本クラブ理JIF会が正当に承認したロータリー用務に従１Fしてい
7Ｍｷﾞ11鐸

ｕｌｌ 
の信

第２節メークアップの通知

本条第１節(a)項の(ii)、(【】)項の(iii)、(b)項に記述されているような場合、会員
が自らクラブにその１１F実を報告すれば、それだけで出席とみなされるものとす
る｡(3)項の(i)および(iv）に記述されているような場合、会員が自らその旨鞭告
するか、または、iI1j間先のクラブ幹｡1Fが、汕知を送ることができる。
第３節免除
１ｋのような場合､出席規定の適用は免除されるものとする｡
（a）Li-L長jU1にわたる健康不良／傷害のため、または、ロータリー・

クラブのない国に２週１１１１以上滞在するため、例会出席が現実
に不可能であり、理mlP会が、その欠席を承認している場合。

ＬＬ上ロータリー･クラブのない国に滞在していて欠席することを予定
する場合、会貝は、旅行に出発する前に、あるいは、出発前が不
可能なら、その国から岱面で､本クラブ幹事にその旨瓢告するも
のとする。このような欠席を承認する前に、理1F会は、この旅行
のため会、が本条第１節(a)項に従って欠席をメークアップでき

Ｕ 

(b） 
H席規定の適弗

3台．

会員の欠席は､その出席を免＃

、出席記録に現

出願率の算出に使う会山数に宵冒
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クラブ定款８条

第8条理事および役員

第１節

本クラブの糠理主体は､本クラブの細'111の定めるところによって榊成される理ﾕＩＦ
会とする。

第２節

別段の規定によってここに特に定められた場合を除き、クラブのあらゆる事項に
１１１Ｉする理事会の決定はjlA終であって、クラブに対して提illiiする以外にはこれを覆
す余地はない。理ｕＦ会は全役員および全委員会に対して総括的支配力をもつもの
とし、正当な理由ある場合は、そのいずれをも罷免することができる。理事会は
あらゆる役員の決定およびあらゆる委貝会の決定に対する提訴の裁定者となるも
のとする。理JIF会のいかなる決定についても、クラブに対して提訴することがで
きる。このような提訴の場合、提訴の対象となった決定は、理平会が指定した例
会において、定足数の出席を得て、その出席会貝の３分の２の投票によってのみ
掴すことができるものとする。そして、当該例会の少なくとも５日前に、当該挫
折の予告が、絆１Fにより、本クラブの全会員に対して与えられていなければなら
ない。

第３節

本クラブの役瓜は、会奨、会長エレクト、１名または数名のMII会長、幹]ＩＦ、会計、
および会場監'1W【とする。このうち、会長、会是エレクトおよび副会長は、全員理
ＪＩＦ会のメンバーとする。また、幹珈、会計および会場監督は、本クラブ細則の定
めるところに従って、その全員または－部が理１F会のメンバーであっても、また
はそうでなくても差し支えない。

第４節

．l各役員は本クラブ細則の定めるところに従って逸莱されるものとする。
別段に規定されている会長を除き、各役員は逝挙された直後の７月１
日に就任し､迦挙された任期中または後任者が趣挙されかつ適格とな
るまで在任するものとする。

、２会焚は、本クラブ細則の定めるところに従って、会長に就任する日の
直前18カ月以上２年以内の期間内に、過拳するものとする。会長に選
ばれた者は､会長に就任する年度直前の年度にXl1Z1F会のメンバーとな
り会長エレクトを務めるものとする。会長は、迦莱により会焚を務め
ることになったロータリー年度の７月１日に就任し、会長として選挙
された年度中、または後任者が選挙されて就任するまで、その職務に
当たるものとする。

、３各役員および各理事は､いずれも､本クラブの暇疵なき正会、(アデイ
ショナル正会瓜を含む)、シニア・アクチブ会貝、またはパスト・サー

ビス会員のいずれかでなければならない。クラブ会長の任務と責務を
より深く理解するために､会長エレクトは､ガバナー･エレクトから
特に免除されない限り、会促エレクト研修セミナーと地区協鍍会に必
ずⅡ｣席しなければならない。免除された場合は、所風クラブによって
指名された代理を必ず派適しなければならない。この代理人は会長エ
レクト本人に対し結果報告しなければならない。
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クラブ定款９条、１０条

第9条入会金および会費

本クラブの正会貝、シーア・アクチブ会貝、およびパストサーピス会員は、すべ
て入会金および年会費として､本クラブ細則の定める金額を納入しなければならな

い。但し、本クラブの正会員からシニア・アクチブ会員またはバスト・サービス会
貝になる者は、２度目の入会金の納入を要しないものとする。

第10条会員身分の存続

第１節期間

会員身分は、次に定めるところによって終結しない限り、本クラブの存する間存
続するものとする。

第２節終結する喝合

（a)会員が､会員身分の維持に必要な条件に欠けるようになったとき､会且身分は
自動的に終結するものとする。但し、

（ｉ）本人に落度がないのに他の41F１Wにより職業分類を失ってしまう正
会員は、本クラブの理ｴIF会の決定によって、パスト・サービス会
員に選ばれることができる；または

（ii）理事会の承鰡を得て正会員が本クラブの区域限界外に移枢する場
合､その移転して行く先の市町村にあるロータリー・クラブを妨

問して知り合いになってもらうために１カ年を超えない期間を
限って、出席義務規定の特別免除を与えてもらうことができる。
但し、この場合、同人は引き続き同じ職業分類の職業に現実に従

嚇しており、かつ､引き続き出席その他すべてのロータリー会且
たる条件を満たしていることが前提である；または

（iii）クラブの区域限界外へ移転する正会員は理事会の承腿を得て会ロ
身分を保持できる。但し、その会口は、同一職業分類の耶業また
は専門職務において依然として活助しており、ロータリー会員身
分に伴う出席その他のすべての条件に引き続き従わなければなら
ない。

（iv）自己の資に帰すべからざるﾘﾄﾞ由によって､その職業分類を失うこ
ととなった正会風は､その職業分類を引き続き保持することがで

き､そしてその噸業分類または新しい職業分類の職業に改めてつ

くために必要な期間として、１カ年を限り出席義務規定の特別免

除が与えられるものとする。但し、出席その他すべてのロータ
リー会員としての資格条件を引き続き澱たしていなければならな

い｡その会員身分終結は許された免除期間終了後初めて発効する
ものとする。

（b)バスト・サービス会員が再び現実にEII:業または専門職務活動に復帰した場合、
職業分類に空席があれば、自動的に正会貝になるものとする。空席がなけれ
ば、パストサーピス会員身分のままとする。

（c)名誉会員の会員身分は、本人が選挙された日の直後の６月３０日をもって自動

的に終結する。しかしながら、理邪会はその裁肚により、決掻をもって、毎年
このような名誉会員身分を次年度に継統することができる。
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クラブ定款ｌｏ条

第３節再入会

正会員の会員身分が前掲第２節の規定によって終結した場合、同人は、同じ職業

分類または別の職業分類の下に、新たに入会申込をすることができる。もし同人

が会員に選ばれた場合、２度目の入会金を納めることを要しない。

第４節終結一会費不払

、１所定の期限後３０日以内に会費を納入しない会員に対しては、その分

かっている股新の宛先に、幹事が、書面をもって他告しなければなら

ない。lid告の日付後1ｏ日以内に会費が納入されなければ、当該会員の
会且身分は自､h的に終結する。

、２このような元会員は､その嘆願がありかつクラブに対する同人のすべ

ての負悩が完済されれば、理事会の裁1kをもって、会員身分に復帰さ

せることができる。但し、同人の以前の職業分類が既に充填されてい
る場合は、いかなる元会日も正会員に復帰させることはできない。

第５節終結一欠席

（a)本クラブの名替会員を除く会員は：

（１）ロータリー年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会出

席率が少なくとも６０パーセントに連していなければならない。
（２）ロータリー年度の各半期間に1111かれた所瓜クラブの例会総数のうち少な

くともその30パーセントに出席しなければならない。

会貝が前記の規定通り出席できない場合､その会員身分は､理事会が正当かつ

十分な理由があると認めない限り、自励的に終結するものとする。会凸が現

とする。

（b)本クラブの名誉会員を除く他の会風の会風身分は､理１F会が正当かつ十分な理

由があると認めない限り、連続4回例会に出席せず、またメークアップもして

いない場合、自動的に終結するものとする。

第６節他の原因による終結

（a)いずれの会員も、会員としての資格条件に欠けるようになった場合は､特にそ

の目的のために招集された理１１F会の会合において、理事会全員の３分の２を下
らない賛成投票によって、その会口身分を終結せしめることができる。

（b)会員は資格条件を備えていても、理１１F会が十分と認める理由があれば､特にそ

の目的のために招集された理堺会の会合において、理珈会全員の3分の２を下

らない賛成投票によって、その会貝身分を終結せしめることができる。

（c)前項（a）または(b)のいずれの場合も、当該会員は、かかる懸案案件につい

て、少なくとも10日Ⅲ1の予告を書面によって与えられて、理事会に対して書
面による答弁を提出する機会を与えられなければならない。また､理辮会に出

頭して、自分の立場を釈明する楢利をもつものとする。かかる予告の通達は、

対人配達便または書留郵便によって､分かっている最新の宛先に送付されなけ

ればならない。

（｡)会員身分を終結させる決定が行われた場合、幹蛎は、理事会決定後７ｐ以内

に、その理蛎会の決定を、番而をもって、当該会員に通告しなければならな

い。当該会員はかかる通告の日付後１４日以内に、幹事に対する愁面をもって、
本クラブに提訴するか、もしくは本定款第14条に定める仲介に訴えるか、い

ずれかの意思のあることを通告することができる。提脈する場合は､提瞬を通
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クラブ定款１０条、１１条

告する瞥面を受理してから21日以内に行われるぺき本クラブの例会において、
当該提碑の聴聞を行うために、理ﾘﾄﾞ会はその日取りを決定しなければならな
い。このようなクラブ例会およびその例会で行う特別案件について､少なくと
も５日１１１１の予告が、瞥耐をもって、本クラブの全会貝宛に与えられなければな

らない｡そしてこのような提訴が審鍍される例会には､本クラブ会員のみが出
席を許される。

（e)本節の規定によって理双IF会が正会風の会且身分を終結せしめた場合､もし提訴
があれば､これに対する聴聞の期限が切れて本クラブの決定または仲介人の決
定が発表されるまでは､本クラブは､当該会員のもっていた職業分類の下に新
しい会貝を遡挙してはならない。

（f)もしクラブに対する提訴も行われず､仲介も要求されなかった場合は､理事会
の決定は最終決定となる。もし提訴が行われた場合は､本クラブの決定が最終
決定となる。

第７節退会

いかなる会員も、本クラブからの退会申出は苫面をもって行い（会長または幹耶
宛)、理斗[会によって受理されなければならない。但し、当該会員の本クラブに対
するすぺての負憤が完済されていることを前提とする。

第８節資産関与櫓一その放棄

いかなる理由によるにせよ、本クラブの会此身分を終結した者は、すべて、本ク
ラブに風するいかなる資金その他の財産に対しても、あらゆる関与椎を喪失する
ものとする。

第11条地域社会、国家および国際問題

第１節

地域社会､国家および世界の一般福祉は､本クラブの会瓜にとって関心邪である。
そしてこのような福祉にかかわる公共問題の功罪は、会員各自が自己の意見をま
とめるうえの啓蒙手段として、クラブ会合における公正かつ理知的研究および討
議の対象として適切な課Ruというべきである。しかしながら、本クラブは、いか
なる係争中の公共問題についても意見を表明してはならない。

第２節

本クラブは、公職に対するいかなる候補者も支持または推鯛してはならない。ま
た本クラブはいかなるクラブ会合においても、かかる候補者の長所または短所を
討鍍してはならない。

第３節

（a)本クラブは､政治的性質をもった世界問題または国際政策に関して､討議ない
し見解を､採択したり配付したりしてはならない。またこれに関して岡体行動
を起こしてはならない。

（b)本クラブは、政治的性質をもった特定の国際問題の解決のために、クラブ、国
民、政府に対して嘆願してはならない。またﾎﾞ!『状、演説、提案を配付してはな
らない。

第４節ロータリーの発祥を妃念して

、１本クラブは､ロータリーの創立記念日に始まる特別祝賀週間の期間中、
ロータリーの奉仕活動を強鯛しようとするものである。この週間は、
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クラブ定款１１条、１２条、１３条、１４条、１５条

毎年、２月２３１１に始まる１週1111で、uuiLEl1解と平和過|Ⅲと呼称する。
､２この特別週1111は、これまでの業績を振り返る機会となる一方、地域内
と世界中で、平和、理解、親善のためのプログラムに１K点を置く般適
の機会となる。

第12条ロータリーの雑麓

第１節

本クラブがＲＩ理事会によって、ＲＩ細MIIと合致する本条規定の適川を免除されて
いない場合、本クラブの正会員、シニア・アクチブ会口またはバスト．サービス
会貝となることを受諾することにより、その会員は、会且身分を保持する限りＲＩ
の機関雑総またはRI型rlF会から本クラブに対して指定されている地域的なロータ
リー雑誌を有料で鱗説しなければならない。鱗魏のjUⅡ川は、６ｶﾉｻを１期として
取り扱い､本クラブの会１１となっている限り継続し、1期の中途で会11でなくなっ
た場合にはその期の末ロをもって終わるものとする。
第２節

耽読料は、半年ごとに、クラブが、そのIiiI払金を各会１１から徴収し、ＲＩの１F務}jij
またはRmqH1F会の指定によって購読することとなった地域的出版物の発行所に送
金しなければならない。

第13条綱領の受諾と定飲・細則の遵守

会員は、入会金と会費を支払うことによって、綱領の'１１に示されたロータリーの1N（
則を受諾し、本クラブの定款・細則に従い、その規定を遵守し、これに拘束される
ことを受諾するものとする。そしてこれらの条件の下においてのみ、会貝は、木ク
ラブの特典を受けることができる。いかなる会員も、定紋・細則の印刷物を受け取
らなかったことを理由として、定款・細則の遵守を免れることはできない。

第１４条仲介

会員身分のIlllRHその他定款・細則の違反に１１０述して、もしくは会只のクラブからの
除名に関辿して、もしくはその他何.ＩＦによらず、これらの場合のために規定されて
いる手続によっては満足に解決できない意見の食い迎いが､会貝または元会貝と本
クラブまたは本クラブの役、または理]'１F会とのあいだに起こった場合は､その問題
は、仲介によって解決されるものとする。両当事者はそれぞれ１翁の仲介人を指定
し、両仲介人は１名の裁定人を指定しなければならない。蛾定人または仲介人には
ロータリー・クラブの会貝のみが指定されることができる。仲介人によって到達さ
れた決定もしくは両仲介人が一致点に遠し得なかった場合の裁定人による決定が、
股終であって、当事者すぺてを拘束するものとする。

第15条細則

本クラブは、Ｒｌの定款・細則（および地域管理が認められている場合には地域撤
理の手続規則）および本定款と矛盾しない細則を採用しなければならない。細則
は、本クラブの符理のために、さらに追加規定を設けるものとする。liil細則は、細
則中に定められているところに従って時々改正することができる。
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クラブ定款１６条、１７条

第16条解釈の仕方

本クラブ定款の全部を通じて男性代名詞（he，his，him)または女性代名詞が使わ
れていたとしても、それは男女を含むものとする。

第17条改正

第１節時

本条第４節に規定されている場合を除き、本定款は、規定審議会によってのみ改
正できる。その方式については、ＲI細則の改正について同細則で定めているもの
と同じとする。

第２節提案者

本定款の改正は、本条第４節に定める場合を除き、クラブ、地区大会、グレート・
プリテンおよびアイルランド内R1審鍍会もしくは大会、規定審鍍会またはRI理
邪会のみが提案することができる。
第３節手続

、１本定款を改正しようとする提案は､すべて規定審議会の開かれるロ_
タリー までに、ＲI事務総長のもとに提出さ
れなければならない。

､２ｍの邪務総長は、適法に提案されたすぺての改正案の写しを、規定
辮継会が開かれる ロータリー年度の１２月３１日 までに各地区ガバナー

郵送しなければならない。 正案は、ロータリー・ワールドワイド

エプのホームページからも入手できるようにしなければならない

Ｅ送付するものとす

、３審議会は､適法に瀞醗会に提案された改正案､並びに適法に審議会に
提出されたその修正案をひとつひとつ審議して、これに対する採否の
決定を行わなければならない。

第４節

本定款の第１条（名称）および第２条（区域限界）は、定足数を満たした数の会
貝が出席した本クラブの例会においていつでも、投票する出席会員の過半数の賛
成投票によって、改正することができる。但し、当該改正案の通告が、これを識
する例会の少なくとも１０日前に、各会貝に郵送されなければならない。そしてさ
らに、かかる改正は、ＲI理事会に提出してその承認を求めなければならない。そ
の承認があって初めてその改正は効力を発するものとする。アデイショナル・ク
ラブ結成のための区域の割譲もしくは共有を拒否した決定を､ＲI理事会の指示に
より、再審識する場合、ＲI細則第2.020.4項に規定するように、３分の２の投票
が前回の否決決議を支持するために必要である。

O12A-JA-(698） 
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クラブ細則１条、２条、３条

ロータリー・クラブ細則

第１条理事および役員の選挙

第１節

役員を選挙すべき会合の１カ月前の例会において、その鍍長たる役口は会貝に対

して、会長（次吹年度)、副会長、幹事、会計および＿名の理事を指名するこ
どを求めなければならない。その指名は、クラブの決定するところに従って指名
委員会または出席全会員のいずれか一方または双方によって行うことができる。
もし指名委員会を設けるように決定されたならば、かかる委員会はクラブの定め
るところに従って設陞されなければならない。適法に行われた指名は各役職ごと

にアルファベット順に投票用紙に記戦されて年次総会において投票に付せられる

ものとする。投票の過半数を独得した会長、副会長、幹事および会叶がそれぞれ

該当する役職に当週したものと宣昔されるものとする。投票の過半数を得た－
名の理事候補が理､ＩＦに当週したものと宣言されるものとする。liil記の投票に
よって選挙された会促は、その週挙のあと、７月１日に始まる年度に、会長エレ

クトとして理JIF会のメンバーを務め、会焚エレクトとして理耶会のメンバーを務
めた年度直後の７月１日に、会長に就任するものとする。

第２節

選挙された役員および理邪に直前会長を加えて理IIF会を榊成するものとする。選
挙によって決定した次年度理事会は、１週１１１１以内に会合してクラブ会員の中から
会場監督を務める者を選任しなければならない。

節３節

理事会またはその他の役職に生じた欠員は残りの理事の決定によって補填すぺき
ものとする。

第４節

役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は残りの被選理事の決定に

よって補填すべきものとする。

第２条理事会

本クラブの管理主体は本クラブの会貝名より成る理事会とする｡すなわち本
細則第１条第１節に基づいて迦挙された名の理葛I】;、会長、副会長、会長エレ
クト、幹JIF、会叶および直前会長である。

第３条役員の任務

第１節会長

本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付

注：本細則は単に推奨されるにすぎない。従ってロータリー・クラブは、クラブ定紋または国

際ロータリーの定紋､細則と矛病しない限り、クラブ自身のﾕ川脚に応じて変更することができ

る。もし腿ilIlあるM1合は、その変史案をH1事務総長に提出してRI理耶会の審醗を乞わなけれ

ばならない。
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クラブ細則３条、４条

随する任務を行うことをもって会長の任務とする。

第２節会長エレクト

会長エレクトは理事会のメンバーとしての任務およびその他会長または理事会に
よって定められる任務を行うものとする。

第３節副会長

会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において鍍長を務め、その
他通常その職に付随する任務を行うことをもってIH1I1会長の任務とする。

第４節幹事

幹事の任務は、会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、
理事会および委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の識平録をつくって

これを保管し、毎年１月１日および７月１日現在をもってＲI事務総長に対して行
わなければならない半期会員報告、半期報告を提出した７月１日または１月１日

よりも後にクラブ会風に避ばれた正会風、シニア・アクチブ会口、バスト・サー
ビス会貝について10月１日と４月１日に事務総長に提出する四半期会貝報告、ＲＩ
エＩＦ務総艮に対して行うぺき会且資格変更報告、毎月の最終例会の直後地区ガバ
ナーに対して行わなければならないクラブ例会の月次出席報告を含む、諸租の義

務報告をRIに対して行い、ロータリアン誌の蛾読料を徴収してこれをＲＩに送金
し、その他通常その職に付随する任務を行うにある。

第５節会計

会計の任務は、すぺての資金をINF理保管し、毎年１回およびその他理]ＩＦ会の要求
あるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うにある。そ
の職を去るに当たっては会計はその保管するすべての資金、計算帳簿、その他あ

らゆるクラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。

第６節会鍋監督

会場監仔の任務は通常その職に付随する任務、およびその他会長または理事会に
よって定められる任務とする。

第４条会合

第１節年次総会

本クラブの年次総会は毎年

に開催されるものとする。そしてこの年次総会において吹年度の役

貝および理事の選挙を行わなければならない。

(注：標汕ロータリー・クラブ定款節４条第２節は、``本クラブの役貝を迦難するための年次総

会は、本クラブ細則の定めるところに従い、毎年12月３１日もしくはそれ以前にＩ)IIIliされなけ

ればならない”と規定している）

第２節

本クラブの毎週の例会は＿DHI日一時に開1Miするものとする。例会に11Uす
るあらゆる変史または例会の取梢はすぺてクラブの会員全部に然るべく通告され
なければならない｡本クラブの暇疵なき会員はすぺて､名愁会員(または標蝋ロー
タリー・クラブ定欽第７条第３節の規定に基づき、本クラブ理躯会によって出席
を免除された会員）を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、その
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クラブ細則４条、５条、６条、７条

出席は、本クラブまたは他のロータリー・クラブにおいて、その例会に充当され
た時間の少なくとも６０パーセント出席していたことが実証されなければならな
い。

第３節

、会員総数の３分の１をもって本

第４節

定例理砺会は毎月

にIllImされるものとする。臨時理事会は会長がその必
要ありと認めたとき、または理事会のメンバー２名の要求あるとき、会長によっ
て招典されるものとする｡但しその場合然るべき予告が行われなければならない。
第５節

理事会のメンバーの過半数をもって理事会の定足数とする。

第５条入会金および会費

第１節

入会金はとし、入会承認に先んじ納入すべきものとする。
第２節

会費は年額とし、各半年ごとの各支払額のうち米貨６ドルは各会
員のロータリアン誌のMi魏料に充当するという諒解の下に、毎年２回７月１日お
よび１月１日に納入すべきものとする。
￣ 

(注：ロー･タリアン誌の鱗魏料は年額米貨１２ドルとする）

第６条採決の方法

本クラブの議事は、役員および理耶を投票によって選挙する場合を除き、
る採決をもって処理されるものとする。

口頭によ

第７条霊員会

第１節

（a)会長は理事会の承認の下に次の常任委員会を設置しなければならない。
クラブ奉仕委員会
鰄業奉仕委員会
社会奉仕委興会
国際奉仕委員会

（b)会艮はまた、理IIP会の承趨の下に、クラブ奉仕、繊業奉仕、社会奉仕および国
際奉仕について､必要と考える特定分野を担当する委貝会を設庇するものとす
る。

（c)クラブ奉仕委貝会、職業奉仕委口会、社会奉仕委員会および国際奉仕委貝会
は､それぞれ会長が理珈の中から任命する委員長および少なくとも2名以上の
他の委員から成るものとする。

（｡)会長は､職椛上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員
会に付随するあらゆる特典をもつものとする。

（e)各委員会は本細則によって付託された職務およびさらにこれに加えて会長また
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クラブ細則７条

は理ﾕIF会が付託する邪項を処理すべきものとする｡理小会によって特別の権限
を与えられた場合を除き、これらの委員会は､理事会に報告してその承認を得
るまでは行動してはならない。

(f)会長は､その必要ありと認めた場合､青少年活動の諸特定分野を担当する委員
会を一つまたは二つ以上設inすることができる。これらの委員会は､それぞれ
の責務によって、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会のいずれ
か、あるいは、すべての所管するところとなる。可能かつ実際的である限り、
１名または数名の委風を再任するかまたは１名または数名の委員を２カ年の任
期をもって任命することにより委員会に継続性をもたせる規定を設けるものと
する。

第２節クラブ牽仕委員会
（a)クラブ奉仕委員会委貝長は、クラブ奉仕の諸活動全部に対して責任をもち､か
つクラブ奉仕の各特定分野について設世されたあらゆる委員会の仕聯を監督、
調整する任務をもつものとする。

（b)クラブ奉仕委員会は､クラブ奉仕委員会委員長とクラブ奉仕の特定の分野を担
当するすぺての委貝会の委貝長によって梢成されるものとする。

（c)会長は理１１F会の承認の下にクラブ奉仕の中の特定分野を担当する次の各委員会
を設陞するものとする：
出席委貝会

クラブ会報委員会
親睦活動委員会

雑誌委員会
会員過考委員会

会員咽強委員会
プログラム委員会

広報委貝会

次の委貝会に毎年１名ずつの委員を任命するものとする。
職業分類委員会
ロータリー１W報委員会

（｡)会長は、会長エレクトまたは副会長に命じ、職業分類、会員選考、会員増強、
ロータリー情報委貝会の仕事を監督、調盤させるものとする。

（e)クラブ諸委員会の波Ⅱについて、可能かつ実際的である限り、１名または数名
の委員を再任するかまたは1名または数名の委員を2カ年の任期をもって任命
することにより委員会に継続性をもたせる規定を設けるべきものとする。

（f)職業分顛委員会およびロータリー梢報委貝会は､各々３名の委員をもって榊成
されるものとし、それぞれ毎年1名の委員を３年の任期をもって任命するもの
とする｡本規定に選づく最初の任命は次のごとく行うものとする：１名は1年、
１名は２年、１名は３年の任期をもって、それぞれ任命する。

(9)雑誌委貝会は､可能である限りクラブ会報緬梨および地元新聞または広告関係
の会員を委員の中に含めなければならない。

第３節社会蕊仕委員会
（a)社会奉仕委員会委貝長は、社会奉仕の諸活動の全部に対して責任をもち、か
つ社会奉仕の各特定分野について設極されたあらゆる委員会の仕事を監督、
調整する任務をもつものとする。

（b)社会奉仕委員会は、社会奉仕委員会の委只長と社会奉仕の特定分野を担当す
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るすべての委員会の委員長によって榊成されるものとする。
(c)会長は、理那会の承認を受け、社会奉仕の特定分野について次の委員会を設
世するものとする：

人llIl尊政委員会

地域発展委員会

環境保全委員会

協同奉仕委員会

第８条婁貝会の任務

第１節クラブ翠仕萎員会

この委員会は、本クラブの会員が、クラブ奉仕に関する事柄においてその諸賢務
を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施する
ものとする。クラブ奉仕委風会委貝長は委員会の定例会合に責任をもち、クラブ
奉仕の全活勤について理事会に報告するものとする。
（a)出席委員会。この委員会は､すべてのクラブ会員があらゆるロータリーの会合
に出席すること－これには、地区大会､都市連合会、地域大会および国際大会
への出席も含まれる－を奨励する方法を考案するものとする｡この委員会は特
に本クラブの例会への出席と､本クラブの例会に出席できない場合の他クラブ
例会への出席とを奨励し､全会員に出席規定を周知せしめ､出席を良くするた
めのよりよき奨励策を識じ､そして出席不良の原因となる諸事燗を砿かめてこ
れを除去することに努めるものとする。

（b)職菜分類委員会。この委員会は、毎年できるだけ早く、遅くとも８月３１日以
前にその地域社会の職業分類狐査を行わなければならない｡その調査から､職
業分類の原則を適用し、充填未充填職業分類表を作成しなければならない｡必
要な場合は本クラブの現会員のもっている職業分類を再検討しなければならな
い｡そして、あらゆる職業分類の問題について理珈会と協議しなければならな
い。

（c)クラブ会報委員会。この委員会は、クラブ週報の刊行によって、関心を促して
出席の向上を図り、近づく例会のプログラムを発我し、前回の例会の麺要耶項
を報告し、親睦を増進し、全会員のロータリー教育に寄与し、クラブ、会貝、
および世界各地のロータリー･プログラムに関するニュースを伝えるべく努め
なければならない。

（｡)親睦活動委員会。この委貝会は､会員IlIlの知り合いと友誼を墹進し、用意され
たロータリーのレクリエーションおよび社交的賭活動への参加を会員に奨励
し､本クラブの一般目的の遂行上会長または理事会が裸する任務を果たすもの
とする。

（e)雑麓委員会。この委員会は、ロータリアン誌に対する読者の関心を喚起し；雑
誌月間を主怖し､クラブの例会プログラムにおいて毎月雑誌の簡単な紹介を手
配し;新会員の教化に雑誌を利用することを奨励し；ロータリアンでない灘演
者に雑詰を１１W呈し；図書館、病院、学校、その他の図書閲覧室のために国際奉
仕並びにその他の特別脳胱を取り計らい;ニュース資料と写真を雑誌編集者に

送り;その他あらゆる方法によって雑捻を本クラブ会員およびロータリアン以
外の人々に役立てるものとする。

（f)会員遡考委員会。この委貝会は､会員に推r:Ｉされたすぺての者を個人的の面か
ら検討して､その人格､職業上および社会的地位並びに一般的な適格性を徹底
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的に調査しなければならない｡そしてすぺての申し込みに対する委貝会の決定
を理事会に報告しなければならない。

(9)会員増強委員会。この委員会は､絶えず本クラブの充奴未充填職業分類表を検
討し､未充填の職業分類を充域するために適当な人物の氏名を理部会に推薦す
るよう菰極的に努めなければならない。

（h)プログラム委員会。この委員会は､本クラブの例会および臨時の会合のための
プログラムを準備し、手配しなければならない。

（i)広報委員会。この委貝会は、（１）広く一般１１ⅡⅢに、ロータリー、その歴史、綱
領および規模に関する悩報を提供し、そして（２）本クラブのために適切な宣
伝を行う方簸を考案しこれを実施するものとする。

(j)ロータリー楕報委員会。この委凰会は､会且候補者にロータリー・クラブ会員
の特典と資務に関する梢報を提供し､会員に亟旦』史量_ﾋﾆｭとＱロータリーの歴
史；綱領､活動に関する情報を提供し､」会してから焔初の1年ｉＩｌｌ新会員の

第２節職菜奉仕委員会
この委員会は、本クラブの会員が、その職業関係における緒責務を遂行し、各会
員それぞれの職業における悩行の一般水準を引き上げるうえに役立つ指導と援助

霧勇雛鵜議鍛瀞懸R繍鯛i霞!\i鰯ｔ
るあらゆる委員会の仕耶を監督しこれを調整するものとする。

第３節社会率仕委員会

この委員会は、本クラブの会員がその地域社会に対する諸資務を遂行するうえに
役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。この
委員会の委風長は、本クラブの社会奉仕活動に寅任をもち、社会奉仕の諸特定分
野について設腿される次の委員会の仕事を監将しこれを鯛盤するものとする：
（３）人間尊愈委員会。この委員会は､援助を必要とする人々に力を貸し、支援する
ことによって､すべての人が生涯にわたり幸福に馨らせるように心を配るもの
とする。

（b)地域発展委員会。この委員会は、地域とその諸施設の現状を改善することに
よって住みやすい鰯所を築くよう心を配るものとする。

（c)環境保全委員会。この委員会は、地域の環境の質を調査、改善するよう心を配
るものとする。

（｡)協同奉仕委員会。この委員会は､地域内のロータリー提唱の団体との関係を強
化し、その奉仕活動に協力することに心を配るものとする。

第４節国際翠仕委員会

この委員会は、本クラブの会員が、国際奉仕に関する期｢柄においてその諸責務を
遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するも
のとする。この委員会の委員長は、本クラブの国際奉仕活動に責任をもち、国際
奉仕の諸特定分野について設世されるあらゆる委員会の仕珈を監督しこれを訓盤
するものとする。

第９条出席麓務規定の免除

理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を具して申誼することによっ

て、会員は出席雑務規定の免除が与えられ、一定期間を限り本クラブの例会出席を

1998年手続要覧284 



クラブ細則９条、１０条、１１条

免除される。

(注：このような出席鍵務規定の免除は会11身分の曳失を防ぐためのものである。しかし本ク
ラブに対してその会瓜を出席向嫌にみなすためのものではない｡その会員が他のクラブの例会
に出席しない限り、出席を免除された会瓜は欠席と妃録されなければならない｡但し概畑ロー
タリー・クラブ定紋鋪7条第３節の規定に無づいて蝿められた欠席は本クラブの出席妃蝉に算
入されない）

第１０条財務

第１節

会計は本クラブの資金をすぺて理事会によって指定される銀行に預金しなければ
ならない。

第２節

すぺての勘定番は役員２名の署名する伝票に基づき、会計の署名する小切手を
もってのみ支払われるものとする。本クラブのすべての会計事務については毎年
１回公偲会計士または他の有資格者によって全面的な監査が行われなければなら
ない。

第３節

資金を預りあるいはこれを取り扱う役員は、本クラブの資金の安全保管のために
理事会が要求する保証を提供しなければならない。保証の費用は本クラブが負担
するものとする。

第４節

本クラブの会計年度は７月１日より６月３０日に至る期Ⅲ1とし、会iIIi徴収の目的の
ために、これを７月１日より１２月３１日に至る期間および１月１日より６月３０日
に至る期間の二半期に分けるものとする。ＲＩに対する人頭分担金と雑誌脳髄料の
支払は、毎年７月１日および１月１日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づ
いて行われるものとする。

(注:半期の途中に入会した会口の雑誌IllliBZ料はRI事務ﾉiiiからの仕切り状に蕊づいて支払われ
るものとする）

第５節

各会計年度の初めに理事会はその年度の収支の予算を作成し、または作成せしめ
なければならない。その予算は、理JIF会によって承認された後、各費目ごとに支
出の限度となるものとする。但し、理１１F会の職決によって別段の指示がなされた
場合はこの限りでない。

第１１条会員選挙の方法（すべての会員身分について）
第１節

本クラブの正会貝、シニア・アクチブ会員もしくはバスト・サービス会員によっ
て推繭された会且候補者の氏名は、谷面をもって、本クラブ幹事を通じ、理ﾘF会
に提出されるものとする。この推H;lは、本条に別な定めのある場合を除き、Ｍ｢前
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に洞らしてはならない。

第２節

理耶会は､その被推禰者がクラブ定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満た
していることを確認するものとする。

第３節

理IIF会は、推螂状の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、これを
クラブ幹11Fを通じて、椎IMI者に通知しなければならない。

第４節

理｡l1F会の決定が肯定的であった場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目的およ

び会員（推噸iされた会員身分の柧類を含む）の特典と義務について税明しなけれ

ばならない。この説明の後、被推繍者に対し、会員申込用紙に署名を求め、また、

本人の氏名および本人に予定されている職業分類（正会員の場合）をクラブに発

表することについて承諾を求めなければならない。

第５節

被推聴者についての発表後７日以内に、理JIF会がクラブ会員（名替会員を除く）

の誰からも、推脳jに対し、理由を付記した書面による異鎚の申し立てを受理しな

かった場合は、その人は、名誉会員でないなら、本細則に定める入会金を納める

ことにより、会員に過ばれたものとみなされる。

理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、次の理邪会会合にお

いて、この件について票決を行うものとする。異趣の申し立てがあったにもかか

わらず、入会が承認された場合は、被推鰯者は、名誉会貝でないなら、所定の入
会金を納めることにより、クラブ会員に選ばれたものとみなされる。

第６節

このような遇挙後に、クラブ会氏は、当該会員の入会式を行い、クラブ幹事は当

該会員に対して会員征を発行し､薮会凰をH1に報告しなければならない｡旦二Ｚ
リー、ニムは入今式で△二に呈一るな‐．：し当斑最

カュクラプに溶辻込堕る_よ_ｈ援且h±るこ_と_をj旦当±Ba会Liを_L名指名ｺﾞｰ塾_h＠と±

量△

第１２条決趨

事のいかんを問わず本クラブを拘束する決議または提案は､理珊｢会によって審議さ

れた後でなければ本クラブによって審議されてはならない｡もしかかる決駿または

提案がクラブの会合で提起されたならば､討砿に付することなく理事会に付託しな
ければならない。

第１３条騒率の順序

開会宣言

来訪ロータリアンの紹介

来信および告示１１F項

委員会報告（もしあれば）

審離未終了醗事

新規鍍事

スピーチその他のプログラム

閉会
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第１４条改正

本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の３分の２の賛成投票
によって改正することができる。但し、かかる改正案の予告は当咳例会の少なくと
も１０日前に各会員に郵送されていなければならない。クラブ定款およびRIの定款、
細則と背馳するごとき改正または条項追加を本細則に対して行うことはできない。

O12B-JA--(698） 
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